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第3回シンポジウム開催プログラム

2000年5月20日(土曜日)

09 : 30 -10 : 00 (主宰者等挨拶)

共同主催者代表

教務担当理事

社会科学研究所長

情報科学センタ一所長

夏井高人(明治大学法学部教授)

津坂伸幸(明治大学農学部教授)

高木仁(明治大学商学部教授)

下坂陽男(明治大学理工学部教授)

第l部:SHIPプロジェクト+サイバー法研究会「サイパースペースの知的財産権」

* 午前の部総合司会:椙山敬士(弁護士)

10 : 00 -10 : 30 福島力洋(熊本大学法学部講師)

研究報告 1rReligious Technology Center v. Netcom事件一第三者によ

る著作権侵害に対するプロパイダの責任 」

10:30-11: 00 上野達弘(国際高等研究所特別研究員)

研究報告21""技術による著作権の保護と管理一音楽のネットワーク配信

を中心として-J
11 :00-11 :30 日高和明(弁護士)

研究報告3 1""ディジタル情報の技術による保護とその利用との相克1
11:30-12:00 渡遺修(新潟大学法学部助教授)

研究報告4r創作性のないデータベース保護一一一ドイツにおける sui
generls権を素材に」

12:00-13:00 昼食)

* 午後の部総合司会:岡村久道(弁護士，近畿大学講師)

13:00-14:00 苗村憲司(慶麿義塾大学教授)

基調講演「サイバー領域における知的財産法制の動向」

14 :00-15:00 竹山宏明(弁理士)

講演「ビジネスモデル特許」

15:00-15:30 休憩(コーヒーブレイク)

15 :30-17: 00 パネルデイスカッシヨン

司会:平野 晋(米国ニューヨーク州弁護士)

パネリスト:苗村憲司，竹山宏明，日高和明， i度遅修，岡村久道

18: 00-20: 00 レセプション
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2000年 5月21日(日曜日)

第2部:SHIPプロジェクト+法情報学研究会「法情報データベース」

* 午前の部総合司会:石川幹人(明治大学文学部助教授)

09 :00-09:30 夏井高人(明治大学法学部教授)

研究報告 1ISHIPプロジェクト初年度の成果と 2000年度の方針」

09:30-10:00 岡本真(編集者・翻訳家)

研究報告2Iネット・コンテンツとしての法情報の有益性と有害性」

10:00-11:00 指宿信(鹿児島大学法文学部教授)

基調講演「法情報環境のいまと未来一壁を越えて 」

11 : 00 -11 : 45 和田倍(明治大学政治経済学部講師)+小松弘(弁護士)

ISHIPプロジェクト DBプロトタイプ(1)一改正法律と XMLによる法律デ

ータベース 」

ISHIPプロジェクト DBプロトタイプ(2)一個人情報保護とおLT-J 

11:45-12:45 昼食

* 午後の部総合司会:石前禎幸(明治大学法学部助教授)

12:45-13:15 第一法規出版株式会社

法情報DBの実演と説明 1I法令情報データベース」

13: 15-13:45 新日本法規出版株式会社

法情報DBの実演と説明 2I判例Jma s t e r J 
13:45-14:15 株式会社判例タイムズ杜(株式会社EOC)

法情報DBの実演と説明3I判例タイムズDVD一電子復刻版J
14:15-14:45 株式会社TKC

法情報DBの実演と説明4ILEX/DBJ 
14:45-15: 15 Lexis-l、lexi s-J apan 

法情報DBの実演と説明 51Lex s-Nex sJ 

15:15-15:45 ジー・サーチ

法情報DBの実演と説明6Iジー・サーチ・データベース・サービス」

15:45-16: 15 休憩(コーヒーブレイク)

16: 15 -17: 00 パネルデイスカッション

司会:藤田康幸(弁護士)

パネリスト:指宿信，和田悟+小松弘，岡本真+参加企業代表

17:00 閉会挨拶
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講演要 ヒ。
日

在予，~句史認主主:;::::~::::.<~'::::.:.:@:~:;~::l~W~~:::tんずお♂勾明白山山内探求部 ~孟主主主主主謹盈ι師以右手ン

〔主宰者等挨拶〕

共同主催者代表・夏井高人(明治大学法学部教授)

ただいまより， SHIPプロジェクト，サイバ一法研究会，法情報学研究会の第3回共

同シンポジウムを開催させていただきます。

本日は，天候もあまりよくない状態の中，また，お忙しい中をご来場いただき，あり

がとうございます。

私は，各研究会などの代表をしており，また， SHIPプロジェクトにおきまして，プ

ロジェクトリーダーとして研究の実質的な中身のほうのリーダーを務めさせていただい

ております夏井でございます。

本日と明日 2日にわたり，法律とサイパー領域に関するさまざまな問題，また，そ

れと非常に密接な関係にあります法情報データベースの問題について，総合的に研究す

ることになっております。

シンポジウムは咋年から開始し，第 l回目は駿河台の明治大学で開催し，第 2回目は

大阪大学にてシンポジウムを行いました。全体として総合的な研究という形になってお

り，内容についても連続性をもってテーマが選択されておりますが，お手元の資料によ

り，過去の分についてはダウンロードして見ることができるようになっております。

では早速，次の御三方から挨拶を賜りたいと思います。

まずはじめに， SHIPプロジェクトは，明治大学の学術フロンテイア推進事業という形

で、やっておりますが，その中で責任ある立場であり，また，このプロジ‘エクトを推進し

てくださっております教務担当理事の津坂教授からご挨拶をいただきます。よろしくお

願いします。
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〔主宰者等挨拶〕

教務担当理事・津坂伸幸(明治大学農学部教授)

おはようございます。ただいまご紹介をいただきました，明治大学教務担当理事の津

坂でございます。

本日は，朝早くからこのような勉強会が聞かれるということで，しかも，この勉強会

は明治大学の社会科学研究所をベースにした学術フロンティア推進事業の 1つというこ

とで，誠にご同慶の至りと，このように感じております。

大学もいろいろな面で，これからの研究費用のあり方等について考え直さなければな

らない時期に至っているわけでございますが，幸いにも明治大学の 3つの研究所，それ

ぞれに学術フロンテイア推進事業，あるいはハイテクリサーチ等，大型の研究プロジェ

クトをこの数年の聞に開設することができたわけでございます。

SHIPプロジェクトについては，昨年，発足した研究プロジ、エクトでございまして，

社会科学研究所をベースにした大型の研究プロジェクトであります。社会科学の分野で

は，このような共同研究は一般的に難しいと言われておりましたけれども，社会科学研

究所の SHIPプロジェクトは順調に推移していると伺っております。

これからが私どもにとりましでもますます楽しみな部分でもございますし，また，こ

れは 5年という期限を切った研究プロジェクトではございますけれども，それが終了す

る段階では，また，新しいプロジ、エクトをぜひ立ち上げていただきたい，このように私

どもは願っているわけで、ございます。

本日もこれから多くの研究報告，そしてデイスカッシヨンが行われると思いますけれ

ども，ぜひ最後までご協力をいただければと思っております。

本日はどうもありがとうございました。(拍手)

〈司会:夏井〉どうもありがとうございました。

続きまして， SHIPプロジ、エクトの母体であります社会科学研究所の所長であり，ま

た， SHIPプロジ、エクトの代表者であります商学部の高木教授からご挨拶をいただきま

す。よろしくお願いします。
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〔主宰者等挨拶〕

社会科学研究所所長・高木仁(明治大学商学部教授)

おはようございます。ご紹介にあずかりました社会科学研究所の所長であり，商学部

に所属しております高木でございます。

私は，商学部で金融機関論という科目を担当しております。そのため，本日と明日の

両日に渡って行われる報告のテーマとは，少し縁遠いように思われるかもしれませんが，

実はさにあらずでありまして，私はアメリカの金融制度を専門にしております。昨年の

11月， r金融サーピス近代化法 (FinancialServices ModernizationAct of 1999， Pub. L. 

NO.106・102，113Stat.1338 (1999UJという，最近の金融制度改革法の中で最も大がか

りな法律が成立したのですが，その始まりの去年の 1月から上院の法案，そして下院の

法案が，それぞれ上院及び下院で議決され，両者の内容が違いますので，両院協議会に

かけられて，最終的に上・下両院がそれぞれ再議決をし，法案を一本化して大統領がサ

インをするわけです。

そのようなプロセスを，私はすべてウォッチングしているわけでありまして，私の自

宅のパソコンを通じて，自宅のプリンターで上院の法案，下院の法案，その途中の経過

をすべて読んでいるわけであります。したがいまして，金融機関論というような法律と

随分離れたように見える分野でも，今日と明日において行われるテーマ，すなわちサイ

パースペースの知的財産権とか，法情報，データベースというものと切っても切れない

縁がある。これはたまたま自分のやっていることを 1つの例として申し上げたのであり

ますが，社会科学全般にわたる基礎として，皆様がご討議になられることがますます大

事になっていきます。そのような中で明治大学が一定の役割を果たせることを大変喜ん

でおります。

このプロジ、エクトは，スタートの時点から，他の大学，外国の大学，そして，企業等

と連携して研究を行うことが望ましいと文部省から条件がついております。ですから，

本日ご列席の皆様方のご支持がなければ，このプロジ、エクトは進みませんので，今後と

も何とぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。(拍手)

〈司会:夏井〉どうもありがとうございました。

では次に，今回のシンポジウムの技術的な部分を支えていただいております，明治大

学情報科学センターの所長である下坂教授にご挨拶をお願いします。
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〔主宰者等挨拶〕

情報科学センター所長・下坂陽男(明治大学理工学部教授)

明治大学情報科学センタ一所長の下坂でございます。

私どもの部署は，テーマにありますネットワークとか，情報関係の下支えをする部分，

つまり支援部隊でございます。

本日の学術フロンティア推進事業は，社会人間情報プラットフォームでございます。

先ほど来ご紹介がございましたが，明治大学においては，理工系，人文系でもそれぞれ

学術フロンテイア推進事業が動いております。これらの学術フロンテイア推進事業とは

別個に，教務事務部傘下で教育研究コンテンツ構築プロジェクトが昨年度から動き出し

ました。これは文部省の特色ある教育研究の補助金を受けて動いているプロジェクトで

あります。

この建物は，全教室の各机に情報コンセントが装備されるなど情報インフラ整備が進

んでいます。学術フロンテイア推進事業や教育研究コンテンツ構築プロジ、エクトの活動

などを見ていますと，ハードウェアーの整備とは別に，それらの機器やネットワークを

有効利用するためのソフトウェア的なインフラ整備が必要になってきていると痛感して

います。情報科学センターの主な業務は情報基礎教育の実施にありますが，これまでに

蓄積した情報関連技術やネットワークの運用管理ノウハウを学術フロンテイア推進事業

やさまざまのプロジェクトでご利用いただき，皆様の夢の実現に若干でもお手伝いでき

ればと願っております。本日も，サイバ一法研究会とともに後援という栄誉をいただき，

なおかつご挨拶させていただけるということで，大変悦ばしく思っております。

今，明治大学の法学部の中では，ロースクールについて検討がされているようでござ

います。法学は私の専門外ですのでよくわかりませんが，法曹人口を増やしこの分野の

サーピス性が向上することは結構なことではないかと思います。本日と明日の両日にわ

たって話されるテーマの法律業務に関るデータベース構築が，この分野のサーピス性の

向上や効率化にとって非常に重要になると思います。本学のロースクール構想の中でも，

情報関連分野で情報科学センターが何かお手伝いができたらよいと考えております。

皆様方の研究会の成果が，今後の日本の，あるいは世界の法情報学関係の発展に繋が

ることを祈って，私のご挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございましたく拍手〉

〈夏井〉どうもありがとうございました。

それでは，所定の時刻になりましたので，午前の部を開始したいと思います。

午前の部の総合司会は，弁護士の椙山弁護士にお願いしております。よろしくお願い

します。

9 



第 l部

SHIPプロジ、エクト+サイバー法研究会「サイパースペースの知的財産権j

2 0 0 0年5月20日(土曜日)

研究報告 1

fReligious Technology Center訊 Netcom事件J

~第三者による著作権侵害に対するプロパイダの責任~

熊本大学法学部講師福島力洋

おはようございます。熊本大学の福島でございます。

本日，このような場において報告の機会を与えていただいたことについて，非常に感

謝いたしております。若干緊張しておりまして，お聞き苦しい点等，多々あるかもしれ

ませんが，ご容赦いただければ幸いに思います。

さて，私の報告の内容ですけれども，予稿にも書きましたとおり，第三者による著作

権侵害行為について，プロパイダがいかなる責任を負うべきなのかについてのアメリカ

の判決であります， Religious Technology Center v. Netcom事件を紹介するということ

でございます。早速，中身の方に入っていきたいと思います。

I はじめに

最初に，簡単に事実関係を説明しておきます。

まず，原告ReligiousTechnology Centerが著作権を有する作品を，被告その Iであ

りますErlichが，被告その 2であるBBSに投稿しました。そしてそのBBSは，被告

その 3であります Netcomを通じてインターネットへと接続していました。ですから，

当該BBSへの投稿は， Netcomを経由して，すべてのいわゆるユースネットサーバー

に配信されるシステムになっているわけです。本判決は，そのような場合に，当該BB
SおよびNetcomが，第三者たる Erlichの著作権侵害行為についていかなる責任を負う

のかに関する判断だということになります。ちなみに，本報告においては Netcomの責

任を中心に見ていきますが， B B S管理者の責任についてもほぼ同様の判断となってい

ます。

2 アメリカにおける著作権侵害に対する責任枠組

具体的な判旨内容に入る前に，アメリカにおいて，著作権侵害に対していかなる責任

判断の枠組みがとられているのかについて，若干の概観をしておきたいと思います。
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-直接侵害責任

まず，アメリカの著作権法上は，直接侵害責任が規定されております。直接侵害責任

が認められるためには 2つの要件がありまして，まず第 lに，原告が有効な著作権を有

していること。そして 2番目に，その有効な著作権が被告によって侵害されたこと。こ

の2つが証明されますと，原告は差し止め，もしくは損害賠償を求めることができるこ

とになります。

少しだけ補足しておきますと，その損害賠償については，実は 2通りのものがありま

して，現実に生じた損害の賠償か，あるいは現実の損害額にかかわらず，法律上規定さ

れている損害賠償額のどちらかを求めることができます。この法律上の損害賠償額は，

現行法によりますと， 500ドルから 2万ドルの間で裁判所が正当と認める額ということ

になっております。

この直接侵害責任は，厳格責任ということになっておりまして，侵害の意図等は責任

の成否には関係ありません。ただ，法律上の損害賠償を求める際に，故意の有無がその

算定要素として影響してきます。具体的には，侵害者が故意で、著作権侵害を行ったこと

が原告によって証明された場合には，賠償額の上限が2万ドルから 10万ドルに引き上げ

られます。そして侵害者，つまり，被告の側で故意がなかったことが証明された場合に

は，下限が 500ドルから 200ドルにヲ|き下げられることになります。裁判所は，その

範囲内で，自らの裁量で正当と認める金額を賠償額として認定することになります。

制定法上は，この直接侵害責任までしか規定がありません。しかしながら，直接自ら

手を下したわけではなくとも，間接的に当該侵害行為にかかわったような場合，あるい

は当該侵害者との聞に特別な関係が存在する場合には責任が認められる場合があります。

-寄与侵害責任

前者の場合，すなわち間接的に手を下しているような場合として，寄与侵害責任が認

められることがあります。その要件は，著作権侵害行為を知っていた，もしくは知り得

べき状況であったという主観的な要件と，当該著作権侵害行為を招来し，惹起し，もし

くは実質的に寄与したという客観的要件の 2つです。これらの要件充足が認められた場

合に，寄与侵害責任が成立します。

-代位責任

そして後者の特別な関係ですけれども，これは代位責任として認められることがあり

ます。その要件は，侵害者の行為をコントロールする権限及び能力を有していたこと，

そして当該侵害行為から直接の経済的利益を得ていたことの 2つで，これらが証明され

ますと代位責任が認められることになります。

以上のような責任判断枠組みがアメリカでは確立しているわけですけれども，次に，

そういう枠組みの中で，プロパイダの責任について一体どのような判断が下されてきた

のかについて，本件以前の段階で下された 3つの事例を挙げておきます。

3 本件以前の判例

. Playboy Enterprises， Inc. v. Frena， 839 F.Supp. 1552 (M.D.Fla.1993) 

まず最初に， Playboy v. Frena判決を挙げておきます。
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これは被告 Frenaの運営する BBS上に，原告 Playboyが著作権を有する写真のデ

ータが無断で投稿されて，加入者であれば自由にダウンロードできるようになっていた

という事例です。この判決の中では，被告の行為は頒布権及び公衆展示権の直接侵害で

あるとして，直接侵害責任の成立が認められています。

. Sega Enterprises Ltd. v. MAPIllA， 857 F.Supp. 679 (N.D.Ca1.1994)仏在APIllA1) 

他方，次の Segav. MAPHIAの判決ですが，原告 Sega社が著作権を有するゲームソフ

トが被告らの運営する BBS上にアップロードされており，また，会員はそれをダウン

ロードできるようになっていたわけです。

被告は，同BBS上において，アップロード，ダウンロードについて知っていました

し，またそれだけではなく，実際にそれを奨励していたことが認められております。さ

らに，ダウンロードに対して課金するとか，ゲームソフトのコピーのアップロードの見

返りとしてダウンロードを認めるとか，あるいは， Segaのゲームソフトをコピーする装

置を被告から購入した場合にダウンロードを認めるといった形で，対価を得ていたこと

も認められております。

そういったことが認められた結果， MAPHIAの側に寄与侵害責佳が認められました。

予稿では r(+直接侵害)Jと書いておきましたけれども，実はこのあたりの裁判所の判

断は必ずしも明確ではありません。といいますのも，この判断は，暫定差し止めの可否

をめぐる裁判所の判断ということで，原告の側が，寄与侵害及び直接侵害の両方につい

て一応有利な主張(primafacie case)をなしたということで，裁判所が結果的に暫定差し

止めを認めたものであって，どちらの責任に基づいて暫定差し止めを認めたのかまでは，

判旨内容からは必ずしも明らかではありません。

ただ，後で触れることになります， MAPHIAI判決の本案差し止めについての判断で

あります MAPf五All判決は， MAPHIAIはプロパイダの寄与侵害を認めたものだと明

言しておりますし，本件 Netcom判決も同様の認識を示しています。したがいまして，

どうやらこれは被告の寄与侵害責任を認めた事例だと言うことができると思われます。

. Central Point Software， Inc. v. Nugent， 903 F.Supp. 1057但.D.Tex.1995)

3つ目の判決は CentralPoint Software双 Nugent判決です。これは，原告らが著作

権を有するソフトウェアが，無断で被告らの運営する BBS上に投稿されており，加入

者がそれをダウンロードすることができるようになっていたという事例です。

結論的には，被告 (Nugent)側が，著作権侵害について反論を提出しなかったという

ことで，直接侵害責任が認められることを前提として判断が下されております。

4 判旨

こういった経緯があったという前提の上で，本件の判旨内容の方に入っていきたいと

思いますが，一点だけ注意していただきたいのは，本件は被告の求めた summary

judgmentの可否に関する判断であるということです。したがって，判断の焦点は，事実

問題について真正な争点が存在するかどうかにあります。

a.直接侵害責任

まず直接侵害についてですけれども，結果的にこれは否定されております。裁判所に
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よれば，当該著作権侵害的な複製物は，投稿されたメッセージの伝達過程において自動

的，付随的，一時的に作成されたものにすぎない。なおかつ Netcomは，自ら手を下し

て複製を行ったわけではないということで，これをたとえるならば，まさにコピー機の

所有者と同じであると言っているわけです。コピー機の所有者は，コピーをさせるため

にコピー機を持っているわけですけれども，そこで誰かが著作権を侵害するようなコピ

ーを行っていたとして，そのコピーしている本人であればまだしも，コピー機の所有者

までが直接侵害責任を負うのはおかしいのではないか，ということです。

逆に，このような場合に， Netcomについて直接侵害責任を認めることになれば，イ

ンターネット上のサーバーすべての管理者が責任を問われるという，まさにナンセンス

なことになってしまうことにもなり，やはり直接侵害責任は負わないのだという判断を

下しています。

とするならば，次に，先ほど申し上げました Playboyv. Frenaの判決との関係が問題

になってきます。すなわち，そこでは直接侵害責任が認められているではないかという

わけです。しかし，裁判所は，ここでは事例を区別しています。といいますのも， Frena 

判決は，頒布権及び公衆展示権が問題となった事例であって，本件は複製権が問題にな

っているんだということで，事例が異なるとしたわけです。

そしてさらに，事実の面からも Frena判決とは区別することが可能だとしています。

すなわち， Netcomは， Frena判決の場合とは異なり，単に他から来たデータを伝送し

ているにすぎないわけです。すなわち自らが何らかのアーカイブなりファイル集なりを

持っていて，それを配信したわけではないということです。まさに導管(conduit)として

の役割しか果たしていないという面から見ても， Frena判決と区別をすることは可能だ

と言っています。

それから MAPHIAI判決との区別なんですけれども， MAPHIAI判決は，先にも触

れましたとおり，これは直接侵害責任ではなく寄与侵害責任が認められた事例であると

いうことで，ここでは関係がないとされています。

Nugent判決については，本件では触れられておりません。

b.寄与侵害責任

次に寄与侵害責任についてですけれども，まず主観的な要件です。先ほど事実関係を

簡単に申し上げましたけれども，被告その 1である Erlichの著作権侵害行為，すなわち

BBSに対する投稿行為ですけれども，これは実は l回きりのものではなく，何度か継

続的に行われていたのですが，ある段階で原告の側から Netcomに対して，著作権侵害

についての告知が行われています。

ということは， Netcomは，告知される以前であれば，著作権侵害があったかどうか

を知り得べきとは言えないかもしれない。しかし，告知を受けた以降については，著作

権侵害行為について知っていたと言えるかもしれないということになってきます。

ただ，当該著作権侵害だとされている行為は，もしかすると fairuseの範障に入るも

のかもしれないわけですし，あるいは著作権表示がないといったような場合には，

Netcomにとっては，本当にそれが著作権侵害なのかどうかを合理的に判断することが

できないかもしれないわけです。そして最終的には， NetcomはErlichの著作権侵害行

為について本当に知っていたのかどうかに関する事実問題が生ずると判断されました。

そして客観的要件の方ですけれども，原告らの著作権侵害について，被害拡大を防止

する措置を容易にとることができたにもかかわらずとらなかった場合には，実質的な寄

与が認められるだろうというわけで，ここでも本当に被害の拡大防止措置をとることが

できたのかどうかについて事実問題があるとされ，結論として，寄与侵害責任について
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のsummaryjudgmentは認められないと判断されました。すなわち，この後のトライア

ルの結果，場合によっては寄与侵害責任が認められる可能性があることになります。た

だ，本件は和解という形で終結しておりますので，残念ながら最終判断は出ておりませ

ん。

c.代位責任

次に，代位責任ですけれども，まず最初の要件である，侵害者の行為をコントロール

する権限及び能力があったのかどうかの点なんですけれども， Netcom加入者が同意し

なければならない規約を見てみますと，何か問題が起こったときに改善措置をとる権限

が Netcomに留保されていることが明示されております。さらに， Netcomは著作権侵

害行為を禁止し，第三者に対して発生した損害を賠償するよう要求していました。そう

いった点から， Netcomに行為をコントロールする権限があったかどうかについて事実

問題があるとされました。そして，能力的にはどうなのかと言いますと，過去に， 1，000 

を超える事例において，実際にアカウントを停止した実例のあることが認められており

ます。

したがって，今回の Erlichの著作権侵害行為について， Netcomが本当に Er1ichの行

為をコントロールする権限及び能力があったのかどうかに対して，そこには事実問題が

あるとされたわけです。

ところが，もう一つの要件であるところの経済的利益の点では，事実問題の存在が否

定されております。すなわち， Er1ichの著作権侵害行為によって，例えばNetcomのサ

ーピス価値が増大したとか，あるいは新規加入者がふえたとかいったようなことは認め

られず，さらに Netcomは加入者からは固定料金しか徴収していないということから，

直接の経済的利益は存在しないという判断が下されました。

以上のように，第二の要件について，事実問題に関する真正な争点がないということ

で， Netcomにsummaryjudgmentが認められました。

5 本判決の意義とその後の展開

さて，本判決が第三者の著作権侵害行為に対するフ。ロパイダの責任について，一体ど

のような意味を持っていたのかということと，それから，本判決以降の動きについて，

ここで少しお話をしておきたいと思います。

まず，本判決の意義なんですけれども，これはまさしくプロパイダの直接侵害責任が

否定されたことにあります。そして，場合によっては寄与侵害責任または代位責任が認

められる可能性があるということが明確にされたことは非常に大きな意義をもっている

と思われます。本件では，結果として代位責任は否定されておりますが，それは，直接

の経済的利益を得ていないという事情があったからであって，したがって，この判決以

降も，直接的な経済的利益を得ていれば，代位責任が認められる余地があることになっ

てきます。

では，具体的に本件以降の判決の中で Netcom事件がどのように評価されているのか

について 2つほどの事例を挙げておきます。

1つは，先ほど挙げました MAPHIAIの本案差し止めの事例です。 Segav. MAPHIA 

(MAP田 AII)ですけれども，この中では，ほほNetcom事件の枠組みが踏襲され，直

接責任が否定され，そして寄与侵害が認定されたのです。ただ，代位責任につきまして

は，寄与侵害責任が認められた以上，代位責任についてまでは判断する必要はないとい

うことで，具体的な判断は下されておりません。
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次の Marobie v. N A F E Dの判決ですけれども，ここでもほぼNetcom判決の判断

が採用されておりまして，直接責任が否定され，寄与侵害については，各要件について

事実問題があるということで summaryjudgmentが否定されました。そして経済的利益

を得ていないということで代位責任も否定され，結論の上では， Netcom判決と全く同

様になっております。

このような形で，第三者の著作権侵害行為に対するフ。ロパイダの責任の判断枠組みと

しては，まさに Netcom事件の判断枠組みが広がっていくであろうと思われていたとこ

ろ，一昨年，著作権法の改正の中で， Digital Millennium Copyright Act (D M C Aと略

される)によってプロパイダの責任を制限するという形の規定ができました。

このDMCAの第2編，オンライン著作権侵害責任制限法の中で，情報の伝達におけ

るプロパイダの 4通りの関与類型に応じて，免責(金銭賠償，および一定限度を超える

差止命令からの免責)の要件が定められていますので，大まかに概観しておきます。

1つは，他から送られてきたデータをただ単に横流しするような，導管的な役割を果

たしている場合です。この場合，他から送られてきた情報を，内容や受信者を選別する

ことなく，自動的に伝達もしくは蓄積した場合には，原則として免責されることになり

ます。ただし，当該情報は，想定された受信者以外の者が通常の方法ではアクセスでき

ないようにしておかなければならず，また，想定された受信者が通常の方法でアクセス

するのに合理的に必要な期間を越えて保持してはならないことになっています。

それから第2の関与類型として，データキャッシュが挙げられています。すなわち，

後続の利用者の要求にこたえるために，キャッシュ領域に一時的に情報を蓄積するよう

な場合です。この場合も，内容に手を加えず，情報更新のルールに従い，情報提供者が

課しているアクセス制限を同様に実施するなどの条件を満たしていれば，原則として免

責されます。

3つ目の関与類型としては，例えば，ユーザーがホームページを開設できるようにす

るために，フ。ロパイダがシステムの領域の一部を利用者に提供するといった場合です。

その場合，自らのシステム上に著作権侵害的なデータが蓄積されることがあり得るわけ

ですが，そういった場合についても，当該著作権侵害的な情報について，現実の認識が

なく，かっその情報から経済的利益を得ておらず，さらに著作権者から告知を受けた場

合に速やかに削除，もしくはアクセス不能にするという措置をとれば，免責されること

になります。

そして 4番目のプロパイダの関与類型として，耳慣れない言葉かもしれませんが，情

報ロケーションツールとして関与している場合です。その典型はヤフー (YAHOODだ

ということが立法史の中で明らかになっていますので いわゆる検索エンジン等を想定

した規定だと考えていただければいいのではないかと思います。では具体的に，ヤフー

のような検索エンジンはいかなる場合に免責されるのかと言いますと，これも先ほどの

事例とよく似ておりますけれども，まず第一に，リンク先に著作権侵害的な情報が含ま

れていることについて現実の認識がないということです。加えて，そこから経済的な利

益を得ていないこと，そして著作権者から告知を受けた場合に，アクセス不能にする措

置をとるといったことが免責を受けるための要件とされています。

最後に， DMCAの下でプロパイダの責任が争われた最新の事例を一つご紹介してお

きます。それは， A&M Records v. Napsterの判決です。この判決では，被告Napster
がDMCAの免責要件に該当するのかどうかという点が中心的な争点になっています。

結論的には Napsterの免責は認められませんでしたが，こういう事例から考えましでも，

今後，第三者の著作権侵害責任をめぐるプロパイダの責任が問題になったような場合に

は， DMCAの要件に該当するのかどうかという点が争点になって，典型的な事例につ

いてはすべてDMCAのもとで処理されていくことになると思われます。
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以上で私の報告は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

〈司会〉福島先生，どうもありがとうございました。

若干時聞がありますので，ご質問等がありましたら，お受けしたいと思います。どう

ぞご遠慮なく。

〈質問者>1つお伺いしたいのは，大勢として，告知を受け，ないしは何らかのことで

長日った場合に削除するとか，アクセス不能にすることで免責されるということなんです

けど，一般に逆の方向というのがないかどうかですね。つまり，単に疑わしいとか，な

いしは攻撃をされたとかいうことで止めると，もしかしたらインフリンジメントじゃな

いのに止めている可能性もありますし，それを狙って，というか，いやがらせのような

こともできることになるわけでして，そこのところについてどういう基準ないし判例が

あるのか教えていただきたい。

〈福島〉その点につきましては，これも DMCA上に規定がございまして，まず，告知

しなければならない要素が詳細に定められており，単なるいやがらせには歯止めがかか

っているものと思われます。また，著作権者側からの告知のみで削除されてしまっては

あまりに一方的ですので，免責を受けるために削除，もしくはアクセス不能にした場合

には，その後，速やかに次の措置をとらなければならいとの規定があります。すなわち，

まずはじめに，削除もしくはアクセス不能にされた情報をアップロードした利用者に対

し，その旨を告知しなければなりません。そこで，利用者から何も反応なければそれで、

終わるのですが，利用者が反対告知をしてきた場合には，今度は著作権者にその反対通

知のコピーを送り，かつ 10営業日以内に当該情報を再び利用可能にする旨を告げなけれ

ばなりません。そうすると，著作権者側は，当該著作権侵害行為を差し止める命令を求

める訴訟を裁判所に提起することができるようになります。プロパイダとしては，その

訴訟を提起した旨の告知を受けない限りは，反対通知を受領後 10営業日以上 14営業日

以内に，当該情報を再び1利用可能にしなければならないことになります。以上のような

規定がありますので，必ずしも一方的に削除してそれで終わりというわけではなく，そ

れなりのバランスはとれているものと思われます。

〈司会〉そのほかよろしいでしょうか。

それではどうもありがとうございました。(拍手)

続きまして，国際高等研究所の上野先生から， r技術による著作権の保護と管理一音楽

のネットワーク配信を中心として-Jと題して，ご報告をいただきます。よろしくお願

いします。
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研究報告2

「技術による著作権の保護と管理J
一一音楽のネットワーク配信を中心として一一

国 際 高 等 研 究 所 研 究 員 上 野 達 弘

1 はじめに

本日わたくしに与えられました課題は「音楽のネットワーク配信」ということであり

ます。以下では，音楽のネットワーク配信に関する著作権問題を素材といたしまして，

技術による著作権の保護と管理について検討したいと考えております。

2 音楽のネットワーク配信と著作権

それでは，まず音楽のネットワーク配信，とりわけ先ほども少しお話がありましたけ

れども， MP 3を素材といたしまして，その著作権問題について検討したいと考えてお

ります。

なお， MP 3と法的検討につきましては，今日も会場にお見えでいらっしゃいますけ

れども，岡村久道先生がウェブで発表しておられるご論文がl，もっとも詳細かつ最新の

文献でありまして，以下の検討にあたりましでも，これを大いに参考にさせていただき

ましたことをお断りしておきたいと思います。

いまやデジタルとネットワークの技術の発展と普及によりまして，誰でもデジタルコ

ンテンツを公衆送信することができるということは申すまでもありません。ところが，

音楽コンテンツの場合ですと，これをネットワークで提供するというのは，少し前まで

はかならずしも一般的とはいえなかったように思います。その理由は，音楽コンテンツ

のデータ容量の大きさに由来するようですけれども このような状況を大きく覆したの

がMP3に代表される圧縮技術であります。

(a) MP 3 

M P 3 (MPEG 1 Layer-3 Audio)は音楽コンテンツのフォーマットの一種でありま

して， CD並みの音質と高い圧縮率を兼ね備えていることを特長といたします。 MP3

ですと， 3分の曲でも大体3メガ程度のファイルサイズにすることができます。そのた

め， MP3ファイルはインターネットを通じて流通させやすいということでございます。

したがいまして，ひところに比べましたら少なくなったのかも知れませんけれども，い

まだに違法MP3サイトといいますのは根強い勢力を誇っているようでございます。中

には r.mp3Jという拡張子を r.txtJなど別のものに変えるなど，いろいろな方法で追

跡を逃れているという状況があるようであります。

(b) MP 3フォーマット

もっとも， MP 3というフォーマットそれ自体は単なる圧縮フォーマットにすぎませ

んで，これが違法とはいえないでしょう。したがいまして，私的使用の目的で自分のも

1 岡村久道 iMP3と著作権法J (1998 年~2000 年)くhttp://www.law.co.jp/okamuralcopylaw/mp3.htm>
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っている音楽CDからMP3ファイルを作成することは，わが国でいえば，著作権法 30
条の私的複製によって許されるものと解されます。また，たとえ違法に作成されたもの

だといたしましでも， MP 3サイトからファイルをダウンロードするという行為自体も

私的複製に当たり，違法で、はないのではないかと解されます。ただ，逆にこうした行為

は私的複製の枠をこえるのだという見解もあることはございます2。しかしながら，つい

先日，平成 12年5月 16日に東京地裁がデジタル音楽放送である「スターデジオ」に

ついて下した判決によりますと，利用者のもとでの複製は私的複製に当たるものとされ

ています。そうすると，ダウンロードはやはり自由ということになるのではないかと思

います。

(c) MP 3の配信

もっとも， MP 3フォーマットが違法でないといたしましでも，市販されている音楽

CDからリッピングしたデータをMP3に変換いたしまして，これをインターネットで

配信するという行為が，わが国の著作権法でいえば，公衆送信権や送信可能化権の侵害

に当たることはいうまでもありません。

( d) My.MP3.com 

また，アメリカにおきましては， R 0という携帯プレイヤーがございますけれども，

そうした携帯プレイヤーに関する訴訟にくわえまして，検索サイトであるMP3コムの

「マイMP3Jというサーピスをめぐって訴訟が続けられております。

MP3コムというサイトは，もともとインディーズ系の音楽コンテンツの検索サイト

であったわけですけれども，最近「マイMP3Jというサービスをはじめたわけであり

ます。これは 2つあります。一つは， rインスタント・リスニング・サービスjと申しま

して，ユーザがMP3と提携しているオンライン CDショップから新しいCDを購入す

ると，そのパッケージが届けられる前から，そのCDに収録されている楽曲をストリー

ムで聞くことができるというサービスであります。もう一つは， rビームイット

(Beam.It)Jと申しまして，ここではユーザが所有する音楽CDをマイMP3に登録し

ておくと，それをどの場所からでもストリーミング配信で聞けるようになるというザー

ピスであります。

このMP3コムに対しまして，全米レコード協会 (RI AA)は，今年の 1月，これ

はCDの無断複製に当たるとして提訴しております。そして，その後いろいろな経緯が

あったようですけれども，ニューヨーク連邦地裁は4月28日にMP3コム側が著作権侵

害に当たるとして，サービス中止を命じております。実際，五大レーベルについては，

現在，コンテンツ配信を中止しているようでございます3。

たしかに，将来の音楽ピジネスにおきましては， CDというメディアを介して，ある

いはネットワークを通じて，デジタルコンテンツをいちいちユーザ、の手元に届けるよう

なことはしないで，いわば常にストリームで音楽を聞くというようなスタイルが一般化

するともいわれているようであります。しかし，本件ではユーザが正規のCDを所有し

ていようとなかろうと，コンテンツを公衆に利用可能にしたことによって，日本法でい

えば，このサイトは送信可能化したことになります。したがいまして，現時点でマイM

内田HR康「デジタル著作物の流通ビジネスのための法律実務J~著作物の利用と著作権制度j (著作権情報センター，

2000年J95頁)参照。

3 なお，その後の 2000年6月以降， MP 3コムと 5大レーベルとの問で和解がすすみ， fBeam-ItJと fInstant
List疋ningJの両方で合法に楽曲が利用されているようである。
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P3のインスタント・リスニング・サービスは，わが国の著作権法において違法とされ

るのではなかろうかと思われます。

( e )ファイルの交換?

このMP3コムが違法かどうかはともかくといたしまして，違法サイトの場合はそれ

を見つけ出すことさえできれば，そのサーバーをおさえてコンテンツの配信を止めるこ

とができるわけであります。しかしながら，昨年，先ほどもご紹介がございましたけれ

ども， Napsterというソフトが出てまいりまして，これは少し違っております。

Napster は，インターネットに接続している Napsterユーザのハードディスク内にあ

るMP3ファイルを交換 (swapping)するソフトであります4。実際のところ，私も

Napsterを使いまして，あくまでも研究のためにですが IutadaJと検索してみますと，

多数のダウンロード可能なファイルのリストがあらわれました。こういうのは，違法サ

イトを開設しているという場合以上に，行為者の取り締まりが困難とされております。

これを受けまして昨年 12月に，先ほどの全米レコード協会 (RI AA)は，開発元の

Napsterに対して損害賠償を求める訴訟を起こしております。さらに，ヘビーメタルバ

ンドのメタリカ (Metallica)なども，今年の4月に Napster社および Napsterの利用

を規制していない大学を提訴しております。

たしかに， .Napsterを使ったといたしましでも，ダウンロードする行為自体は，先ほ

ど述べましたように違法ではないと考えられます。しかしながら， Napsterを使ってM

P3ファイルを実質的に公衆が利用可能な状態に持ち込む行為は，わが国著作権法にい

う送信可能化に当たるように思われます。さらに申しますと，もし Napsterというソフ

トを起動しているだけで，その時間は常に自分のハードディスク内部にあるコンテンツ

を交換可能になっているといたしますと，このソフトを使ってMP3ファイルをダウン

ロードした瞬間に，そのMP3ファイルは別の公衆がダウンロード可能な状態になりま

す。そうすると， Napsterを使ってMP3ファイルをダウンロードすることも結局違法

にならざるを得ないのかもしれないと考えております。そうすると，日本にはフェア・

ユースの規定がございませんから，いくら研究のためとは申しましでも公衆送信をする

ことまでは認められません。そうなりますと， NapsterでMP3ファイルをダウンロー

ドしたわたくしの身も危ない ということになるかも知れないというわけでございます。

もっとも，このようにMP3を交換する個々のユーザが仮に違法だといたしましでも，

そのユーザを個別的に取り締まることは難しいわけであります。ただ，昨日もニュース

が入っておりましたけれども，最近の技術によって，メタリカは違法ユーザのリストを

特定したようであります。しかし，一般的にはなお違法ユーザの特定は難しいわけであ

ります。そこで， Napsterというソフトを提供している Napster杜に対する訴訟が続け

られているわけであります50

ただ， Napsterが違法なコンテンツの配信のみに使われるソフトではない以上，責任

を問うのは容易でないように思われます。これは先ほど福島先生からもご紹介がありま

したように， Napstel'は rmere conduitJ (単なる導管)である，そういう抗弁がなされ

ることにつながってくるわけであります。ただ， Napsterの場合はいくつかの中央サー

バーがありまして，その中央サーバーを差し止めることさえできれば，配信行為を取り

締まることは実質的には可能で、あります。

ところが，今度は中央サーバーを持たない Gnutella(グヌ一テラ)という交換ソフト

くhttp://www.napster.com>
なお.米北カリフォルニア連邦地裁は 2000年7月26日.Napster社に対してサービスの停止を命じる仮処分を下
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があらわれました。この Gnutellaは，これを実行しているユーザが2人いるだけでも，

そのユーザを直接無数に接続することによってネットワークが構築されることになって

おります。したがいまして， Napsterと違いまして，サーピス停止をかけることや利用

者の追跡をおこなうことは非常に困難だということであります。

にもかかわらず，こうした交換ソフトはほかにもいろいろふえているようであります。

たしかに，いくら個々のユーザがおこなっている行為が違法だと断言することはできま

しょう。しかし，そうした違法行為を追跡することは，事実上きわめて困難だという状

態にあるということがいえるわけで、ございます60

3 技術による著作権の保護と管理

そうなってまいりますと，プロテクトなどの技術によって違法な行為を防ぎ，著作権

を守ることが求められることになってまいります。逆に申しますと，それさえうまく機

能すれば，インターネットを通じて音楽著作物の流通するビジネスの可能性が広がると

ともに，ユーザも安心して音楽を試聴できるわけでございます。実際のところ，最近で

は圏内の大手レコード会社も tbitmusicJですとか t@MUSICJなどといった音楽配信

システムのf草築を急いでおりまして，そこでは iATRAC3Jあるいは iAACJ といった

圧縮フォーマットの技術的手段が活用されているところであります。

以上のことから，こうした「技術jによる著作権の保護と管理というものは，ひとま

ず「望ましい」ということがいえようかと思います。以下では，そのうえで問題点を検

討したいと思っております。

( 1 )序一一著作権の保護と管理

まずその前提といたしまして，技術による著作権の「保護」と「管理」という 2つの

概念は，現在あまりはっきり区別されて使われていないように思われます。しかしなが

ら，現行著作権法，あるいはベルヌ条約におきましては，次のような概念区分が一応前

提とされているものと考えられます。

第一に，技術による著作権の「保護」のほうです。これはいわゆる「技術的保護手段」

にほぼ相当いたしまして，典型的にはコピープロテクションであります。この技術的保

護手段は，著作物の利用を技術的に不可能または事実上不可能にしてしまう技術，すな

わち方、ードする技術であります。このように技術を活用して一定の著作物の利用をガー

ドないしはコントロールしてしまうことを， i技術による著作権の保護」と呼びたいと思

います。

第二に，技術による著作権の「管理」のほうでございます。こちらはいわゆる「電子

著作権管理システム (ECMS)Jにほぼ相当いたしまして，典型的には，一一これも広

い意味で使われているようですけれども一一「電子透かしjが相当すると思われます。

している。

6 なお，筆者が予稿集(rサイパースペースの知的財産権法情報データベース一一予稿・資料集ー-J (2000年J)
7頁において， I現時点では， Napsterや Gnutellaなどにおけるように，違法なコンテンツ配信がめだ、っているといわ

ざるをえないJと記述したことについて，佐藤恵太「電子取引が知的財産法制に与える影響jジュリスト 1183号 115

頁注3(2000年)は， I上野達弘氏は， Napsterだけでなく Gnutellaも『違法なコンテンツ配信』としているが，中

央サーバにファイルを復J製する Napsterはともかくとして， Gnutellaがいかなる意味で違法なのか，公表文書には明ら

かにしていないjと述べるが，右記述は，本報告で述べたとおり， Napst沼rや Gnut疋llaを利用してコンテンツを公衆に

対して利用可能にする個々の利用者の行為が公衆送信にあたるとの解釈を前提として，それらのソフトの利用者をふく

めて，違法なコンテンツ配信がめだっているという現状認識を述べたにとどまり， Napsterや Gnutellaというソフトそ

れ自体，あるいはその開発者の違法i生について何らかの立場を表明した趣旨ではない。

20 



ここでは，著作物の利用行為それ自体をできないようにするわけではないのですけれど

も，利用者の利用行為を把握して，それによって権利処理をおこなうものでございます。

このように技術を活用して著作物の利用行為を把握ないしはモニタリングして，これ仁

よって権利処理を促進することを， r技術による著作権の管理Jと呼びたいと思います。

改正されました著作権法におきましでも， r著作権等の管理」という文言は，一応そのよ

うに使われていると考えられます70

この「保護」と「管理Jは，両方とも技術による著作権問題の解決であります。しか

しながら，後者の「管理Jの方は，技術そのものによる直接の解決ではなくて，技術に

より支援された契約または権利処理による解決といえようかと恩われます。わたくしは，

ひとまず以上の概念区分を強調したいと考えております。

(2)技術的保護手段

( a)現状

そのうえで，前者の技術による著作権の「保護」ということで，いわゆる「技術的保

護手段」の問題を検討したいと思います。わたくしが申すまでもなく，著作権の技術的

保護手段には，現在さまざまなものがあるわけでございます。 DATやMDに使われて

いる SCMSもその一つであります。そして，最近の法改正によりまして，この技術的

保護手段は著作権法によってもサポートされているといえるわけであります。たとえば，

わが国の著作権法は，技術的保護の回避専用装置等の公衆への譲渡等について刑事規定

を設けております(著作権法 120条の 2第 1号・第 2号)。

(b)諸問題

もっとも，こうした技術的保護手段は，その定義にございますように「著作権等を侵

害する行為の防止または抑止……をする手段」をいいます。したがいまして，こうした

技術的手段によって利用者は著作物を利用することが一定程度，あらかじめ不可能にさ

れてしまうわけでございます。これによりまして，さしあたり以下の 2点が問題になる

と思われます。

①技術による著作権法のオーバーライド

第一に，技術によって著作権法のオーノfーライドの問題が生じてくるということであ

ります。これにつきましては，のちほど日高先生のほうからもアメリカ法を中心といた

しましてご報告をいただけると思いますので，わたくしがここで何か申し上げましでも，

後でオーバーライドされてしまうかも知れませんけれども一一まあこれはわが国でも近

時議論されはじめている問題なのでございます80

7 著作権法令研究会=通産省知的財産政策室『著作権法・不正競争防止法改正解説j (有斐閣. 1999年) 100. 108 
頁参照。

8 上野達弘「契約による著作権制限規定のオーバーライドをめぐる議論状況」コピライト 452号50頁 (1998年). 

曽野裕夫 f'f青報契約における自由と公序」アメリカ法 1999年2号 181頁(1999年).同「情報契約と知的財産権」ジ

ユリスト 1176号 88頁 (2000年).小泉直樹「デジタル化と情報契約一一電子契約，技術的手段，著作権一一J知財

研フォーラム 40号 50頁 (2000年).同「著作権契約はどこまで自由であるべきか一一ドイツf去を中心として一一Jr21 
世紀における知的財産の展望』知的財産研究所 10周年記念(知的財産研究所.2000年) 199頁，中山信弘「デジタル

時代の知的財産権Jr21世紀における知的財産の展望』知的財産研究所 10周年記念(知的財産研究所.2000年)342 
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つまり，著作権法は著作者に著作権を与える一方で，著作物の公正な利用との調整を

はかつております。これは 2つの方向に大別できます。一つは，①一定の利用行為につ

いて著作権を制限するという方向で，典型的には著作権制限規定(著作権法 30条以下)

であります。もう一つは，②一定の情報ないしは行為についてそもそも著作権法の対象

とみないという方向で，たとえば著作物で、ないものとされるアイデイア，あるいは著作

権によってカヴァーされる行為にふくまれないものとされる「使用」行為であります。

しかしながら，技術的手段を用いますと，そうした著作権の及ばない領域にまで，実質

的に同等またはそれ以上のコントロールを及ぼすことが可能になるわけでございます。

しかも，最近の法改正によりまして，こうした技術的手段が一定のサポートを受けて

いるわけです。すなわち，不正競争防止法の改正によりまして，著作物性のない情報(影

像・音)ですとか，あるいは著作権によって保護されないアクセス行為(すなわち視聴

や実行といった行為)についてもコントロールされるような技術的保護手段について，

一定の規定が設けられたわけでございます。つまり，こうした技術的制限手段を無効化

する機器等の譲渡が不正競争行為に該当するとされたわけございます。そのため，この

ような不正競争防止法の改正は，技術的制限手段が著作権法の秩序をオーバーライドし

うるものだという見方もございます9。他方，著作権法も改正されておりまして，これに

より， I技術的保護手段の回避H ・H ・により可能とな……った複製を，その事実を知りなが

ら行う場合jは私的使用のための複製に当たらない，したがって著作権侵害になるとい

う旨，規定されたわけでございます(著作権法 30条 1項 2号)。

以下では，この後者の著作権法の規定，つまり私的複製にならないという規定が設け

られた意味について 2点だけ申し上げたいと思います。

( i )著作権法 30条 1項 2号の解釈(その 1)一一一私的複製

たしかに，いまも述べましたように，複製に関する技術的保護手段が施されているコ

ンテンツを，そのプロテクトを故意に回避しておこなう私的複製は許されないことにな

ります。そのため，この規定について「私的複製規定はオヴァライド可能で、あることを

意味する」という見解も小泉先生によって示されております100

しかしながら，この規定は，私的複製ができないようにする技術的手段が常に優先し

てしまうことを意味する，というわけではないように思われます。なぜなら，私的複製

行為はもともと著作権を侵害する行為ではありません。他方，I技術的保護手段」の定義

は， I著作権等……を侵害する行為の防止又は抑止をする手段jとなっております(著作

権法 2条 1項 20号)。したがいまして，私的複製をできないようにするようなプロテク

ト技術は，著作権法にいう「技術保護手段jの定義から漏れるように思われます。その

ため，私的複製のみを防止または抑止するプロテクトを回避しておこなう私的複製は，

30条 1項2号に当たらず，なお自由と解されるように思われます。もっとも，私的複製

のみに機能するようなプロテクトというようなものはありえないのかも知れません。も

しこれがありえないとすると，やはり技術によって私的複製の領域は大幅に減殺された

とみなければならない，そういうように思います。以上がl点目です。

(ii)著作権法 30条 1項 2号の解釈(その 2)一ーその他の規定

頁以下， Paul Goldstein， Copyright and iωSubstitutes， Wis四国inL.Rβview，865 (1997). 
9 曽野・前掲注8["情報契約と知的財産権J89頁参照。
10 小泉・前掲注8["デジタル化と情報契約J52頁参照。
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第二に，このような調整規定が私的複製についてだけ設けられたことの意味も問題に

なってまいります。これにつきましては，いくつかの考え方(限定適用説，確認規定説，

類推可能説)が考えられますけれども，起草者は限定適用説を念頭に置いていた，すな

わち私的複製にだけ限定的に適用されるものと考えていたようであります11。つまり，こ

うした規定が定められなかった他の制限規定については，プロテクトを解除しておこな

ったとしてもなお許されるものと解されましょう。たとえば，プロテクトを回避してお

こなう点字複製ですとか，引用は自由ということになるのではないか。これが2点目で

ございます。

しかしながら， 30条の規定を以上のように解釈いたしましでも，引用などといった制

限規定に当たる行為をおこなう目的で，プロテクトを破れるなら破っても構わないとい

うだけのことでありまして，実際にプロテクトを破ることができなければ何の意味もな

いわけであります。プロテクトを破れなければ技術的手段を用いた者のコントロールが

事実上優先してしまい，結果として，制限規定の意味がなくなってしまうことになるわ

けでございます。

技術による著作権保護には，以上のような問題があるわけでございます。したがいま

して，これに介入する必要がある場合も出てくるかも知れません。そうした介入の具体

的な方法といたしましては主に 2つあります。第一に，そうした技術を施す行為を直接

規制(禁止)する方法がありますし，第二に，そうした技術を回避・迂回することを著

作権法上自由と認めるという方法であります。そうすると問題になるのは，こうした法

による介入が必要かどうかをどのように判断するかであります。結論だけ申しあげます

と，そこでは著作権法の規定の趣旨が考慮されることになると思います。つまり，当該

規定の趣旨として，一定の情報を自由領域にとどめておくという積極的な理由があると

いう場合は，こうした技術に介入する必要があるかも知れない，というわけであります。

日 前掲i主7r著作権法・不正競争防止法改正解説~ 95頁参照。
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②ユーザの自由の制約

以上のようなオーバーライドの問題にくわえまして，技術による著作権保護には，も

う一つ問題がございます。と申しますのは，先にも述べましたように，技術的保護手段

は著作物の利用行為を直接できなくするものであります。したがいまして，これによっ

てユーザのほうは，いってみたらそれだけ自由を制約されていることになるということ

でございます。そういたしますと，デジタ Jレコピーなどといった便利な技術がせっかく

開発されたにもかかわらず，結局ユーザ、がその便益を事受できないままに終わってしま

うわけです。いくら著作権を保護するためといいましでも，せっかくの新しい技術が一

律に享受できなくなってしまうとしたらもったいないと，こういう見方を，わが国にお

きましでもたとえば北大の田村先生あたりはよく表明されておられるわけであります120

そうしてみますと，技術的手段によりまして，一律に一定の行為を防止・抑止するこ

とはあまり望ましい方法ではないということにもなってくるかと思われます。

(3 )電子著作権管理システム (ECMS)

(a)序説一一契約の復権

このように，技術的保護手段はそれが機能する限りにおいてたしかに有効な手法では

ありますが，以上の 2つの意味におきまして弊害を招きやすいということであります。

こうした観点から，ユーザの利用行為を妨げないようにしたままで，なお権利者の権利

ないし利益を守るための方法が模索されることになります。そういたしますと，その方

向性は 2つございます130

第一に，パラダイム変換アプローチであります。これは，これまで私権あるいは排他

許諾権として‘準物権的に構成されてきた著作権を報酬請求化してしまって，一定の対価

を払えば自由に著作物を利用できるという状態を目指すという方向であります。私の理

解が正しければ，わが国では中山先生あるいは田村先生あたりが主張されていることで

あります14。これが一つ目です。

第二に，技術的アプローチであります。これは技術によって著作物の利用行為を把握

し，それによって著作権の契約を促進させることを目指す方向であります。この技術的

アプローチを，先ほどの「技術による著作権の管理Jと呼ぶことができます。そして，

そのようなシステムを，一般に「電子著作権管理システム (ECMS)Jと呼ぶことがで

きましょう 150

たしかに数年前までは，技術による利用行為の把握というものは困難なものと認識さ

れてきた節がございます16。しかし，近時にいたりまして，これは若干変わってきたので

12 田村善之「インターネット上の著作権侵害行為の成否と責任主体」同編『情報・秩序・ネットワーク.1 (北大図書

刊行会. 1999年)209頁等参照。

13 中山信弘「情報の流通と著作権j本間崇先生還暦『知的財産権の現代的課題j (信山社. 1995年)217頁以下の整

理にしたがった。

u 中山・前掲J主13I情報の流通と著作権J219頁，田村・前掲「インターネット上の著作権侵害行為の成否と責任主

体J207頁以下等参照。

15 ECMSについては，上野達弘 IECMSにおける著作権及び著作者人格権に関する一考察JWc R I C賞論文集』

(著作権情報センター. 1997年)20頁，同「デジタルコンテンツの保護と利用一一ECMS (電子著作権管理システ

ム)をめぐる技術と泣ト一一」情報処理学会シンポジウムシリーズ 98巻 11号 9頁(1998年).Tatsuhiro Ueno， The Future 
of Electronic Copyright Management System (ECMS) . Taking a Step Forward Toward Achieving Harmonization 
And Cooperation Between TechnoJogy and Law " COPYRIGHT UPDATE JAP AN 1999， 62 (2000) 
16 中山・前掲注 13n吉報の流通と著作権J218頁など参照。
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はないかと思われます17。その理由といたしましては，以下の 2つの事情が挙げられるの

ではないかと考えられます。第一に，少なくともデジタル著作物の一定の利用行為につ

きましては，技術的な把握がかなり現実的になってきたということでございます。実際

のところ，ユーザ、のコンビュータにウイルスを感染させて利用行為のモニタリングをお

こなったり，あるいはクッキーを使って利用状況を把握したりするということも実用的

になりつつあるようであります。第二に，ネットワークを使って権利者とユーザとが直

接の取引関係に立つことが可能になり 個別許諾が現実的になってきたということでご

ざいます。

(b) ECMSの意義

こうしたECMSにおきましては，第一に，著作物の利用行為それ自体が直接にガー

ドされるわけではなく，その限りでユーザ、の自由が制約されていません。しかも，第二

に，権利者は単なる報酬請求権を有するのみではなく，個別の著作権処理をおこなうこ

とができ，その限りでは著作権が私権ないしは排他的許諾権として機能していることに

なります。

以上の 2つの理由から，技術による著作権の「保護」よりも「管理」のほうが相対的

に望ましいと考える次第でございます。もっとも，どんな場合でも技術でもって利用行

為を防止すべきではないというわけではございません。この点は夏井先生もご指摘のと

ころですが，たとえばライセンス違反になったら自動的にコンテンツ自体が自爆したり，

あるいは利用停止したりするシステムのように，契約の実効性を担保するために部分的

に技術的保護手段がとられることもありましょう 18。そのように柔軟に設定できる技術的

保護手段の限定的な活用というものが，今後の望ましい姿といえるのかも知れません。

( c )契約による著作権法のオーバ}ライド

もっとも，こうした技術による著作権の管理におきましでも，技術により支援された

契約による著作権法のオーバーライドの問題が生じてきます。これは，先にみました技

術によるオーバ}ライドの問題と基本的には同じ問題性を有しております。そして，ア

メリカのucrTAをめぐる議論などを受けまして，わが国でも最近論じられはじめて

いるところであります。

しかし，同じように著作権法がオーバーライドされるといたしましでも，それが契約

による場合と技術による場合とでは，以下の 3つの点において異なります。第一に，契

約によるオーバーライドの場合，契約が成立しているとされる限りにおきましては，ひ

とまず私的自治が妥当するものと考えられます。これに対しまして，技術によるオーバ

ーライドの場合は，権利者と利用者の合意などありませんし，技術的手段を施す者によ

って一方的にコントロールされてしまうわけです。この違いが第一点目です。第二に，

契約の効果はひとまず契約当事者に限定されるという点です。第三に，契約の場合は技

術のように即実効性を持つのではなく，あくまでも裁判所の判断を待って実現されると

いう点でございます。

以上の 3点から，ひとまず次の2点のことがいえようかと思います。第一に，契約に

よるオーバーライドの場合，技術によるそれと比べますと，これに対する介入は相対的

17 小泉・前掲注8Iデジタル化と情報契約J50頁も同旨。

18 夏井高人「米国のデジタル・ミレニアム著作権法とその意味Jr著作物の利用と著作権制度j (著作権情報センタ

ー， 2000年)76頁参照。
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に抑制的であるべきだということであります。第二に，技術によるオーパーライドに介

入するかどうかを判断する際の考慮要素は著作権法の「規定の趣旨jだという考えを述

べましたけれども，契約によるオーバーライドに介入する際の判断基準は，この「規定

の趣旨」という要素にくわえまして，契約の成立の問題，とりわけ個別交渉があったか

どうか，あるいはマスマーケットかという点を考慮する必要があるということでござい

ます。

4 むすびにかえて一一課題と展望

以上，たいへん早口で申し訳なかったのですけれども，本日の報告を簡単にまとめま

すと以下のようになります。

まず，違法な音楽配信というものがビジネスとしての音楽配信を困難にしているとい

うことがいえます。これに対抗するためのツールとして著作権の保護と管理のための「技

術jというものがあり，これは基本的に望ましいということであります。けれども，こ

の「保護jと「管理Jという 2つの概念は，いくつかの理由から分けて考えたほうがい

いのではないかと考えます。そして，この両者を分けて比べますと，技術による著作権

の「保護」にはオーパーライドですとか，いくつかの間題がありますので，むしろ技術

による著作権の「管理」のほうが相対的には望ましいように思われます。ただ，その場

合にもオーバーライドの問題は生じてまいりますので，一一ここでも技術による場合と

契約による場合を分けたうえでーーーそれに対する介入の根拠と要件を今後詰めていく必

要があるのではないか，ということでございます。

以上，大変雑ではございましたけれども，そういう方向でいかがなものかということ

でございます。ご静聴ありがとうございました。(拍手)

〈司会〉上野先生，どうもありがとうございました。

では，質問を上野先生のほうに何か，どうぞ。

〈質問者〉三重大学の工学部の秋山です。

質問というよりも，私の勝手な見解を述べさせていただいて，上野先生のご意見を伺

いたいと思うんですけれども， 1つは，基本的に 30条のお話に関しましてより，私がむ

しろ気になったのは，日本法の場合ですと，むしろ 20条の問題が気になっていまして，

特に Napsterとか， Gnutellaなんかの場合に，現実に今はMP3ファイルを置いてお

くと，明らかに発見されてしまうというか，すぐに見つけられてしまうので，実際には

幾つかのデータにぶつた切って，それを違うサーバーに置いている。あっちこっちのサ

ーバーに置いているわけです。ぞれがうまく復元できればそれはいいんですけれども，

例えば何らかの理由で， 4分の lファイルが削除されてしまった場合，それは復元でき

ないわけで、すね。そういう場合，同一性を保持する権利が生じるんじゃないかと私は考

えているんです。これは意見です。

もう一つは，確立したやり方として， MP 3を直接MP3と置かないで，今，表向き

は画像ファイル， J P EGファイルのようにしておいて，裏の方にMP3とか， CO-
1とかいうやり方でやっていますよね。というのは，例えばある幽玄な音楽をつくった

MP3のサウンドがあったとして，それに対してプレイメイトの画像ラベルが張られて

いるという状態になっていると考えられると思うんですけれども，これも私としては何

か同一性保持の侵害になるんじゃないかと考えるんですけれども，その辺の意見をひと

つ伺いたいと思います。

あともう一つは，むしろ日本法というよりは，アメリカ法の fairuseの考え方のほう

で質問したい点があるんです。これはかなり暴論を言わせていただきますけれども，ご
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存じのとおり fairuseは市場への影響度を非常に重視しますけれども. MP 3とか，

Napsterというものが果たして本当に影響力があるのか。要するにこういうものが出た

せいで，本当にレコードは売れなくなっているんでしょうかということを私は考えてい

まして，分かりやすい例は. MP 3は日本でもかなりはやっていますけれども，それで

も宇多田ヒカルにしろ，サザンにしろ，ミリオンヒットを飛ばしているわけです。どん

なことをやっても，どんな技術的防御手段をとっても，どんな経済的な制裁手段をもっ

てしでも，絶対に買わないで手に入れる層というのは何%かはいて，私はこの層はミッ

クスされているものだと思っています。

要するに，何をやっても買わない人たちが違法なのかどうかは別にして，不正にデー

タをやりとりにしていると考えるときに，果たしてアメリカ法の 106条ではどうなのか。

そういう意味で疑問を持っているので，それについての意見を伺いたいと思うんですけ

れども，かなりこちらも過激な質問をしているので答えにくいとは思いますけれども，

よろしくお願いします。

〈上野〉どうもありがとうございました。

最初の 2つは.MP 3ファイルを分割している，あるいは JPEGファイルに忍び込

ませているという行為が同一性保持権の侵害にならないか，ということでございました。

これが同一性保持権の侵害になるかといいますのは，私もよく分かりませんけれども，

同一性保持権の侵害になる「改変jとは，人間に知覚できるようなかたちでなければ「改

変」にはならないのではないかと考えております。したがいまして，そうなっているか

どうかが問題になると考えられます。つまり，ファイルを分割したことによって，そう

なったかどうかというところが問題じゃないかなということをお答えしておきたいと思

います。

2つ目に.fair useの問題といたしまして.MP3が経済的に損失損害を与えているか

どうか，潜在的な市場に影響を与えているかどうかということですけれども，これは私

の現実認識からしますと分からないというのがお答えです。しかし，いまの現状はどう

あれ，将来的に考えれば，こうしたことがレコード業界に大きな損害を与える可能性は

大いにありうるのではないかとは思われます。

〈司会〉ほかにありますか。どうぞ。

〈質問者〉たびたびすみません。この間，検察官を語った詐欺師がいて，検察庁が権威

をそがれたということを言っていましたが むしろそういう詐欺師が出てきて，結婚詐

欺かなんかやったんでしょう。それで検察庁の知名度がかえって上がったんじゃないか

という質問が今の質問で、なかったか。要するにMP3とか.Napsterで、いっぱいとられ

ていることを公開すれば売れるようになるんじゃないかという話もあり得るんじゃない

かということですが，それはご質問じゃなくて，私が問題にしているは，クッキーとか

ウイルスを入れておいて利用を把握することは，逆に言うと，テーピングをとるのと同

じで，プライパシーの侵害との関係があるので，これをやるときには常にそういうこと

をやっていますと，一般ユーザはクッキーとか，ウイルスと言われでも，その結果，自

分が何にどういうふうにソフトを使っているかがばれているのを認識しないとしたら，

その告知は多分不十分である気がするんですけれども，その逆のユーザ保護という点で，

何らかの法的な介入が必要じゃないかと思うんですが，いかがなんでしょうか。

〈上野〉ありがとうございます。 ECMSをめぐって出てくる問題の一つが，このプラ

イパシーの問題であります。本日，私は述べませんでしたけれども，夏井先生もご論文
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でお書きになっておられますように19，プライパシーにつきましてはいろいろ議論されて

おりまして， DMCAにおきましでも，ユーザ、の個人識別情報は権利管理情報とみないと

する規定があったかと思います (DMCA1202条 c項)。いいかげんなことですみません。

〈司会〉どうもありがとうございました。時間の関係もありますので，上野先生，あり

がとうございました。(拍手)

19 夏井・前掲j主18I米国のデジタル・ミレニアム著作権法とその意味J71頁以下， 78頁参照。 I(追記〉 本稿

は，当日の講演記録に講演者自身が脚注を付加したものである。」
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研究報告4

「創作性のないデータベース保護J

~ドイツにおける suigeneris権を素材に~

新潟大学、法学部助教授渡遺 修

新潟大学の渡遺でございます。

サイバー法のメーリング・リストにおいては，日頃から諸外国の動向も含めて様々な

視点から研究に役立つ議論がなされておりますが， 2 0 0 0年の 9月1日より， ドイツ

において在外研究を行いますので，それまでに，研究会における議論によって享受して

きた知識を一層深めるべく，本日の報告を行いたいと存じます。

そこで，本日は， r創作性のないデータベース保護」について話をいたします。

ドイツの suigeneris ，話だけは聞くと思いますが，ご存じの方はほとんどいらっし

ゃらないのではないかと思います。

今年の 3月に夏井先生や苗村先生が，知財研のほうから，この点に関する報告書を出

しておりますので，興味がおありの方はそちらの報告書も取り寄せて，あわせて研究を

していただければと思う次第であります。

まず，この報告の目的でございますが，仮に suigeneris権でいった場合にどのよう

な問題が生じるのかという，そのシミュレーシヨンが目的でございます。最初から創作

性のないデータベースを suigenerisで保護すべきであると言っているわけではござい

ません。

sui generisは，評判が必ずしもよくない。つまり，強力過ぎるのではないかという声

が方々で聞かれるわけでございまして，今年においてもWIPOのスタンデイングコミ

ツテイでは議題で取り上げられないことになっているようでありますし，アメリカなん

かでは，むしろアプロプリエーションのほうでいくべきだという声が強いようでござい

ます。また，日本でも有力な学者が，行為規制で十分じゃないかということをおっしゃ

っているわけであります。

今年の 2月に文化庁の著作権課も suigenerisをやるということを言われたように思

い驚いた記憶がございますが，先月，文化庁の方に伺ってみたところ， rそのような動き

はない」ということでございますし，また，通産省のほうでも，アメリカの大統領選が

終わるまでは様子見だということで， sui generis ，あるいはデータベース法は現在日本

でも動きが止まっているようでございます。仮に suigenerisでいったらどうなるのか

という話でございます。

I 創作性のないデータベース保護の法律構成

1. sui generis権の構成

まず I番目ですが，創作性のないデータベースを保護するには，どのような法律構成

があり得るのかということでございますが，大ざっぱに言えば，権利付与構成 sui

generis権を認めるという考え方と，行為規制で不正競争防止法的なアプローチでいく

という方法，そしてまた不法行為法でいくという方法があり得ると思います。

sui generis権，権利付与構成で創作性のないデータベースを保護するといった場合に

は，データベースの独自立法を行うという考え方と，著作隣接権の中に取り込むという

方法があります。
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ドイツやオーストリア，あるいは幾つかのヨーロッパの国は，著作隣接権の中で， sui 

generisで創作性のないデータベースについての権利保護をするという方向をとったわ

けであります。

その話を聞いて，一体これはどうしたことであるのか。あれほど論理性，体系性を重

んずるドイツ人が，著作隣接権の中に著作物とは全然関係のないものも含まれる，ファ

クトデータも含まれるようなデータベース保護を，なぜ隣接権の中に位置づけたのか。

私は非常に疑問に思って，隣接権の制度趣旨についてちょっと調べてみたのですが，こ

れは考えれば考えるほどよく分からない。

隣接権の制度趣旨は，これまで準創作活動の促進だとか，あるいは伝達の促進だとい

うことが上げられてきたわけであります。準創作活動の促進ということですが，実演家

とか，レコード製作者，放送事業者，こういった人たちはみずから著作物をクリエイト

しているわけではないけれども，実演家，典型的には歌手ですが，歌手は歌を歌うとき

にそれなりの機能を発揮しているだろうし，レコードを録音する際，あるいは放送を流

す際にも，何らかの創作活動はあるんだと。したがって，そういったものは創作保護法

の著作権法の中に位置する隣接権で保護できるのだということで、ご、ざいます。

それが制度趣旨として，これまで言われてきたことでございますし，また，現行の隣

接権制度を立法する際にも，準創作活動を保護するのだということが制度趣旨として上

げられているわけであります。

しかし，創作性のないデータベースの場合には，準創作活動という制度趣旨は使えな

いのではないかということが疑問になるわけであります。

また 2番目に著作物の伝達の促進が隣接権の制度趣旨であるということも上げられ

るわけでありますが，しかし，五十音別の電話帳とか，そういったものは，そもそも著

作物じゃありませんから，伝達の促進という制度趣旨も使えないであろうということで

あります。

また，投資の保護， ドイツの著作隣接権制度なんかは，とりわけ放送事業者とか，レ

コード製作者については，ストレートに投資の保護なのだということを制度趣旨として

上げているわけでありますが，しかし，著作物とは何らかかわりのないデータベース製

作者を何ゆえ著作権法の枠組みの中で保護してやる必要があるのかということが問題に

なるわけでありまして，なぜ著作権法で投資の保護を図らなければならないのかという

ことが疑問になるわけであります。

そもそも隣接権制度の制度趣旨は，どの理由づけもどうも十分ではない。準創作活動

と言ったって，全然創作行為のない，例えば放送をたれ流したって放送事業者には隣接

権は認められるわけであります。また，著作物の伝達の促進と言ったって，虫の声を録

音しでもレコード製作者の隣接権は認められる。そしてまた投資の保護は，著作権法と

は全然かかわりのない話じゃないか。こういうふうに考えれば，どの制度趣旨もひ。った

り現行の隣接権制度を説明できていないわけであります。

そこで出てくるのが， ドンブリ勘定理論でございます。 slopyaccounting theoryと言

いますが，これは冗談です。ドンブリ勘定理論は，著作隣接権は典型的には実演家とか，

レコード製作者とか，放送事業者，有線放送事業者で、すね。著作物を媒介することが多

い。そういう事実から，これらのものは著作物とはかかわらない場合にも，いわはドン

ブリ勘定で保護してやる。そういう制度なんだということであります。

そこで，創作性のないファクト・データベース保護を図るためには，このドンブリ勘

定理論が「ドンブリの勘定の擬制」を及ぼすことができるのかどうかということが問題

になるわけであります。トンブリ勘定と言うからには，何らかの著作物との接点がなけ

ればならないと思うわけでありますが，創作性のないファクト・データベースの場合に，

その著作物との接点はどこにあるのかということが問題になるわけであります。
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ドイツのマルチメディア法の立法理白書などを見ますと，そもそもほかの隣接権だ、っ

て著作物と関係ないじゃないかという聞き直った解説があります。だから，著作権法の

隣接権の中に suigenerisを位置づけてもいいんだという聞き直りが見られるわけであ

ります。

ただ， ドイツのコンメンタールなどを見ておりますと，データベースは通常著作物利

用の経済環境の中にあるんだということが指摘されているわけであります。

すなわち，第 1にデータベース自体が著作権，隣接権で保護される場合がある。デー

タベースというカテゴリーのものは著作権，隣接権で保護されることがある。

また第2に，データベースが保護著作物を含んでいる場合もある O

そして 3番目，これはちょっとどうかなと思うんですが，データベースの製作利用に

は，著作物であるコンビュータープログラムが使われている場合がある。こういう接点

が示されているわけで、あります。

今の 3番目はともかく 1番目と 2番目を考慮すると，データベースというものにつ

いては， ドンブリ勘定適用の素地があるのではないか。したがって，隣接権制度の中に

創作性のないデータベースについての suigeneris権を位置づけることは，理論的には

ドンブリ勘定理論の考え方からすれば可能なのではないのかということでございます。

sui generis権構成をとった場合のポイントの 2番目ですが， sui generis権というの

は一体何か。その内容が不明確であるということであります。つまり，実質的投資がな

されたデータベースの実質的部分を抽出すれば権利侵害になるわけですが， しかし，実

質的な投資がなされたデータベースの実質的な投資とは何か。実質的な部分を抽出と言

うんですが，実質的な部分とは何かということは，これは結局判決が出るまで分からな

いわけであります。

かといって，投資枠とか，抽出部分のパーセンテージを条文で書くことは難しいわけ

でございますから，結局， s凶 generis権を認めたとしても，その権利の射程には，法的

な不安定性が伴うのであるということでございます。

他方， sui generis権というものを認めれば，ディストリビ、ュータに固有の差し止め等

の権利を与えることができますし，また，権利譲渡やライセンスも容易である。そうい

うメリットもあるわけで、あります。

2.行為規制構成一不正競争防止法による保護

創作性のないデータベースを保護するための法律構成の 2番目として，行為規制とい

う方法がございますが，行為規制，不競法の中で創作性のないデータベースを保護する

ということであれば，体系的には矛盾なく位置づけることができるわけであります。

そしてまた，不競法上訴えることができるのは，営業上の利益を害されたものという

ことになりますから，これはむしろ一般のユーザーは，権利侵害ということにならない

ということに大部分なると思いますので，この点でも望ましい規制であると思います。

3点目に，不競法の目的は，不正競争行為を制限列挙して何をすれば不正競争になる

のか，そのカタログを示すことにあるわけでありますが，しかし， sui generisと同様に

何をしたら不正競争になるのかということは，不競法でいってもやっぱり不明確になら

ざるを得ないということであります。

また，不競法でいった場合のもう一つの大きな問題点は，権利譲渡とかライセンスと

いうことが難しいわけであります。不競法上の地位の譲渡ということは，商品等表示に

ついて議論されているところでございますが，この点についての法的な不明確性は残る

わけでございます。
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3.不法行為法構成

3番目に，不法行為法で十分じゃないかという考え方もあり得るわけであります。そ

もそも損害賠償という点で言えば， sui generisという権利を認めたとしても，あるいは

不正競争防止法でいくとしたとしても，常にあいまいさは残るわけであります。何が実

質的な投資なのか，何が実質的な部分の抽出なのかという点では不明確性が残るわけで、

ございまして，したがいまして， sui generis権を創設したり，不正競争類型として不競

法につけ加えるメリットはあまりないと思うわけで、あります。ただ，差し止めの問題は

残り得るわけであります。

以上が，創作性のないデータベースを保護するとしたら，どういう法律構成があり得

るかという話でございます。

E ドイツにおける suigeneris権の法構造

1.第 87条の a概念規定

次に， ドイツにおける suigeneris権の法構造でございますが， 87条の aというところ

で，まず何が創作性のないデータベースなのかという定義がございます。

実質的な投資がなされたものであるというのですが，実質的な投資がなされたものと

いうのは一体何なのかということは， ドイツの条文でも書かれていない。投資の実質性

とは何かということについても，立法理由書は，単に投資の保護が必要かどうかによる

としているのみでありまして，何が投資の実質性なのかということについては触れられ

ていないわけであります。

2.第 87条のb データベース製作者の権利

次に 87条の bでございますが，データベース製作者はどういう権利を持つのかという

ことでございます。これは質的または量的に実質的な部分を複製等する排他的な権利を持

つんだ、ということでございます。

ただ， 87条の bのl項の第 2文でございますが，非実質的な部分を抽出しでも，データ

ベース製作者の suigeneris権を侵害することになるんだということが書かれております。

つまり，非実質的な部分であっても，投資を害する場合と，害さない場合があるんだとい

うことでございます。

3.第 87条の c データベース製作者の権利の制限

87条の C，データベース製作者の権利制限でありますが，私的使用の場合とか，学術

利用の場合，あるいは授業で実例を示すための利用の場合には，データベース製作者の

権利は制限されますが，しかし 1番目の私的利用の場合にはただし書きがついており

まして，その要素が電子的手段によって個別的にアクセスできるデータベースは除く。

つまり，普通のオンラインデータベースは，私的利用のためのコピーはだめだという話

でございます。

2番目の自己の学術利用の場合もただし書きがついておりまして，結局，学術利用が

営利目的で行われる場合にはだめだということになるわけで，最近は，夏井先生等の問

題意識では，大学もピジネスをやる時代で，こういった問題はどうなるのかという夏井

先生の問題意識なんかとも抵触するところとなるわけでございます。
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4.第87条の d 権利の存続期間

4番目に権利の存続の期間でございますが，これは原則として 15年間保護されるわけで

ございます。そしてデータベースが変更された場合には，その 15年の保護期聞が延長さ

れるのではなく，その変更された部分について，従来の部分 2つの suigeneris権が

並行して存在する状態になるということであります。

ただし，実質的な投資は，データを検証することによってもなされ得るわけでござい

まして， したがって，全部データを検証したんだということであれば，全部の部分につ

いて未来永劫保護が延びることにもなるわけであります。

5.第 87条の e データベース利用に関する契約

5番目にデータベースの利用に関する契約でございますが，データベース製作者はあり

とあらゆる手段を用いて，契約によってオーバーライドしようとかかってくるわけでござ

います。そういった契約による suigeneris権のオーバーライドに対しては無効であるとい

うことで，これを規制しているわけで、ございます。

E ドイツ判例

3番目にドイツの判例でございますが，ドイツの判例をずっと見ると，例えば 11香の判

例を見ますと， CD-ROMに入れて，電話帳データで紙の電話帳からスキャンする場

合，広告部分を削除するなと守の手作業を行った場合には，不競法1条に当たらないとい

うのが 11番の判決でございます。

これに対して 10香の判決は，電話帳のCD-ROMからデジタル的にデータを借用し

た場合には，不競法違反になるということでございまして，マニュアルでやれば，手間

暇をかければ不競法違反にはならないけれども，そのままデジタルデータをコピーすれ

ば，不競法違反になるんだという原則が抽出できるならばありがたいんですが，ずらっ

と見てみると分かりますとおり，必ずしもそうはなっていないので，判例の傾向は必ず

しも明らかではない。

しかし，私が調べた限りの判例では， SUl genens権がないと困るというケースはこれ

までなかった。つまり， ドイツは一般条項で不正競争行為を規制していますので，別に

sui generisがなくても不競法のほうで、十分だ、ったわけでございます。したがいまして，

sui generis権がないと困った， sui generis権が認められないと困ったというケースは，

これまでないのではないかというのが，私の当面の認識でございます。

N ドイツ法分析の視角

1.創作性のないデータベース保護を著作権法で規定することについて，遼巡・苦悩が

見られるか?

4番目に， ドイツ法分析の視角ということでございます。そもそも創作性のないデー

タベース保護をよりによって，創作法と言われる著作権法の中で規定することによって，

ドイツ人は理論的に困らなかったのかということでございますが，そこに挙げておきま

したドイツの典型的なコンメンタールの見解でございますが，これは本来は投資の保護

ということでございますから，隣接権というよりは，むしろ不競法的な問題じゃないの
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かという問題意識がドイツ人にもあったようでございます。

そして実際，半導体保護法の場合のように，独自の法律で規制することも考えたよう

でございますが，しかし， sui generis権は，データベース保護というのは，他の放送事

業者等の隣接権と似た面もあるので，隣接権で保護することになったようでございます。

迷いはあったんだけれども，従来の隣接権と似ている部分が多いということで，隣接権

の中に位置づけられたということでございます。

2.すでに不競法による保護が可能であるのに， sui generis権などという過度に強力な

権利を認めてしまって， r失敗した!Jと後慢してないか?

2番目に，不競法があるのに suigeneris権なんていう過度に強力な権利を認めてし

まって「失敗した!Jと後悔していないかということでございますが，まず第 lに，概

念は不明確であるということは， ドイツでも懸念されていることでございます。

しかも，ユーザーにとっては一体何をしたら suigeneris権侵害になるのか分からな

いし，権利者も，データベース製作者も，一体どういう状態になったら権利を主張でき

るのかなかなか分からない。権利については非常に不明確性があるわけであります。

しかも，著作権の中で suigeneris権を規定したわけですから，著作権法は日本でも

同様ですが，特別刑法でございますから，何をしたら suigeneris権を侵害するか分か

らないのにもかかわらず，これは刑罰に服する，受けることになるわけでございます。

これは罪刑法定主義の観点からも大きな問題があると指摘されているわけであります。

3.表現の自由への配慮は充分か?

3番目に，表現の自由への配慮は充分かということでありますが，権利の制限規定は

87条の Cに設けられておりますし，また， sui generis権の構成の仕方である程度配慮

されているということでございます。

4.不競法の保護領域と s凶 generis権による保護領域の棲み分けは，きちんとなされて

いるのか?屋上屋を重ねるものではないのか?不競法では解決不能で， sui generis 

権で行くしかないケースはあったのか?

4番目に，不競法で創作性のないデータベースはドイツでは十分保護されたのであっ

て，そもそも suigenerisは必要だ、ったのかということが問題になるわけでございます。

不競法の保護には，限界があるということが言われております。

まず第 lに，不競法が適用されるには競争関係が要件になる。

2番目に，反競争行為の証明が難しい。つまり，借用しただけじゃだめなんで，不正

に借用したという事実がないとだめなわけですが，その証明は普通非常に難しい。

さらに3番目に，保護期間を不競法で保護する場合には不明確になるという批判があ

り得るわけで、ありますが， しかし，競争関係がない場合には，そもそも保護する必要は

ないのではないかということも言えますし，また，保護期間が不明確というわけですが，

それは suigenerisだ司って保護期間は延びるわけでございますから，必ずしも不競法よ

りsuigenerisのほうがいいということにはならないわけであります。

この点に関して，国内的な規制だけを考えれば不競法で十分なわけでありますが， し

かし， EUは国がいっぱい隣合っています。 Xが加盟国Aでデータベースを製作し，こ

のデータベースをA国で販売している。 Yは， Xのデータベースを無断でコピーして，

これをB国で販売する。 B国はたまたま高度に発達した競争法上の保護システムを設け
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ている。しかし，これはXの保護には役に立たない。なぜならば， Xは加盟国Bでは販

売の用意がないからである。そういうふうに競争関係がない場合に，特にほかの国でフ

ァクト・データベースが不正に取得されたような場合には不競法には限界があるわけで

あります。

1国内だ、ったら不競法で十分なんだけれども，他国で不正に取得されたことを考える

と， sui generisは，それがハーモナイズされるならば，意味があるということでござい

ます。

V むすびードイツ法の示唆

1. sui generis権保護か不競法による保護か?ーその判断の決め手

最後に結びでございますが， ドイツ法からどういう示唆が導かれるのかということで

ございます。

まず suigeneris保護か，不法行為という方法もあるわけですが，仮に新規立法， s凶

generisを立法するとか，あるいは不競法を改正するという手段をとった場合には，ど

ういうところが判断の決め手になるのかということでありますが，第 1に権利譲渡とか，

ライセンスを認める必要があるか否か。あるいは差し止めを認める必要があるのかどう

かということが問題になります。

また，競業関係がない場合に，あるいは営業上の利益が侵害されていない場合にも保

護を必要と考えるか否か。こういった点もポイントになるわけであります。

国内だけのことを考えれば，不競法で十分だという考え方も成り立ち得るのではない

かと思います。

また，外国で創作性のないデータベースの複製が行われた場合の対処も，判断のポイ

ントになり得るわけでります。

2.著作権法のなかで suigeneris権を規定する際に考慮すべきこと

2番目に，仮に著作権法の中で suigenerisを保護する場合には，どういう点を配慮

すべきかということでありますが，罪刑法定主義の観点から，罰則規定の適用は除外す

べきである O

また 2番目に，権利の範囲を明確にすべきである。また，制限も明確にすべきである。

3番目に，契約による suigeneris権のオーバーライドには， ドイツ法のような対処

が望ましいであろうということであります。

最後に，私はどういう立場であるのかということでありますが，現在のところ，創作

性のないデータベースを保護すべきであるという要求は，必ずしも強くないように思い

ます。すなわち，デーグベースについて業界の調査をした報告書が1年前に出ておりま

すが，この中で，データベースのプロデユーサーとか，ディストリビ、ュータ等へのアン

ケートがご、ざいます。回答者は 85社でございまして，この中で，今まで不正に貴社のデ

ータベースの内容が利用されたことがありますかという質問がございます。「ある」と答

えたのが， 83社中 11杜でございます。「それは誰によってかJ，第 Iに契約ユーザーに

よって，第2に第三者によってというわけであります。

契約ユーザーによって侵害された場合には，どういう侵害対応だ、ったのかでございま

すが，まず第 lに，契約範囲内の利用がなされたというのが54%，第2に，契約範囲内

の検索結果が複写されたのが23%，3番目に，契約範囲外のダウンロードが行われたの

が 15%，第4に，データそのものとか，データベース化されたものが第三者に提供され
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たのが8%でありますが，しかし，結局 suigenerisとの関連で言えば，契約外のダウ

ンロードと，第三者への提供ということで 15%プラス 8%，8社のうちの 15%から 8%

の事件だけがsuigenerisの問題になる。

そしてまた，第三者によって侵害されたという場合でございますが，この場合も必ず

しも suigenerisの問題ではないというふうに考えることができます。結局，現在のと

ころ，データベース業界では必ずしも suigenerisが必要になるような侵害は必ずしも

多くない。

知的財産法というのは，スリーステップで進化していくというモデルが，中山先生と

か，あるいは田村先生によって唱えられておりますが，まず第 1に不法行為とか，所有

権法のような一般法で対処する。不法行為の事例がたまっていけば，それに基づいて第

2ステップとして，不競法で不正競争行為の類型を設ける。

そしてまた第3に，それがある程度保護の必要がさらに高まれば，権利を付与して知

的財産権として保護するんだということでございますが，結局，国際的なハーモナイゼ

ーションが必要な分野ですから，国際的な動向をにらみ合わせながら，他方で業界の要

望の高まりに配慮、しながら，結局スリーステップモデルに従って検討していくのがよい。

したがって，当面は不法行為で様子見という選択肢もあるのではないかというのが私の

考え方でございます。

以上です。(拍手)

〈司会〉渡遣先生，どうもありがとうございました。

では，質問をいただきたいのですが，はじめに私から lつお伺いします。

EUのデイレクテイブとの関係で，不競法的な立法ということはできないということ

はないのでしょうか。

〈渡謹〉日本においてですか。

〈司会〉いえいえ， ドイツ。

〈渡遺〉つまり， EUの場合ですと，すべての国で整備された不正競争防止法があるわ

けではない。ドイツの不正競争防止法にしても，日本の不正競争防止法とは性格がかな

り異なっておりますし，また，不正競争防止法なんでいう法律がない国もあるわけでご

ざいまして， したがって，不正競争防止法的に創作性のないデータベースを， EUで統

一して保護するという選択肢はなかった。したがって， EUの場合には必然的に SUl

generisにいかざるを得なかったんだろう。

そしてまた，先ほど申し上げましたとおり， EUの場合には国が隣合っていますから，

ドイツの創作性のないファクト・データベースが，フランスで報告されているという場

合には，競争関係がないからフランスでは野放しということになる。それを規制するた

めには suigenerisということになったんだろうと思います。

〈司会〉どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。

〈夏井〉どうもありがとうございました。

また，司会を担当していただいた椙山先生，どうもありがとうございました。(拍手)
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基調講演

「サイバー領域における知的財産法制の動向J

慶 塵義塾大学教授苗村憲司

ただいまご紹介をいただきました，慶鷹義塾大学の苗村です。

この場所でパソコンを操作しながら，話をさせていただきます。

基調講演などという私にとっては大変恐れ多いタイトルをいただきました。テーマそ

のものも実は夏井先生を初め，ここにいらっしゃる法律の専門の先生がお話されて，私

が聞くはずのテーマなんですが，ともかく何か話してみろとおっしゃったので，私の分

もわきまえず引き受けさせていただきました。

なぜ、こんなことについて私が話をすることになったかは中で話をしますが，いずれに

しても，ほかの方の講演のように内容も密度も高いものではなくて，かなり雑駁な話に

なることをご了承いただきたいと思います。

私自身の出身は，もともとコンピュータの技術をやってきた人間です。 30年間NTT

におりましたが，若いうちにアメリカのイリノイ大学でコンビューターの開発に携わっ

たことがあって，そのあたりことも踏まえて，後でちょっとお話します。

l はじめに

1.1国際化とグローパル化

最初に，国際化とグローパル化という言葉を書きました。ことしは日本がオランダと

国際交流を始めてちょうど 400年になるそうで，天皇もこれからオランダを訪問されて

いろいろと行事があるようですが，いずれにしましでも，その 400年の間，日本の国際

交流が今で言うグローパル化にどう変わってきたかというのを非常に大ざっぱに見てみ

ます。

国際交流と最初に言い出したころは，多分，単に人が行き来する，あるいは時々情報

が入るということだ、ったと思います。国際化という言葉も比較的新しいのですが，これ

は例えば企業の製品を外国に売り込む，あるいは外国から人を呼ぶといったことだと思

います。当然，国際化の段階では圏内向けの製品が外国に売られることが続いて，いわ

ゆる貿易が発達してきたということです。

今のグローパル化というのは何かというのを，私が非常に単純化して定義して見れば，

製品を開発する側，あるいはサービスを提供する側が，初めから世界じゅうを相手に考

える，企画する。そして売り込むということなんだと思います。実質的には国境がない

ような世界になってきている。これがこの数年の聞に急激に進んでいる。

そのときに，日本は本当にこれにこたえられるのか大変心配です。端的な例として円・

ドルレートをとってみますと，けさまた円高になりまして，今 1ドルが 106円とか，

そのぐらいになっていますけれども，製造業でも 1ドル 105~106 円ではそろそろ苦し

いと言っているぐらいで，実力は多分 1ドル 110円ぐらいに設定して製品開発をしてい

るんだと思います。

ところカペサーピス産業はまだ本格的な国際化をしていません。グローパル化はとて

もほど遠いわけで、，これが本当にグローパル化の時代に入ると，端的に言って 1ドル 200

円ぐらいでないと，とても競争できない状況だと私は思います。つまり，生産性が製造

業に比べてサーピス業は多分2分の lぐらいしかない。これはまさに日本の危機になる
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わけで，今，例えば銀行がその矢面に立っていますし，そのほかのサービス業もどんど

ん同じような状態になると思います。

私がいましたNTT，電気通信産業もこれから外国資本がどんどん日本に入ってきた

ときに本当に対応できるのか。このことがグローパル化の本質であって，それに対応す

るために日本が一体どういう手を打たなきゃならないかというのが，日本の最大の政策

課題だと思います。

ちょっと細かい数字を今お話していると大変なので 1つだけ申し上げると，例えば

アメリカのいろんな町に行ってパスに乗ると 1日1ドルでパス乗り放題なんでいうと

ころがよくあります。日本で今1ドル 106円出してパスに乗せてくれと言っても，乗せ

てくれるところはない。まして町じゅう 1日乗れるというのはほとんどありません。こ

れは当然ガソリン代の違いもありますけれども，人件費の差がものすごく大きいという

ことなんだろうと思います。生産性ももちろん違う。

1.2 知的財産権の経清へのインパクト

そういう中で，私は知的財産権制度を強化し運用して，それで、経済効果を上げるしか

ないというのが個人的な主張で，これもちゃんとした経済的な，あるいは政策的な研究

をしなければならないんですが，技術中心の私からすると，これは大変難しいので，い

ろんな先生方の知恵をかりながら，議論をしているところです

その知的財産権を保護強化するいうことに合わせて，当然，競争法の適用も強化しな

ければいけないし，標準化も推進しなければならないと思います。

私は，この 3つは三つ巴の政策，互いに相反するものもあり，また，手を組むものも

あると思います。アメリカの最近のマイクロソフトの分割の議論も，見方によっては，

あれは知的財産権保護と競争法の一種の折り合いで，競争法のほうが勝ったんだという

評価をされる方も多いんですが，私は，むしろマイクロソフトの本質，真骨頂は標準化

にあったと思います。マイクロソフトは決して多くの知的財産権を生んだ企業ではなく

て，まさにデファクトスタンダードを生んだのが貢献であると思います。

それを分割することは，まさに標準化が後退する。 osの世界でも Windows系が主

流ではなく，いろんなものがぱらぱらになる。そのことのよさ悪さを合わせて評価する

ことだと思います。似たようなことがほかの分野でもたくさんあるわけで，この3つの

政策を合わせて，経済効果をちゃんと評価していく。それに合わせた政策，法制度をつ

くっていくのが必要だと思います。

さて，知的財産権の経済効果については，私はちゃんとしたデータは持っていません

が，アメリカを中心としたデータで，概要をまとめたものをここに持ってまいりました。

これはアメリカの商務省の研究所に当たるところで，毎年出している 1年間の貿易収支

に関するデータの中から，厳密に言いますと，ロイアルティとライセンスフィーに関す

る輸出入の金額を単純に割り算してみたものです

アメリカの企業等が，外国の企業等に対して，著作権なり特許なり，その他の許諾を

してロイアルティをもらった額に対して，外国の企業等が逆にアメリカに対して売り込

んだものがどのくらいの比率になるかというものであります。

アメリカが世界じゅうからロイアルティ等で収入を得ているのが，約 368億ドルぐら

いの数字になっていますが，そのうちの約 3分の lが日本相手です。日本がそれに対し

てアメリカに売っているのが約3分の 1，37%になっています。このグラフで言います

と， EUに比べて日本が平均的には高いわけで，世界のトップにあるように見えますが，

細かく見ますと， EUの中でもイギリスはアメリカに対して約 50%，これは全体の 50%

ではなくて，アメリカから輸入している知的財産権に対して，イギリスがアメリカに対
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して輸出しているのが50%で，大きな国の中では，多分イギリスがトップだと思います。

いずれにしてもアメリカに対して大きく差をつけられているわけで，これは企業にお

られる方ならよくお分かりだと思いますが，現実に特許の許諾を受けている。こちらか

らクロスライセンスで提供しようとしても，昔はいわは無料でクロスをやってくれたの

が，お金を払わないとクロスをやってくれない時代になってきましたし，著作権におい

ては，俄然アメリカが世界をリードしています。

そこで著作権についてもうちょっと見てみますと，これもアメリカのデータで昨年出

されたものですが，対象は 97年のデータまでしか出ておりませんけれども，著作権ビジ

ネスが経済効果をどれだけ生んでいるかを評価したものです。

これを提供しているのは，知的財産権協会ですから，あくまでもひいき目に見ている

とは思いますけれども， GDPの6%を超えたという数字は，私にとってはかなり注目

すべき数字だと思います。

この比率が20年前には約4%弱で，倍近く伸びている。この領向はますます毎年ふえ

ています。なお，ここで青いグラフの部分は，コアコピーライトビジネスと呼んで、いま

して，映画であるとか，あるいは音楽であるとか，その他の著作物を直接作成している，

創作している部分の経済効果であります。緑の部分はその他周辺ですが，例えば本屋さ

ん等でそれを販売している，その収入等を埋めたものだそうであります。

日本でこれに該当する数字は明確に出されておりませんが，最近，知的財産研究所の

研究会等で調査をされていると聞いておりますけれども，私の予想では大体 10兆円， G

DPの2%となっています。その数字が4なり 5なり， 6%に上がらない限りは，日本

はまさに 21世紀のサイバーピジネス時代に，アメリカと同等に競争していくことはでき

ないだろうと思います。

参考までに言いますと，アメリカから著作物を世界に向けて輸出している，その収入

の額がありまして，これが約 600億ドルになっています。この数字が先ほどのライセン

ス収入よりも多いのはなぜかと言いますと，例えば音楽のCDにしても，あるいは映画

にしても，基本的にはライセンスではなくて，ビデオなどの場合，アメリカでつくった

ものを外国で売ります。図書もそうです。したがって，実質的な知的財産権のアメリカ

の輸出額に対する貢献は，先ほどの数字よりも多くて，これは発明の場合もそうだと思

います。アメリカでつくられた製品が日本で販売される。その分は必ずしもライセンス，

ロイアルティ収入ではないけれども，こういった制度がアメリカの経済に対して及ぼし

ている効果になると思います。

いずれにしましでも，今，この著作権ビジネスの部分がアメリカの輸出の中で一番成

長率が高い。しかも，既に主要な産業すべてを抜いてしまったことを， 1 1 P Aは盛ん

に主張しています。まさにアメリカの 21世紀の戦略的ビジネスは，著作権ピジネスであ

るという考え方です。

1.3サイバー領域の特性

そういう背景があり，いよいよサイバー領域の議論に入らなければいけないんですが，

ちょっと脱線をして恐縮ですが，サイバー領域はどんな特性を持っかというのを，私は，

1 Tと1Pという言葉でくくってみました。 ITは言うまでもなく Information
Technologyですし， 1 PはInternetProtocolです。この 2つがサイバー領域をつくる

実現手段であることは疑いないんですが，私もそれを利用する側の原則として，やはり

1 Tと1Pが重要だと主張しています。

上の ITはInternationalTradeと前は呼んでいたんですが，ネットワーク上でコン

テンツを販売するのがTradeであるというのが分かりにくいので， Transactionと言い
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直しでもいいかと思います。

1 Pはもちろん IntellectualPropertyです。このあたりに焦点を当てて制度，あるい

はいろんな運用を進めていかないと，これから日本がグローパル時代の中で経済的に一

流の国であり得ることが不可能だというのが，私の主張です。しかも，サイバー領域は，

もちろん実際の社会と似ていることも多いんですが，際立つた特徴が幾っかあります。

これはやや遊び半分で ST U V W (Speedy Transparent Ubiquitous Virtual 

World-wide)という 5つの単語を並べみました。何よりも速い，ともかく 1週間前にこ

んなことはないと思ったのが，たちどころに世界じゅうに広がるという時代です。ドッ

グイヤーとか，いろんな言葉で表現する人がいますが，ともかく速い。一口で言えば，

人間の行動よりも速い。ましてや法律がつくられるとか，裁判結果が出るよりもはるか

に速いわけで，その速度に普通の人はみんな目が回っているという状況で、す。しかも，

それがグローパlレな中での速さですから，それに何とか対応していかないと，日本の経

済力が21世紀には，昔のオランダのようなものになってしまうということです。

それで，何をすべきかということは，私にはよく分かりませんが，このスピードに対

する対策としては，まず何よりも関係者，日本の法律家，あるいは政治家，技術者，そ

の他すべての人が，これに対する対処をするんだという意思を持たないといけないので，

様子を見ょうというのは大変危ないと思います。今までのグローバルでない環境ですと，

外国が何をやるか様子を見て，その後に判断をすることが可能だったわけですが，今は

そうではない。実質的にサイバー領域では国境がない形で物が動いていますから，日本

の関係者が様子を見ているというのは，多分実質的には自殺行為であると私は思ってい

ます。

2番目にTransparentと書きました。これはいろんな意味がありますが， 1つだけ言

えば，ほとんどがオープンにみんなに知られてしまう。秘密にすることがほとんど不可

能な世界です。もちろん皆さんが例えば暗号を使うとか，あるいはそうでないにしても，

相手だけに伝わるような方法で情報を送ることをされるのは可能なんですが，原則は，

ほとんどの情報が何らかの形で世の中に出ていくというものです。これは従来，例えば

通常の形で商庖で物を買う場合ですと，仮に私が特定の本を買ったり，あるいは製品を

買ったにしても，その情報が世界じゅうに知れることはほとんど考えられなかったわけ

ですが，今はネットワーク上でアマゾン・コムからある本を買ったということは，原則

として世界じゅうに知られると思っておいたほうがよい。そういう中でいろんな行動が

行われているわけで，特に日本のような閉鎖的な社会に生活してきた人から見れば，ま

さにこれはコペルニクス的転換をしなければならないと思います。

3香のUbiquitousですが，これはしばらく前からコンピューター関係者がよく使って

いた言葉で， しばらく前で言えば，ノート型パソコンを持ち歩く。今であれば，まさに

iモードの携帯電話でどこからでも情報にアクセスできるというイメージなんですが，

同時にUbiquitousという，どこでも使えるということの意味は，例えば田舎にいて，従

来だ、ったら商庖に行くのが大変だったという人がネットワーク上で買物ができるとか，

あるいは特定の場所にいてもできるとかいったような，まさにどこからでもサイバー領

域に入り込めることに意味があると思います。

次の Virtualは，前から言われていた言葉で，普通は仮想と訳されます。仮想現実な

どと訳されていて，その問題もたくさんあるのですが，むしろ私は， Virtualという言

葉の本来の意味に戻ってみたいと思います。 Virtualというのは決して仮想という意味

ではなかったので，英語の単語として実質的なという意味だったわけです。いつの聞に

か仮想的な意味が非常に強くなってしまいました。

有名な例としては，これは冗談なんですが，前にキッシンジャーさんが盛んに世界じ

ゅうを飛ぴ回っていたときに，彼はアメリカの Virtualなプレジデントだということを
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言った人がいました。まさに当時世界じゅうの人から見て，キッシンジャーがアメリカ

の大統領であると思っていても不思議じゃないぐらいの活躍を彼はしていたわけです。

彼は外務大臣ですら，アメリカですと国務長官ですらなかったわけですが，そういう意

味で、の実質的な役割を持っている。

しかし，それは例えば物理的にその位置にないというのが Virtualです。当然取引で

も，電子マネーでも，あるいはその他のいろいろな行為でも， Virtualにやっているつ

もりが，実はそれが実質的な意味を持って，現実の世界にそのまま投影されてしまう。

それが犯罪行為になることもありますし，あるいはビジネス，金もうけになることもあ

れば，その他学校教育を含めて，いろんな意味で大きな影響を生んでくるというもので

す。

最後の World-wideは言うまでもありません。まさにグローパルであり，もはや日本

でとか，あるいは特定の地域でという概念はあり得ない。

こういったことはまだほかにもあると思いますが，考慮した上で新しい仕組みをつく

っていかなければならないと思います。

1.4 サイバー領域における法制度の必要性と課題

そこでサイバー領域では，法制度を整備する必要性があると思いますが， rはじめに」

ばかりでほとんどの時間を使ってしまうのは心配ですが 重要なのでちょっと話してお

きますと，インターネットの歴史的宿命があります。これは先ほど申し上げましたが，

32~33 年前にアメリカのイリノイ大学に行きまして，そこで当時の最大級のコンピュー

タの設計にかかわりました。今から考えると，とても夢物語であり，思いつかないよう

な話ですが，当時，世界じゅうにあったコンピュータのパワーを全部合わせたものと同

じコンピュータをつくる。すなわち，それによって世界のコンピュータの能力を 2倍に

するというのが，提唱者スロットニックという先生ですが，その提唱で，まだ 30代だ、っ

た人が始めました。 ILLIAC-Nというスーパーコンピュータの開発に携わりました。

このプロジェクトの親元は，アメリカの国防省のARPAです。そのARPAは当時

3つの情報関係のプロジェクトを持っていました。 ILLIAC-Nと，それからARPAネ

ット，もう一つは自然言語処理です。そのARPAネットの推進者でもあるローレンス・

ロパーツという男は，その後いろんな形でつき合いがありましたが，彼が実際にARP
Aの立場で推進していたのは，あくまでも学術研究者のための道具を用意することで，

私のかかわっていたスーパーコンビューターも決して軍用ではなく，まさに研究目的の

ものでした。 ARPAネットもそうです。

これは評論家がよく間違えて書かれるんですが， ARPAネットは決して箪のために

つくられたものではありません。それは当時，まさに推進をしていたローレンス・ロパ

ーツさんも言っているし，最近，ヴイント・サーフという，やはり推進をした人も間違

川だよということを言っていました。なぜそんな誤解が起きたかというと，これは非常

に明確でして，国会でそのARPAの予算の使い方に関して質問があったときに，国防

省側の責任者が，これは将来の冷戦に備えて役立つんだという答弁をしたわけで，それ

があたかも歴史的事実であるかのように認められてしまったわけです。しかし，それは

まさに方便であって，国会答弁としては意味があるにせよ，実質開発をした者はそんな

ことは全く思いもつかなかったわけです。

それがまさにインターネットの発端であります。何が問題かというと，まさか実用に

使うとは思わなかった。つまり，研究者，大学あるいは国立研究所の人たちが，自分た

ちの関心のある情報を互いに交換するためにつくったものがもとであります。ですから，

セキュリティとか，その他の仕掛けは一切していない。それだけではなくて，それから
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約 20年以上の問. 1990年ぐらいまでは，インターネットの上でビジネスにかかわる情

報をやりとりしてはならないというルールが，インターネットの開発推進担当者の間で

されていました。

これは今は思いつかないことだと思いますけれども，まさに事実であり，しかも，ゴ

アさんが最初に. N I Iの提唱をされたときも，ゴアさん自身は，インターネットをそ

れに据えるつもりはなかったんです。インターネットがあることはご存じの上で，ゴア

さんがあえてNI Iという言葉を使ったのは，インターネットは経済活動には役立たな

いということをご存じだ、ったからで，ゴアさんが知らないとしても，周辺がそういうア

ドバイスをしていましたから，別のネットワークをつくるつもりだったわけです。

ところが，インターネットがある意味では間違いによって世界じゅうに広がってしま

った。それが今の社会を支えつつあるわけです。アメリカの経済もまさにこれで支えら

れてきている O

ここで幾つかの大きな問題があります。当然インターネットの上に実社会の法制度を

適用しようとしても，もともとそのつもりでつくられていないですから，あちらこちら

で矛盾が出ます。著作権法を例にとっても非常に分かりやすいんですが，ご存じのよう

に，アメリカは 1989年まではベルヌ条約に加盟していませんでしたので，著作権局に登

録したものでなければ著作権を主張できませんでした。当然 当初のインターネットに

乗っていた情報はすべてアメリカの人は登録しませんでした。そんなものがインターネ

ットの目的ではなかったわけで，インターネットに乗った情報は，すべて無料で共有す

るという合意でやっていたわけです。

さらに，現在もそうですが，アメリカの著作権法では連邦政府がっくりました著作物

は，コンピュータプログラムであれ，白書であれ，すべて著作権の対象外になっていま

す。いわゆるパブリックドメインです。したがって，アメリカのインターネット関係者

の中の大半は，いまだにインターネットの上の情報は誰でも自由にコピーして使ってい

いのだと信じ込んでいるわけです。そこの上でピジネスをやり始めた人がいたわけです。

ですから，これは私は，インターネットの関係者の気持ちを，本音を代弁すると，あ

たかも原住民の立場に似ているわけで，アメリカインデイアンがアメリカ大陸の上で生

活しているところへ，メイフラワー号に乗った白人(ピルグリム)がやってきて，急に

何か変なことをやり出した。当然排除したいんだけど，いつの聞にか居ついてしまった

わけです。その上で，この土地はおかしいとか何か言い出したわけです。それは後の侵

略者の勝手な主張です。

ですから，インターネットの上で実際にピジネスを展開するためには，当然新しいメ

カニズムを，これは法律であれ，技術であれ，ちゃんとつくらなければうまくいかない

のは当然なんで，そのことを無視されて，どんどんビジネスをやろう，様子を見ょうと

言っているアメリカのクリントン政権の考え方はかなり危険です。

しかしながら，アメリカはご存じのように判例法の国ですから，問題が起きれば，ち

ゃんと裁判所が面倒を見てくれる。日本はそうではないですから，もうこれは法律をつ

くるしかないんです。ところが，そのことに関して関係者がまさにスピーデイーでない。

問題は大量にありますので，これは相当な覚悟で頑張らなければいけないと思います。

ちょっと時聞が超過しましたので，本論に入ります。

2 著作権制度とその周辺

2.1 技術的手段に関わる日本の著作権法改正

その著作権制度ですが，これは読み上げる必要はないんで、すが，まさにサイバー領域
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に関するある種の教祖的な存在である，アメリカのMITのメディアラボの所長のニコ

ラス・ネグロボンテさんがしばらく前に書かれた文書から持ってきました。一口で言え

ば，著作権制度をぶち壊すべきだという主張をしているわけで、，これはまさに先ほどの

意味で，アメリカインデイアンの代表が言っているんです。

それに対してビジネスをやる人は，著作権法を強化しなければならないと主張してい

る。当然ここで戦争が起きるのは当たり前です。その中身についてはもう皆さんもご存

じのとおりですが，私個人の意見は，基本的な見直しは長期的な課題として，理想的な

法制度を検討すべきである。しかし，一方では現行の法制度を一部修正して，当面の対

処をするしかないわけで，これはじっくり何年も，あるいは何十年もかけてやっている

わけにはいきません。ですから，毎年でも改正をして問題に対して対処をする。それと

同時に長期的な議論をしなければならないと思います。

技術の話についてはあまりきょうは触れません。先ほど上野先生からもご紹介があっ

たようにいろいろな技術が今使われていますし，それが法的な背景を持っているという

のもありましたが，ここで大別してコピーコントロールと，それから不正な複製物を検

出する技術について簡単にご紹介します。もうご存じのことばかりだと思います。

前のほうはちょっと時間の関係で飛ばしていますが，電子透かしという言葉が時々出

ますが，このイメージだけをちょっとご紹介しています。

もともと左のような原画があったとして，これをいろいろな方法で変換します。ここ

では空間を周波数領域に変換するという言い方をしますが，目では分からない形で変換

したものに対して，著作権管理情報等を植え込む。それで結果としては，人の目にはほ

とんど分からない形にしていたものを市場に流通させる。その中に入っている情報が，

例えば権利者の名前であったり，正当にそれを購入した人の名前であったりするわけで

す。そうしますと，市場を流通している類似のものを調べてみると，実は自分が前に売

ったものが悪用されていることが分かる。そういったたぐいです。こういったような技

術が今盛んに使われ始めているわけで，これが不正な複製物を見つけるほうですが，同

じ電子透かしを使って不正なコピーをできなくする技術も現実に開発されています。

それに対応する法改正が日本でもアメリカでもされ，今，ヨーロツパでもされようと

しているわけで，先ほどもご紹介がありましたので，内容はもう省きますが，既に昨年

10月から，技術的保護手段，例えば暗号であるとか，電子透かしなどの技術を回避する

ことを目的とした装置，プログラム等の製造その他が，正確には製造ではないですね。

まずは譲渡，すなわち販売をしたりする。その目的で製造に対する，そういった行為が

すべて違法となった。しかも，刑事罰の対象である。

それから，権利管理情報を故意に書きかえたりすることも違法となったことがありま

す。しかし，先ほども一部ありましたが，インターネット上でコンピュータ上に一時的

な蓄積をする行為は，果たして日本の著作権法の違反になるのかどうかとか，最近では

放送事業者を初め，いろいろな立場から著作隣接権を拡大する要望も出ている。また，

権利制限規定そのものも今細かく見直しをされているということで，まだまだ残る問題

がありますので，私の気持ちとしては，こういったことはどんどん逐次解決をしていた

だいて，当面の問題はぜひ対処していただきたい。しかしながら，根本的な議論は別途

やる必要があるというのが，先ほどの趣旨です。

2.2 EUの著作権指令案

最近の動きという意味で，比較的最近ヨーロッパに行ったこともありまして， EUの

著作権指令案の状況を簡単にご紹介しますが，これも既に午前中のお話にありました。

草案を作成する以前から，いろんな形でヨーロッパの中で議論がされてきましたが，そ
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こで幾つかの争点がありました。

やはり最大の争点は，権利制限を域内統ーできるかというものです。ご承知のように

ヨーロッパはイギリスと大陸法では考え方が違いますし，その国ごとにまた細かい違い

がある。そういった違いを統一しないと， EUの域内統一の基本理念に合わないという

ことで努力しているわけですが，その中でも私がいまだに気になるのは，イギリスの著

作権法にある fairdealing，アメリカの fairuseに該当するものですが，どうもこれは残

れないのではないか。権利制限条項を非常に厳しく調べて，数を少なくしていますので，

そういった問題が今でも残っています。

それからネットワーク内の一時的蓄積は，当時の問題でもあり，現在でも残っていま

す。しかも，それがインターネットサービスプロパイダの責任問題と絡んでくるわけで、

す。先ほどもお話がありましたように，アメリカでは DigitalMillenium Copyright Act 

の中で 1S Pの責任問題と合わせて措置していますが，ヨーロッパではこれが大問題に

なりました。

1997年に著作権指令案の草案ができ，昨年まで何回か修正をされています。その過程

で1S Pの責任規定は，別の純粋にそれを目的とした指令に変えることをしました。こ

れも ECの委員会の当事者に質問をしたところ，あくまでもこれは政治的な判断のよう

で，実質的にはどうもこの著作権問題との関係が一番重要なんだけれども，その 1S P 
の責任問題と，著作権のネットワークにおける運用の問題を合わせて議論すると，どち

らも永久に解けなくなってしまう。要するに反対するものが違うわけで，それを分けよ

うというのでやったようです。

最近行ってきた段階で残された主な争点は 2つ残っているということでして， 1つは，

ネットワーク内の一時的蓄積に関する細かい規定です。原則は一時的蓄積はすべて複製

の一部であるということで，権利の範囲なんですが，しかし，当然インターネットの上

で，例えば音楽の正当な権利を許諾された複製物を送るときに，例えば途中で 5秒間蓄

積するときに，一々許諾処理をするのは全く意味のないことですから，そういったよう

な例外的な規定を入れているわけですが，その規定の範囲をどこまで，例外をどこまで

広げるかというものです。あるいはあらかじめ権利者のオーソリゼーションが要るか。

オーソリゼーションという言葉がキーワードで，非常にもめていました。そろそろ決着

がついているようですが，最近見せていただいたものでは，まさに玉虫色的な文章にし

ていますので，法律的にはまだ残ると思います。

それから技術的手段の回避は，これは前からあるとおりで，その回避そのものと，そ

れから権利制限との関係があります。今の予定としては年内に何とかしたい。まずくと

も来年早々にはということで動いているようですので，多分そろそろおさまるのではな

いかと思います。

2.3 米国の著作権制度をめぐる議論

一方，これも先ほどご紹介がありましたように，アメリカのDMCAが98年に成立し

ましたが，そのときにこの技術的保護手段の回避については 2年間の猶予期間を設け

られました。

このアメリカのDMCAの技術的保護手段に関する規定を 2000年 10月から施行する

にあたり fairuse条項との関係をどう扱うべきかについて熱い議論が行われています。

この議論の中で，そもそも fairuse条項がTRIPs協定に違反するのではないかと

いう議論が出始めて，これはかなり難しい議論になりそうす。そういったことを含めて

デジタルの環境で fairuseをどうしたらいいのかというのが大変難しいと思います。

もうご存じのとおりですが，アメリカの著作権法 107条は fairuseの判断基準として
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4つ挙げています。著作権物の利用の目的と特性，それからその著作物そのものの性格，

使う部分の量，最後にその結果市場に与える影響といったようなものです。これに対し

てTR 1 P s 13条は，ベルヌ条約及びWIPOの著作権条約も大体同じなんですが，基

本的にはスリーステップテストと言っていますが，特定のスペシャルな，特殊なケース

に限るということと，それからこれは大変日本語訳が難しいんで、すが，ノーマル・エク

スプロイテイション・オブ・ザ・ワークにコンフリクトしないということ。それから 3
番目に，権利者の合法的な利益をアンリーズナブルに害するものではないという 3つで

す。

基本的にはこの解釈と，先ほどの fairuseの4つの判断がどうぶつかるのか，ぶつか

らないのかという問題で，私にはとてもこの一方については議論はできませんが，いず

れにしても，私は個人的には fairuseのような考え方を日本に入れるべきだと思ってい

ましたので，イギリスの fairdealingが危なくなる。アメリカの fairuseがこういう形

で見直しをされるとなると，いよいよこの著作権の権利制限規定の方向が大変見えにく

くなってくると思います。

そういう背景でアメリカの中でも，この著作権制度をもう一度根本的に見直そうとい

う動きがいろいろ出てきました。私は，今一番注目しているのは，本を持ってきました

が， fThe Digi.tal Dilemma Jという本が出されています。これはきょうおくれて持っ

てまいりましたレジ、ユメの最後のページに付録として要点が書いてございます。

画面には出ていますが，一々細かくは申し上げません。これは，中心になったのはア

メリカの科学技術，医学の関係のアカデミーの事務局が中心になって，コンピュータサ

イエンスの先生が法律の方の援助を得てやったものです。その中心になった先生のとこ

ろに私も行って，いろいろと相談をしてきたんですが，彼らとしても，アメリカだけで

この問題は解決できないことは分かっている。ヨーロッパには盛んに声をかけて，いろ

いろと一緒に議論をしているんだけれども，どうも日本は声をかけにくいというのが彼

の本音のようだ、ったので，これはぜひ一緒に議論をさせてほしいと言いました。

書いてあること自身は，いろいろと細かくありますが，私個人としては，これは日本

で議論すべきものと大体同じではないかと思います。アメリカは若干特殊な事情もあり

ますけれども，ともかくこの著作権法の基本理念をもう一度見直す必要がある。そのと

きに単に法律そのものをどうというのではなく，経済，あるいは技術と政治，そういっ

たことをすべて合わせて考える。その抜本的見直しをするのは現時点ではよくない。も

っと時間をかけてやるべきだという考え方です。

いずれにしましでも，これからの日本でもいろんな大学，研究所等でこの著作権法の

次のあり方，その中には法律だけではなくて，先ほどいろいろご紹介のあったようなシ

ステム，契約，技術，場合によっては組織の倫理も含めて，そういったものをつくって

いくときに，アメリカともヨーロッパともできるだけ連携プレーをする必要があると思

います。

2.4 デ}タベース投資の保護

その次にデータベース投資のほうの話ですが，これは先ほど渡遺先生から分かりやす

いお話もありましたし，私が今さら申し上げるまでもないと思いますが，現在の著作権

法でデータベース保護をすると，いろいろな問題が発生してきている。これは事実です。

大別すると 1つは，データベースの保護を著作権法で保護するときには，その素材

の選択または背景的な構成に関する創作性が条件になりますが，その評価が難しいとい

うこと。

もう一つは，全体が著作権法で保護されでも，それを構成するデータ自体は保護され
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ないというのが原因です。実際にいろいろな問題がありますよということを，いろんな

場で言われているのを，私が自分の関心に沿って並べたものですが，先ほどの渡遺先生

のご紹介にもあったように，最近ドイツの suigenerisに基づいた判例でも，電話番号

簿のデータが一番多く出ています。そのほかにも判例のデータであるとか，ほかにもい

ろいろあるんですが，その電話番号のデータは，私が元NTTにいたという立場も含め

て大変関心が深いんですが，これは世界じゅうの電話会社が今まさに自由競争の中に入

ってきますので，以前は Iつの会社がすべての電話番号データを持っていたのが，これ

からはまさにばらばらになります。

一般の加入者の立場からすれば，そういったものを合わせたデータベースなり，電話

番号簿が欲しいわけで，これからのビジネスの 1つの柱になる。しかも，その延長にイ

ンターネットのURLのデータベースもあるわけです。そのインターネットの上でUR
Lのデータベースをつくってビジネスをしている会社が，ヤフーであるとか，その他ま

さに世界の株価のある種のバブル的な膨張を支えてきたことを考えると，今，それがな

ければスポンサーも広告を載せてくれませんし，また，お客さんも来ないということで，

このあたりが実質的には世界の経済を引っ張っていると言えないこともありません。

以下，ちょっと省略しますが，そういうことに関してヨーロッパではデータベース指

令の中で suigenerisライトというのを決めた。これはまさに高度情報化社会でデータ

ベースが非常に重要だということを認識したのと，アメリカの企業が圧倒的にこの分野

で世界をリードしているということから，ヨーロッパは危機感を持ってやったことです

が，先ほどのご紹介にもあったように，日本にはまだ危機感がないんで、す。これが一番

危ないというのが私の心配です。何とかしなければならない。しかし，日本で議論する

と，問題点はたくさん出てくるんですが，どうしていいのか分からないということです。

ところでアメリカですが，アメリカでは， EUがデータベース指令をつくりました

1996年の直後にすぐに類似の法案が出ました。その後， 2年ごとの会期にそれぞれ法案

が出されて， 105議会の 98年には 1度その法案が上院及び、下院を通ったんですが，通

った後で例のモニカ・ルインスキー事件などもあり，いろんな理由で実質的に法律には

ならなかった。一方その間非常に強い反対意見がアメリカの国内で出てきて， 99年に 2

つの法案が出され，司法委員会と商務委員会をそれぞれ通ったというのが現状です。

この裏では，先ほど来ご紹介している，こういった本 (rTheDigital Dilemma J)を

出しているところが，実はかなり頑張っていまして，ここにももう一つ rA Question of 

BalanceJという本がありますが，アメリカの NationalResearch Council ，科学技術，

医学関係の研究者の集まりで政策提言をしている紙織ですが，ここが中心になってデー

タベースの保護に関しては，学術研究に大きな被害を与えるおそれがあるということで，

大きなキャンベーンをやっていたのが背景にあります。

H.R.354というのは，大体従来のアメリカのデータベース保護を主張する業界の意見

を反映させたもので，形は不正競争防止法に近い形をとっていますが，どちらかといえ

ば， sui generisライトに近い意味合いもあります。それに対して H.R.1858は純粋に不

正競争防止法を適用して，デッドコピーをピジネスにすることだけを止めるものであり

ます。

私は率直な気持ちとして，アメリカで H.R.1858という対案が出てきた理由がよく分

からなかったんですが，推進者にこの前聞いてきたときに大変よく分かりました。言う

までもないんで、すが，アメリカでは法律は役所がつくるのではなくて，すべて議員が提

案をする議員立法です。その議員の立場からすると，アメリカの有権者に訴える最大の

キーワードはフェアネスなんだそう，です。このときに何が起きたかと言うと，ワレンと

いう非常に小さな会社が，たしかケーブルテレビに関する番組情報のようなデータベー

スをつくってビジネスをしていたところ，より大きな会社がそれをデッドコピーしてピ
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ジネスを始めてしまった。その会社がつぶれそうになった段階で，著作権をもとにして

訴えたところ，著作権の対象ではないというので裁判所に負けてしまった。そのことが

きっかけになって，下院議員が，ともかく新しい法的な枠が，規制が要るんだというこ

とを言い出したそうでして，これは止められない。

純粋に法律学の理論からすれば，こういったものがなくても現在の法律を援用して実

質的に対応できるけれども，議員たちの政治的な力はもう止められないというのが判断

で，それでH.R.354はやり過ぎだから，そうではないものとしてH.R.1858という，ミ

ニマムアプローチと言っていましたが，それを出したようです。しかしながら，これは

デッドロックに今陥っていまして，ちょうど大統領選挙も始まりましたから，年内に成

立する見通しは少ない。したがって，来年が1つの山場だろうというのが私の一応の見

方です。

日本では，先ほど来お話があったように，文化庁，通産省が議論をしていますが，ま

だ全く動いていないというのが現況で，私はどちらかというと，学術会議，日本工学ア

カデミーの立場でやり過ぎないでほしいという形で議論をしている状況です。

3 サイバー領域における特許制度

3番目に特許制度の話ですが，これはまたこの後でご講演がありますので，あまり深

くは入りませんが，私のやや乱暴な見方だけをお話します。

ソフトウェア関連発明が，このサイバー領域で、も非常に重要な分野となってきていま

す。ソフトウェア，あるいはプログラムの構成に関するアイデア，具体的にはアルゴリ

ズムなどを特許法で保護することの可否についての議論がよくありました。しばらく前

は主にコンピュータサイエンスの人たちからは，これはそもそも不必要で、ある，不適当

であるという主張が大分出ました。

私自身は，もう既にこれは特許法の対象とすべき時代に来ていると思いますが，私個

人の経験からしでも，もう 30年以上前に日本でコンピューターの論理設計に関する特許

が出され始めたころに，ある意味ではルピコン河を渡ってしまっていたと思います。す

なわちコンピューターの設計では電気的な，あるいは電磁的な設計のほかに，いわば官命

理学，数学だけを用いた設計の部分がたくさんあるわけです。

しばらく前にアメリカでWindows95のころですか，何かパグがあると言って騒いだ

ことがありましたが，あれは割り算のアルゴリズムのマイクロプログラムに間違いがあ

ったわけで，そういったような計算方法は 30年前には回路で組んでいたのを最近はマイ

クロプログラムで実現するようになったわけです。

そのものに特許があるということは，それをプログラムに置きかえたから急に特許に

ならないというのは，何か合理性がないので，当然プログラムを特許の対象とすべき時

代になったと思います。問題は，それは物として保護するのか，ネットワークで送信す

る場合どうするのかというものです。

これはあまりご説明しませんが，ここはプログラムプロダクトの方向に動いている。

それに向けて具体的な法律の改正 あるいは運用をどうするかということをもう決めな

ければならないと思います。

これに対していわゆるビジネスモデル特許については，私は大変心配をしております。

アメリカは言うまでもなく判例主義であることと，特許法そのものがその対象となる発

明の資料についてあまり制限を加えていないこともあって 実際に役立つものなら何で

も特許になるという方向で動いてきています。

しかし，日本の特許庁はこれに関する見解を書いておりますが，私の見方でかなり主

観的ですが，本質はソフトウェア関連発明の審査基準によるのであって，ピジネスモデ
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Jレ特許だからといって，個別の扱いはしないという考えだと思います。実はこれは私は

NTTにいたこともあって，こういう見方をしています。高度なネットワークサービス

に関する特許がたくさん出されてきたころ，まさに実質的には新しい時代に入っていた

わけで，それをみんなが騒いでいなかったのは，まだ日本ではネットワーク，例えば電

気通信ネットワークが，電話のネットワークが実質的な競争の時代になっていなかった

からです。

私の個人的な経験に基づいて話をしますと，私がNTTにいたころに，私は第二電電

を初め，いろいろな電話会社に対して特許を，ライセンスをする立場にいました。その

当時，率直に言ってお金は取れなかったんです。これは郵政省からの指導で，独占的な

立場にある NTTが新しい参入事業者に対して，お金を取ってライセンスをすること自

身が認められなかったわけで，すべて無料でライセンスをしていました。今はどうか知

りません。

いずれにしましでも，そういう時代にあったたくさんの特許は，実質的に日本の圏内

で権利としてあまり効果を持っていなかったわけですが，当時たくさんのネットワーク

の機能に関する特許が成立していました。それとほとんど同じことは，単にネットワー

ク上のいろいろな新しいピジネス形態に対して成り立っている。すべてソフトウェア関

連特許として成立しているわけで、，これをあえてピジネスモデル特許と呼ぶことは，非

常に誤解を招くと思います。

ただ，これは日本の話で，アメリカで現実にどんどん動いていますから，企業として

はやはり防衛策としてどんどん出願されるのは，私はこれはやむを得ないことだと思い

ます。そういったことを含めて，サイバー領域において，プロパテント政策がどんどん

これから拡張し適用されていく。そのときに一体どんな意義があり，どんな課題がある

のかということをぜひみんなで議論すべきだろうと思います。

先ほど来お話のように，特許制度も当然より強化し，運用することが必須だろうと思

います。しかし，それを国際的な調和の場で議論をするときに，日本の現状が特に司法

システムが国境を越えた権利侵害に対して対応できないのがどうも実態のようなので，

これを何とかしないと，実質的にサイパースペースにおける裁判は，すべてアメリカ等

で行われてしまう。日本は法律があるけれども，それをほとんど，先ほどもどなたかが

言われた言葉ですが，オーバーライドされてしまう危険があるのではないかと思います。

4 サイバー領域における標識の保護

4.1 インターネットのドメイン名

次に，標識の保護の問題です。これは一番有名なのはドメイン名の問題です。インタ

ーネットではご存じのように，いわゆるドット COMなどのドメイン名を使いますが，

最後のドットの後ろの文字. 3文字とか2文字をトップレベルドメイン. TLDと呼ん

でいます。特にその中の特定の国に閉じないものをジ、ェネリック・トップ・レベル・ド

メインと呼んでいます(ピrLD)。これは先ほど申し上げたインターネットの歴史的経緯

からこうなってしまったわけで，当初は最後のドメイン名で，例えはGOVとか， CO 
Mとか， ORGと書いたものはすべてアメリカ国内の組織に与えられていました。外国

のものであれば，日本は JPとか，イギリスならUKとか，そういうのをつけるのがル

ールでした。

ところが，だんだんとそのドメイン名が外国の企業組織にも与えられるようになった

ということで，今では，最後のGOVはあくまでもアメリカの政府で，日本の政府がG
OVをつけるのはありませんが， ドット COMとか， ドット ORGというのは，世界じ
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ゅうどこの組織でもつけられるというふうに運用が変わっています。

その結果インターネットのドメイン名と，商標，あるいは商号との衝突が非常に頻繁

に起きるようになったわけです。それを解決するためには，これはWIPO，それから

ネットワークという意味で ITUとか，当然インターネットの推進母体である IETF
などが長い間厳しい議論を続けてきているわけで，問題はたくさんあります。しかし，

方法としては商標，特に登録された商標，あるいは著名商標に対して対応するような新

しいドメインをつくるしかないというのが大まかな合意になってきています。

それに関するWIPOの見解も出されて，具体的にはそれを今進めているのが， 1 C 

ANNという，アイキャンと普通呼んでいますが，新しい非営利組織で，アメリカに本

部があります。これにはいろんな組織が加盟といいますか，参加をして一緒に議論をし

ております。

当初は著名商標，あるいは著名標章かもしれませんが，それを対象とする新しいトッ

プレベルドメインを導入することで合意をしてスタートをしたんですが，世界で何が著

名であるかということを決めるルールが大変だ。当然これはいろんなルールよりも，ま

ずは紛争に対応する組織をつくることが重要なんですが，いろいろ議論したんだけれど

も，どうもそのことに対するコンセンサスが得られないということで，つい最近出され

た案では，もういっそのこと，著名商標にこだわらず各国，世界じゅうのすべての特許

庁等が登録を受け付けている登録商標を対象として新しいトップレベルドメインをつく

ろうという案になってきています。

もうこれしかなさそうです。しかし，これは運用が大変なので，例えば一月間，サン

ライズピリオードと呼んでいますが，日の出の時間を決めて，その聞に一斉に申し込ん

でくる。早い者勝ち。さあ，これで日本の企業が果たして取れるんだろうか。日本は世

界の中でも一番早く太陽が上る固なはずなんで(笑)，せいぜいニュージランドかオース

トラリアに負けるぐらいなんですカベうっかりすると，ほとんどのドメイン名をアメリ

カが取ってしまうんじゃないかという心配を私個人としてはしております。

これは決まるかどうかは分かりませんが，こういったことに関しでもなかなか日本か

ら意見が出てこなくて，実質アメリカを中心に，アメリカとヨーロッパでどんどん議論

が進んでいる。日本はどちらかというと，ここに漢字も入れられるようにしてくれとい

う議論をしているのが現状なんですが，どうも本筋はそうではなくて，やはり世界のグ

ローパルの中で，どうやって頑張っていけるのかをぜひ議論していくべきだと思います。

4.2 インターネットにおける商標のその他の使用

そのほかにもインターネット上の商標はいろいろ使われているわけで，明確に目に見

える形としてはパナー広告であるとか，商品名を明示する。このときに例えば日本とイ

ギリスとでは，同じ文字列が別の企業の商標であったときに，本当にそれは権利侵害を

したことになるのかどうかといった問題が現実に発生しています。

さらに目には見えない形で，先ほど申し上げた電子透かしであるとか，その他の使い

方もありますので，これをどうこれから進めていくのか，やはり議論していかなければ

ならないと思います。

以上，非常に雑駁な議論で，与えられたテーマに大変沿っていないかもしれませんが，

私の最近考えていることを紹介しました。

5 おわりにかえて

最後に，こんな言葉を引用しているんですが，とにかく知的財産というのは，まさに
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情報化時代のリーガルなフォームである。まさにそれを法的に体現するものであって，

それをどうつくるかによって，情報化時代が迎えられるかどうかが決まるんだというの.

が私の認識です。

最近，自民党も知的財産権に関する法案を提案するという新聞記事もありましたので，

私は大変いいことだと思うのですが，しばらく前から，私は大学でもかなり勝手なこと

を言っていまして，ともかく次の総選挙は少なくとも情報法の範囲，できれば知的財産

権の範囲で政党が政策を争うぐらいにならないと，日本は， 21世紀には昔の先進国にな

ってしまう。それをやるかどうかは，まさに有権者の判断次第だということを言ってい

ます。

そうは言いながらも，国際調和の中では，途上国との協調が必要です。今，インドも

10億人を超えたそうですし，中国その他の国との協調も含めて，今後，本格的な議論を

しなければならないと思います。

大学でも法律はもちろん，その他のいろんな分野を横断する知的財産権システム学み

たいなものが要るのではないか。

また，大学や国立研究所の知的成果をより高度化し，産業化するための努力，こうい

ったことを合わせて今後，単に法律だけではない，全体のシステムをつくっていく必要

があるというのが私の考え方です。

与えられた時間をややむだ遣いしたかもしれませんが，最近考えていることをお話さ

せていただいて，私の務めを果たさせていただきたいと思います。(拍手)
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講演

「ビジネスモデル特許」

弁理 士 竹 山 宏 明

ただいまご紹介にあずかりました竹山と申します。

早速で恐縮ですが，一部誤記がございましたので，テキストのほうを修正させていた

だきます。

まず，テキストのほうの 23頁，こちらに括弧書きで (11) とございますけれども，こ

ちらの部分は(3 )とダ、フやっていましたので，削除させていただきます。

もう 1点恐縮ですが， (注4)の部分です。頁のほうが25頁， URLの部分で Ihttp:J 
がダブっていますので，こちらを削除させていただきます。

このまま続けさせていただきます。もし今現在パソコンをおつなぎでしたら，私のペ

ージにつないでいただいて，聞いていただければと思います。

はじめに

「はじめに」ということで，きょうは特許の業務に携わっていない方を対象に，皆様

が個人としてピジネスのアイデアを考えたと仮定して，お話を進めていきたいと思いま

す。

このため，特許の業務に携わっている方にとっては，既にご存じのお話になってしま

うかもしれませんが，ご容赦ください。

昨日，町の比較的小さな本屋をのぞきました。きょうお話するビジネスモデル特許に

関する本が3冊も置いてあり，驚きました。我々弁理士の間でもパフやルと呼ばれ，ビジ

ネスモデルをご専門になされている先生方への出願の依頼が殺到しています。このため

処理されるまで数か月待ちという現状です。

私のことですが，私自身はきょうお話するビジネスモデル特許を専門にしているわけ

ではございません。ご依頼があれば処理している現状です。個人的には今までの業務が

ありますので，どちらかというと避けている現状です。

私の少ない経験からお話しますと，ビジネスモデルについては，クライアントの方が

考えているアイデアと，実際の特許の対象となる発明との聞に，大きなギャップがある

ものと感じています。

すなわちクライアントが考えているアイデアがあまりに抽象的であり，これに対し特

許の対象になる発明は，技術に関するアイデアであり，実施できる程度に具体性が要求

されます。

クライアントの方が考えていられるアイデアというのは頂上部分です。山の一番下の部

分が実際の製品レベルのアイデアです。今現在，特許の対象となるものはちょうど中間

点，具イ本的な技術に関するアイデアです。

先ほどもお話がありましたけれども，例えばアルゴリズムとか， IとかJというのは，

どちらかというと，山の頂点のほうにあります。今現在，例えばピジネスモデルについ

て，我が国では，媒体特許を取得でできます。 CD-ROMに記録されたプログラム，

逆に言うと，プログラムが記録されたCD-ROM，もしくは記録媒体という，ちょっ

と変則的な形で今現在日本では保護されています。

では，記録媒体もしくはCD-ROMとプログラム，どっちが本質なのというと，本

質はプログラムの部分です。そのプログラムの本質の部分をどうしょうかというのが，
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今，議論に上がっているところです。

今言ったような，抽象的，具体的，製品レベルという話ですが，ビジネスモデルとし

てニュースなどで話題になっている，アマゾン・コムのワンクリックの特許が有名です。

この特許は顧客がウェブサイトで買物をする際に，顧客名，クレジットカード番号及び

送先住所などを I度入力しておけば 2回目以降の買物にはこれらの情報を入力しなく

ても済むようにするという技術です。

皆さんもいろんなウェブサイトで買物をするとき，例えば何度もクレジットカード番

号を入力しなければならないと， rああ，面倒だな」と思われるかもしれません。それが

1度入力しておけば，次からは自動的に入力される。実際，今言ったのがどちらかとい

うと，クライアントの方が我々のところに， rこんなビジネスモデルの発明をしました」

と言って持ってくる。先ほどの山でいくと，抽象的なレベルの話です。

では，実際，具体的にどのレベルまでいけば特許になるかというと，先ほと寺言った，

ワンクリックの特許のクレームをちょっと読ませていただきます。

ある品目について注文を行う方法において，クライアントシステムの管理下で，その品

目を識別する情報を表示し，単一の行為のみが実行されることに応じて，その品目の注

文要求を購入者の識別子とともにサーバシステムに送信すること，及ぴ，前記サーバシ

ステムの単一行為の注文を行う構成要素の管理下で，前記要求を受信し，その受信した

要求内の識別子によって識別された購入者の既に保存されている追加情報を取り出し，

該取り出された追加情報を使用して前記受信した要求内の識別子によって識別された購

入者の要求した品目を購入するための注文を生成し，前記品目の購入を完了させるため

に前記生成された注文を履行すること，によって，ショッピングカート注文方式を使用

することなく，前記品目が注文されることを特徴とする，ある品目について注文を行う

方法。

私がさっと読んでもどなたも中身は分からなくて， rえっ，そんなこと」と思われるか

もしれませんが，実際にアメリカで特許になった発明というのは，今，私が読んだ部分

です。

どちらかというと，クライアントの方が最初私どもに持ってくるのは，クレジットカ

ード番号を 2度入力するのは面倒だから 1回やれば後から入力しなくて済むようにし

たということですが，アメリカのレベルでも，今読みましたわけの分からない文章の部

分が，初めて発明として保護されています。

実際，我々のところに持ってくるアイデアは，着想的というか，効用というか，そう

いうような部分で、持ってこられる。そういうようなギャップが今現在あります。

このようにビジネスモデル発明は特別ではなく，現行の特許法で保護されているコン

ピューターソフトウェア関連発明や，インターネット関連発明と同様にご理解いただけ

ればと考えています。

今，ビジネスモデルということで，いろんなところで話題になっていると思いますが，

特別な特許が新しく誕生したということではなくて，従来の法制の上に立って保護され

ていることをご理解いただきたいと思います。そうすれば，ビジネス特許について，例

えば侵害だと言われたときに，例えば今までの装置発明，もしくは媒体発明と同じに考

えれば良く，同じ手法で解決していこうといういろいろな解決方策が見出せると思いま

す。

今言ったのがきょう皆さんにお話したい部分の結論的な部分です。ビジネスモデル特

許は，特別なものではなくて，今までの特許の中で保護されようとしているということ

をお話したいと思います。
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1 ピジネスモデル特許の概念

私は，今定義せずに，ピジネスモデル特許という話をしましたが，私が考えているも

のはどういうものですかというお話です。

まずピジネスモデル特許については，今現在，私が知る限りでは明確な定義はありま

せん。ですので，どうとらえていくという問題だと思います。きょうはここでは，私と

してはビジネスのやり方や仕組みに関する特許ということで考えていきたいと思います。

その下に類語と書かれてるように，いろんな言葉が今現在使われています。例えばビ

ジネス特許，ビジネス・メソッド特許，ビジネス方法特許，ビジネス・プロセス特許，

ビジネス・システム特許，中身について私自身もどこが違うのかという区別はよく分か

りません。ですけれども，どちらかというと，ビジネス・メソッド特許，もしくはピジ

ネス方法特許というのが一般的に使われている用語だと思います。

逆に言うと，ピジネスモデル特許という言葉より，ビジネス・メソッド特許とか，ピ

ジネス方法特許とかという言葉が使われているように感じます。

私が読んだ本に載っていた定義を幾っかここに挙げさせていただきました。

この中を見ていただけると，先ほと守私が言った定義，ピジネスのやり方や仕組みに関

する特許という言葉のほかに，例えばコンピュータとか，インターネットとかいう言葉

が幾っか使われていると思います。

コンピュータとかインターネット，それとピジネス特許との関係はどうかということで

すが，例えばコンピュータソフトウェア関連発明と，ビジネスモデル発明， r発明」とい

う言葉をここでは使わせていただきますけれども，どういうふうな関係にあるかという

と，大きなものがコンピュータソフトウェア関連発明，その中の一部がピジネスモデル

発明，いろいろな定義を見ていくと，そういうような気がします。

定義で問題になっているのが，三日月型の部分です。この部分があるかどうかという

こと与みです。この部分があれば，例えばコンピュータソフトウェアという言葉を定義

から外さなければいけないのではないのかということです。

もう一つ，中で使われていたと思いますけれども，例えばネットワークとか，インタ

ーネット関連発明とかいう広い概念の一部がビジネスモデル発明だとお考えいただけれ

ばいいと思います。

どうしてそういうような，今言ったような定義が明確でない状態が出てきてしまうか

というと，ピジネスモデルという言葉は技術に関連した分類でありません。私は，発明

を技術的なアイデアだと考えています。このため発明を技術分野ごとに分類する考え方

は古くから実践されています。例えば国際特許分類，それと先ほど出てきたようにコン

ピュータ，ソフトウェア，ネットワーク，インターネットというような技術に注目した

分け方があります。しかし，ピジネスモデルについては，発明はこれらの範時には属し

ません。どうしてかというと，技術を問わないからということです。

ビジネスモデルという言葉を一番広く解釈しますと，コンピュータに限らないものだ

と思います。次の例が適切かどうかはちょっと分からないですが，例えばモパイルとい

う用語があります。モパイルという言葉はコンピュータに限りません。

このためビジネスモデルについての特許や発明の範囲は，時代ごとに異なっていくも

のと考えます。発明は技術についてのものなので，技術について分類ということは簡単

にできますが，技術を離れた分類，用途もしくは効用とかいう分類の仕方をしますと，

どちらかというと，何が入るかというのは，時代時代によって変わっていくのではない

かと考えています。

きょうお話する上では，できるだけビジネスモデル特許，もしくは発明を広くとらえ

てお話をしていきたいと思います。
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2. 日米欧の動向

次に，日米欧の動向ということで，皆さんももうご存じだと思うのですけれども，例

えば米国については， State Street事件が話題になっています。

その後に欧州の方でEPOの審決が2つありました。

その後，日本のほうで日経の記事があったと思います。私自身はこれが今の契機とな

っているように感じています。

その次，昨年ですが，特許庁のほうでビジネス関連発明についての取り扱いを明らか

にしました。その内容としては従来の運用指針をそのまま適用するということでした。

米国の改正のほうが早かったですね。米国の改正がありまして，その次，米国でガイ

ドラインの改定がありました。

ちょうど 17日ですが，特許庁のほうが特許の審査基準の改定版自身ではないで、すが，

その前の「案」について公表されています。

私自身，全部に目を通していませんが，コンピュータプログラム，それ自体については

触れられていないようです。今現在一部だけ公開されています。その後公表されるであ

ろう部分に，コンピュータプログラム自身についての取り扱いが触れられる予定です。

あと特許庁の案でちょっと目についた部分ですが，その中で情報伝送媒体について，

さきに特許庁のほうが取り扱いを公表していますが，それについて改めて特許庁の考え

方が述べられています。

3 具体例

その次に具体例ということで，幾っか挙げさせていただきました。日本のものを 2つ

ご紹介したいと思います。

ここに挙げています資料は，私が所属しています弁理士会のソフトウェア委員会のほ

うで調査をしたものです。広告情報の供給方法及びその登録方法というものについて説

明します。

まずどんな特許か。これは比較的日本では代表的な例ではなかろうかと言われている

ものです。ビジネスモデル特許について なかなかイメージが分かないと思いますけれ

ども，その中身を簡単に説明させていただきます。

概要ですが，あらかじめ地図上の建物と広告情報とを関連づけておけば，地図上の建

物をクリックすることで広告を表示できるということです。

請求項 1で，コンピュータシステムによる広告情報の供給を行う広告情報の供給方法に

おいて，広告依頼者に対して，広告情報の入力を促す一方，あらかじめ記録された地図

情報に基づいて地図を表示して，当該地図上において広告対象物の位置指定を促す段階。

今言ったように単純に地図上の部分をクリックすると，その情報が出てきますふ。その

情報は広告情報ですよということです。

クレームをそのまま読ませていただきます。

コンピュータシステムにより広告情報の供給を行なう広告情報の供給方法において，

広告依頼者に対しては，広告情報の入力を促す一方，予め記憶された地図情報に基づい

て地図を表示して，当該地図上において広告対象物の位置指定を促す段階と，前記地図

上において位置指定された広告対象物の座標を，入力された広告情報と関連づけて逐一

記憶する段階とを備える一方，広告受給者に対しては，前記地図情報に基づく地図を表

示するとともに，当該地図上の地点であって，記憶された広告対象物の座標に相当する

地点に，図像化した当該広告対象物を表示して，所望する広告対象物の選択を促す段階
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と，選択された広告対象物に関連づけられた広告情報を読み出す段階と，読み出された

広告情報を，前記広告受給者に対して出力する段階とを備えることを特慢とする広告情

報の供給方法。

ビジネスモデル特許は，先ほども話しましたが，地図のところをクリックすると，広

告情報が出ますよというのがビジネスモデル特許ではありません。読ませていただいた

クレーム部分に，ピジネスモデル特許に係る発明の特徴があります。

その次は，雑誌にも掲載されてもので，これをピジネスモデル特許と言う人と，言わ

ない方がかなりおります。どちらかというと，ビジネスモデル特許ではないのではない

かという方が多くいらっしゃいます。

来庖したお客さんが，自動食器貸し器というのはこちらです。こちらにお金を入れま

す。食器が出てきます。食器を自動販売機，ここでは飲料物供給装置になっています。

好きなボ、タンを押して，例えばスープなんかをもらって，それをテーブルに持っていっ

て食べるという特許です。

来店したお客が，自動食器貸し器に硬貨を投入し食器を借り受け，その器に飲料物供

給装置より飲料物を入れ，テーブルに運んで、試食する。ここで食べるという特許です。

今までは，例えばコーヒーの自動販売機を考えていただくと，コーヒーの自動販売機

にお金を入れます。容器がスポッと下におりてきます。その後，容器がおりてきたとき

に自動的にコーヒーがそこに注がれます。それを持って飲む。通常，自動販売機は，中

に食べ物を入れてパッケージごと売っていたというものが今までです。これはどうかと

いうと，器を売ろう。中身ではなく器を売ってお金をもうけようという特許です。

仮にこれがビジネスモデル特許であれば，コンピュータに関連しないピジネスモデル

特許だと思います。そういう意味でここに例を挙げさせていただきました。

純粋にビジネスモデル特許かどうかということは，私自身もよく分りません。

4 特許調査

次に，例えば日本について言えば， 1 P C (国際特許分類)， Fターム，フリーワード

が使用できます。

これらを複合的に使用して，ピジネスモデルに該当するであろうものをピックアップ

します。その中にはたくさんのノイズがありますし，これから漏れてしまうものがある

ことが現実です。例えば米国， E P Cサイトについても同様に 1P C，キーワードを使

って検索できます。

5 特許庁の取り扱い

ここでは日本についてご説明させていただきます。

まず，ピジネスモデル特許については，日本では， r特定技術分野の審査の運用指針

第1章コンピュータソフトウェア関連発明」が適用されます。ピジネスモデル特許とい

うことで，我が国では特別な取り扱いはなされておりません。

その次に，我が国で特許を取るためには幾つかのハードルがあります。いわゆる主な

特許要件として，ここに出てくる産業上利用可能性，新規性，進歩性の各ハードがあり

ます。例えば出願しますと，この 3つのハードルを越えて最終的に特許になみります。

特許要件はこれだけではありませんけれども，この 3つについて簡単に説明したいと思

います。

特許法第 29条第 1項 1号， 2号， 3号のほうは昨年改正されて，本年度から施行され

ています。変わった部分としては 1号のほうについて言えば，改正前が日本国内に限
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っていたのを外国も含めたこと。 2号も同じく日本国内に限っていたものを外固まで含

めた。 3号については，特に変わったのは下の 2行の部分です。「又は電気通信回路を通

じて公衆に利用可能となった発明」ということで，その改正の主なポイントは，例えば

インターネットなどで開示されているものを取り込む。それらについてインターネット

で開示されているものについては，特許は取れなくなるということです。

ハードルの高さを考えていただくと分かります。従来技術，例えばインターネットの技

術がたくさん集積されるほど，ハードルがどんどん高くなっていくということです。今

まで従来技術の部分が仮にないとすれば，ピジネスモデル特許については，出願すれば

みんな低いハードルを飛び越えて特許になってしまう。それが昨年来の現実だと思いま

す。

本当は私も考えていましたというものが，どんどん一部の企業のところに特許として

集中してしまっているのが現実です。今までいろんなサイトで自由に商行為を行ってい

たものが，それらがビジネス特許として成立することによって，商行為が制限されるよ

うになってきたということです。それはどこに問題があったかというと，従来の技術を

発見できないので，みんなスルーで、通ってしまっていたところが，ピジネスモデル特許

ということについて，特許制度を査める原因の 1つになっていたのではないのかなと思

います。

これからは従来技術がどんどん蓄積していきますので，ピジネスモデルもなかなか通

りにくくなっていく。逆に保護される側からいけば，適正に運用されていくのではない

かと私自身は感じています。

先ほと寺のハードルの 1番目について，産業上利用可能性については，今までの基準が

適用されます。その基準自身も先ほどお話したように，今週新しい審査基準もしくは指

針というのが明らかになっていますので いずれ置きかわっていくと思います。

例えば今までピジネスでやっていたものをコンビュータでやったよというのは通しま

せんよということです。ハウツーが書いてないとだめです。例えば今までやっていたも

のをコンピュータに置きかえたものは，特許庁では産業上利用可能性なしとします。

一応ここまででテキストの部分の説明は終わりたいと思うのです。

私自身は日本の特許についてやっていて，外国の情報はなかなか入手していないので，

皆さん，きょう聞きたかったことは，例えば日本とアメリカと比べてどうなんだ。と守っ

ちが通りやすいんだ。権利行使はどうなるんだという，例えば国境の問題で、権利行使は

どうなるんだというところが，特に聞きたかったと思うのですけれども，それについて

私のほうは不勉強で皆さんにお話できることが少ないので，ここではクロスボーダーの

問題について，判例を紹介するだけにとどめさせていただきます。

まずどんな事件かということですが，我が国で，例えば地裁，最終的には東京高裁の

判決をここで挙げています。対象となる特許は， FM信号復調装置ということで，従来

の装置型の発明です。では，どこに権利があるのかというと，米国にあります。米国に

ある今言った装置の権利についての問題です。

どんな事件かと言うと，事案の概要の部分が書いてありますけれども，ちょっと事案

の概要を読ませていただきます。

本件は，米国の特許権を有する原告が，被告に対し，被告が被告製品を製造して米国

に輸出するなどの行為が，原告の米国特許権の侵害に当たると主張して，米国特許権に

基づき右行為の差し止め及び

特許は米国にあります。日本で装置にかかわる製品を製造してアメリカに輸出してい

ます。この輸出ということを問題にして，日本の東京地裁のほうに差し止めと損害賠償

を請求しています。

ここで問題になったのは何かというと，国際裁判管轄権の問題というより，むしろ準
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拠法の問題でした。地裁と高裁では準拠法が異なります。まず準拠法を考える上で，差

し止めと損害賠償の 2つに分けています。差し止めについては，地裁のほうは準拠法は

米国だとしています。これに対して高裁のほうは日本であるとしています。

次に損害賠償についてやはり準拠法を明らかにしています。損害賠償については，地

裁も高裁も日本であるということです。差し止めについては，地裁と高裁の考え方が分

かれています。

最終的に判決としては控訴棄却ということで，結論部分については高裁も地裁も同じ

だった。ただ，その中で考えていく準拠法については，地裁のほうが米国で，高裁のほ

うが日本ということです。地裁は米国とした理由ですが，商売的要素を含むということ

で米国を準拠法とするという判断をいたしました。高裁のほうはどう考えたかというと，

国際司法における条理に基づいて考えるということで，結論的には日本の特許法や条約

を準拠法とするという考えを明らかにしました。

差し止めについての結論ですが，両方とも差し止めは認めないということです。地裁

は準拠法を米国と考えた上で，米国特許法の域外適用規定を我が国の国内における行為

に対して適用することは，我が国の法秩序の理念に反するものであるから，法令 33条に

よりこれを適用しないということで否定しています。

これに対して高裁のほうは，準拠法は日本だということで，それに対する判断ですが，

読ませていただくと，以上のとおりであるから，控訴人の本件差し止め及び廃棄請求は，

我が国特許法が認める差し止め及び廃棄請求の根拠となる我が国特許権に関する主張が

ない。主張がないということで，最終的に判断するまでもなく理由はなしとしています。

損害賠償については，両方とも，地裁も高裁も日本法を適用しています。

損害賠償についても，やはり認めてませんが，地裁も高裁も，日本法を準拠法として

日本法の民法 709条以下を適用すべきものであるとしています。

これについて，我が国においては属地主義の原則を排除して，米国特許権の効力を認

めるべき法律または条約は存在しないので，米国特許権は，我が国の不法行為法によっ

て保護される権利には該当しないということで，最終的には差し止めも損害賠償も認め

ていませんでした。

ピジネスモデル特許，例えばネットーワークを考える上で，インターネット自身の国

際性とか，国境がないとか考える上で，この判例がlつ参考になるのではないかと思い，

ご紹介させていただきました。

最後ですが，プログラムそれ自身について，今現在，特許庁は検討を加えています。

I 今月末にも関係団体の結論を得て，最終的な基準，運用指針をつくっていく段階に入っ

ていますので，これからもビジネスモデル特許ということではなく，特許全般について

関心を持って見ていただければありがたいと思います。

以上で私の説明を終わらせていただきます。(拍手)

〈司会〉竹山先生，どうもありがとうごさ守いました。

では，ご質問がございましたら，どうぞ挙手をお願いいたしたいと思います。

〈質問者〉先ほど，ホームページのご紹介がありましたが，アドレスを教えていただけ

ますか。

〈竹山>*STARDUST NEWS*<http://user.globe.or担/stardust/>で、す。
〈質問者〉頭に wwwというのは。

〈竹山〉つかないです。

ほかにどなたかご質問，どうぞ。

〈土屋〉日本電波の土屋と申します。

lつご意見をお聞きしたいんですが，この前アマゾン・コムのCEOがアメリカのほ
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うで，ビジネスモデル特許の時限を，通常の特許より短くしようという意見が出ていま

すけれども，この辺はビジネス特許自体を分けることが難しいというお話が今ありまし

たので，この辺今後どのようになっていくとお考えでしょうか，ご意見を伺えればと思

います。

〈竹山〉特許の寿命は，インターネット絡みとか，ソフトウェア絡みで，比較的短期間

であるべきじゃないのかなということは，私もそのとおりだと思います。例えば 10年と

か，何十年とか，あまりに強大な権利を与えるのは問題があると考えていますけれども，

別に分ける必要はないのではないかと思っています。

〈土屋〉規制で新たな権利を，現代の特許法と分けないと時限が分かれませんので，実

際に分ける必要があるのか，それとも特許法の中で何かカテゴライズをつくって二分化

するのか，それとも別法の形式にしてしまって，従来の特許法は例えば 15年なら 15年

と，そのまま置いて，時限新案法みたいな形でソフトウェア法みたいに分けてしまうほ

うが有利とか，その辺はどちらとお考えでしょうか。

〈竹山〉私自身は分ける必要はないと思うのですけれども，ただ，特許で保護されてい

ないピジネスモデルに対するアイデアがあると思います。そちらを仮に保護するのであ

れば，そのように短期間で保護していけばいいのでなないかと思っています。私自身は

分ける必要はないと思っています。

〈司会〉竹山先生，どうもありがとうございました。(拍手)
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第 l部パネルデイスカッション

〈司会:平野 晋(米国ニューヨーク州弁護士)) それでは，ただいまからパネルデイ

スカッションとしまして始めさせていただきたいと思いますが，パネリストの先生方は，

今までお話をされていてご存じだと思いますけれども，右側から苗村先生，次に渡遺先生，

それから，ただ今ピジネスモデル特許のお話をしていただいた竹山先生，そして午前中に

技術による権利の保護強化というお話をしていただいた日高先生，そして，総合司会を今

お願い致しました岡村先生です。

私は，司会をさせていただきます米国弁護士の平野と申します。よろしくお願いします。

本日のシンポジウムは，今回サイバ一法研究会，私はサイバ一法研究会に所属しており

ますが，きょうのテーマといいますのが， Iサイパースペースの知的財産権」ということで，

特に知的財産権の全般的なお話は，百村先生に一番包括的なお話をきょうしていただくこ

とができました。それ以外に，このパネルデイスカッションの前にしていただいた，ピジ

ネスモデル特許のお話ですね，それから著作権の話は，苗村先生のほうで包括的な話は入

っておりましたし，それからデータベースの権利というお話を，午前中に渡遣先生からい

ただきました。

ただ今3つ挙げました，ビジネスモデル特許，これは一番皆さんご存じのとおりであり

ますが，著作権というのも，実はサイバー知的財産権と私は勝手に言っていますが，サイ

パースペースは知財権の中でも非常に大きな論点だと思います。データベースというもの

も，渡遺先生にお話をいただいた中でご承知だと思いますけれども，知的財産ではカバー

できないとか，あるいは隣接権にドイツでは置いているというお話を伺いましたが，これ

は特に私どもビジネスをやる人聞にとっても，データベースは商売の lつのネタですので，

その権利保護と 1個人としての立場から見れば，ユーザーとして自由にただで使いたい

という問題もあります。

それから，もう少し大きな話になりますと，ご紹介さしあげた日高先生のお話が午前中

にありましたが，日高先生のお話はもう少し大きな話になってきますが，コードという言

葉をずっとお使いになっていました。このパネルの中でもご説明をもう少しいただきたい

と思いますが，これはアメリカのサイバ一法学者で Lessigという有名な先生がいますが，

その先生の主導型というアイデアですね，そのお話をいただいて，それからできますれば，

このパネルデイスカッションの中で今回取り上げられなかったんですが，論者の皆様の中

の論点の 1っとして，皆さんが触れられていた部分で契約というのは，今回は知的財産の

話じゃないかと思われるかもしれませんが，私の個人的な見解としては，実は契約という

のが非常に関係してくる。

何かというと，論者の皆様がよくおっしゃっていたオーバーライド，つまり，知的財産

は具体的には著作権で， fair useとか，日本では公正使用というんですか，そういうもので

認められているものが契約によって狭められてくる問題はどういうふうに考えるんだとい

うのが，データベースでも出てきましたし，著作権でも出てきました。そういう問題もち

ょっと議論をしてみたいと思っております。

サイパースペースの知的財産権は，どんな問題があるのか。特にビジネスモデル特許の

お話を竹山先生からいただきましたが，電子商取引的な観点から見ますと，ネット上で何

かピジネスをしたいというときに，例えはビジネスモデル特許で，既存の権利者が，それ

はだめだよと，某アマゾン何とかというところが，ほかの某本屋さんに訴えていることが

あったりするかもしれない。

それからピジネスだけでなくて，個人が，例えばドメインネームの問題なんかがあると

思いますが，例えばお子さんが自分のニックネームをドメインネームとして取得して使お
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うと思ったらば，それは有名なおもちゃメーカーのおもちゃの商標だ、った。それを取り上

げることがいいのか悪いのかという話が出てくるかもしれないということです。そういう

問題がサイパースペースで出てきました。

何でそういう問題が出てくるのかなということは，いろんな論点があると思いますが，

lつ言えるのは，このサイバ一法研究会は夏井先生の提案で，いろいろ私どもで議論した

んですが，データベースの権利でも，ビジネスモデル特許でも著作権がいろいろ横断的に

出てくる問題としては，例えばこれまで権利でなかったものが権利化してきているのでは

ないか。それからネットの環境は今までの環境とは違う。権利を行使する人が非常に強く

その行使ができるような関係もあるのではないか。権利侵害が明確になりやすいのではな

いかとか，あと竹山先生の特許の話で出てきましたが，クロスボーダーな，異なる法制度

の中で実際に紛争が起きてしまう。

例えば契約などで，パックアップ用のコピー以外とってはいかんということを契約で要

求されているときに，それは無効ではないかと争いたくても時聞がかかってしまう。つま

り，グレーエリアがなかなかはっきりしないんではないか。時間，コストがかかってしま

うとか，それから今まで権利が複数あったものが，もしかしたら重複して存在しているの

ではないか。これはデータベースの話なんかに出てくると思いますが，等々の問題がいろ

いろ出てきます。

そうすると，望むべくは，そういった何が起きているのかという論点を明らかにし，そ

れに対して法的な分析をここで加えて，どうあるべきかという話ができればいいな。恐ら

く2時間ではできないと思いますので，結論は出ないとしても，方向性なり論点なりぐら

いはできる限り出していきたいと願っております。

私の前置きがちょっと長かったんですが，初めに，ビジネスモデル特許の話がデイスカ

ッションの直前にありましたので，その話から入らせていただきたいと思います。

私自身素人なのでよく分からないんで、すが，日本では，今の竹山先生のお話ですと，恐

らく従来の特許の取り方といいますか，特許の認められ方は従来どおりですよということ

が結論だと私はちょっと理解しているんですけれども，アメリカではどうなのでしょうか。

竹山先生，何か知っていらっしゃることがあればお教えいただきたいのですけれども。

〈竹山〉今のお話ですけれども，例えば日本とアメリカを比べた場合について，一般的に

見た場合については，アメリカのほうが取りやすい。極端な言い方をすると，アメリカで

は比較的コンピュータに関連していないような，日本でオーソライズしていないようなピ

ジネスモデルについても特許が取れる。

日本の見方はしゃくし定規で，先ほど出てきたような産業上利用可能性，新規性，進歩

性ということなんですけれども，アメリカはどちらかというと，それがどういうふうに有

用であるかという観点から見ていますので，アメリカのほうが比較的取りやすいという印

象を持っています。

〈司会〉その問題については，苗村先生のほうからもビジネスモデル特許のご報告をいた

だいたんですが，私は素人でよく分からないんですが，今，竹山先生がおっしゃった，有

用なものであれば取れる。そういう審査基準なり，もしくは要綱なり，そんな感じの規定

になっているのでしょうか。

〈苗村〉これは私よりも，後でほかの先生からより専門的なお話をいただいたほうがいい

のですが，私の理解していることを簡単に申しますと，こういうことです。

現状はアメリカの場合は判例で，有用で、ありかつ，表現は別としまして，具体的な実施

方法等についての記述があるものについて認められているというのが大ざっぱな考え方で，

それでガイドライン等もそれに従ってつくられているというのが私の理解です。詳細は別

としまして。

ただ，私が先ほどちょっと言いたかったことなのですが，アメリカの場合を例にとると，
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電話会社， AT&Tその他の会社が大量に特許を出願し，現実に権利化をしています。こ

れはもともと，例えば電話のネットワークは昔からハードウェアでできていて，まさに電

磁気的な信号を使い，組み合わせてサーピスを提供していたので，昔はそれが特許である

のは当たり前だ、ったわけですが，それがだんだんソフトウェアで実現されるようになった

ときも，同じように特許として成立し続けてきました。

それに対して一般のビジネス，例えば銀行等は，以前はネットワークを介して，ある種

の自動的な処理をすることはほとんとやなかったのが，業務がどんどんそちらに移ってきた

わけです。ですから，そういう分野について特許出願をするのは，私は合理的だと思うん

ですが，それを当初彼らが出願したときに，あまり実現方法の詳細は書かなかった。こう

いうことができればいいなというので出願をした。それはアメリカではビジネス・メソッ

ドについては特許の対象にならないという判決が出たりして，否定されてきたわけです。

しかし，当然世の中が大きく動いて，従来入手でやっていたことを，どんどんコンピュー

タにやらせる。ネットワーク上でやらせるようになりましたから，そういったものが特許

の対象になるのはごく自然なんだと思います。

ところが，ピジネスモデル特許は，言葉が出たものですから，これは本来ビジネス・メ

ソッドは特許にしないという判例があったのが，それもすることになったので，ピジネス・

メソッドでも特許になるものがあるんだというのが本来の認識だったのが，逆にピジネ

ス・メソッドは特許になるんだという認識になってしまって，その言葉がはやってしまっ

た。はやると，これがどんどんあっちこっちで出願されますし，裁判も起きる。それやこ

れやで今ある種のブームが起きてしまったんだと思います。

ですから， 2つありまして， 1つは，先ほどまさに竹山先生からもお話があったように，

本来，ソフトウェア関連の特許であるべきで，また，ネットワークサーピスとして提供さ

れるものが特許になる可能性があるわけで，それは当然具体的な実現方法のノウハウを書

かなければいけない。何をやりたいのではなくて，どういうふうにやったらよいかを書か

なければならない。しかも，それが新規であり，進歩，あるいはアメリカですと，ノット

オブピアスであるという要件が要るわけですが，それさえ満たせば十分特許になり得るの

で，それをピジネスモデル特許と呼ぶにせよ，呼ばないにせよ，これから大いに議論にな

る部分だと思います。

ただ，申し上げたかったのは，今までと同じことをやっていて特許出願をして，権利化

するのはだめなので，まさにピジネスのやり方を根本的に IT化する。そしてそれを 1P 

にするのが私のさっきからの主張です。

〈司会〉ありがとうございました。そうすると，私は本当に素人なんですが，今のお話で

すと，結論としてはアメリカのほうが日本よりも比較的取りやすいし，認められやすいと

は言いつつも，やはりどう実現するのかというノウハウを書かなければいけないだとか，

新規性というんですか，ノンオブピアスであるというものも求められる。そういう理解で

よろしいんで、すか。

〈苗村〉私はそういう理解をしています。ついでに，これはむしろどなたかにぜひ答えて

いただきたいんで、すが，私の調べた情報が間違っていなければ，アメリカでもさすがにビ

ジネスモデル特許はほかとは違うという認識が大分あって， したがって，特許法も昨年改

正されて，ことしから施行されていると思うんですが，ビジネスモデル特許に限つては，

アメリカのほかの特許ではない，先使用権が認められたというふうに理解しておりますが，

そうであれば，先ほどちょっとどなたからかご質問があったように，むしろ特許の期限を，

今は 20年ですが， 5年にするなり，そういうことも含めて今後議論があるのではないかと

思っています。

〈司会〉岡村先生いかがですか。今，先使用権等々の話が出てきたんですけれども，それ

は今までの規則から見て。
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〈岡村〉昨年， 11999年の米国発明家保護法J，つまりアメリカ・インキュベーダーズ・プ

ロテクション・アクト・オブ 1999という制定法が 11月 29日にできまして，問題の発明を

出願日より l年以上前から現実に実施しており，かっその出願前に商業的に使用していた

者は，特許権の侵害に当たらないという抗弁を主張できるとする条項が新しくできていま

す。これによって従来から同種のビジネスを営んで、いたものが，ビジネス・プロセス特許，

メソッド特許からの対抗手段となり得るのではなかろうかということになっています。

それと，今年の 3月 29日に USPTOのアクションプランが出て，審査プロセスの見直し

と，特に 2回にわたる審査等々，調査を徹底する。そういう方向になっています。

それと，先ほどの竹山先生のお話で出ていますとおり，アマゾンの J.ベゾスが有効期

間を短縮しよう。 5年ぐらいだけに限定して認めようという形になっていますが，その背

景にあるのは何かというと，アマゾンの出願した特許 1つは「ワンクリック特許J，もう

Iつは「インターネットベース顧客紹介システムに関する特許」でして，その 2つの特許

を取得しているのですが，まず最初の特許に関しては，かなり批判が加えられました。誰

が特に批判したかというと，リチヤード・ストールマンがアマゾンをボイコットしようと

いう形で運動を起こしました。そして 2つ目の特許のときには，テイム・オライリーがJ. 
ベゾスあての公開書簡を webで公開して批判しました。その要旨は，陳腐なアイデアを特

許で固い込むことになり，自由たるべきネットの世界に勝手に囲い込みの柵を設けること

になるというものでした。特に最初のワンクリック特許なんでいうのは，実態はクッキー

そのものじゃないか，そんなことは誰でも分かるよ，というような批判をしたわけです。

だから，今のピジネスプロセス特許はちょっと行き過ぎなのかと思います。でも行き過

ぎている背景には，結局，米国の場合には単に特許を攻撃や防御の手段として使用すると

いうだけにとどまらず，自社の株価を支えるためには，常に話題づくりをしなきゃもたな

いという思惑があったり，あるいは自社がベンチャーとして先行してピジネスを開始して

いる領域に，後から大きな企業が殴り込みをかけてくると，最初の新興企業が立ち行かな

くなるので，何とか知的財産権でプロテクトをしたいという思惑とか，いろんな想いがあ

ると思います。以上です。

〈司会〉非常に広い背景のお話をありがとうございました。

おそらく多くの方は分かると思いますが，岡村先生，リチヤード・ストールマンという

のはどういう人なんでしょうか。

〈岡村〉ネット自由主義者といえばいいので、しょうか，フリーソフトウェア運動の提唱者

という，先ほど苗村先生から，インターネット原住民というお話が出ましたが，インター

ネット原住民の中でも極めて自由主義の強い，スティーブン・レピの「ハッカーズ」とい

う本の中でも「最後のハッカーjと呼ばれた人です。本当に最後かどうかはよく分かりま

せんけれど。

〈司会〉ということで，今のお話で，私も知らなかったんで、すが，文化だとか，自由を愛

する苗村先生のお話がありましたけれども，原住民の人たちが世論形成に影響を与えて，

非常におもしろいお話だと思います。

それから株価のお話が今ございましたけれども，よく今 1T，日本はきのうから暴落し

たらしいんですが，私も実務をやっている関係で，どちらかというと最近は投資が多いん

ですけれども，アメリカの会社を買おうとすると，株価を上げるためにだけプレスにいい

ニュースの話をしたがる。学術ではない話ですが，どうもあまり堅実的ではないなという

のを実務上感じていますので，そういうのがビジネスモデル特許という名前をもしかした

らっくり出しているとすれば，それは大きな問題かと思いますけれども，日高先生，何か

ご意見はありますか。

〈日高〉今，岡村先生からお話があった点で，かなり尽きている部分もあるんですが，岡

村先生がお触れにならなかった点と，あと私が特に言いたい点の 2点だけ。
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まず，百村先生が先ほどおっしゃったアマゾンのベゾスの主張は，権利，特許について

3年とか 5年ぐらいの短い期間の保護にしたらどうかという提案をしたという話がござい

ました。これは背景は，先ほど岡村先生からお話があったとおりだと思うんですが，実際

これがどのぐらい関係者の間でまじめに真剣に考えられているかと言いますと，私の見る

限りでは，どうも冷やかな対応しか受けていないと思うんです。

連邦議会でそういう話が進んでいるかというと，そういうことでもないし，一言で言う

と，無視されたに近い状態だと思うんです。どうしてそういうことになったのかというの

は，私もよく分からない，ここで申し上げるだけの自信はないので，あえて言いませんが，

理論的にはそういう考え方があり得ると思うんです。

先ほど，始まる前に竹山先生とちょっと話をしていたんで、すが，先ほどご質問もありま

した。そういうことをもしゃるとした場合には，失礼，その前にまず権利の期間を短縮す

ることをやる方法としては，例えば特別法をつくるとか，いろいろあると思うんですが，

もしそういうやり方でするのであれば，出願の段階で，これは特別法に基づく出願ですよ

ということをはっきり明記させておく。そうすれば，権利が通った後で， 15年じゃなくて，

何で 5年なのということにはならないと思うんです。

どこでどういう親を引くかは難しいと思うんですが，先ほど竹山先生のお話の中で，三

日月の部分はどうするんだという話がありましたが，三日月の部分はあるかないかはとも

かくとして，とりあえず¥例えば典型的な部分ということでインターネット関連だけを特

別法にほうり込んで，そこだけは期間を短くして保護するやり方。ベゾスが言っているの

も，恐らくネット関連という意味でしょうから，広くさっきの三日月の部分までも含めて

という話では多分ないと思いますので，そういうやり方もあるのかな。

理論的にですから，ただ，アメリカでそういう話が現実に進んだというと，私は極めて

悲観的で、して，いかないのではないかなという気はいたします。

あともう 1点の，一番最初に竹山先生が，アメリカでは日本よりもピジネスモデル特許

は取りやすいということをおっしゃいました。確かにそうかもしれませんが，特許につい

て考える場合，取りやすいかどうかという点と，あともう一つは，通った後の権利は後で

裁判所で無効にされることがあっては本来いけないわけですね。つまり，質の問題，取れ

た権利は最後まで権利としてきちんと生きる。本来，権利として生かすべきでないものは，

初めから出願の段階で落としておくのが一番理想的なわけですから，取りやすいか取りや

すくないかという問題と，取りやすいというのはなぜ取りやすいのか，つまり，審査がい

いかげんであって取りやすくなっているのであれば，それは本来あるべき姿ではないとい

う気がします。

後で話が出るかもしれませんが，先行技術のデータベースはどうやってつくるのという

話にもいくのかもしれませんが，ちょっとその辺を感じたので，長くなって申しわけあり

ませんでした。以上です。

〈司会〉ありがとうございました。

非常に多くの論点で，私もいろいろ今突っ込みたいところですが，その前にアメリカの

話ばかりでもなんですので，ヨーロッパの話で，渡達先生何か，ちょっとご専門はあれか

もしれませんが，何かうわさ等，知っている範囲で答えていただけませんか。

〈渡遺〉ピジネス特許は知りませんO

〈司会〉そうですか，どうもすみません。

では，日高先生と岡村先生のお話の 2つでちょっと出てきています，私もちょっと気に

かけていたんですが，審査を徹底する。岡村先生の中で出てきた，アメリカの特許庁サイ

ドが審査を徹底すると言っている。それから今の日高先生のお話の中で，もしピジネスモ

デル特許の審査が徹底していないで認められているのなら，これはまずいのではないかと

いうお話がございました。
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私も，その辺の審査を徹底するということを言っているらしいことは聞いたことがあり

ます。それから lつ Lessigという日高先生のお話の中で出てきた，これもまた後でもう

少しエクスプロラしたいんですが，ハーバードのサイバ一法の旗手と言われる Lessig先生

はこういうことを言っているんです。特許庁の審査官の審査は 1件当たり 8時間しかない。

8時間しかというのは.lf牛に 8時聞かけているのが長いのか，その辺は全然分からない

んですが Lessigという人のある論文を読むと. 8時間しかない。そんな先行技術に対す

るプアな調査しかしていないところで，これは新しいと思って認めてしまう。ところが，

実際は新しくないじゃないか。問題があるんだと提起している部分がありますが，竹山先

生 8時間というのは長いんでしょうか，短いんでしょうか。その辺をちょっとお伺いし

たいと思います。

〈竹山〉特許庁の審査も幾つかの段階があると思うんです。まず先行資料でリサーチした

ものを理解して，それが審査対象についての資料となり得るかどうか。例えば新規性を否

定できるとか，進歩性を否定できるかどうかという判断だと思うんですけれども，さっき

言ったリサーチも含めて 8時間というと，あまり幾つもリサーチできないんではないかと

私自身は感じます。

例えば日本の審査官，アメリカもそうなんですけれども，審査官補とか，外部の団体と

かにリサ}チを任せています。どうして任せているのかというと，それにあまりに時間が

かかり過ぎるということです。それをすべて l人の人がやったとすれば. 8時間では短い

かもしれない。数名でやるのであれば，例えば5人とかで 8時間でやれば十分な審査がで

きると思います。

〈司会〉そうすると 5人で8時間だから，総計だと 40時間，そういうことですね。

〈竹山〉仮にそういうふうにやったとすれば，十分な審査ができると思います。同じ期間

であれば。

〈司会〉分かりました。竹山さんに続きなのですが，先ほどのお話で先行技術のお話があ

って，インターネット上での話がありましたが，私は全く専門ではないんですが，前にあ

る人から聞いたところによると，本来なら特許となるべきではない，先ほどのリチャート・

ストールマンじゃないんで、すが，そういう運動というんですが，パブリックドメインと言

われる公有の範囲，排他的な権利を与えないで、，みんなが使えるようにしようじゃないか

というサイパースペースの原住民の文化があると思うんですが，そういう人から見ると，

例えば特許庁がきちんと審査をしてくれないというか，日本は違うかもしれませんが，ア

メリカではよくない。

そうすると，審査官なりに，こんな技術もあるよということをどんどん教えよう。だけ

ど，情報を集めるには何が要るかというと，インターネットというのは，まさにおもしろ

くで，いろんな人がアクセスできますから，そういうサイトをつくって，こういうのカ宝特

許になりそうだけど，先行技術を知っている人は誰か手を挙げてください。どんどん教え

てくださいというものをサイトでつくって，先行の技術をそこにどんどん蓄積というんで

すか，データベースみたいにして，変な特許は取らせないようにしようというか，そうい，

う目的でという話も聞いたことがあるんですが，そういう動きは日本なり，世界に本当に

あるんでしょうか。

〈竹山〉今言った，個人レベルで、言ったものはちょっと聞いたことがないんですけれども，

実際は今までの審査でいくと，公報と言われているんですけれども，特許の出願で，特許

庁に出されたもの，もしくはそこで公開されたもの，もしくは権利になったものをベース

に審査をやっていたんですけれども，ピジネスモデルについては，今までそういう観点で

出願したものがなかったので，特許庁に資料がないんです。

先ほと守ハードルの絵をかいたんですけれども，資料がないので，みんな新しいのではな

いかということで、通ってしまう。それではいけないということで，民間レベルの動きはち
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ょっと分からないんですけれども，国のレベルでいけば，先ほど日高先生ともお昼の時間

にちょっとしゃべっていたんですけれども，特許庁自身は，今までの特許の文献以外の文

献を集めようとして，例えばそれはプログラムであったり，マニュアル類であったり，非

特許文献を集めて，それを今現在分類分けして，審査の資料にしようとしています。

それともう一つは，インターネットで情報サーピスしてということをやっています。イ

ンターネットを使ったときには，例えば私の個人のページで審査官が見つけて，こんなこ

とが書いてあったと仮定しでも，私はどんどん更新して書きかえますし，次の日に出願人

のほうに，ここに書いてあるからだめだよと言ったところ，出願人がアクセスしたら，そ

の情報はもう削除されていたということがあると思うんです。それらのことも含めて手当

てするような方策を，今現在3局，日本，米国，欧州で考えている動きはあります。以上

です。

〈司会〉ありがとうございました。今，日高先生のお名前が出たんですが，何かそういう

データベースの話はないですか。

〈日高〉私も詳しくはないんで、，自信を持って申し上げられないんで、すが，まずアメリカ

については，今，資料がないのできちんとした名前は申し上げられないんですが，私が知

っている限りでは，民間でデータベースをつくっているところがIつあります。それはコ

ンピュータ学会誌の関連なんですかね，ビジネスモデルということに限らず，恐らくソフ

トウェア関連特許を広くということだと思うんですが，もう 10年ぐらいになっているのか

な，ちょっと数字はあいまいですが，そういうデータベースが稼働していて，それが実際

にPVOで起用されています。

ただ，それがどの程度，本来収集されるべきものの何%ぐらいを収集しているのかとい

う点は，かなり悲観的に見られているようでして，十分に収集できていない。というのは，

結局ボランタリーなんです。こういう技術があるよということをそこに届け出て，それを

データベースにおさめるということですから，強制的にとってくるわけでもないですし，

当然そこにそういう情報が入ってこなければ分からないということですから，完壁なデー

タベースではないですが，そこそこ稼働はしています。

ですから，さっきのベゾスの話に戻るんですが，ベゾスがデータベースをつくろうやと

いう話を出して，今回提案したわけですが，そんなものは前からあるよということも Iつ

あって，冷やかな感じになっているのかもしれませんが，そういうのがあります。

ですから，そういう動きは民間のものもあるし，あとは今竹山先生がおっしゃったよう

に日米欧の 3局の話で，この夏ぐらいですかね，結論が出て，報告がなされる。もうじき

始まりますよね。 3局の話し合いはここ 1か月以内ぐらいに，という話になっているよう

です。

〈岡村〉目安箱じゃないのですが，官の側がデータを収集するということで，少しおもし

ろい話があるので，ご紹介しておきたいと思います。アメリカの証券取引委員会 (SE C) 
があります。それが今年の春にオンライン証券詐欺摘発のための自動監視システムを導入

します。どうするかといいますと，例えば「一獲千金」などというような証券取引法違反

に関連しそうなキーワードをイ吏って，オンラインで自動干食索して，ヒットしたコンテンツ

をデータベース化して解析しようとするものです。こういうものをつくろうとしました。

ところが， ACLU (アメリカ自白人権協会)が，そういう監視システムはプライパシ

ー侵害であると言って今，かみついているのです。つまり，証券詐欺とは無関係な市民の

プライパシーを侵害するおそれがあるという見解です。したがって，そういうオンライン

上で自動検索してヒットしたコンテンツをデータベース化して解析しようとすると，そう

いうような横やりが入る可能性もあるかもしれない。

もっともつい先日， IOSCO(証券監督者国際機構)が 18か国に及ぶ国際連携の下で，

同じように「インターナショナル・インターネットサーフデイ」という名称、で，サーチ・
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エンジンを使って，証券詐欺の取り締まりのために Webをピックアップしたことがありま

した。それに対して先ほどの SECのシステムはまだ動いていないと聞いていますが，

「官」がブラウザや検索エンジンを使って，どんどんとデータベース化すると，他方でそ

ういう問題も出てくるんだということをちょっと指摘しておきたいと思います。

〈司会〉非常におもしろいご指摘で，ちょっとソフトから離れるんですが，渡遺先生，ぜ

ひともご発言いただきたいんで、すが，データベースは今おもしろいよというのは，つまり，

知的財産権は，今は官がサーチ・エンジンを使ってデータベース化するというのは，プラ

イパシー侵害という新たな論点が出てくる。そういう議論はヨーロッパのデータベースで

も何か出てきていますか。

〈司会〉非常に興味深いご指摘で，ちょっとソフトから離れるんですが， r度遅先生，ぜひ

ともご発言いただきたいんですが，データベースは今おもしろいよというのは，つまり，

知的財産権は，今は官がサーチ・エンジンを使ってデータベース化するというのは，プラ

イパシー侵害という新たな論点が出てくる。そういう議論はヨーロッパのデータベースで

も何か出てきていますか。

〈渡遺〉残念ながら存じません。

〈司会〉そうですか。そうすると，これは非常に新しい論点になるのかもしれませんね。

インターネットサーフデイというのは，岡村先生どういうことですか。

〈岡村〉日本では通産省(当時)が 1998年から始めておりまして，第3回も完了していま

すが，通産省が行っているのは，訪問販売上の通信販売の表示規制を満たしているかどう

かという点です。通産省から外部にアウトソーシングされているんだと思いますが，ネッ

ト上にどんな電子商取引サイトがあるかということを次々に閲覧，つまりネットサーフイ

ン(死語ですが)していく日(デイ)を設けるので，インターネットサーフデイと呼ぶわ

けですね。そして違反行為を発見した場合には，メールで警告措置を出して，それに従っ

たかどうか後でフォローアップして，従わない場合に，さらに対応するということでやっ

てきています。

そういうぐあいにインターネットを使って，法律違反がないかどうかをチェックする，

つまりブラウザでチェックして，電子メールで警告するという，日本流に言うと，広い意

味での「行政指導の新しいあり方jとでも呼べばいいのでしょうか。一定限度は有用性が

あって，おもしろいシステムだと思っています。

〈司会〉ありがとうございました。このことをどんどん突き詰めるとおもしろいんですが，

プライパシーは今回の論点ではございませんので，ちょっと話題を変えるというか，ビジ

ネスモデル特許の話の続きなんですが，私は素人ですが，日本でのソフトウェア特許の延

長上であるという話を聞いたりもするんですが，あるアメリカのまさに原住民というか，

リベラルな昔からやっている人の論考等を読みますと，ソフトウェアは日々皆さんが新し

いアイデアを出して，どんどんつくっていく世界に，排他独占的な特許というものを持ち

込まれると，これは侵害だと言われてしまうので，では，先行特許を調べるのにコストが

かかってしまって，かえってソフトウェアの発展というか，開発というものの足かせにな

る。かえって煩雑でコストが上がるのだとかいう議論を読んだことがあるんですが，苗村

先生，その辺はどういうふうにお考えでしょうか。ご意見を伺いたいんですけれども。

〈苗村〉大変重要なポイントだと思いますが，私は，さっきルピコン河を渡ったという表

現をしましたが，これは日本もヨーロッパもアメリカも，ある時期にその判断をしてしま

ったと思うのです。

ただ，先ほどお話の出たリチヤード・ストールマンは，まさにそういった点に関連する

発明を特許として権利化することに，今でも強く反対をしている人です。そういった人た

ちを含めて，今でもソフトウェア関連特許の存在そのものに反対する人はかなりいると思

いますが，しかし，これは既に世界のビジネスがそれを前提に動いているので，それを覆
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すことは，それこそ世界の先進国の経済に対する影響が大き過ぎるというので，若干の見

直しがあるにしても，基本的には認めざるを得ないだろうと思います。

それは認めたほうがいいだろうと思っているもう一つの理由は，世界の経済システム，

あるいはピジネスそのものがソフトウェアに依存する度合いがどんどんふえてきていて，

しかも，そこに大きな可能性が残っているんですね。これから世界じゅうでいろんな新し

いアイデアをまさに考え出して，それに基づくソフトウェアをつくって，ビジネスのやり

方を変えていくことが，これからの社会の経済をより大きく発展させる唯一の道だと思う

ので，そこにインセンテイブを働かせるために，極端に言えば，今から 30年なり 50年の

間，特許制度はソフトウェアをカバーすべきだと私は思います。それをやらないと，今，

環境問題を含めた世界の先が見えないような，非常に閉鎖的な状況から抜け出せない。そ

れを救うほかの道が私にはどうも思いつかないのです。ソフトウェアの特許をどんどんよ

り活用するのが，まさに政策的な最大の課題だろうと思います。

今さらそれに反対どうのということは別としまして，先ほどのアメリカでソフトウェア

の関連のいろんなソフトの技術を集めてデータベースにしているのは，主に

コンピュータサイエンスの専門家が集まっているACMという学会が旗を振ってやってい

るんだと思うんですが，そういう活動はこれからもやるべきで，要するにあまり新規性の

ないもの，あるいは進歩性のないものにどんどんソフトウェアの特許権を与えるのは間違

いだと思います。

〈司会〉ありがとうございました。日高先生，何かありませんか。今のソフトウェア特許

で，いや，そんなものは認めるべきではないとか。

〈日高〉私も個人的にはビジネスモデル特許，ビジネスモデルという言い方は複数じゃな

いので，きらいなんですが，ピジネスモデルという言葉がどこから出てきたのか。ピジネ

ス方法，あるいはビジネス・メソッドと呼ぶべきであると思うんですが，それはそれで、こ

っちに置いておきまして，基本的な考え方は，ビジネスモデル特許だからだめだとは考え

ていません。

ただ，先ほど岡村先生もおっしゃったように，今の流れはちょっと行き過ぎかなという

気はしています。というのは，最後はやっぱり質の問題なんですね。先ほどから私が言っ

ていますように，権利となるべきものがなるのはいいんで、すが，あまりに審査を緩やかに

したがために，後に裁判所でひっくり返されるようなケースがどんどん出てくるのはまず

い。私が言いたいのは，日本の特許庁，あるいはアメリカの PVOというのは権利を与え

る機関なんですが，それは同時に，本来権利として与えるべきじゃないものははねつける。

要するにその時点で落としてしまうということ。これは本来パブリックドメインを置くべ

きもの，あるいは自由にイ吏っていいようなもの，アイデアは，パブリックドメインなんか

は公に宣言するという意味で，そういう自由に，フリーなのに貢献する役割もあると思う

んです。権利者に貢献するというだけではなくて，そういう面を考えたときに，今の姿勢

はいかがなものかと。

今ふと頭によぎったんですが，ある弁理士さんかな，今のところはビジネスモデル特許

は，先ほど竹山先生の話にもあったように，ソフトウェア関連特許の一部だと O 三日月の

部分はちょっと置いておきまして，一応ソフトウェア特許に入っている，オーバーラップ

している O ただ，将来はどうなのか分からない。つまり，ピジネスアイデアというそれだ

けがソフトウェア関連というところを離れて，ひとり歩きして，それ自体が特許にされて

しまう可能性がないではないみたいなことを，日本の某弁理士さんが講演かなんかでおっ

しゃったということを聞いて，私はその場にいなかったんですが，び、っくりしまして，そ

ういう話がアメリカで出ているということを，その弁理士さんはおっしゃったそうなんで

すが，私はそんな話は全然聞いたこともないし， 1えっ，そんな話はどこから出てきた の」

と思ったんですが，さすがにアメリカもそこまで、は言っていないのではないか。将来は分
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かりませんが，そこまでいくとすれば，これは憂慮すべき事態かなという気はします。

〈司会〉特許の話は尽きないんで、すが，あと 2つぐらいありますが 1つ，特許法の目的

は何かというのが恐らくあると思うんです。今，集約したのは，どうもビジネスモデル特

許は踊らされていて，質が，特に米国の特許庁はきちんとした質でもないのに，ぽんぽん

手形を出して，どうもおかしなものまでなっているのはいかがなものかというのも，多分

原因だろうなという気もしてきましたが，そもそも特許法の目的は何なんだろう。そして

さっきの 10年とか，先行技術の防衛的な話だと思いますが，期間を短くするとか，いろい

ろ議論が出てきましたが，竹山先生，日本の法律によると，特許法の目的は何ですか。

〈竹山〉産業の発達ということなんです。抽象的なことなんですけれども，まずお断りし

たいのは，先ほどアメリカは，私はビジネスモデル特許を取りやすいと言ったんですけれ

ども，レベルの問題，質の問題と置きかえてもらえばいいんですけれども， 3局で，この

夏ぐらいに出ると思うんですけれども，前回の 3局の比較でもそうだ、ったんで、すけれども，

比較的均衡しているんですね。例えばアメリカはレベルが低いとかいうことではないです

から 1つ言いわけをさせていただきます。

今言った問題なんですけれども，アメリカも含めて日本もそうなんですけれども，資料

が不足しているところが一番の問題なんです。特許を否定するには必ず理由がなきゃいけ

ない。理由もなく，こんな程度じゃだめだよと特許庁が言えば，比較的レベルの低いもの

を省けるんですけれども，それには根拠を示さなければいけなくて，その根拠を示すため

に文献を検索しなければいけないんですが，それが今現在文献が不足している，データが

不足しているということです。

今言った特許法の目的は，産業の発達なんですけれども，産業立法って著作権と違って，

著作権はどういうわけか外すと言われているんですけれども，それに対して特許法を含め

て工業所有権法は産業の発達ということを目的にしています。

〈司会〉ありがとうございました。アメリカでは憲法にも規定されていて，ところが，コ

ミュニケーションとか，公共の福祉みたいなものも当然科学の進歩のために，排他権を認

める立法をしてもいいよみたいなものが書いてあって，その議論もあって，尽きない話だ

と思うんです。

それから lつ，最後にビジネスモデル特許，ビジネス・メソッドの話で，苗村先生のお

話の中にも，プロシーデイングの問題，司法システムがまだ日本は，例えば契約つながり

で，そんな問題が出てくるのかなというのもあると思うんですが，これも Lessigという先

ほどの先生が言ったんで、すけれども，アメリカの審査のほうで 8時間しかしていないで，

質の悪いものが特許として認められる。

これは制度上おかしいと思いますけれども，特許の訴訟もで、きるのではないか。だから，

いいじゃないかという議論に対して Lessigは，だけど，無効の特許訴訟をやる場合に 1

件当たり，平均ワンミリオンを越えるダラーですから，日本で言うと 1億円を越えるコ

ストがかかる。そうすると，まさにベンチャーなり，お金のない人が，無効を争いたいと

きに，実質上争う資力がないので，争えなくて，つまり，争えば無効にできるかもしれな

いけれども，争うコストがないので，そういうものが世の中に排他的な力を持って蔓延し

ているという議論をなさったんですが，それに対して苗村先生，何かご意見等ございます

か。

〈苗村〉問題の趣旨は大変よく分かります。私は，決してアメリカの司法制度がいいと主

張していませんし，アメリカの裁判，あるいは訴訟額の高さがいいとは思わないので，私

の非常に乱暴な計算としては，アメリカと日本が2けた近く，二十数倍の差がある。これ

は例えば賠償額の平均値で，それをアメリカは 5分の lにして，日本は 5倍にすると大体

いいじゃないか。アメリカが5分の lにして，日本が5倍にすれば，大体バランスがとれ

るというので主張で，したがって，アメリカはいろんな意味でやりすぎだ。日本はそうい
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った意味では力がなさすぎる。

ただ問題は，インターネット上によるというのは，国境のない世界での争いがこれから

どんどん始まる。そのときに今のままでいれば，仮にビジネスモデル特許に関する争いで

あっても，実は日本の権利者と，日本でピジネスをやっておられる人がアメリカの裁判所

で、争われる可能性もあって，日本の法律をどう整備してみたところで，実際にはそれが日

本の司法の場で決着がつかないので，大変さぴしいなというのが趣旨です。

〈司会〉ありがとうございました。それではピジネスモデル特許の話も尽きないと思いま

すが，次にデータベースのお話に入りたいと思います。

i度遣先生，i度遅先生のお話の中で，私もちょっと同感するところがあるんですが，屋上

屋，データベースのドイツの suigenerisですが，よく分からないのですが，独特の権利と

いうものをつくるのが本当に必要なのかなという問題が，私もそういう意識を持っていま

して，ただ，ヨーロッパではお話によると， EU指令なり，それに基づいた各国，特に今

回ドイツで立法化されたということになると，立法化するということは，当然それなりの

インタレストを持った人たちが，議員さんに働きかけていくとかあると思うんですが，そ

の質問なんですが，ヨーロッパで既にデータベースでビジネスをしているような人たちが

いっぱいいて，そういう動きをしたというか，そういうお話は何かご存じですか。

〈渡遁〉このあたりは，ヨーロッパとかアメリカについ最近調査に行かれたわけですから，

苗村先生のほうがお詳しいのかもしれませんけれども，自由なデータベース産業というの

は，アメリカに集中しているわけで、はなくて，ヨーロッパの場合は特にそういった強いロ

ビー活動があったということじゃないと思うんですけれども，ただ，欧州委員会でデータ

ベースはこうするとなったら， sui generisしかなかったということなんだろうと思います。

したがって， ドイツの場合には，先ほとc言ったような問題がありますが，国内だけの問題

を考えた場合には，不競法でかなりの程度カバーできたんだと思います。

〈司会〉ありがとうございました。苗村先生，その辺は私が知る限り，アメリカというこ

とで関連データベースで言うと，ウエストとレクシスとどっちがいいのか分からないんで、

すが，特にウエストは判例によく出てくるので，ヨーロッパには何かそういうのはあるん

ですか。

つまり，プレッシャーグループというか，インタレスト，既にデータベースでビジネス

をやっている大きな力，ロピーをやるような力があるのかという質問と，それからヨーロ

ツパでEU指令という形でやるべきだと， sui generisをやるべきだというのは，対アメリ

カに対しての経済戦争というんですか，ヨーロッパはヨーロッパでデータベースを認めて，

ヨーロッパの域内でも利益を守るという動きがあるのか，その辺の話をもしご存じであれ

ば，何かご教示をいただきたいんですけれども。

〈首村〉ちょっと答えが難しいんですが，これは私の想像が一部入っていますけれども，

少なくともヨーロッパで，アメリカのウエストに当たるような法律上のデータベース業者

が何かプレッシャーをかけたということは多分あまりないか，あったとしても，それは小

さいほうで，むしろ EU，政府サイドがヨーロッパの今後の 21世紀に向けての戦略として

データベースの重要性をかなり強く認識したということだと思います。

発端は 1970年代にノラ・マシク・レポートというのが出て，これは主にフランスから出

たんだと思いますが，まさに情報化時代に何をもって世界のレベルでの競争に産業レベル

で勝っか。そのための大きな柱はデータベースであるということで，ヨーロッパではデー

タベースの作成に関する強化を進めることが政策課題として非常に明確に出ていて，それ

がずうっと続いてきた。 10年ぐらい議論した結果，例のデータベース指令が出たと思いま

す。

一方，日本でも実は議論があったんですが，単に冷めていた。アメリカはそんなことを

しなくても，どんどんピジネスになる。これはありとあらゆるデータベースがあります。
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分かりやすいのは例えば株価情報につながるような，企業系情報はアメリカはもともとオ

ープンになっていますから，それをデータベースにして，それを検索して，調べて株の投

資を判断する。日本はもともとほとんど公開されていないから，データベースをつくろう

にも，帝国データパンクがありますけれども，詳細かっちゃんとしたデータベースがあま

りそろっていないのが現状だと思います。

それから先ほど私の画面にも出まして，説明しませんでしたが，部品のデータベース，

これは自動車部品であれ，カメラの部品であれ何であれ，系列のないところで他社の部品

をどんどん買おうとすれば，そういう部品にどういうものがあって，しかも，それを製造

している会社はどういう過去の実績があるかというので，産業界から見ればものすごく重

要なんですが，日本は系列で動いて，行政もそうでしょうし，ありとあらゆるところで，

日本はまだデータベースのニーズがないんです。ですから，私が言っているのは，だから

こそ法律をつくるべきじゃないか。つまり，今のままだと誰もつくらないで，気がついて

みたら，日本は三流国になってしまう。どこで道を間違ったんだろう O その曲がり角に来

ているのではないかという感じがします。

ですから，法律は何がいいかは別として，データベースに関するインセンティブを与え

るための制度は日本のほうがアメリカによりはるかに必要で，アメリカはなくてもうまく

いっているという感じがします。

〈司会〉ありがとうございました。特に今の部品メーカーでの話は，実は私も実務でBto

Bと言われる. BtoBというのは Businessto Businessの略ですけれども，電子商取引の

カテゴリーの中でどジネス，企業が直接エンドユーザー，お客様とやる商取引の BtoC

(Business to Consumer)に対して，企業対企業の電子商取引.Business ωBusiness (B 

to B)が当たっておりますが，その中で一番成功しているというか，まさに苗村先生がお

っしゃったように，アメリカはGM等々のでかい企業が広く部品を調達したいときに，デ

ータベースとか，電子商取引のオークシヨンまではいかないんですが，広く声をかけて，

一番いいところから安く質のいいものとるといったものが非常に発達しているというふう

に私も実務で、知っておりますけれども，そういう意味では日本はデータベース.BtoBの発

展には何らかのインセンテイブが必要だと，私も理解したわけです。

ただ，よくサイバ一法の世界で、は，まさに原住民のリベラルな人たちの，それはパブリ

ツクドメインであるとか，ただで使わせるべきであるという議論が他方あると思うんです。

難しいのは，そこで個々人がただで使えるのがいいだとか，パブリックドメインを維持し

ながらも，苗村先生のお話で，国際競争力で日本が例えば3極に負けないものも必要です

ねということで，バランスが非常に難しいかなと思うんですけれども，その辺また苗村先

生，申しわけないんですが，どういった形でつくれば，例えば法律をつくるのか，今の体

制のままでできるのか，何かお考え等ございますか。

〈苗村〉難しいですね。まずデータベースの権利を新しくつくることに関しては，私は今

は2つの役を果たしていまして，これは意図的にやっているんですが 1つは，先ほど申

し上げたように，日本には権利というか法律制度がないけれども，今こそ必要ではないか。

今つくらないと，後でしまった，あのときに道を間違ったということになるのではないか

と言っておくことと，もう一つは，今度は大学にいる立場で，まさにアカデミツクな利用，

その他，自由に使えるべき分野は残すべきだということの両方を言っています。

それは私は決して二枚舌を使ったつもりではなくて，前者は産業界の代弁をしているし，

後はまさにアカデミーの代弁をしている。それで、アメリカはご存じのように著作権に関し

ては，もともと連邦政府がつくった著作物は，プログラムであれ何であれ，権利の対象に

ならないことになっているわけですが，今回データベースに関する法案が出たときも，最

初からその条文は入っていますし，さらにそれを進めて，州の政府，あるいは州立大学が

その州の資金を用いてつくったデータベースを，権利の保護対象にしないということまで
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入れていますので，アメリカの政策と立案者の考え方は非常に明確で，まさに産業界はど

んどん権利を主張し，金もうけをしろ。政府は，連邦政府並び、に州政府は，そのお金でど

んどん自由に情報をばらまけ。それで、うまくいくんだという主張が明確にあるんです。こ

れは非常にいいことで，日本はそこが，ヨーロッパもそうですが，非常にアンピギ、ユアス

です。

ところで，ちょっと時聞がなくて恐縮ですが，私の言いたいことをもっと明確に言うと

こういうことなんです。アメリカは何でそんなことができるのか，これは過去の経緯は別

として，現在何でできるかというと，ちょうど私がアメリカにいた 60年代から，膨大な国

防予算の水増しをやったわけです。これは世界大戦のころに当然アメリカは大変に防衛予

算をふやしたわけですが，冷戦時代になると，実はあまり国防費は使う必要がなくなった。

ところが，スプートニクが打ち上げられて，アメリカの中である種のキャンペーンが起き

て，このままではソ連に負けると警告した。実はソ連の実力が大したことがないことは分

かっていたんですが，それを言いがかりにして国防費を大幅にふやしたわけで、，私は実は

アメリカにいたときに，その一部のおこぼれをいただいて. ARPAから給料をもらった

わけなんですけれども，その成果が今まさに生きているんです。

アメリカの当時の国防予算の中で，戦争に使わなかった，基礎研究に使ったものが生き

てきて，どんどんアメリカが世界の経済の覇権を握っているわけです。しかも，その後レ

ーガン時代に，その国防費をどんどん減らしたおかげで，ますます経済が発展してきた。

そのトリックみたいなことは残念ながら日本は使えないんです。いいことなんですが，日

本はそういう意味で非常に膨大な国防予算を使っていないので，減らすと言っても大して

減らせないですし，ましてや国防費の一環で基礎研究なんてやっていませんから，これは

日本の産業界に頑張ってもらうしかないんで、す。これは例えば霞が関にいる人たちの数を

減らしたところで，大したお金は出てこないので，問題は産業界が頑張るしかない。その

ためにはどんどん知的財産権を強化して，産業界が特許であれ，データベース権であれ，

どんどん頑張って，それでやるしかないというのが私の主張で，そのあたりがなかなか皆

さんには分かつていただけない。

産業界にアンケートをとっても，いや，必要ありません。むしろ弱めるべきだというほ

うが強い。これでは経済は一向に発展しないので，それはぜひやっていただかなきゃいけ

ない。もちろん大学関係者も「うちは政府のお金で研究します」とばかりは言っていられ

ないので，何とか役に立つことをしなきゃいけないというわけで，いわゆるTLOを含め

て，これから頑張らなきゃいけないと思います。ちょっと長くなりました。

〈司会〉いえ，背景も含めてよく分かつてきたんですが，話は尽きなくて，ず、っと苗村先

生にお話をしていただきたいんですが.?度遅先生にお話をしていただきたいと思います。

データベースの今お話で，学術，アカデミックな立場というお話でしたが，今後，アメ

リカは，私も詳しくないんですが，アメリカなんかでは聞くところによると，有名な場合，

MITにしろ，ハーバードにしろ，当然学者がいますから，そこで例えば特許の分野です

と特許を取る。そうすると，業者からそれを使いたいという話が出てきて，そのところで

契約が出てくる。そういうロイヤリティというものを企業なりが大学に払う。そうすると，

これは本来はアカデミックではない 1つの事業として知的財産権を使っていく。

今のは特許の例ですが，特許に限らずデータベースも恐らくそういうふうになってくる

だろう。そうすると，例えばアカデミック，私もその世界の人間ではないのでよく分から

ないんですが，例えば補助金等々を使ってデータベースをつくっているのに，それを外に

対して商売をするのはいかがなものかとか，例えば補助金を使っているのは，先ほどの苗

村先生の話にもありましたが，ただ、で、使わせなきゃいかん。それはなぜかというと，今ま

で独占していたからだ。そのロジックでいったら，補助金を使っているならただで使わせ

ろとかいう話があるかもしれない。
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でも，そうは言ってもただではなくて，産業界からのお金の貢献もあるしとか，学者の

先生方自身の貢献だとか，対価はやっぱり欲しいのではないかという意見はあると思うん

ですけれども，渡遺先生，そういったようなお話は，お立場上言えないかもしれませんが，

非常に漢とした質問で申しわけないんですか，ご意見があれば，ちょっとお伺いしたいと

思います。

〈渡遺〉新潟大学でも TLO，TLOということで，最近非常にうるさくなっておりまし

て，新潟大学の場合ですと，地域共同センターというところを設けまして，地域の企業と

共同で発明をしようということで，発明をした場合には特許をなるべく取ろうということ

を推進しておりまして，有名な弁理士さんを客員教授に招いて，特許取得に大学として一

丸となって取り組んでいる状況です。

実際，大学には発明委員会というのが昔からあるんですが，大学からかなり偉い人たち

がそこで大学の発明について，これは工学の先生が特許を取得していい。これは誰々君に

帰属するということを決めている委員会もございます。

アメリカの場合なんかでも，産学共同はかなり大規模に進んでおります。そして大学に

貢献していることが，プロフェッサーとしての権利を得るための 1つの大きな要素になっ

ているんだと思うんです。

実際，アメリカの大学教授は，医学部の先生だと患者を診ないといけないから 12か月分

の給料をもらえるんだけれども，聞くところによると，それ以外の文学部の先生とか，工

学部の先生は9か月分ぐらい。つまり，大学の先生は教えて何ぽや， 9か月分の給料しか

もらっていないというんです。そうすると，あとの 3か月分の給料はどうするかというと，

工学部の先生はグラントを取る。グラントを取って，それで研究費を企業からもらって，

そして 3か月分の給料をそこからもらうことになっているわけです。

ただ，アメリカの場合に立派なのは，その線引きがはっきりしているわけです。つまり，

何信円というグラントを持ってきても，そこから I億円給料をもらえるかというとそうじ

ゃなくて，月給の範囲内でグラントから金をもらえる。非常にけちな話なんですけれども，

そういうぐあいに線百|きがはっきりしているわけです。

日本の場合はどうかと申しますと，日本の場合は先ほど申しましたように，大抵の大学

に発明委員会がございまして，国立大学の場合であれば，発明は国庫に帰属させるという

場合がございます。この場合には必ずしも営利目的とは言い切れないと思うんです。問題

は個人に帰属させる場合はどうなるのかというのが問題になると思います。それと私立大

学の場合には，どういうふうに考えたらいいのかということがもちろん問題になるわけで

ありますけれども，恐らく工学部なんかの先生，あるいは医学部なんかの先生の立場から

すれば，研究者はアメリカでも日本でも，決して研究者個人が金もうけをしようと思って

TLOをやるわけじゃないわけです。むしろそういうもらったファンドとか，グラントは

すべて次の研究につぎ込むのが普通の研究者の魂なわけでありますから，したがって， T
LOで営利目的じゃないかと，そういう見方もあるかも分かりませんけれども，研究者個

人としては別に金もうけでやっているんじゃないんだ。もらった金はすべて研究につぎ込

むんだということで，何とかそのあたりの問題はクリアできるんじゃないかという気がす

るわけであります。

先ほどちらっと話したかも分かりません， WI TOの去年の 11月のスタンデイング・ポ

インティーのセカンドセッション，データベース関係ですけれども，アメリカでしたか，

研究者のグループは，オブ、ザーパーのグループは，創作性のないデータベースのみの出版

社は，パブリッシャーはいっぱい金を使っているんだから，保護しろと言うけれども，そ

もそも研究データを生み出すほうは，もっとはるかに莫大な金を使っているんだ。だから，

ぐちゃぐちゃ言うなという意見をWITOで述べているようですが，研究者はお金には浅

短としている存在だと思いますので，そのあたりは産学共同が進んでも，研究目的であれ
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ぱ，権利を制限することは許されないのではないかなという気はいたしております。

〈司会〉正直なところをいろいろありがとうございました。竹山先生，今，データベース

の話というか，特許を大学の研究者が発明したときに，その問題で，もしクライアントの

方，企業の方だ、った場合に，これは 1つ論点があると思うんですが，従業員発明特許とい

うのがありますね。あれは普通は仕事上なんだから，企業がその特許を持つけれども，報

賞金なりを企業が当該従業員さんに対して支払うとか，そういう整理が実務では普通なん

でしょうか。

〈竹山〉今言ったことはそのとおりだと思います。職場発明と呼ばれる部分なんですけれ

ども，一般的には会社がお金を出して研究させて，その研究成果については，要するに研

究員の方が会社の名前で出願に行くという形が一般的なことです。それの見返りとして研

究者の方は報賞を受けるということをとっています。

先ほどのデータベースのことなんですけれども，私自身，データベースについては知識

はないんですけれども，ただ，私自身もそうなんですけれども，どこに問題があって，例

えばヨーロッパ，アメリカって，今までデータの蓄積自身もありますし，それをデータベ

ース化する土壌があったと思うんです。日本は今現在蓄積しているところですけれども，

ほとんどもとのデータは，それはアメリカであり，ヨーロッパにあったようなデータなん

です。そういう意味で，日本ではなかなかデータベースの議論が進んで、いかなかったと思

うんです。

データベースについて私自身は知識はないんですけれども，いろんな知的財産で保護し

ているすき間部分のものをどうしょうかということだと思うんです。日本も例えばUCC
で、言っているように，新しい見解もしくはアメリカみたいにピジネスを先行しているとい

う2つタイプが今現在ありますけれども，そのどっちかに立場を決めて，日本自身も進ん

でいかなければいけないのではないのかなという感じは持っています。

先ほど出ていた， TLOの件なんですけれども，今まで大学の頭脳が産業のほうに生か

されていなかった。研究のための研究に費やされる学部も，一般の方とか，産業界に少し

反映してもらうために 1つの制度としてTLOが出てきたと思うんです。 TLOが出て

くることによって，例えば大学がもうかるとかいうことでやっていることではないんです

が，先ほと守渡遺先生が言ったように，それを次のステップとしてよりよいものが生まれて

いくための，例えば資金とかそういうものにしていくように，いいほうにサイクルが動い

ていく lつの原動力だと考えています。以上です。

〈司会〉ありがとうございます。データベースは，方法は 2つには限らないんで、すが， i，度
差先生のご発表の中にありました suigenerisとか，不正競争防止法か，もしくは今のまま

で違法行為なりでやるのかという話もあるでしょうし，苗村先生の今の話で，それは方法

についてというより，とにかく日本はどうも遅れているので，竹山先生もおっしゃったよ

うに，何とかする必要があるんではないかという話について，それでは日高先生，何かご

意見はございますか。別にないですか。岡村先生，どうですか。

〈岡村〉特に大きな意見はありませんが，吉村先生がおっしゃるように，アメリカがやる

のであれば，それと同等，あるいはそれ以上のものを，あるいはEUがやるのであれば，

それと同等，あるいはそれ以上のものをしないと仕方がないのではないでしょうか。それ

とともに，米国やEUが進み過ぎというのであれば，それをたしなめるのも，先ほどのビ

ジネス・メソッド特許と一緒で，あるべき姿なのではないのでしょうか。その両面が必要

だと思います。

〈司会〉ありがとうございました。では次に，日高先生のご発表のあった，日本語のタイ

トルなんですが，アメリカのコードというお話をなさったんですけれども，その話にちょ

っと移りたいと思います。

まず初めに，日高先生に，午前中来ていらっしゃらなかった方もいると思いますし，そ
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れからコードとかアーキテクチャとか，恐らく分からない方も多いと思いますので，まず

コードとか，アーキテクチャ，それから Lessigという人はどういう人かとか，どういうこ

とを言っているのかというのを，もう一度おさらいでちょっとご説明をいただければと思

うんですけれども。

〈日高〉午前中の話で，ほんの数十秒だけ触れたので，とてもじゃないけれども，皆さん

にご理解をいただいていなかったと思うんですが，説明に入ります前に，ことしの 4月に

日本評論社から指宿信先生の編集で， rサイパースペース法』という本が出たんですが，お

持ちの方，あるいは本屋で立ち読みをしたとか， ["ああ，あれだな」とピンとくる方はどの

ぐらいいらっしゃいますかね，ちょっと挙手をお願いできましたら。

(フロアより手が挙がる)

ありがとうございました。約半数だと思います。その本をお読みになった方はご存じだ

と思いますが，その端書きというか，前書きの部分で指宿先生が代表して，全編の概観を

なさっているわけですが，その中で Lessigについてかなり触れていらっしゃいます。恐ら

くLessigについて日本語で説明したものは，現時点ではあれが唯一ではないかなと思いま

す。

では， Lessigって何だということになると思いますが，ご存じのない方もいらっしゃい

ますので，まずLawrenceLessigというのがフルネームですが，現在ハーバード大学の教

授，恐らく年はおか 39かそのぐらいです。もともと憲法の先生なんですが，コンピュー

タにめっぽう強いということで，サイパースペース法に引きずられたという感じかなとい

うふうに聞いています。今はハーバードですが，多分秋にはほかの大学に移ると漏れ聞い

ています。西のほうだと，ウエストコースだという話ですが，どこの大学かは私も分かり

ません。

その中で， 99年の 12月に Lessigが， Lawrence Lessig， CODE: and Other Laws of 

Cyberspace (Basic Books， 1999)という本を出しまして，その中の第 1章，チャプター 1を

私がったない訳をいたしました。それがさっきの指宿先生の本の中に入っておりまして，

それをお読みになった人は，恐らく Lessigっておもしろくないなとお思いになったと思う

んですが，これは私が訳していておもしろくないなと思いながら訳しましたから。

実はあれを読んで， Lessigはこんなやっかと思ったら大間違いだと思うんです。彼は先

ほど申しました，“CODE:and Other Laws of Cyberspace"の中のチャプター 1なんです

が，何でチャプター 1を訳せと，これは Lessigがこれを訳してくれと言ってきたので，そ

れを訳したというだけなんですが，私は全体をざあっと見ました。ドラフト段階でしたが，

チャプターの 15か 16ぐらいまでありますけれども，それを見ますと，チャブター 2とか

3とか， もっともっと後の章におもしろいところがあるんです。 4もおもしろいかな，の

あたりを訳せと言わないで，何でチャプター lを訳せと言ってきたのか，よく分からない

んですが，あれを見たら多分おもしろくないというようにお感じになると思うんですよ。

アメリカでは，あれはおもしろいのかもしれませんが，日本ではあまりおもしろくない

だろう。ですから，結論としましては，英語ですから大変だと思うんですが，ご興味のお

ありの方がいらっしゃいましたら，直接本をお読みになるか， 3，800円ぐらいだと思いま

す。 99年 12月の出版物，あるいはローレビューなんかもあっちこっちにたくさん書いてい

ますから，簡単に見つけられます。あるいはウェブサイトでも，今，月 lで「ザ・スタン

ダード」というところで，マンスリーでコラムみたいなものを執筆しています。特許の審

査期間は 8時間という話も多分そこからお引きになったんだと思うんですが，サイパース

ペース界では新鋭の学者と言っていいと思います。私は，個人的には 3本指に間違いなく

入ると思っていますが，名前は黒板に書いたほうがいいのかな。

下に書いたのは，先ほど言いました単行本のほうです。これは 3，800円のほうで，上が

名前です。これはどう発音するのか，指宿先生といろいろ議論しまして 4種類ぐらい名
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前がいろいろ挙がって，結局レシックとついたんで、すが。

コードの話をしなきゃいけないですね。コードというのは，指宿先生の話にも出てきま

すが，ソフトウェア及びハードウェアなんですが，ネットワークのアーキテクチャを形づ

くるソフトウェア及ぴハードウェアという言い方をしています。コードという言葉から恐

らくピンとくるのは，ソフトウェアのソースコードとカ¥オブジェクトコードとか，あの

コードを連想なされると思うんです。ですから，圧倒的多数はソフトウェアだと思うんで

す。

ただ，ソフトウェアとハードウェアの線引きは難しいですから， Lessig自身はハードウ

ェアも含めて議論していますけれども，ネットワークを形づくる，アーキテクチャを形づ

けるソフトウェア及びハードウェアを保護するという言い方をしています。私が午前中に

触れたコードも同じ意味で、使っていました。以上です。

〈司会〉私もちょっとその辺に関心があるので，司会があまりしゃべってもあれですが，

私の理解では，日高先生のご発表の中にありましたように，コードというか，インターネ

ットの世界では，例えば電子商取引をやるときに， BtoCで，私が何かの情報を持っていて

アクセスして，私のデータベース l回l分 100円ですという形をやりましょう。そういう

ときに，私は契約条件をぽっと出して，皆さんは「はい」と言わなきゃアクセスができな

い。契約条件には一方的なことがある。そういう典型的な附合契約なんです。

契約の法律の問題もあるんですが，そういう私のホームページは，皆さんが「はい」と

言わなきゃアクセスできない。そういうコードをつくり込むことによって，そういう世界

にすることができる。ところが，私は本を売っていますので，例えば宣伝になりますが， r電
子商取引とサイバ一法Jという NTT出版の拙本があります。そうすると，見たいときに

皆さんは自由に本屋さんに行って，ベラベラと見て，これはつまらないよと一銭も払わな

いで帰ることができる。アクセスできることはできるわけですね。

前者のインターネットの世界では，コードということによって，日高先生のお話の中で

問題視されていたアクセス規制ができてしまう。現実世界ではアクセスできるのに，イン

ターネットではアクセスさえできないという問題。それから利用規制はどうなるかという

話。これはどういうことかというと，具体的な議論では，きょう日高先生がおっしゃって

いたのは，まさにDMCAと言われる， Digitall¥伍llenniumCopyrigt Actというアメリカ

の法律で，これは実は日本でも苗村先生がご発表なさっていたところで，日本も同じよう

な，要するに回避的なものはいけないんで、すよという話になってくるわけです。

そうすると，そのときに私の理解では，まさにコード Lessig先生はそういうふうに言

っているんですが，そういう.規格を勝手にソフトウェアをつくる人が，私の場合は今の例

ですと，売主側がアクセスさえできないような規格をつくってしまう。これはもしかした

ら，著作権法的に言えば， fair useというか，皆さんは本屋だったら勝手に見れるはずなの

に，見えないようにオーバーライド，著作権法で認められているユーザーの権利を勝手に

狭めることが機械的にできてしまうという世界がインターネットの世界，それはもしかし

たら問題ではないのかということを提起なさっている。こういう理解で日高先生よろしい

んでしょうね。

〈日高〉おおむね正しいと思いますが，ちょっと 1点違うかなとひっかかった点は，アク

セスを禁止されればまずいということではなくて，アクセス禁止はいいと思うんですよ。

つまり，アクセス禁止がだめとなったら，コントロールができないことになって，むしろ

無秩序になってしまいますから，アクセスのコントロールはいいよと。でも，それはアク

セスの名のもとに，利用のもとにのみ込んじゃったら，それはまずいのではないかという

ことなんです。どこかで線を引いてということは，今，平野先生がおっしゃったとおりで

す。

〈司会〉そういう話がありました。私が日高先生にちょっとお伺いしたかったのは Lessig
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先生はそういうことを言っているんだけれども，規格というのは，コードという言葉を使

いますが，ユーザーさんの権利を狭めていると，彼はそういうふうに書いているんですが，

本当にそうだろうかというのが lつ。

つまり，私が知る限り，逆にコンテンツを持っている人から見れば，パイレートという

著作権侵害がはびこっているのでけしからぬと思うわけであって，だから，規格をつくる

べきだとか，法律をもっと厳しくするべきだという動きがあるんでしょうね。だから，ユ

ーザーの権利を狭めているのではなくて，今，広い利用ができるようなものを，公正な状

態に持ってきているんだという議論もあり得るんだと思うんですが，そこはどうお考えで

しょうか。

〈日高〉平野先生がどれをお読みになったのか。 Lessigが書いたのはめちゃくちゃ膨大に

ありますので，どれを念頭に置いていらっしゃるのかちょっとビンとこないんで、すが，間

違っているかもしれませんが，私の理解では，権利を狭めているという言い方よりも，彼

の英語は独特ですから，平野先生は読解力がおありですが，私はないので，英語が非常に

難しいんですね。高尚な英語というんでしょうか，ぱっと読んで、分かるような英語ではな

いということがあって，ああかな，こうかなと私は頭をひねりながら読むんですが，私の

理解は，権利を狭めるということではなくて，今の利用かアクセスかという話で言えば，

利用まで踏み込んじゃっているのはまずいよという言い方だと思うんです。

もともと Lessigは憲法の先生ですから，すごく人権感覚が豊かですし，憲法史とか，法

制史とかに非常に詳しいんです。聞いたことのないような話がぽんぽん出てきます。

〈司会〉もう一つ最後というか，日高先生にお伺いしたいのは，私，日高先生の発表の後

で質問をさせていただいたんですが， DMCAというアメリカの著作権法に関する中で，

コンテンツを持っている人側が，プロテクションですね，勝手にハッカーみたいな人がプ

ロテクションを回避して破るような，そういう装置は違法であるだとか，それからそうい

う行為は違法なのかというのがもう一つの議論になる O 日本でも似たような法律ができま

したねということで，それがありますと。

ところが，本題は，それは逆に権利者側が自分の権利を保つために，先ほど申し上げた

ようにいろんな仕組みを使って，アクセスを制限する。プラス今の日高先生のご説明です

と，利用の内容も制限してしまう。特に後者が問題になるのではないかということがコー

ドというものでできてしまう。それに対してそれがおかしいのであれば，コードでできて

しまう，そういうコードをつくること自体を違法とするような法律をつくるべきじゃない

か。

私が質問を午前中に日高先生に差し上げたところ，恐らく政治的にはそういう法律では

難しいでしょう O なぜなら立法者に圧力をかけるのはコンテンツを持っている人であって，

ユーザーにはそういう力はないのだから，それはできないんじゃないか。そういったご回

答をいただいたと思いますが，ところが，私，その後，きょうの渡遺先生のデータベース

のお話を伺って 1っちょっと感銘を受けましたのは，データベースの法律がドイツでは

sui generisという形でできました。できたんだけれども，しかし，その中で規定が1つあ

って，私の理解ではユーザー側の権利を非常にオーバーライドするというか，非常に制限

するような契約は無効で、ある O そういった規定が入りました。ドイツでは suigenerisをあ

げたんだから，代わりにあげたという前提で，勝手にそれ以上ユーザーの権利を契約でや

るのは無効ですよということになったかもしれませんが，少なくともユーザーの権利が尊

重されるような法律が lつできたんです。

だとすれば，もしかしたら，先ほどの日高先生のお話に戻りますが，コードというもの

で，例えばユーザーの利用まで制限するようなのは無効であるという法律も，何らかの形

で可能なのかもしれないとちょっと思うんですが，まず日高先生，次に渡遺先生にご意見

を伺いたいんですが。
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〈日高〉ちょっと質問ですが，そういう法律をつくることが可能だというのは，アメリカ

でもポリテイカルに可能だという意味ですか。

〈司会〉どう思いますか。可能だと思いますか。

〈日高〉ポリテイカルにどうかというのは，私もよく分からないとしか申し上げようがな

いですが，そういう流れがあるかと言われると，それはないと言わざるを得ないと思いま

す。

午前中に申し上げたかどうか覚えていませんが，午前中というよりか， DECSSのケ

ースは， DMCAの中の 1201，きょう私が取り上げた 1201(a)の(1)ではなくて， (2)の

ほうが争いになったケースなんです。どこが違うのかと言いますと，(1)のほうは回避行為

を禁止する。こういう禁止規定なんです。 2項のほうは，そういう装置を製造等すること

を禁止する。製造等の禁止が2項なんです。

DECSSのケースは 2項のほうでして，きょう私が触れたのは直接そのものずばりで

はないんで、すが Lessigはこれを 1つの例として取り上げまして，これはコード規整の例

である o 2項の回避装置の製造を禁止することは，コードの禁止の 1つの例である。もう

一つは，法律規制ですけれども，ということを取り上げて，ただ，あまり詳しい説明はし

ていませんで，それはできないだろうと。

それを私なりに理解しますと，結局，アクセスコントロールを回避する装置をつくって

はいけない。ということは，結局コードの内容にまで法律が立ち入っているわけです。で

すから，まさにコードの規制だということの理解だと思うんですが，それは私が午前中に

申し上げた利用のコントロールがいけないから，利用のコントロールはしてはいけないよ

という法律をもしつくるとしますと，それは今言った回避装置製造の禁止とは逆方向にな

りますね，という理解は可能でしょうし，そういう法律をつくってもいいのかもしれませ

んが，逆方向ですから，まさにポリテイカルだよと言ったのはそこなんです。こっち方向

はポリテイカルに入ったわけですが，こっち方向ですから，ポリテイカルには無理だろう

という点， ドイツの例を挙げられて， ドイツが可能なんだから，アメリカでもいいんじゃ

ないかという感じを受けるのではないかと言われれば，それはそうかもしれませんが，と

いう点を私は午前中にポリテイカルという意味で申し上げました。

あともう 1点は，私が午前中わざわざ後書きの中で，コード規整の法律がないと書いた

のは，もう一つは，そういう規制を入れた場合に，これはどちらにしても解釈の問題にい

くんですよ。直接コードの中身について，こと細かに法律の中で規制できるわけではなく

て，ただ，まさに今の回避をするような装置はいけませんよという書き方になりますから，

では何が回避装置かということですね。どういう場合に回避したことになるのかという細

かな解釈ができますから，それは結局裁判所にゆだねられるわけです。ですから，法規制

の話に持っていっても，結局それは議会だけですむ話ではなくて，裁判所にも結局いかざ

るを得ない，ということもあると思うんです。

裁判所はその辺の認識があるかと言ったら あのアメリカにすらない。現時点で先ほど

挙げましたけれども，日本に期待するのは 100年早いだろうという気はしています。

〈司会〉渡遣先生，ちょっとご意見を。

〈渡遺〉コンテンツについて，契約による著作権のオーバーライドの問題と，技術にまる

著作権のオーバーライトの問題があると思うんですが，契約によるオーバーライドに対処

する方法，これは国際高等研究所の上野さんがしばらく前にコピーライトで非常に簡単に

コンパクトにまとめてくださったものがあるので，ぜひお読みいただきたいと思いますが，

契約によるオーバーライドに対処する方法は 2つあるだろう。

第 1に，一般条項を使う方法，第 2は強行法規を使う方法ですね。一般条項を使うとい

う手段ですが，これはアメリカなんかはそういう方向にあるのかも分かりませんけれども，

一般条項がさらに細かな情報に係る知的財産法にストレートに適用できるかというと，こ
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れは非常に難しい問題があると思うんです。その前提として，情報公序というものがきっ

ちり誰の目にも分かる形で明らかにならないといけない。その作業がまだ前提問題として

あるわけです。

そうすると，そういう情報政策，あるいは情報の利用はどういうふうにあるべきなのか

ということを，広い視野を，普通の知的財産とか，プライパシーとか，そういったあらゆ

る情報にかかわる法律を横断した視点で研究してくださる先生ですね。例えば，まさに法

情報学の教授でいらっしゃる夏井先生だとかに一生懸命頑張っていただいて，情報公序と

いうものを誰の目にも分かる形で明らかにしていただかないことには，まず一般条項とい

うのはあまりにも旧套過ぎて使えないと思うんです。

そこで 2番目に問題になるのが，契約によるオーバーライドに対する規制で，しかも，

問題になるのは強行法規だと思うんです。こっちのほうが私ははるかに使い勝手がいいだ

ろうと思います。実際にヨーロッパの場合ですと，リパース・エンジニアリング，インタ

ーオペラピリティを確保するために，リパース・エンジ、ニアリングは自由だとか，先ほど

言ったデータベースについても，データベース製作者はいろいろな形でデータの利用を制

限してくるわけです。

先ほどの例で言いますと，日本ではデータベースのプロデューサ一等が不正利用を受け

ているあまり例はない。 83社のうち 11社である。そのうち契約のある人から権利侵害を受

けたと言っているのが， 11社の中の 8杜ですか，その 8社のうちの七十数%は契約外の利

用をされたというんですが，どういう契約内容をされたのかといった問題があって，本当

にまともな契約であったのかどうかということが非常に大きな疑問としてあるわけです。

そういった問題に対処するためには，強行法規でもって，そういった契約はだめなんだ

という形で規制するのは非常に有効だと思います。ただ，日本の政策担当者，立法担当者

がそこまでの認識があるかどうかというのは，非常に大きな問題だと思います。

「ジュリスト」でしばらく前に，著作権制度の 100年記念の座談会があって，加戸守行

とか，あるいは著作権課長とか，斉藤博とか，東大の中山先生とか，ああいった大御所が

座談会をしたわけなんですが，司会の斉藤先生が，著作権契約については，どういうふう

に考えているのか。アメリカとかEUなんかでは情報取引の規制ということが問題になっ

ているわけですから，そういう文脈を踏まえて，斉藤先生は水を向けたんでしょうが，そ

れに対して加戸守行も，著作権課長も，規制穏和は時代の流れであるから，そういうこと

は考えていないということで，けんもほろろだ‘ったわけで、あります。したがって，ポリテ

イカルな面で言えば，日本ではどうも難しいのではないかなという気がいたします。

もう一つの技術によるオーバーライド，まさに日高先生の問題はこっちのほうだと思う

んですが，これは非常に難しい問題であります。ただ，私は多少楽観しているのは，ユー

ザ、ーの利便性を無視したようなコンテンツ流通，あるいはコンテンツは利用されないんじ

ゃないのかという気がするわけです。先ほど平野先生が言われたように，本であれば立ち

読みしてパラパラ，おもしろかったと帰るだろう。ところが，コンテンツの場合にはそう

いうことはできないということを言われましたが，本についても，例えばアメリカなんか

の例では 1部 1部ばらして試し読みができる。 l部をダウンロードして試し読みができ

るという形で，その聞のユーザーの利便性と，権利者保護のバランスを図っているという

ことがございますし，また，コンピュータプログラムのような場合には，私はスーパーデ

ィストリピューションのサーバーなんですが まさに必要に応じて課金されるというシス

テムですね。使ってみてつまらないプログラムであれば，出費は最小限に抑えられるとい

う形で，そういった形でユーザーの利便性が本当に確保される形で，技術開発は進むので

はないのかなという気はします。

そもそもそういった電子的なコンテンツの流通をつくるのは技術者であります。特にイ

ンターネット中毒のエンジニアであれば，へそ曲がりの人が多いでしょうから，そうそう
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変てこりんな契約を押しつけることはないのではないかというふうに，ある程度楽観して

おります。

〈司会〉ありがとうございました。非常に小さいところで，確かにこの世界がやってくる

と，テレビゲームを 1日ゃったけど，つまらないから 300円しか払わない。アメリカでは

そういう世界がもうやってきているんです。

ただ， iJ度遅先生に議論を向けるわけではないんですが，世の中を見ると，例えば電子透

かしとか，日高先生のご紹介のあった trustedsystemとか，どういう方向で技術が進んで

いくかというと，コンテンツ側の権利を守るためにセキュリティを高めるような技術が，

世の中放置していると，そっちぽっかりがどんどん発達していく。そうすると，まさに規

制緩和だから，それに介入しないというと，どちらかというと，ユーザー側の権利は，利

便性がもしかしたら促進されないのかなという懸念を，さっきの Lessigという人が言って

いるんですが，それに対してはどう思われますかね。やはり先生のご持論はユーザー側の

利便を考えるようなものがいいのではないかと思われますか。

〈渡遺〉どういいますか，私は契約条件，つまり，私のコンテンツはこういう利用条件で

使うことを許しますという，非常に細かく契約条件，利用条件を定めて，その利用条件を

コンテンツに内在させて流通させる。そういうビジネスモデルを考えている会社があるわ

けです。私はそれは契約条件自己内在型コンテンツと呼んでいますが，そういったプラッ

トホームができれば，個々のユーザーが，私はある程度自由に利用させたいという形でコ

ンテンツを提供する人も出てくるでしょうし，いや，私はがちがちに守りたいという形で

利用条件を埋め込んで，自分のコンテンツをネットワークに流す人も出てくるだろうと思

います。

ただ，そういった契約条件，自己内在型コンテンツは技術的には非常に難しいので，今

のところはあまり詳細な契約条件を埋め込んで流されているコンテンツはないと思います

が，私はハッカー。

〈司会〉ありがとうございました。というのは，私もちょっと通産省のほうのある研究会

で，契約のほうの話で，例えば今渡遣先生もお話でしたけれども，リパース・エンジ、ニア

リングは禁止するだとかいうので，データベースの suigenerisの権利が埋め込まれるとい

う話があったんですが，例えばソフトウェアライセンス等々では，常に私が実務上契約書

を見ている限りでは，全部 I}パース・エンジニアリングはだめだと書いてありますし，全

部パックアップ用のコピー以外はだめと書いてあるんです。

私の少ない経験では，交渉しでも，ライセンサー側はそれを絶対譲渡しないですし，こ

っちも時聞がむだなので，そんなものは交渉せずにそのままその下にいるサプライセンシ

ーに同じ条件を押しつけて，こっちもサブライセンシーからの交渉には応じない(笑)。な

ぜならライセンス条件は決まってしまっているから，という世界になると思うんです。

それはどういうことかと言うと，恐らく裁判で何かやったときには，リパース・エンジ

ニアリングの禁止はいけないんじゃないかなと，最近アメリカでも何か判例が出たとかい

う話もあります。そうすると，判例と違うことが契約実務で，それがデファクトで流れて

いく。考え方からすると，競争がもっと激しくなれば，契約条件のいいものが出てくるの

ではないかなという楽観論をある人がおっしゃっていたんですが，私は少なくとも実務を

10年以上やっていますが， 10年たっても出てこないんですね。そうすると，もしかしたら

そういう競争とか何とか，ユーザー側とかライセンシー側の利益を考えたようなものが出

てくるというのは，ちょっと私は個人的には，難しいと思うんですけれども，ゲームの世

界とは違うんですが，岡村先生，何か。

〈岡村)Lessigの議論を聞くたびに思うのですが，結局平たく言えば，契約法の領域では，

ネット上ではコードを使ってユーザーが契約条件を一方的に押しつけられる構造になって

しまう結果，ヨードが付合契約の世界を広く一般化することになります。だから，インテ
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レクチュアルプロパティの領土或だけに棲小化してしまうことなく，コンシューマープロテ

クション一般の問題として考えていかなくてはならないテーマだと思っています。

要するに情報を含めて一種の流通の問題ですので，付合契約に対する規制が契約法的に

どこまで認められるかどうかについて，コンシューマープロテクションの観点から，強行

法規による規制がどの程度必要か，あるいは許されるのか，規制方法としては行政的な取

り締まりが適当なのか，それとも消費者個人に何らかの訴権を認めるという方法が妥当な

のか，そういう整理をまず前提としたうえで，著作権やプライパシーとの調整を図る際の

価値判断を考えていくほうが，有益だと思うのです。

〈司会〉確かに消費者保護法は成立したやに聞いていますが，この辺のことは全然入って

いないような気もいたしまして，そういう意味では従来型の現実世界での契約の話は手当

てはできたんでしょうけれども，裁判の世界ではまだかなという気もします。

先ほど渡遣先生のお話にもありました，横断的な，まさに夏井先生のような方が，どう

あるべきかというサイバ一法学的な視点から見る必要があるのではないかというご指摘に

関連しまして，苗村先生のご発表の中で，私も感銘を受けた部分の lっとして，付録とい

うか， NRCの訓告というか， fDigital Dilemma Jという報告がありましたけれども，こ

れはぱっと見たところ，まさにそのとおりだなと思うんですが，私はこれはよく分からな

いんですが，ここの提案で、すね，まさにいろんな利害があって，それを調整する，公共の

利益もあるし，まさに著作権法を強化する立場もあるんだから，バランスをとって広く見

るべきだとか，今，知財権の見直しをすべきじゃないだとか結構あるんですが，この団体

の報告の影響力はどのぐらいあるのか，その辺のことでご存じであれば何か。こういうの

は日本にもあるべきだとちょっと思ってお伺いしているんですけれども。

〈苗村〉私個人は，大いに影響力を持ってほしいと思っています。実はこれが存在したの

は，もともと直接的には先ほど議論のあったデータベースの法制度の関係で， NRCに関

してはいろいろ議論が出て，その流れでこういうことがあるというのを知ったものですか

ら，去年の暮れに議長をやっている Randallのところに押しかけていって，様子を聞いた

んですが，アメリカの中でも当然産業界は著作権を初めとする知的財産権の保護強化を強

く主張しているし，今まさにコンシューマー，あるいは先ほどお話のあった原住民はそれ

に対して全く逆の話をしていて，なかなかおさまらない。

しかし，ホワイトハウス，あるいは連邦議会側は，まさに産業界からもプレッシャーを

受けて動いているわけで、，何かしなければならないということから，いろいろな分野の学

者が集まって，もちろん産業界の人たちにも参加してもらって議論したもので，結論はあ

る意味では，今後もちゃんとみんなで議論しようという話になったようです。

それで、私としては，これはぜひ追い続けるべきだし，日本も，ヨーロッパはもちろんで

すが，少なくとも先進国ではこういうことをよく議論すべきだということで，まさに彼も

そう思うと。ついてはその直後に， Ohio State Bar Associationでこれをもとにしたシンポ

ジウムがあるので出ないかと言われて，私も出てきたんですけれども，そこの側の議論も，

これは例のコピーライトレジストラーも出てきましたし，主だった顔ぶれの人が出てきて，

いろいろ議論していて，割に好意的に入れられているという印象でした。

ただ，何といっても産業界は，今はまだそれの前の話で，現状はともかく保護強化をし

ないとピジネスがうまくいかない。 MP3が典型ですが，そういう認識が非常に強いので，

すぐにこれに沿って動くということではないと思います。私は，これは今ヨーロッパも，

日本も含めて，こういう方向について少し長期的に議論すべきだと思います。

とりあえずこれは日本語訳をするつもりでいるんですが，ただ，日本でこれがそのまま

受け入れられるかどうかは別としまして，いろんな意味で、真っ正面から議論をする場が要

るのではないかと思いました。

〈司会〉近々，苗村先生の訳がどちらかで。
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〈苗村〉出すかは別として，内容はとにかく翻訳してもいいということは聞いているので，

作業は今学生にやらせていますが，ただ，質が悪いので，何度か見直しをして出したいと

思います。

〈司会〉ぜひとも拝見させていただきたいと思います。

それから今までビジネスモデル特許，それからデータベース，そしてコードの規制とか，

もう一つの契約の話だとか，関連するサイパースペースでの問題を各論としてお話になり

ましたけれども，ここでもう既に総合的な関係は出ているんですが，もう一度おさらい的

な話で先生方に質問を差し上げたいんですが，実は著作権だけの話はまだしていませんの

で，そもそも著作権法の考え方は，私は全然素人でよく分からないんですが，アメリカで

判例なんかを見る限りは，昔， Sweat of browという，額に汗じた努力に対して著作権と

いう排他権をもらっているんだというのを認めるような判例の傾向が一時あったところ，

大きな判例の流れを変えるようなアメリカの最高裁の判例が出て，そうじゃないんだと，

Sweat of brow ，つまり，額に汗した努力に対して著作権をあげるのではなくて 1つの

創造性があるようなものに対してあげる。日本も著作権の規定がありますけれども，しか

も，それは憲法に基づいて，日本では文化の交流とか，そういう公共的なものにも資する

というのが前提としてあるので，その目的論が争いになるわけです。

データベースの議論も，恐らくその辺が絡んでいるというのが私の理解なんですが，い

やいや，そうは言ってもデータベースをつくったり，金をかけたり，努力してつくった人

から見れば，何らかのものに対して権利が欲しい。それを従来の著作権でやるのか s山

generisでやるのか，不正競争防止でやるのか，いろいろな方法があるけれども，そういう

のカfあるでしょうねと。

そういう視点と，それから経済として，そういうのは保護して，インセンテイブを与え

るべきじゃないかという議論があると思うんですが，それはさておいて，まず著作権法の

考え方で，アメリカとヨーロッパともし違いがあれば，ヨーロッパでも国によって，イギ

リスとドイツとは違うと思うんですが，アメリカは，私が言ったようなことがもし正しけ

れば，こういう方向だと思いますが，ヨーロッパ，例えば渡遣先生がもしご存じであれば，

ドイツとか，その辺は Sweatof browとか，そういう額に汗的なものは認められているの

か，もしくはそうではないのかというのは。

〈渡遺〉ドイツ法とかフランスの大陸法系と そしてまたアメリカとかイギリスの欧米系

というのは全然考え方が違うわけです。大陸法の考え方で言えば，著作権というのは著作

者の権利という，翻訳すると著作権は著作者の権利として確立されているわけです。ドイ

ツ法で言えば， Urheberですとか，著作者の権利なわけです。

これに対して，著作者の権利としてではなくて，むしろ複製禁止権，コピーライトとし

てアメリカやイギリスの著作権は出てきたわけで，決して著作者の権利として出てきたわ

けじゃないわけです。したがって，イギリスの場合は suigenerisが立法化されたわけです

が，それ以前に Sweatof browが，まさにコピーライトで保護されていたわけです。これ

は大陸法系の思考あたりに展開すると，なぜ額の汗が著作権法でコピーライトで保護され

ないといけないのかと理解に苦しむところなんですが，少なくとも suigenerisがイギリス

で立法化されることによって， Sweat of browをコピーライトで保護することはしなくて

すむようになった。そういう意味でEUの著作権のハーモナイズが一層進んだんだ。そう

いう評価がありますが，英米系と大陸司法系では考え方も発想も全然違うんだということで

す。

〈司会〉そうすると，大陸と全然違うところを，世界のハーモナイゼーシヨン云々という

ことで，承知したということができないのは非常に難しいと思うし，しかも，既存の著作

権で世界のハーモナイゼーションが難しいのに，そこにデータベースの権利という違うも

のをつくるのかという議論で，またまた難しい話になると思うんですが，ちょっと時間も
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押してきましたので，この辺で質疑応答の時間をとらせていただきたいと思うんですが，

何かご質問等がございますれば。

〈質問者>1つは意見 1つは質問なんですけれども，さきほど平野先生がおっしゃって

いた，ソフトウェアの契約条項は 10年たっても変わらないよという話は， r伽藍とバザー

ル」という有名な話があります。あの本みたいに，結局もう一方のほうは，コピーレフト

に走ってしまって，その結果，コピーレフトに走った人，走らなかった人で二分化されて

しまった結果，変わらないほうは変わらない，変わるほうは過激的に変わってしまって，

このような実態で，リチヤード・ストールマンまで来ている状態なんだと私は理解してい

ます。

今，著作権のほうなんですけれども，著作権のほうで，今，日本の著作権団体としては，

特に本関係なんですけれども，ビジネスモデルと関連があると思うんですが，新吉本がい

っぱい出るようになりました。今，著作者の方が問題にしているのは，権利の消尽が早い。

今，漫画が売れない，本が売れない，著作者がみんな困っている。何で売れないのかとい

うと，新古本がいっぱい出ている。旧来の著作権の権利の問題でも，消尽の話は出ていな

いんですけれども，どこで消尽しているのか。結局，利用の制限の話にもなるんですよ。

これを他人に渡せるのかどうか。その辺の問題が今旧来のほうも変わり始めてきているよ

うな感じがするんですけれども，この辺とサイバーの関係で，デジタル化という面と，旧

来の面で，今後，著作権のこのあたりの問題自体からどんどん変わってくるんだと思うん

です。そちらについて何かご意見のございます方はいらっしゃいますか。

〈岡村〉まずご意見の部分でおっしゃった，ストールマンに関するお話ですが，私は，従

来のフリーソフトウェア運動と， r伽藍とバザール」を書いたエリック・レイモンドたちの

考え方は，似て非なる部分が大きいのではなかろうかと考えています。

むしろ後者は一種のピジネスモデルとしてやっているわけであって，だから後者からす

れば，政治運動くさいストールマンのやり方は嫌いだからと言っていますので，両者は今，

分かれて別の道を歩んでいるのじゃないかという感じがしています。

〈質問者〉中古ソフトというより，中古本らしいんですけれども，中古ソフトのほうは，

今，東京地裁で今まで判決が出て，判例が割れてもめたらしいんですけれども，ソフトは

映像か映像じゃないかという判例が2つ出て，今ちょっともめて，もう一遍上に上がって

いる最中らしいんですけれども，そちらのほうで結局旧来の著作権のほうも，旧来の著作

権で保護されている旧来のメディアのほうも，もうそろそろ限界が来ているのではないか

という意見が，著作権団体のほうから上がってきているようなんです。そういう動きがあ

るというのも知人から聞いて，文筆業の著作権団体，日本SF作家クラブかなんかが抗議

をしているのか，勉強会を開いているのか，今しているんですよ。そちらのほうで旧来の

著作権自体を変えてくれ，勘弁してくれと。 1回売られでもいやだ。 10年聞はくれという

ことを言い出そうかと言っている話を聞いたので，その辺の絡みも含み合わせて，結局，

サイバ一法のほうも旧来のベースの話が変わってしまえば，変わってしまうのかなと。

〈岡村〉中古ソフト訴訟で販売業者側の代理人弁護士をしておりますので，そういった立

場からの意見として聞いて下さい(苦笑)。

私は，今おっしゃったような動向が，天下万民に認められているような普遍的な考え方

なのか，疑問を持っています。例えば中古車であれば自由に売買ができて，ゲームソフト

ならば，あるいは中古本であれば，いつまでも消尽しないような頒布権が及ぶという立法

をすべきかどうかというと，そうは思わないのです。

なぜなら，この両者に本質的な違いは存在しないと思っています。例えばプログラムで

あれば，デジタ lレなので幾らでもコピーできるし，デジタルは歳月によって劣化しないか

ら，デジタル情報以外のものとは性質が違うのだという意見もあります。

ただ，よく考えると机上の空論ではないでしょうか。例えば今，昔のファミコン用のゲー
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ムソフトを買う人は多いでしょうか? ソフトはハードとセットで初めて意味があります

が，ハードの販売は数年前終了して代替わりしています。

それから最近のゲームソフトは CD-ROMに載っているものが多いのですが，そこに

はコピープロテクトがかかっています。 CD-ROMは物理媒体ですから，アナログレコ

ードと同じように簡単に傷付き潰れますので，その際，上に載ったソフトも運命を伴にす

るわけです。そういったことをいろいろ考えていくと，デジタルという神話を過度に強調

すべきではないし，さらには著作権というものの存在は，公共の利益とのバランスを常に

考慮しなければならないという性格を持っています。

だから私は，一面的に著作権がすべてであると主張したり，権利という名前がつけば，

「保護しない人は人でなしだ」と言わんばかりの議論は，少し行き過ぎでアンバランスだ

と思います。著作権の保護も，例えば表現の自由やプライパシーなどの保護とのバランス

を常に考えなければならないわけです。また例えば我々の文化は，常に先人の英知を継承

して成り立っているという意味で，一種の模倣の上に成立しているわけですから，先人の

英知をすべて固い込むことが政策的に正しいわけでもありません。知的財産権分野で政策

的にアメリカに追いつけ追い越せという意味では分かりますが，他方でアメリカが行き過

ぎであれば常にチェックするという面も必要です。そういった意味で，知的財産権による

独占は，もう少しミニマムにいくべきだと思っています。

〈司会〉すみません。 i度遺先生からご意見を。

〈渡遺〉先ほどのご質問で漫画に関してでございますが，漫画というか本ですね，最近，

漫画本が全然売れない。それで漫画家は人気が落ちているのかと思ったら，全然そうじゃ

なくて漫画の人気はある O ただ，漫画が2次利用 3次利用されている。つまり，最近漫

画を読ませることを目的にしたカフェがあって，非常にはやっているわけです。そういっ

たところで，漫画が回し読みされているために，漫画の売り上げが非常に落ちているとい

うことでございます。

話を漫画に限りますが，漫画とか，本については，別に消尽どいう概念がないわけです。

つまり，例えばほかの国， ドイツなんかであれば，著作物一般について頒布権を認める。

広く頒布権を認めるかわりに広く消尽を認める。そういうのがほかの国の考え方ですね。

これに対して日本の場合には，映画の著作物にしか頒布権というのは認められておりま

せんので，したがって，本についてはそもそも頒布権がないから，頒布権が消尽するとい

う話はないわけです。では，何で漫画の本は自由にそういった形でカフェならカフェで利

用されているのかというと，貸し本については，たしか著作権法のほうに附則があって，

貸し本は自由だというような条文があったと思います。何で貸し本は自由なのかというと，

まず第 Iに慣習ですね。日本では貸し本屋というのがあって，これは昔からよくある本の

利用形態である。そういった慣習を尊重する。

また第2に，貸し本屋というのは零細である O したがって，ほっておいてもいいだろう。

しかも，数も少ないから，最近のソフトを考えればベイしない。したがって，貸し本は自

由にさせましょうやというのが現在の著作権法制なわけであります。しかし，今，漫画カ

フェなんかがはやってきて，本の売り上げも落ちているということで，漫画家の団体が，

最近，使用料を徴収するシステムをつくるべきじゃないかという運動をしておりますので，

ひょっとしたら，そういった現在の貸し本を自由にしているような附則が改正されること

もあるかもしれない。

〈岡村〉渡遺先生，貸し本屋との因果関係を示す基礎統計データは公表されているのでし

ょうか。それとも特定の業界関係者の一方的な主張で，売り上げが減っているという指摘

があるだけなんでしょうか。それに，漫画は個人的には好きですが，例えばゲームソフト

の進化とか，もっとおもしろいもの，例えばインターネットのようなものがあるから，漫

画を見る時聞が減っているということを，自分自身としては感じています。
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〈渡謹〉私は，ゲームソフトの話じゃなくて漫画の話ですので，データについては持って

おりません。

〈司会〉ということで，ほとんど時聞がないんですね。こういうのは最後に一言ずっとい

うことなので。

〈司会〉では，日高先生。

〈日高)30秒ですね。今のご質問にちょっと触れたいので，それに 30秒使おうと思います。

きょうのお話の中で誰も触れていないとおっしゃったんですが，私はちょっと触れてい

ます。そこに突っ込むつもりはなかったんですが，一言だけ入れておきます。

きょう私が話をするのは，漫画の話ではなくて，新吉本の話でもなくて，サイパースペ

ースの話ですが，デジタル評価について，消尽的観念を入れられるかといったらば，私は

入れていいと思います。入れないと最後まで，どこまでも徹底的に追い詰めていくのがい

いかといったらぱ，ぞれは悪いに決まっているじゃないか。どこで線を引くかというのは

確かに難しいですね。

線を引くのは，まさにアクセスか利用かで分けるならば，その境目で線がヲ|かれるんだ

と思うんですよ。それは可能だと思いますから，まさに岡村先生がおっしゃったのと同じ

なのか，ちょっと違うのか，私も今頭の中で考えたんですが，同じという規制もできるし，

違うという規制もできる。デジタルだから，それは今までのと違うよという規制の仕方も

できるし，そうでないと。同じにするんだと言えばそれで、もいい。それは立法政策の問題

だと思います。以上です。

〈竹山〉今の本と全然関係ないんですが，先ほどのティータイムのときに話し合っていた

んですけれども，ビジネスモデル特許とか，ビジネス・メソッド特許とかいうのは，今現

在マスコミとかで加熱状態にあるわけです。何らかの形で，例えば今度運用指針で，少し

は加熱状態に水を差すようなことであって，適正な状態で運用できればいいのではないか

と思っております。以上です。

〈首村〉繰り返しになるんですが，別の表現をすると，今，人類がまさにものすごい危機

にぶつかっています。環境，人口，食料，そしてエネルギー，またその他の問題がある。

それを破る。これはアメリカに課すのではなくて，まさに人類が存続するための最大のポ

イントが ITと1Pだということを私は言いたかったんですが，これも間違いなく大革命

です。

ただ，革命は I度にぽっと起きるわけではなくて，かなり長い期聞かかるんだと思いま

すが，その聞に例えば先ほどの漫画家のように，何らかの被害を受ける人もいるだろうか

ら，これは制度としては細かい微調整は必ず要るんだと思うんです。

それでいろんな対策をとりながら，しかし，次の時代に向けて，新しい制度設計，ある

いは制度だけではない，先ほど来コードとかいろんな話もありましたが，システム設計を

していく必要がある。これについては私は率直に言って，日本の官僚は世界の中でもかな

り頑張っていると思います。決してサボッているわけではない。しかし，官僚に任せるわ

けにもいかないし，特定の利益団体が決めるわけにもいかない。まさにこれは国民的コン

センサスを得る。

一番頑張ってほしいのは，まずは政党なんです。日本の政党がそれに頭を突っ込まない

限り，存続意義がないと思います。それで夏井先生を中心としたこういうプロジ、エクトも，

そういう意味でより広く注目されることを期待しております。

きょうはどうもありカfとうございました。

〈司会〉先生方，本当にどうもありがとうございました。

司会が行き届かないところがあって，どうも申しわけございませんでした。

以上です。

〈岡村〉平野先生，どうもご苦労様でございました。(拍手)
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そうしましたら，本日のプログラムはこれで終わりでございます。このあと夏井先生の

ほうから少しだけ連絡事項をお話いただきます。よろしくお願いします。

〈夏井〉きょうは長い時間おつき合いをいただきまして，ありがとうございました。

きょうの話題で，データベースのお話が出てきましたけれども 1次ソースとはそもそ

も何かとかいう話も含めて，日本でどうしてデータベースがうまくいかないかとか，うま

くいきそうかとか，どういうところにひっかかるかという問題を明日は特に集中してやり

たいという感じでプランニングをいたしました。

本日，ご報告をいただいた方，またデイスカッションをしていただいた方，どうもあり

がとうございました。(拍手)
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第2部

SHIPプロジ、エクト+法情報学研究会「法情報データベース」

2 000年5月21日(日曜日)

研究報告 l

rSHIPプロジェクト初年度の成果と 2000年度の方針」

明治大学法学部教授夏井高人

本日のプログラムは，お手元の資料にありますとおり，私の研究報告から始まってお

ります。しかしながら，実質的には， 9時半からの岡本さんのご報告が中身のある話で，

私は前座ということで， SHIPプロジ、エクトの経過報告をしなければならないというこ

とになっておりますのでご報告致します。このプロジェクトは，予算の関係もありまし

て，実施経過について適切な報告を行わなければなりません。さらに，今年はどのよう

な計画を立てて実施するのかという展望も明らかにするために，実際に，プロモーショ

ンも行いたいと考えております。

時聞がなくなるであろうということを予想しておりましたので，お手元の資料では，

2 7頁から 29頁あたりに， 3月までの聞に実施した事柄についてまとめておきました。

そこで，本日は要点のみを簡潔にご説明いたしますが，詳しくはそちらをご覧ください。

A 1999年度における研究成果

この SHIPプロジェクトは，当初プランニングをいたしましたのが 1998年の秋頃か

らであります。内部のコンペを経まして，文部省から大型プロジェクトの予算獲得のコ

ンペをやりましたけれども，幾つかの提案と申し込みがあり，その中で勝ち残って予算

を獲得できるということになりまして， 1999年の4月から開始いたしました。

当初，研究施設を設置し，その中で研究を進めるということをしておったのですけれ

ども，研究施設の建築のために 9月までかかりましたし，また設備や機器などの編集の

ために若干時間を要しまして，そのために研究施設を事実上使えない状態が長く続きま

した。それでは少々まずいということで，去年の夏に合宿研修をいたしまして，合宿形

式でデイスカッションを行なったわけです。そのデイスカッシヨンの内容は，今回の予

稿集には登載されておりませんが，第2回のシンポジウムの「予稿集J，それからインタ

ーネットでダウンロードできる第 2回のシンポジウムの「講演要旨集jの中に収録して

あります。現在印刷中ですので，もしも印刷パージョンが必要だという方は，明治大学

の社会科学研究所のほうにお申し込みいただければ入手することができます。その合宿

研修での結果を踏まえまして，いろいろとさらに検討などを進めてまいりました。

このプロジェクトでは，法情報データベースだけではなくて，社会科学一般のデータ

ベース，内容的にいろいろなタイプのもの，それからデータ形式としてもいろいろなタ

イプのもの， f主っているオペレーテイング・システムとか，あるいはプロトコルなどカf

86 



異なっていても，そういうものをどうにかつなげて学術目的でやっていく方法はないか

ということを，究極的な研究目的にしているのでありますけれども，とりあえずアプリ

ケーションレベルで何かやっていこうということでやっているのは，目下のところ「法

情報データベース」であります。法情報データベースの中でも現在，条文と判決のデー

タベースを構築中でありまして，できればXMLをベースにしたものでやっていきたい

と思っておりますけれども，やっている聞にいろいろとほかの問題も出てまいりました。

例えば，最近議論されているところでは，被害者の権利という概念がございます。強

姦事件などで，判決そのものを読みますと，強姦の被害者である女性の名前などが判決

文の中に出てまいります。そういうものをず、っと永久に公開し続けますと，その強姦の

被害者にたまたまされてしまった女性が，ネットの上で何回も強姦されるのと同じよう

なことになってしまいかねません。ですから，そういう名前を伏せるべきか，伏せるべ

きでないか。判決自体も重要な文化財の一つでありますから，完全に全てのものを伏せ

てしまうということは，将来の我々の子孫たちのために許されないことだと思います。

しかし，だからといって，現在生きている被害者にたまたまなってしまった方とか，そ

の関係者の方などの名誉を守るということも大事なことですから，それをどうにか調整

するための方法が何かないかということを考えておりまして，本日， SHIPプロジェク

トから弁護士の小松弘先生の報告で「個人情報保護と XS LT Jとありますが，これは

XMLの関連技術のうちでXSLTをうまく使ってどうにかそういうものを自動的に伏

せたり出したりするということができないかと。簡単に言いますと，ある一定のアカウ

ントに従って，伏せたものと，信頼できる研究者などには中身のものをそのまま見せる。

そういうふうな形でどうにかコントロールできる方法はないか。そういうことを研究し

ております。

それから，法律条文にいたしましでも，紙のデータベースや，あるいは午後のほうで

各社のいろいろな製品を前提にデイスカッションいたしますけれども，現在のデータベ

ースですと，現行のものは分かります。それから特定の改正法も分かります。しかし，

ある指定された西暦何年何月何日何時何分何秒時点の生きていた法律は何かということ

を，時間を指定して検索するという方法が，今のところ，もしかしたらあるのかもしれ

ませんけれども，私の知っている限りでは，ないわけです。時間的な要素をかみ合わせ

て，特定の時点で有効であった法律。有効というのは 2種類ありまして，成立はしてい

たけれども，まだ施行されてないもの。それから施行もされてちゃんと有効であったも

の。それから経過措置で，その時点以降に起きた事件については適用されるけれども，

その時点以前のものについては従前の法律による。そういうふうなものの場合，二重に

生きている法律というものが存在することになりますから，そういうものをとにかく何

について有効かという要素も考えたうえで，特定の時点で適用される法律を時的要素か

ら検索できるものをどうにか開発できないかということで研究しております。それがレ

ジメですと 34頁にあります和田先生の研究テーマでありまして，これをXMLだけで

はもちろん作れないのですけれども，基本的にXMLで頑張るだけ頑張るとどこまでで

きるかということを，ちょっとチャレンジしているというところであります。

そのほか，今年の 3月でありますけれども， 2 9頁下のほうで 3月 19日に大阪で

rXML開発者の日」というものがございました。これはエンジニアの集会でありまし

て，主に技術的な事柄についてデイスカッションする場です。参加者はほとんど全員X

MLやJAVAなどの日本のトップレベルにある技術者が集まるお祭りなんですけれど

も，その中で非常に異色な存在として法律家として登場いたしまして， XMLデータベ

ースをつくった場合にどんな法律問題が起きるかとか，そのようなことを発表したわけ

であります。

その中で，昨日の知的財産権関係の議論の中でもございましたが， TLOなどをどん
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どん大学が導入して研究を進めた場合，あるいは企業からの寄付金あるいはその他の資

金を導入して研究した場合，果してそれが非営利と完全に言えるかどうかが若干問題に

なる場合が出てくるだろうと想定されます。実際にこれはアメリカ合衆国でも議論され

ているようでありまして，幾っか裁判例も出ているようです。何が営利で，何が非営利

か。営利の場合には，特許侵害ということがストレートにいくわけですけれども，非営

利の場合にはそうでない。じゃ，グレーゾ}ンみたいなところはいったいどうなるかと

いうのが，今後の大きな議論になるだろうと思います。安易にTLOに同調して，日本

国の特許法のよく分からない体制のままで安易にTLOに加担してしまうと，あとでひ

どい目にあうかもしれない。そういうふうな問題意識からやってみたわけです。まして

企業の中での研究者という場合には，完全に営利になりますから，特許侵害ということ

を常に意識しながら開発しなければいけない。

さて， XML関係の特許がどれぐらいあるかという知識がなければ，侵害かどうか分

からないわけですけれども，現在，私と小松弁護士と協力してやっているのは， XML 
関係も含めた， SGMLも含めてですけれども，論理文書などについてのパテントマッ

プを作ろうということで，間に合わなければその隙聞のところはどんどんパブリックド

メインにしても，構築技術にしてしまうという，何というか，非常に企業さんにとって

はひどいことをするということをもくろんでおりますし，間に合えば私たちのほうで防

衛的に特許をとろうということを考えております。

現在，ミの資料の印刷の少し前の時点で収集した日本国における申請された特許とい

うのは， 3 6頁から 40頁までのものでありまして，これら全てについて現在，私が内

容を検討しております。もしも，将来これが間違って特許化されていた場合に，無効を

主張するためにはどうしたらいいかということも含めて，現在中身の検討を進めている

ところであります。全部読むのはしんどいのですけれども，それはもしかしたら来年か

再来年あたり，その研究報告をできるかもしれません。

B 2000年度における研究予定

今年何をやりたいかということは， 3 0頁のところに項目的にまとめております。 4

月に入りまして，研究施設が本格的に使えるようになりましたので，何度か会議も聞き

ましたし，本日ご協力いただける各会社との打合せなどにも研究施設を利用いたしまし

た。現在，研究施設内にあるサーバで、プログラムの開発や，納入されたデータを加工す

るための下準備的なことを始めております。ウェブ、サーバも現在設定中でありますけれ

ども，皆様よくご存じのとおり，サーバを動かすというのも非常に大変な作業でありま

して，デフォルトのままでは絶対動かないので，最初のチューニングに非常に時間がか

かります。特にXML関係のものですと，その開発ツール自体がまだ完全に確立された

ものではなくて，むしろツール自体が実験途中のようなものが多くて，ある限られた環

境のもとでなければ使えないものが多うございます。そのような環境を，ある部分で設

定してしまうと，ほかのものが動かないとか，そういうことがどんどんできてしまうの

で，最終的には，我々でツールも全部つくらなければいけないだろう，パーサーなども

全部つくらなければいけないだろうなと思っているのですけれども，これ全部っくりな

さいと言うと，和田さんがたぶん過労死してしまうので，どうにかそれをクリアするた

めに頑張ろうということで，今検討しているところであります。

時聞がきてしまいましたので簡単にご説明しますけれども，このようなシンポジウム

をさらに今後も開催していきたいと思います。シンポジウムを開催することを一つの目

標にして，その中で区切りをつけながら，それぞれの個別のテーマについて各担当者が，

協力してくださっている研究者に研究していただく。そこで発表された成果は，ウェブ
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や印刷物を通じて広く公表して，さらに社会の多くの人に関心を持ってもらい，社会全

体でいったい何が問題なのかということを広く議論していってもらいたいと考えており

ます。

5年間で，社会科学系のデータベースをつくったり，あるいはネットワーク技術を工

学教育，その他の教育に導入した場合の問題点なと守について，総合的な研究成果が出来

上がるといいなというふうに期待しながら頑張っております。

皆様の支援とご支持を得られればありがたいと思っております。よろしくお願いいた

します。(拍手)

〈司会〉ありがとうございました。

続きまして， 2番目の研究報告に入りたいと思います。 2番目の研究報告は「ネット・

コンテンツとしての法情報の有益性と有害性jと題しまして，岡本信様，どうぞよろしく

お願いいたします。

89 



研究報告2

「ネット・コンテンツとしての法情報の有益性と有害性」

編集者・翻訳家岡本 真

本日は，実際に幾つかのサイトを紹介しながら話をしていきたいと思います。私の個

人サイトに，本日紹介するサイトのURLをあげでありますので，後日ご参照いただけ

ればと思います。

それでは， ["ネット・コンテンツとしての法情報の有益性と有害性」について若干コメ

ントさせていただきたいと思います。

1. ["ネット・コンテンツとしての法情報」とは

まず最初に，表題にある「ネット・コンテンツとしての法情報」について，この報告

の中での定義を明らかにしておきたいと思います。

1.1 ネット・コンテンツとは

「ネットj["コンテンツjという言葉はすっかりなじみのある言葉になっているのです

が，その意味内容は往々に明らかでありません。そこで，ここではあくまで暫定的な定

義として， CD-ROMのようなパッケージ型の電子出版は除外し，インターネット特

に WorldWide Webにおいて有料・無料を問わずに利用できる形態で公開されているデ

ータ全てと考えます。但し，私自身の利用経験が非常に乏しいので，実際の議論の中で

は，有料の商用データベースは基本的に除外して，もっぱら無料のものを念頭において

話をすることになります。

1.2 法情報とは

「法情報jとは何かということ自体まず非常に大きな問題です。私の中での位置づけ

を申し上げますと，これは夏井先生の表現をお借りしているのですが，意味付けされた

データ，いわ!;f情報化されたデータのうち法にかかわるもの，とここでは考えたいと思

います。つまり，ある一定の観点に基づいて無数のデータの中から意味があると判断さ

れたものを選択して，分類して，配列したもの，さらにこのうえで，自分や他人の利用

の便を考慮して個々の情報の検索の容易さを重視したもの，一般に「データベース」と

呼ばれるものは，この典型だと思います。

1.3 ネット・コンテンツとしての法情報の事例

この種の法情報は，数年前から個人の手で発信されてきています。リンク集の形のも

のを含めますと，例えば次のようなものがあります。レジ、ユメの1.3のところに幾っか

紹介しであります。有名なものが多いので，皆さんご覧になったことがあると思います

が，例えば「法林j，少し前に名前を変えたところですが，こちらは 1996年から公開さ

れています。あと，このシンポジウムでいろいろお世話になっております新保先生が公

開されている「法源j，有名なところでは愛知大学が公開している「愛大六法j，そして
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「愛大判例」。いずれのサイトも非常にアクセスが多く，このような情報に対する専門家

もしくはアマチュアのニーズを窺い知ることができます。

他方，ここ 1年ほどの間では，公的な機関もしくは民間企業によって，かなり大がか

りな形で法情報が発信されるようになってきております。幾っか紹介いたしますと，新

聞などでも大きなニュースとして扱われましたが「国会会議録検索システム」。これは第

126回国会， 1993年1月に始まった国会ですが，それ以降の本会議全ての委員会，公

聴会，分科会の議事録を公開しています。検索ができるので非常に便利なサイトです。

最近では都道府県議会によるサイトの開設も相次いでいまして，そのうちかなりのサイ

トが議事録の検索システムを公開しています。ほかには， 1999年 11月に大蔵省印刷局

が始めた「官報」のインターネット配信があります。本紙と号外，政府調達などを原則

として，その官報が発行された当日のお昼までにPDFファイルで公開しているもので

す。但し，掲載期聞が1週間以内に限られているという点に，ちょっと難があります。

もう 1つ，昨年の 7月に公開された「全国条例データベース」。鹿児島大学法文学部法政

策学科が開設しています。これには私のあとにご講演いただく指宿先生が関係されてい

ると思います。これは全国の自治体の特徴的な条例，規則，要綱などを収集してデジタ

ル化，データベース化したものです。もう lつ非常に有名なところですが， NTT-M 
E情報流通，いわゆるNTT-Xと第一法規出版が今年の 2月に開設した fgoo法律サ

ーチ」。これは第一法規出版が発行している企業経営，企業活動に必要な法律を収録した

「企業法務総覧」に登載されている法律およそ 300件を収録しています。

2.有益性と有害性

本報告では，これらの既存の法情報を念頭におきながら，最近，質・量ともに急速に

進歩してきたネット・コンテンツとしての法情報が持つ有益性と有害性を検討します。

2.1 有益性と有害性の関係

「有益性と有害性jという話になりますが，これは改めて確認するまでもなく，有益性

と有害性の関係というのは，すべからく有益である，あるいは逆にすべからく有害であ

るというゼロ・サムの問題ではありません。有益になる部分もあれば，有害となる部分

もある。そして，この有益性と有害性は相互に密接に関連しているものだという捉え方

が必要だと思います。

基本的な有益性と有害性は決して難しいものではなく，誰もが思いつくところにあり

ます。有益性と有害性それぞれについて幾つかのケースを想定してみます。

2.2 有益性

法情報の提供者の方針次第ではありますが，更新の容易さ，リソースの無制限さとい

うのが，ネットの強みですので，利用者は常に最新の，そして詳細な'情報，例えば前日

に議会で成立した法令や，前日に出された判決，あるいは審議段階の法案や公判中の裁

判記録が提供されるようになる可能性があります。これらは明らかに有益性と言えます。

2.3 有害性

逆に，公開された法情報が個人や社会に害悪をもたらす場合もあります。例えば，既

に先ほど夏井先生が触れられていますが，判例や裁判記録を公開して流通する結果，事
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件や事故の被害者，加害者の双方のプライパシーが無闇に暴かれてしまう，そういう可

能性もあります。また，服役して既に罪を償ったにもかかわらず，ネットで公開されて

いる判例と事件当時のメディア報道をマッチングすることで，いつどこで誰がどのよう

な犯罪を犯したか，そしてどのような判決を受けているかということが分かつてしまい

ます。それによって世間の注目を集めて，更生後の生活が満足に送れなくなる，そうい

う人が出てくる可能性は十分考えられます。更には，一部あるいは大部分の世論によっ

て，二度目の裁きが行われる，これは可能性の話ではなく現実に我々の社会の中で起き

ていることだと思われます。

また，直接の関係者が全員亡くなっているような近代あるいは近代以前の事件や事故

であっても，その判例なりの法情報が公開されることで，新たな差別問題の発生にもつ

ながり得ると思われます。

2.4有益性の度合いという問題

このような形での有益性と有害性というのは非常に自明のことですが，しかし，法情

報における有益性と有害性という議論は，ここで終わるべきではないというのが，私の

考えです。先ほども述べたように，有益性と有害性が相Eに密接にかかわり合う部分に

こそ，検討するべき課題があると思います。

すでに見ましたように，ネット・コンテンツとしての法情報の登場自体は，誰にとっ

ても，万人にとって大きな有益性をもちます。しかし，このとき法情報の有益性の度合

いというものは，利用者の法全般に対する習熟度合い，親しみの度合いに比例する可能

性が高いということは，忘れるべきではないと思います。むろんこれは今後鍛密な検討

を経る必要がありますが，情報の受け手自身の知識や経験，そして何よりも社会的な立

場の相違は，実際に手にすることのできる法情報の質や量に大きく影響することは疑い

がないと思われます。

インターネットで公開される段階までは，情報そのものの質も量も基本的には万人に

公平です。しかし，いざその情報を自分自身の身に取り込もう，活用しようと考えたと

きには， I富める者はますます富み，貧しい者はますます貧しくなるJ，いわゆるマタイ

効果が生じかねないと思われます。これは最近改めて注目を集めている，いわゆる「情

報格差J(Digital divide)の問題とも考えられます。

有益性が同時に有害性にもなるというこの状況は，先ほど見てきたような非常に一般

的に考えられる有害性以上に有害なものではないかと思われます。

3.法情報の課題

さて，それでは何ができるかということですが，実際にアマチュアもエキスパートも

含めて一人ひとりの一般の市民が，法情報に見いだすことができる有益性，その間にあ

る差を縮めて，有益性が有害性になってしまうことを最大限おしとどめる，そのための

対処を考えたいと思います。

3.1 技術的な障壁の排除

まず，非常に基本的な前提として，法情報のアクセスそのものに何らかの差を設ける

べきではないということを確認しておきたいと思います。この意味では，法情報を提供

する側は，特別のプラグインを必要とするといった技術的な障壁を設けるべきではあり

ません。アクセシピリティを万全に保証する，保護することが求められると思います。

92 



3.2自己学習のシステム

法情報の万人への等しいアクセスを確保し，そのうえで，情報を知識へと転化して，

さらには知性にまで高めるという一連のプロセスに大きな個人差をつくらないためには，

いったいどのような工夫が必要でしょうか。これはサービスというニュアンスのもので

はありません。そうではなく，言うなれば利用者が何らかのきっかけで，法に関する情

報を知識とし，その知識を知性にまで変える，そのようなプロセスを望んだときに，必

要な事柄を自分の力で入手できる，自律的な自己学習を補完するようなシステムをつく

るには，どのような工夫が必要かということを考えたいと思います。

実際に法情報を受け取る場合に差が生じ得るケースを考えてみます。法に関する特別

の知識を持たないー殺の市民，私もその一人ですが，そのような市民が，法情報に出会

ったときに真先に困難を感じるもののいちばん卑近な例は難解な法律用語というものの

存在でしょう。これはよく指摘されることです。また，法律や判例などの法に関する一

次資料を，法に関する基礎的な素養を抜きに独力で読み取ることは，現実的には不可能

です。結局のところ，法情報を法情報たらしめるには，ある法律とその背後にある複数

の法律や通達をまとめて Iつの法体系として把握する力，例えば適切な例かどうか分か

りませんが，国旗国歌法と文部省の学習指導要領とをセットにして捉える力，これは力

というよりは，むしろそのような諸々の法情報の聞に存在する関係性というものに関す

る知識の有無が問題になってきます。

そうであれば，当然その知識の有無ですとか，知識の多寡は，個人個人の法情報理解

に影響してきます。そのため，法情報を広く万人に向けて聞かれた形で提供するに当た

っては，これまでがおそらくこうであったと思うのですが，法そのものに対して予め利

用者が一定程度の知識を持っている，知識体系を有しているという前提，今まであった

このような前提を成り立たせることはできません。そうではなくて，むしろ利用者の法

に対する知識体系は全く混沌とした状況，カオスにあると，そのような前提に立つ必要

があると思われます。

そして，このような前提に立てば，エキスパートからアマチュアまで，共通して同等

に法情報を使いこなすことができるだけの工夫が法情報の発信者の側に求められると思

います。

3.3 データベースの類型と機能

この場合，例えば，専門的な用語辞典ですとか，注釈などを整備する，充実させると

いう解決策が考えられますが，ここでは特にデータベースの類型と機能という点から，

私なりのひとつの法情報，発信者への課題というものを指摘したいと思います。一般に

データベースというのは，次のように構造化されて分類されます。レファレンス・デー

タベースとファクト・データベースという 2つに分かれて，レファレンス・データベー

スは書誌データベースとレフェラル・データベース，ファクト・データベースは全文，

数値，画像データベースに分けられます。これは大学の図書館課程などで非常によく使

われる例ですが，分類は幾っかありまして，これ以外にも『データベース白書Jではも

う少し違う形の分類法をとってあります。また，学術審議会の分科会では，これ以外の

分類が提案されています。

ともあれ具体的に説明していきましょう。レフェラル・データベースについて補って

おきますと，これは第一東京弁護士会のホームページにあるような会員の検索システム

が相当します。要するに，ある特定の資料なり特定の知識を有した専門家や機関がどこ

に存在するのかという，そういう所在情報をまとめたものを“レフェラル・データベー
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ス"と一般的に申します。

書誌データベースというのは，皆さんよくご存じだと思うのですが，いわゆる大学の

図書館などにある OPACというようなものは，まさにその典型でして，書籍・雑誌・新

聞などの記事情報，書誌情報をまとめたものです。法学関係で幾つか紹介しておきます

と，同志社大学の馬場先生が作成されている「法学系紀要一覧」ですとか，広島大学の

西谷先生が作られている「国際法文献検索システムJ.おかだよしひろさんによる「熱烈

判例fun判タのページ」等があります。

3.4 データベースの不均衡状態とその改善

冒頭で見たように，もちろんそれが全てではないのですけれども，先ほど紹介した「法

庫Jですとか. IWeb六法jですとか. I愛大六法」のような，既存の法情報のデータベ

ースというのは，どちらかというと法令や判例を電子化した全文データベースに偏って

いるように思われます。全文データベースというのは，非常に有効なもので，その有効

さは高く評価されるべきですが，しかし上述のデータベースの類型から見ますと，法情

報は全文データベースに偏った不均衡な状態で存在しているのではないかと思われます。

この不均衡状態は，私は十分改善の余地があるのではないかと考えるのです。

例えば，先ほど申し上げましたように，難解な法律用語に遭遇したとき，そもそもそ

の言葉の意味をどこでどのように調べることができるのか，一般の市民，アマチユアに

はこの判断すらつかないことが少なくありません。そのような情報源の情報を収集して，

分類した，そのレフェラル・データベースですとか，参考となる資料の所在を示す書誌

データベース，このようなものが今後よりいっそう整備されていく重要性があるのでは

ないかと思います。

そして，このようなデータベースを，法令，判例に関する全文のデータベースと別個

に存在させるのではなく，相互に参照可能なように，マージし，密接にその関連づけさ

せた形で提供することも検討されるべきであると思います。また，データベースをはじ

めさまざまな法情報，所在情報もしくは利用手順をまとめたサイトの整備も必要でしょ

う。例えば，本日もお越しになられていますが，いしかわまりこさんが作成されている

「法情報資料室jですとか，金沢大学法学部図書室のサイトですとか，北海道大学の斉

藤正彰先生が作られている「判例評釈の調査方法J.この SHIPプロジェクトにも関係さ

れていますが，大阪大学の門昇先生のホームページ，あと有名なところでは東北大学の

芹津英明先生の「アメリカ法の調べ方J.北海道大学の田村善之先生による「知的財産法

の調べ方」等ですね。これ以外にも非常にたくさんこの種のサイトがありますが，紹介

はこれくらいに留めておきます。なおこれは社会科学系の学問分野を見渡しでも，この

種のサイトの存在は法学で非常に顕著です。これは一つのニーズの現れがあるとも言え

るでしょう。それだけにこのような法情報に関するその所在情報や利用手順をまとめた

一種のポインターとなるようなサイト，このようなものも法情報のデータベースの整備

と合わせて，それと並んで行わ

れていくべき課題ではないかと思われます。

この指摘をもって私の報告を終えたいと思います。(拍手)

〈司会〉どうもありがとうございました。ただいまの岡本様の発表に関しまして，質問，

コメント，その他，お受けしたいと思います。

録音しております関係上，お名前，所属などを発言の前に添えていただくとありがた

いかと思います。コメント，ご質問のある方は挙手をお願いしたいと思います。

それでは，私のほうから一つ.SHIPプロジェクトとの関係ですね。例えば，自己学
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習システムとか，レファレンス・データベース，ファクト・データベースのお話ありま

したけれども，このうちのこういう部分は SI丑Pプロジ、エクトと関係するとか，しそう

だとか，あるいは現実に計画があるとか，そういった関係がもしお分かりであれば，ち

ょっと添えていただきたいと思いますが。

〈岡本〉私も，いちおう法情報研究会のほうに加えさせていただいているのですが， SHIP
プロジ、エクトのデータベースそのものについては，いろいろサイトのほうで公開される

資料以外の知識というのは特にないので，具体的には分かりかねるのですが，ただ，い

ろいろ拝見していまして， SHIPプロジェクトで計画されているデータベースは，理念

から，実際のプランニングに至るまで，非常に優れた素晴らしいものだと思われますの

で，それだけに，具体的に法情報を探して，何かの判例を探している，何かの法令を探

しているというユーザーだけを対象とするのではなく，漠然とした疑問を持ったユーザ

ーが訪れたときも，そこに秘められている法律，判例，その他諸々の法情報を十二分に

活用できるような工夫がぜ、ひぜひ欲しいなということを，常々思っております。お答え

になっておりませんが，以上です。

〈司会〉ありがとうございます。ただいまの件に関して， SHIPプロジ、エクトのほうか

ら何かコメントがあったら嬉しいかと思うのですけれども。

〈質問者〉大阪大学の田中でございます。いまのお話で，私もず、っとその点について，

SHIPプロジ:クト以外にもいろいろ考えるところがあるのですが，簡単に申しまして，

データベースのインテリジェント性というのに対して，どのようにお考えか，逆に質問

をさせていただきたいと思います。その点のレベル，もちろん完全な人工知能化とか，

そういうことではなくて， 1 A的な，サポートツール的な意味でのインテリジ、エンス性

という意味ですので，その点についてお教えいただければと思います。

〈岡本〉私も技術的なことにはとんと疎いので，こんなことは可能なのではなかろうか

という非常に素朴な希望なのですが，今まで，どのようなデータベースを見渡しでも，

目的がはっきりと限定されていて，例えば，最近公開された国会図書館の Web-OPAC

などもいい例ですが，本を探すということに関しては非常に便利ですけれども，その目

的がはっきりしている限りにおいてデータベースというのは有効で、あるという前提があ

るように思います。

しかし，複数のデータベースを統合することが可能であれば，例えば車の自損事故を

起こしてしまった人が，それについて調べようと思ったときに，そもそもそこで自動車

に関する法律を探してみようというのは，かなりの洗練された知識の持ち主だと思いま

す。そこを法情報データベースというものが本当に可能であるならば，そのような暖昧

な概念から検索をかけたときに，関連する法令，通達，そういう生の法情報，それに加

えてアマチュアにとっても分かりやすい判例なり法令の解説，関連する書籍や雑誌の紹

介といったものが，一回の検索で全て出てくる形に作り上げられないものかなと思いま

す。これは法情報に限らず全てのデータベースを見ていて常々思う疑問なのですが，こ

れをぜひ SHIPプロジ、エクトのこのデータベースの中で実現していければいいのではな

いかなと考えております。これもあまりお答えになっていないのですが，以上です。

〈司会〉ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

ちょっと時聞がまだありますの"C'，もう一件お願いしましょう。

〈質問者〉山口大学の立山でございます。質問というよりは，むしろ私の意見なのです

が，今の部分については， SHIPプロジェクトや法情報のデータベースをくさすつもり

は全くないのですけれども，やはりこういう法情報のデータベースとかいうものについ

ては，限定しでかかるということが非常に重要なのではないのかということを，報告者

に対して申し上げたいのです。

つまり，今ほど申し上げました，あいまいな事例，例えば自損事故の場合に，どのよ
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うなことを知りたいかということですけれども，この場合，例えば自損事故を起こした

けど，どうしたらいいのだろうかという，その"どうしたらいいのだろう"というのは，

まず疑問を持った人が何を聞きたいのかということを理解しなければならないし，その

中でもう一つ，どうしたらいいのだろうかということで言いますと，精神的なケアを求

めているのか，それとも法的なケアカt必要なのか，それともその人の単純に言うとウツ

プンをどう晴らせばいいのかとか，そういう部分まで，いろんなニーズがあるはずです。

まずそのことを理解して，そして法情報で言うと，いわゆる法律の問題が持っておりま

すところの要件効果型の命題として，それを組み立て直す。この課程が第2番。そして，

その次に，それに必要とされる要件および効果に関するさまざまな知識というものをど

こかで得てくる。そうしたプロセスが少なくとも必要だということを考えるわけです。

そうすると，法情報データベースがもしそういうものに応えようとするならば，いま

申し上げた少なくともそうした 3通りのプロセスを含んだアルゴリズムを持たなければ

ならないということを意味しますけども，これはこれまでデータベースというものが持

っていたある種の夢の部分であっても，現実には極めて難しい。あるいは，今のところ

はまだ不可能だろう。今後，例えば長並列計算機であるとか，あるいはニューラル・ネ

ットワークとか，そういったものが発達すれば，また話は違うかもしれません。しかし，

少なくともそうした専門家が，いわゆる勘でもってそうやって理解していたという部分

をまず明らかにすることが重要でLあるし，しかも，それをインプリメンテーションする

ということが必要になってくるわけですから，これは今のところは現実的な解とは言い

得ないのではないだろうか。むしろ，それよりは，そうした法情報というものを，私も

実は"Digitaldivide"という問題を真剣に考えているのですけれども，ある面においては，

あらゆる人に対してそういうものがオープンであるということと同時に，少なくとも専

門家との問でそれを共有してコンサルテーションができると，そういう人のシステムで

あるとか，制度的なシステムであるとか，むしろそちらのほうに現段階では向かうほう

が得策ではないのだろうか。

その意味で，法情報データベースというものが持っている意味というものは，やはり

射程を限定して捉えたほうがいいのではないかというふうに考えているわけであります。

これは質問ではなくて，私の意見ということで。もちろん極めてそういうニーズが大

きいというのは，私もよく理解しているつもりであります。簡単に言いますと，法律家

の敷居が高いと。こちらに弁護士さんもおいでになるので，こんなこと言っちゃいけな

いかもしれませんが，そういうところからすると，いわばそういうところに行かずに何

とかならないかという切実な思いは理解できるつもりですが，多少そういうときに，あ

まりあれもこれもというのは，如何かなという気がしたということ O むしろそうした人

のシステムの問題とか，手続の問題とか，そういうところで現実的な解を求めるべきで

はないか。そういうメタシステムとでも言いますか，そういうところの中で，このデー

タベースがどういう役割を果たすかといういことのほうが，むしろ有益で、はないかとい

う気がいたします。これは私の意見ですので，特にお答えは求めません。

〈司会〉ありがとうございました。コンピュータは人間のように賢くもないし，融通も

きかないから，今のところ，少し技術的にはあまり高めを望まずに，人間も含めたシス

テムとして考えていったらどうかということだと思います。

ほかに，この件に関してご意見のある方ございますか。よろしゅうございますか。それ

では，時間もまいりましたので，岡本様のご講演でございました。どうもありがとうご

ざいました。(拍手)
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基調講演

「法情報環境のいまと未来ー壁を越えて一J

鹿児島大学法文学部教授指宿 信

おはようございます。お手元に簡単なレジメがあると思いますけれども，私のテーマ

は「法情報環境のいまと未来」ということで，事前に夏井先生のほうからテーマが設定

されております。私は，技術者ではなくて，主にインターネットを中心とした法情報の

提供について，かなり最初の時期というか，比較的早い時期から係わっていたものです

から，ご存じの方もあるかと患いますが，啓蒙書を日本評論社のほうからこれまで3冊

ほど出しております。『法律学のためのインターネット，i， rインターネットで外国法t
これは主に外国法の調査のためのインターネット利用について解説ですが，そして今年

最初のものを改訂版したものを出しました。そういうことをやっているものですから，

話をせよということで.rいまと未来Jをどういうふうに捉えるか。お話の前半は「いま」

について，後半は「未来」について。私の認識では.rいま」と「未来」この 2つの問に

は大きな壁があるのではないかというふうに思っています。それで、，サブタイトルを「壁

を越えてJというふうな題にさせていただきました。

*はじめに ーインターネット時代における知的財産としての「法情報J-

本論に入ります前に，法情報環境の「法情報jとは何かということですが，先ほどの

岡本さんの捉え方とはちょっと異なりますというか，より具体的に，きょうの私の話に

即してみますと，法情報というのは，端的にいえば“法に関するさまざまな情報"とい

うことになります。私は，実定法，特に刑事訴訟法の研究者として職をえておりますの

で，そういう立場から見ますと，法に関する情報としては，まず一次資料として，言う

までもなく「法令jですね。法律，法令，それから「判例J.裁判例ですね。そして，先

ほど鹿児島大学の条例データベースをご紹介いただきましたけれども，こうし7った条例，

条約，通達，このような裁判所と立法府等が作成します一次資料，これが重要な法情報

になるわけです。それに加えて，一次資料を解説したもの，注釈ですとか評釈，解説，

それから一次資料を探すための資料，こういったものが二次的な法情報だということが

できると思います。また，もう少し広げていきますと，一次的な法情報を取り扱った論

文等も広い意味での法情報に含まれるということが言えると思います。

先ほど冒頭に，私がインターネットを使って法情報を収集するそういう書物を書いて

いるとご紹介しましたけれども. 9 0年代に入って，法情報を提供する環境は劇的に変

わりました。わが国でも，世界的な潮流からすると遅れた形ですけれども，岡本さんが

ご紹介されたように，かなり法情報がインターネットの上で提供されるようになってま

す。民間の商用のもの，それから私どもの条例データベースのように無料で大学等の研

究機関が提供しているもの，さまざまございます。

基本的に私の捉え方というのは，法情報はいったいだれに帰属するかというと，これ

は市民に帰属するものというふうに思っております。もちろん論文等の著作権が留保さ

れなければならないものは別として，一次資料は，基本的には民主主義国家であるかぎ

り，これは市民，国民のものであると思ってます。

話の前提として，インターネット時代における知的財産，特にこれは「公共財J.公的

な財としての法情報という見方でお話をさせていただきたいと思います。
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最初に 3つほど，法情報の「生成プロセス」と「流通プロセス」と「編纂プロセス」と

いう段階を追って現在の大まかな流れを見ておきたいと思います。

1.法情報の生成プロセス

関係の方々が多いので，このあたりは非常に短く端折っていきたいと思いますが， 1法
情報」の生成です。これについては言うまでもなく，法案が作成され，あるいは条例が

作成され，議会に提出され，修正され，成立し，その後発布，そして公布されるわけで

すけれども，基本的には，わが国では，これら全て紙媒体で行われております。先ほど

官報のPDFファイルが紹介されましたけれども，これが1週間で消滅するというのは，

紙媒体を基本的な公布のツールとして考えているということがベースにあるから，そう

いう判断になるのではないかと思います。

「判例情報」の生成ですが，これは裁判官が起案し，裁判書を書き，署名押印したも

のが，通常は判決当日に渡されるものは少ないと思います。言い渡しのあと判決文が交

付されるといとうことになります。先日，新聞報道で接しましたけれども，例の不起訴

で終わった交通事故を両親が再度の捜査を求めたケースがありましたが，先日，その判

決日に裁判所は判決文を当事者(ご両親)に交付するという配慮がなされたという報道

に接しました。通常は，記者クラブの関係者，弁護人，代理人等に渡されるだけです。

これはまた別の新聞報道で接しましたけれども，ある地方裁判所で，記者クラブに属

していないジャーナリストが判決文の交付を，当日ですと要旨ですが，交付を求めたと

ころ，裁判所に拒否された。記者クラフゃに入つてないメディアについては，提供義務は.

ないのだということで拒否されたために，損害賠償請求訴訟を裁判所に対して起こすと

いう報道に接しましたけれども，このように判決文の交付というものについては，非常

に限定的な取り扱いがなされています。

これは，私ども研究者にとってもけっこう重要な問題です。新聞社がコメントが欲しい

という場合には，専門家に対しでも，新聞社を経由して当日配られた要旨がファックス

等で届いて，それを見て「先生しゃべってください」という形でしゃべるわけですが，

そういうことがないかぎり，我々は通常は新聞報道でしか接することができません。

2.法情報の流通プロセス

それでは，公布あるいは発布されたものが，どのように流通していくかというのを見

ていきたいと思います。「法令情報jの場合ですと，立法過程段階で一部報道がなされま

すし，条例等でも，記者クラブ等で，こういう条例を県議会で審議されるというような

ことが，データが配られます。通常は，これはメディアを通して行われます。現在， Web 

等でも，後ほどご紹介しますけれども，立案の過程段階で参照することが可能にはなっ

ています。そういう形で一般市民にも目に触れるということはあるかと思います。

しかし，これも話題になっているものとか国民の注目を集めるようなものに限定され

ています。これが成立後は，紙媒体のものであれば，官報販売所等で配られるというこ

とになります。わが国の官報データが，印刷もできないし，コピーもできない，ダウン

ロードできないというのは，紙媒体のものは売られるということになるから，デジタJレ

なものでの配付は止めたいというのが，あるのかもしれません。

他方， 1判例情報」ですけれども，判決段階で，先ほど申し上げましたように記者クラ

ブ，報道機関に配られますと，これがメディアに載ります。公式の判例集の場合ですと，

裁判所がそれを選別して，何年度版というふうにして出す。

しばしば私の研究室に学生が来て「何年何月の裁判所の判決を読みたいのですけど，
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どこにありますか」と o それで検索をかけるとない。「ないよ」と言うとキョトンとする

わけですね。判例集というのは，裁判例は全て収められているものだと思い込んで、いる

人がけっこう少なくない。それが選別されて収められているということを知らない。我々

は，それがあたりまえでいるのですけれども，実は，その話は後ほどしますけれども，

公式判例集にしても，私的判例集にしても，裁判例というのは全て収録されているわけ

ではない。公式の場合は，裁判所が選別し刊行する。私的判例集については，公式判例

集とは別のルートで各社収集されているようです。そして，それぞれの出版社の編集方

針に見合った判例が搭載されるということになっています。

3.法情報の編纂プロセス

続いて，それがどういうふうに編纂されていくかということです。これは一般には蓄

積された場合にはアーカイブですし，これに解説等が付きますと annotated，すなわち，

解説付きというものが一つの商品として出ていくわけですが，ご存じのように「法令J
につきましては，わが国では，固から編纂された法令集というのは出ていません。何年

何月に出たものというのは，ず、っと蓄積されていくわけですが，これを分野ごとにまと

めたものというのは，民間のもの，商用のものしかない。『現行日本法規j(ぎょうせい)

と『現行法規総覧j(第一法規)という，この 2つしかないわけです。

他方， 1""判例情報」のほうですが，先ほど申しましたように，公式判例集の場合は年ご

とにまとめられるというものですけれども，最高裁を除いて，つまり高裁段階あるいは

地裁段階についての下級審判例の公式判例というのは非常に乏しいわけですので，実際

には私的判例集すなわち商業出版社による，あるいはそれぞれの機関や団体が自分の分

野についてセレクトした判例を毎年，索引集とかいう形で累積したものを検索すること

ができるようにしている。また，これがデジタルに変換されてCD-ROMやオンライ

ンで見ることができるというのは，ご存じだと思います。

4.法情報環境をめぐる 3つの壁

このような生成・流通・編纂プロセスをたどったものに，我々市民が利用しようとす

る場合に，どのような障害があるかということを見ていきたいと思います。

そのお話をする前に，寓話的なものに触れたいのですけれども，カフカの『審判』と

いう小説を読まれたことあるかと思うのですが，主人公は，自分は何か法的なトラブル

に巻き込まれたということは分かるんですよね。ところが，いったい彼は，自分がどう

いう裁判に巻き込まれているのか。刑事訴訟法的に言いますと，訴因ですけれども，公

訴事実と言ってもいいかもしれませんが，いったいそれは何なのかということは分から

ない。その裁判に臨むに当たってどうすればいいかということをめぐって，堂々巡りと

いうか，右往左往するわけです。「審判」という名前が付いていますけれども，訴訟の場

面は全然出てこない。主人公は，この裁判で有罪判決を受けないためにはどうすればい

いかというアドバイス，助言を求めて，いわばパニック状態に陥っている。そういう不

条理的な物語です。

ある意味で，わが国の法情報環境というのは，ヒステリックになるほどではないかも

知れませんが，このカフカの主人公とかなり似たような状況ではないかというふうに私

は思います。先ほど岡本さんが，法情報を探すときには，利用者のほうは特定の法が何

かということ以前に漠然とした問題を抱えている，というふうに触れておられましたけ

れども，よく似たようなものではないかと思います。

私の考えでは，それは一つのバリア(壁)なんですね。幾つも考えられるわけですけ
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れども，きょうは 3つの観点から，この壁についてお話たいと思います。 lつは「アク

セシピリティ j，第2番目が「ユーザピリティ j，3番目は「リライアビリティ」。日本語

に直しますと，アクセシピリティというのは，法情報に到達することの困難さというふ

うに言えるかと思います。ユーザピリティは，その利用の困難さ。それからリライアピ

リティというのは，情報の信頼性の問題と解していただいていいと思います。

昨年，シドニーで ILawvia the Internetjという国際会議があって，日本のインターネ

ットにおける法情報の現状報告をしてほしいということで出掛けてきました。出席は 2
o 0人ぐらいで，半分ぐらいはオーストラリアとニュージーランドで，あと半分は世界

中から集まってきていたのですが，この基調講演で，オーストラリア最高裁の判事，マ

イケル・カーピーという方がこういうスピーチをされました。「どこで法を手に入れれば

いいかを知ることは，経験豊かな法律家にとってすら気が滅入る挑戦である。それは社

会のーメンバーにとっては一・これは素人という意味だと思いますがー・，事実上不可能な

ことである」と。彼の講演のタイトルは Ifree the law j。私流に訳すと「法を解き放てJ
というタイトルだと思うのですが，まさにこれこそが， Australasian Legal Information 

Institution (オーストラシアン法情報研究所)，オーストラリアとニュージーランドに

関する世界で最大のインターネット上の法情報データベースといわれていますが，の挑

戦なわけです。これは第三セクターといいますか，アカデミツクサイトで商用ではあり

ません。ご覧になった方あるかと思います。後ほどサイトについてはご紹介いたします。

一般市民がそれぐらいに困難さを覚える現状というものを，もう少し敷桁してお話た

いと思います。

4・1 アクセシピリティ(アクセスのための障害)

最初に「アクセシピリティ」についてですけれども， I法令」と「判例」について分け

てみたいと思います。現状については，先ほどお話ましたけれども，これは参院の法制

局で，参院で通過した法案について紹介するということができる。但し，これは法案に

ついては今国会まで全部カバーされていますが，通過したものは 142会期しかここで

は出ていません。また，検索機能がありません。

これは第一法規出版の Web上で法案審議状況が見られるというものですけれども，こ

れも全文が見れるものは限定されています。成立した法律が見られるのは， 1 44， 1 
4 5， 146ですが，やはり法案の内容までは見ることはできない。概要だけとなって

います。

これは去年の朝日新聞の記事です。「郵政省高率の印税稼ぎ」。これを取り上げたのは

朝日だけですから，朝日の一連のスクープ記事と言われる類のものです。これは官公庁

が当該所轄の六法を出版して，それに官公庁が自ら監修を行った。その印税が全部監修

者である官公庁にフィードパックされて，それが飲食代等に使われているという記事で

す。朝日の主旨は，印税が裏金づくりに使われているのじゃないかというものです。一

連の報道は，最終的に印税の取り扱いについて検討するというような報道がなされて，

それで終了しているわけですが，私は，これについては全く別の問題意識を持っている

わけです。もちろん報道内容が誤っているというわけではありません。

例えば，いまの記事になった郵政省でどれぐらいの条例，法令が Web上で公開されて

いるかというのを見ますと，郵政省にはクリアリングシステムというのがあって，検索

はできるわけです。いまご覧いただ‘いているように，これは「通信事業者」で検索をか

けると 76件ヒットしたというふうに出てきます。ところが，これはこういう文書が郵

政省から出ている，あるいはここだと『通信情報六法』というのが郵政省大臣官房総務

課で監修されて出版されているという情報があるだけで，資料そのものは見ることがで
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きない。じゃ，いったい何が見れるかというと， I郵政行政六法」というのがありまして，

放送法，有線テレビジョン放送法，電気通信事業法，電波法，日本電信電話株式会社法

というのが全文データで公開されている。ちょっと笑ってしまうのは， I郵政行政六法」

と言いながら 5つしか法律がない。せめて 6つあれば語呂合わせでもよかったのにと思

うのですけれども，この程度しか所轄の法情報の資料が出ていない。

では， Web上で全然見れないのかというと，そういうわけではなくて，これは官公庁

そのものではなくて，先ほど岡本さんの紹介にもありましたけど， gooから法令が全文

提供されています。一般の民間の Webでも出ています。ご存じと思いますけど， I法庫」
は非常に収録法令数が多いわけですが，去年から新しいものについては有料になってま

す。

先ほどちょっとご紹介した AustralasianLegal Information Institutionですが，あ

ちらですと連邦と州になりますけれども，州の判例と法令についてのテキストの提供を，

官公庁自身から経て，それをこのサイトで一括して検索できるようにしである。“オース

トリー"と略して言いますが，オーストリーのプロジェクトは，ニューサウスウエール

ズ大学とシドニー工科大学のジョイントプロジェクトで，だいたい 10人ぐらいのスタ

ッフで運営されています。非営利です。運営資金は国の援助と，資金提供する企業等か

ら集められています。行ってみられると分かりますが，非常に膨大です。すべてHTM

Lで提供されています。

こちらは，合衆国のuS C (United States Code)合衆国法令を提供しているサイト

です。これは先ほどちょっと触れました蓄積された法令が固から適用されていないとい

うことに対する一つの改善例ということが言えるかもしれません。編年体でデータされ

ている官報を，わが国の場合は法令分野ごとに読むように商業出版で提供されているわ

けですが，合衆国の場合には，タイトルと第何編という形で分類されています。それか

ら，セクションは条文で、すね。これから検索がかけられるようになっています。

先ほど鹿児島大学の条例データベースの話をしましたけど，条例の公開をしているサ

イトは少なくないわけですけれども，編集されたもので公開しているところは，ほとん

どありません。そういう意味では，法令も県レベルの条例も，わが国では同じような状

態だということが言えると思います。

それでは， I判例」はいったいどうでしょうか。ご存じの最高裁判所のサイトですけど，

ここで判例が公開されています。最高裁判例だけではなくて，去年からですが，知的財

産権の判決速報は，下級審裁判所もカバーするようになっています。ところが，これは

2か月すると消えてしまう。それから，最高裁の判決については，何か月したら消える

というわけではないのですが，どういう仕組みになっているのか分からないのですけれ

ども，新しいのが入ってくると，古いのがどんどんトコロテン式に落ちていく。ディス

ク容量の関係なのか何だか分からないのですが，だいたい 1年分ぐらいしか入っていま

せん。というわけで，アーカイブ，蓄積されたデータはないという状況です。

じゃ，蓄積されたデータはどこにあるのかといいますと，最高裁判所の場合には，法律

家ゴマという人のサイトで， I裁判所時報」が提供されています。「裁判所時報」どいう

のはちょっと馴染みがないと思いますけれども，裁判所内部の内部資料ですかね。こう

いう判例が出たという資料として配付されているものです。

去年始まった愛知大学の「愛大判例」ですが，ここに六法ですね，憲・民・商法・民訴・

刑法・刑訴法，合わせて千個ぐらいの著名な判決が提供されています。全文テキストで

出ています。基本的には法学部の講義レベルで取り扱う判例なら，この「愛大判例」で

だいたい間に合うのではないかというふうに，私は感じています。

ところが，こういった現状に対してどういう反応が現れているかということを，少し

見ていきたいと思います。
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1つは，きょうもお見えになっているかもしれませんが，藤田先生が関与されている

日弁連コンピュータ研究委員会が96年におこなった訪米調査の報告書が，第一法規か

ら98年に出ています。その中で，司法情報の公開という意味で“判例情報などを公衆

が迅速かっ簡易に入手できるような体制を考えるべきであると思われる"とあります。

これはアメリカを視察して，既に 96年の時点で，もちろん合衆国の最高裁判決は既に

インターネットで公開されていましたし，ナ1'1の最高裁も公聞が進んで、いたというのを見

ての政策提言だというzふうに理解します。

それから，これはつい最近 5月8日付けの日本経済新聞の記事です。通産の経済活

動と司法制度に関する企業法制研究会というところで出された提言に，画面では見づら

いかと思うのですが， 1インターネットの利用jというところに，“全判例を公開しよう"

とあります。あるいは“訴状，準備書面の電子提出を許容するようにしたらどうか"と

いう提言がまとめられています。座長は松下満雄先生がされているということですが，

この中で“判例については，裁判所の判断例についてインターネット等による全件開示

を行うとともに，データベースを構築し，広く開放することを検討すべきである"と。

言ってみれば，最初のほうは，司法界の中でも弁護士サイドからの裁判情報の全面公開

を求める意見であり，後者のものは，産業界の要請ということが言えるかと思います。

このように判例情報についてのインターネット上での公開というのが，時代の流れに

なってきているのではないかと思います。そういう方向で，ひとつアクセスのバリアを

越えることができるのでははないか。インターネットはそのための有効なツールとなり

得ると思います。

4・2 ユーザピリティ(利用の困難さ)

2番目の「ユーザピリティ」。これも「法令Jと「判例Jについ見ていきたいと思いま

す。利用を困難にしている事情は幾つかあるかと思いますが 1つの問題は，言うまで

もなく現時点では「コスト」です。 2番目は「様式性」の問題だと思います。

冒頭に申し上げたように，一次法情報というのは知的公共財ですから，やはり無料で

サポートされるべきだと思います。また，現時点では範囲も限定されていますが，これ

も基本的に全て公開されるべきだと思います。

2番目の「様式性jについてですけれども，現状では紙のものが主流ですが，公共財

とすれば著作権は留保されるべきでありませんので，官公庁が提供するものについては，

コピー，複写が容易なデジタルなものへと移るべきだと思います。

それからもう一つ，前回の SHIPプロジ、エクトの合同のシンポジウムでも私，報告し

ましたけれども，引用の問題があります。わが国ではそれほど論じられてないのですけ

れども，公式判例集以外の商業出版社が判例情報の提供の多くを担っているわが国では，

実際の下級審の判例を引用するに当たっては，判例時報何号何頁，略して「判時何号何

頁」とか，判例タイムズの場合は「判タ何号何頁」というふうに言うわけですが，これ

は特定の出版社の出版物に依拠するということになって，その出版物を持っていない人

には，その判例情報にアクセスことを疎外してしまうことになっている O あるいは，特

定の商業出版社の判例集を使うことを間接的に助長してしまうことになっている。これ

は中立性，公平性の観点からいって望ましくない。こうした議論が，わが国ではほとん

どないわけですが，諸外国では，現在これは非常に大きな問題になっています。特にア

メリカでは，ウエスト杜とレクシス杜という 2つの巨大データベース産業が，判例情報

を独占的に配付していますが，こういったベンダーに限定された法情報の引用というの

は，結局そのツールを持たない人には，いくら所在が分かつてもアクセスできないとい

うことですから，これをベンダー・ニュートラルな方式，中立的な判例の所在情報表記
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の仕方に改めるべきではないかという議論があります。

例を少し見ていきたいと思います。これはアメリカでは，先ほどUSCの話をしまし

たけど，その下位にあたる規則ですね。 CF R (Code ofRegulation)というのがありま

す。これは一次情報は政府から提供されています。ところが， CFRというのは非常に

使いづらいものになっている。これはあとでちょっとお話をします。

もう一つ，州判例ですけれども，コロラドのこれは裁判所の判例です。公式のサイト

ではキーワード検索しかできないんです。こういうふうになっています。これがアメリ

カでもひとつの公共サイトからの法情報提供の限界であると。だからこそ，第三者的な

商業出版ではない，あるいは公共の元データ発信者でない第三者的な法情報サイトが必

要だと言われているゆえんです。

ベンダーの話をしましたけれども，これがベンダー・ニュートラルな判例集の表記の

仕方です。これは去年お話ましたけれども，ケース名があって，年があって，ウイスコ

ンシンの中間上訴裁判所から出ている 235番目の判決で，最後はパラグラフナンバー

で，ページに代わるものを入れる。これがベンダー・ニュートラルです。アメリカ法を

された方は分かると思いますが，通常は，ここにウエスト杜のナショナルレポーターズ

システムの判例集の名前と頁数が出ます。その後ろに公式判例集がある場合には，ぞれ

がくっつく。最高裁の場合だったら，さらにロイヤーズ杜の判例集の名が付くというよ

うなことがあります。そういった商業出版社に依拠しない，全くベンダ一・ニュートラ

ルなサイテーションシステムを導入したらどうかというのが，アメリカの議論になって

います。

4・3 リライアピリティ(情報の信頼性)

次に， rリライアピリティJ，情報に対する信頼性の問題をお話たいと思います。信頼

性には，大きく分けて「正確性Jと「正当性」の問題があると思います。正確性は，技

術的なもので解決できるのではないかと思いますけれども，そのサイトから出されてい

る法情報が，特に一次資料で、すね，判例なら判例が，裁判例を見たとして，その裁判例

が本当に内容が正しいのか。誤字，脱字はないのか。法令などの場合は，点の打ち方一

つで、意味が変わってきますから，そういった情報に対する信頼性を保証されなければな

らないと思うわけですが，現時点でどこまで保証されるかは，サイトにも明記されてい

ません。どこからそのデータを手に入れたかということも，必ずしも明記されているわ

けではないです。元データを提供する公的機関が，基本的なデータの内容にオーソライ

ズすれば，それをコピーするという形で回避できるのかもしれませんが，現時点では，

正確性が担保されているとは言いがたい。

これは諸外国のサイトでも一緒で，例えばアメリカの最高裁の判決を提供している非

常に有名なコーネル大学の L1 1というサイトがありますが，ここでは「引用するに当

たっては紙媒体に依存すべきである」というふうにはっきり書かれているのです。自分

のサイトにあるデジタルなHTMLの文章には依存しないでほしいということを指しま

す。それから，先ほどのオーストリーにおいても円l用に当たっては紙に当たってほし

い。もしデータに誤りがあれば，すぐに我々に知らせてほしいjとはっきり書かれてい

ます。

これは情報の正確性に関する問題です。これが今後どのように保証されていくかとい

うことがひとつあると思います。

それから「正当性」の問題ですけれども，これもまたあまり日本でも議論になってい

ない部分ですので，触れておきたいと思うのです。冒頭，判例の流通と編纂のところで

触れましたけれども，全ての判例がわが国で公開されているわけではないし，判例集に
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収録されているわけではないんですね。それはそれぞれの判例集を編纂する立場から，

重要なものがピックアップされ，その方針に合ったものがピックアップされていればい

いというふうに言えるかもしれないのですが，私は，これについては非常に大きな疑問

を持っているわけです。その例を 1つだけ紹介したいと思います。

これは， 1996年 10月20日付けの朝日新聞で，最高裁が覚醒剤所持事件についておと

り捜査が使われた事案で 2判事が少数意見を付けた。結論から言うと 3対2のスプリ

ツトの判決が出たという報道が発生しました。ところが，これは公式判例集に搭載され

なかった。最高裁判例集「刑事」というものに。先ほどチラッと出てきましたゴマさん

がデジタル化している「裁判所時報Jにすら，この少数意見付きの最高裁のものは収録

されていない。最高裁内部の資料として判例集，これは外部向けではなくて内部向けの

判例集ですが， I最高裁裁判集」というのがございますが，これは一般の目に触れること

はないわけですが，これにも収録されてない。私は，刑訴でメシを食っている人間です

から，こういうのは非常に重要だというふうに考えるわけです。多くの方がそういうふ

うに思うわけですが，この判例情報が手に入れられないということになります。もちろ

ん私的判例集にも載っていない。

じゃ，どれぐらい最高裁の裁判例が公開されているのかというのを，平成8年をとっ

て見てみたわけです。司法統計年報によると，平成8年は最高裁の既済件数が 6，390件
でした。最も収録件数が多い判例データベース，私はべつに LEXIDBをここでひいき

する意味で出しているわけではないと他の会社の方に一言おことわりしておきますが，

ヒット件数がいちばん多かったのが，こちらのデータベースで 163件。これは全既済

件数の 2.55%です。裁判所時報に搭載された件数は 63件ですので 0.98%0 1 %を切

っています。公式の判例集，最高裁判例集に搭載されている件数は 48件， 0.75%です。
つまり，ここに先ほどの少数意見付きのおとり捜査事案は入っていないのです。少数意

見が付いているのが何でそんなに大事かという話をしだすと，刑訴の講義になるのです

が，結論から言ってしまうと非常に重要なんです。

米国の搭載率を比較してみますと，米国の最高裁判決については全て公開されることに

なっていますので，比較のしょうがないので，米国の連邦の中間上訴裁判所，日本の高

裁に当たるサーキットコートですが，この判決の搭載率を見ますと， 1981年で 51%，
1995年で 27%が公開されているというか，公刊されています。これでも非常に少なく

なっているということで，アメリカでは問題になっているんです。

べつに編集方針で重要だと思われなかったのだからいいじゃないかという議論もあるか

もしれませんが，大きく分けて，判例が公刊されないことによってもたらされる問題点

は四つあります。実務的な観点からすると，重要な判例が発見されず見過ごされたまま

になってしまう。後に，自分たちが参照しようと思っても見ることができないというこ

とがある。法的な予見可能性もなくなる。先ほどの判例は 3対 2でしたけど，少数意見

というのは，将来多数意見に変わる可能性がある。特に 3対 2のようにスプリットの場

合には 1人入れ代わるだけで結論が変わるわけです。ある法律分野に非常に重要な判

例があるにもかかわらず，その数が限られているということは，専門家の立場からいう

と，ある事件が起こった場合に，裁判所がどういう判断をするかという法的予見可能性

を低下させてしまう。低下させるということは結局，訴訟率を押し上げることになりま

すから，社会全体のコストを押し上げる。訴訟が増えるということになります。それか

ら，法の整合性，継続性という問題もございます。判決を書く場合に，裁判官自身が先

例の数が少ないために，自分の判決にそれを活かすことができない。先に同じ法律問題

を扱った裁判例を参照することができないということになります。

それから大きな2番目ですが，学術的な観点として，判例研究が非常に疎外されてし

まうと思います。
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3番目に，政治的な観点。司法部，特に最高裁ですけれども，アカンタピリテイが全

うされない。 2人の少数意見が付いた判決が公開されないということは，最高裁内部で

どういう議論があったかということが知られないままになる。それはひいては司法部の

密室性の増大につながるのではないか。

4番目，法情報へのアクセス権あるいは上訴権の侵害になる。先ほどのは最高裁判決

でしたが，もしこれが高等裁判所の判決で重要なものが公開されないということになる

と，被告人あるいは裁判を受けている人の上訴権を侵害する。こういう判例があるのに，

どうして自分の裁判の判断はこうなのかということで争う道が閉ざされてしまう。

詳しくお話する時聞がありませんが，こういったさまざまな問題がある。これが私が

言った「正当性jの問題です。

判決は全体として司法部の責任ある国民に対する行為なのに，その一部しか公開され

ないということは，こういった問題に陥るということになります。

で、は，これらのバリアを乗り越えるにはどうしたらいいか。考えられるのは 3つ。フ

リーアクセスを保証すること。アーカイブ化すること。できることは全てインフォメー

ション・テクノロジー，技術によって解決していくということです。

先ほどのCFR，合衆国自身によっては，全文テキスト検索しかできないわけですが，

これをコーネル大学L1 1は，タイトルやセクションから検索できるようにしています。

つまり，元データは官公庁や裁判所から提供されたものを，それを第三者が，多くはア

カデミック・サイトですけれども，検索の便宜を提供しています。

これは第三上訴裁判所ですけれども，これは元データがやはりテキスト検索しかでき

ないようになっているのですが，これをファインド・臼ーという非常に有名なアメリカ

の法律系のポータルサイトが検索サーピスを提供している。ここでロケットナンバーと

いうのは，これは事件番号ですね。それからパーテイナンバー=当事者名，フルテキス

トの検索，この 3種類でデータを検索させ，さらに年月によって判決文を検索するよう

なサーピスを提供し，もちろんこれは無料ですが，公的機関の情報提供の限界というの

をサポートしている。

*おわりに ー壁を越えてー

全体的な話を最後に傭服しますけれども，これまでは，生成過程にしても，流通過程

にしても，編纂過程にしても，作ったものを手渡し，それを流通させる人というふうに

プロセスで動いてきていると思うのです。出版社がそれを印刷して配付する。これを私

は“プロセスとしての法情報インフラストラクチャー"と呼んで、います。今後は，イン

ターネットを使って Web上で“ネットワークとしての法情報インフラストラクチャー"

というのを構築していかないといけない。これは決して従来の法律出版社を駆逐すると

いうことを言っているわけではありません。

古典的なというか，現時点の法情報の流れというのは，公的機関が法情報を生成した

ものを商用データベースあるいは商用出版会社が何らかの形で入手し，それを専門家に

提供する。基本的にはこのベース，マーケットというのはこれしかないわけです。市民，

非法律家には，ほとんど情報の流れというのは乏しかった。これが90年代に入って今，

急速にインターネットの登場によって変わりつつある。商業出版に代わるアカデミック

サイト等が，あるいは無料サイトが，法情報の提供を受けて，あるいは収集して，これ

を無料で提供するようになってきた。

ユーザーのほうも，先ほど「市民Jと「専門家Jというふうに分けてしまいましたけ

れども，私に言わせるとヘビーなユーザーが登場しているのではないか。例えば， NG 
Oであるとかです。法律問題に非常に関心を持つ層，そういう人たちは，この間ぐらい
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に位置しているのではないか。特に公的機聞からの情報公開条例の制定などについて，

各都道府県団体で活躍しているようなNGOは，こういうふうに情報を入手しようとい

う流れが出てきている。これは 90年代の状況だと思うのです。

これを広く Web上で結ぶ。そういう時代になっているんじゃないか。公的機関は，だ

れにこれを渡すということではなくて，とにかく一次情報を Web上で公開する。それを

だれがどういうふうに加工するかというのは，一つは市場原理に任せられる部分もある

し，ぞれをパブリックな非営利団体として，アカデミックでも何でもいいのですけれど

も，が Webに発信していく。さらにそれを受けたヘピーユーザーが，さらにまた加工す

る形で，先ほどの岡本さんの質問に答えるわけではないですけれども，例えば，環境問

題をやっている団体であれば，その環境の条例に基づいて，環境問題の紛争を解決して

いくときにはどういうふうな手段で，さらにどういうふうなリソースが役に立っかとい

うような情報を，またさらに発信していく。これも Web上でやる。こういう流れになり

つつあるし，なっていくのではないかというふうに思います。

先ほど紹介したカフカの一節なんですけれども，これは岩波の文庫本の訳ですが， r提と

いうものは，だれでも，いつでも，なんどきでも，近づくことのできるものであるべき

だ」という文が最後のほうになって出てくるんです。印象的な部分です。彼が教会のよ

うなところで走り回って，僧というかお坊さんに出会って，抗議を一生懸命するのだけ

れども，そのときにしゃべっているフレーズだったと思うのです。これは英語版では

rThe law should be accessible to every man that all times Jという。ドイツ語版は分

かりません。 Thelaw ，提というのは法と同じですね。カフカの時代には，コンピュー

タ・ネットワークはなかったわけですけれども，コンピュータ・ネットワーク，インタ

ーネットのある時代， r法」というのは，インターネットを通じて全ての人に，いつ，な

んどきでも，世界のどこからでもアクセスできるような，そういう環境が，これからは

構築されなければならないと思います。

ちょっと急ぎ足になりましたけれども，これで私の話を終わらせていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。(拍手)

〈司会〉ありがとうございました。指宿先生のご講演でございましたけれども，ただい

まのご講演に関しまして，質問，コメント，その他ございますでしょうか。

それでしたら，私のほうから非常に素朴な質問をさせていただきたいと思います。忍，

所属が文学部なもので，事情がよく分からないことを，きょう初めて聞いたところも多

かったのですけれども，最高裁の判例がほんの数パーセントしか公開されてないという

のは，非常にショッキング、だったんですね。文学系ですと， r青空文庫」というのが最近

インターネットで盛んで，著作権期限切れ，死後50年以後たっている著作物を，ボラ

ンテイアで非常に多くの方々が，それぞれ分担して入力して，それをまた別な方がチェ

ックして，公開する。というのが進められていますけれども，判例も，ある程度のとこ

ろは市民運動に頼るところもあるのじゃないかと思うのですけれども，最高裁の判例が

公開されないというところの実態，いちばん根本原因というのは，やはり「隠している」

というようなところがあるのでしょうか。そのへんがよく分からなかったのですけど。

〈指宿〉最高裁規則の中にあるのですが，最高裁判所と高等裁判所には判例委員会とい

うのが設けられていて，裁判官によって構成されているのですが，そこがどういう判決

を判例集に載せるかということを決定することになっているのです。最高裁の場合には，

それぞれの小法廷と大法廷で判決を出すわけですが，皆さんご存じのように，大多数は

上告棄却，三行半というので中身がほとんと守ない。理由は書かれてない。我々の世界で

言うと，参照する価値がないのがほとんどです。しかし，理由がきちんと書かれている

中でも，最高裁判例集に載せるべきかどうかというのをチェックする。そういう委員会
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があって，そこで検討に付されたものが判例集に載るというふうになっている。そうい

うシステムがあるようです。それにもランクが2つあって.r判例集Jに載せるものと，

「裁判所時報J.即ち部内の資料にする判例と.2つにランクを分けて現在出版している。

そういうのがあるんです。

〈司会〉そうしますと，まずそのへんのシステム変更が必要だということになるのでし

ょうね。

〈指宿〉そうだと思います。

〈司会〉ありがとうございます。その他，ご質問，コメントございませんでしょうか。

〈質問者〉中央大学市ヶ谷キャンパス図書室の者で、す。一つお伺いします。我々図書館

の側で，利用者からの，研究者からの要求で，刑事判決の入手をいろんなケースで受け

ましたときに，特に国内は，最近では確立した形で制限をかけてきているような，特に

地裁，高裁のへんは，統一的な回答が来ています。閲覧もかなり難しい。これは個人情

報の保護という観点が社会で強くなってきたのでということですが，これと関係して，

紙ベースのものよりも，きょうのテーマであるインターネット上での公開ということで，

この問題が拡大するというように，いろんな意味でですね，と思います。ここについて

はどうでしょうか。

〈指宿〉先ほど岡本さんの「有益性と有害性」の中でも触れられていましたけれども，

民事についてもその必要があると思うのですが，刑事については，既に商業出版物の場

合には匿名に置き換えられています。被害者や被告人の名前は。ですから，デジタルな

ものについても閉じ配慮をすればいいのではないか。もちろん，原本は原本でそれは保

存しておくものですから，それを変えるわけにはいかないと思うのです。

ご指摘のは，謄写の入手ですよね。デジタ jレなものではなくて。それが統一的な態度

をとっているというのは，私も知らなかったのですけれども，その場合は当然，被害者

や被告人の名前というのはそのまま出てきますので，利用目的にかなり制限をかけるの

ではないかなと。

私たち研究者はどうするかというと，結局それは弁護人か代理人に接触するんですよ

ね。これは非常に，何というか邪道なやり方だと思うのですけれども，研究者だから研

究目的でやるということを伝えて，それで判決文を入手する。

いちばん正当なやり方は何かと申しますと，確定判決訴訟記録を開示させる法という

のがありまして，判決が確定した場合については，原本と訴訟記録にアクセスする権利

が一応法的に認められています。訴訟記録は検察庁で保存しますので，検察庁に対して

これを請求する。これは閲覧請求ではなくて，開示と謄写の請求になります。これがは

ねられた場合は，裁判で争うことができます。いちばん正攻法だと思うのです。ただ，

これは非常に労力を要するというのが現実であります。

〈質問者〉いまのような，検察庁にあるものを閲覧させてもらって，それをコピーもし

たとして，そこの個人名等を消して 例えばインターネット上で、かつてに公開した場合

は，これはどういう規制がかかりますでしょうか。

〈指宿〉現時点では，べつに何らの規制もかからないと思います。それについては。た

だ，民事訴訟，名誉棄損の対象になる可能性はあると思います。

〈司会〉ありがとうございました。時聞がまいりましたので，このへんで打ち切らさせ

ていただきたいと思います。

指宿先生のご講演でございました。ありがとうございます。(拍手)
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81丑Pプロジェクト DBプロトタイプ(1)

「改正、法律とXMLによる法律データベース」

明治大学政治経済学部講師和田 悟

お手元の資料は，概要になっております。大まかな項目だけになっていますが，ご容

赦ください。今，仕様を再検討している真っ最中でありまして，流動的な部分もありま

す。とりあえず，これまで進めてきた仕様に基づいて説明させていただきたいと思いま

す。

1.システムの概要

システムの概要一わたしたちが，どのようなものを作り上げようとしているのか，とい

うことから話を始めさせていただきます。

まず，目標とするのは以下の 3点になります。第一に，いずれそのうち法令に関する

情報が公的な機関から電子的な形で入手できるということを想定Lつつ，テキストデー

タからデータベースへの入力として適切なタグ付けを自動的に行うことです。テキスト

データは，官報掲載時の体裁(配字)のルールにしたがったテキストになっています。

第二に，日々国会で制定されている一部改正法律も，一個の法律としてデータ化すると

ともに，これを法令データの保守のために利用するということです。これが実現すれば，

一部改正法律をみながら，改正後の法律条文を編集する作業を軽減することができます。

第三に，改正にともなう法令データの変更履歴を，データとして保持しておき，利用

者が指定した時点で法令がどのような内容であったかを出力することです。利用者は法

令の最新のテキストばかりでなく，過去の任意の時点の条文テキストを得ることができ

ます。 ただし，これらを実現するためには，かなり複雑な仕掛けが必要となります。

特に， I利用者が指定した時点で有効な法律」を知ることにはいくつかの間題点がありそ

うです。現在，挙げられているものだけでも，効果が遡及する場合など効力の発生のし

方について特殊な場合がありますし，効力の発生時期が他の法律に委ねられ明記されて

いない場合があります。これらの情報は多くの場合附則に記載されているわけですが，

これらが正確にデータベースに反映されているかをどのように保証してゆけるかが問題

です。誤字や脱字などの校正作業はもちろんですが，こうした効力の発生時期の入念な

チェックといった作業は，おそらく人手による作業として残されますから，結構大変な

労力となりそうです。これをどれだけ自動化し軽減できるかが今後の重要な検討課題で

す。少々，話が先走りすぎました。

次に，われわれのデータベースで扱われる法令データの表現形式です。資料では「マ

ーク付け」と表現していますが，ここでは，現在インターネットのウェブ技術で注目を

浴びているxl¥ιを用いています。 XMLは文書に応じて，その構成要素の意味や構造を

表現しておくことができますから，その強みを生かして，これまでの法令データベース

にないような機能を提供してゆけるのではないか，というわけです。

さて，法情報といっても広い範囲にわたります。その中で手始めに法令データベース

を取り上げたのは，他の法情報データベースから参照される基礎情報だと思われるから

です。具体的には，私たちのプロジェクトの開発項目として「判例データベース」が挙

げられていますが，このデータベースのためには判例中で参照される条文にリンクを張

ることができれば，より便利なものとなるでしょう O この目的からしても，過去の判例

で参照される条文は，必ずしも現行の条文とは限りませんから，改正以前の状態を遡つ
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て調べることができなければなりません。

今回，出発点としているデータのサンプルをお見せします(図 2)。これは冒頭で言いま

したように， 1官報」の掲載の情報に基づいて作成してもらったテキストファイルです。

ご承知の方も多いでしょうが，官報に掲載される法令は，項目の出現順序や字下げなど

について一定の規則にしたがっています。こうした規則性を利用することで，条・項・

号といった法令内の構造を識別でき，その構造に基づいて，かなりの程度マーク付けを

自動的に行えそうです。今後，政府から法令情報が何らかの形で電子的に提供されてく

ると思われます。それが，どのようなデータ形式になるかわかりませんが，構造に従っ

たマーク付けが行われているならば，変換の手だてはありますし，体裁に基づくマーク

付けが行われる場合にも，ここで利用したように配字情報を活用してデータを整備して

ゆくことができるだろうと思われます。

そろそろマーク付けしたものの例(図 3)が出てきてもよいはずなのですが……。資料準

備に手違いがあったかもしれません。うまく表示できないようです。時間の都合上，こ

こでは説明を先に進めさせていただきます。後で，時間に余裕があるようでしたら，お

見せするということにさせていただきます。

マーク付けに関しては，いま言いましたように書式情報を手がかりにすることができ

ますから，配字のルールに気をつけたデータを手に入れればデータの拡充は容易です。

+次に，一部改正法律によるデータ保守の観点でデータ形式をみてゆくことにします。

一定の表現が使われている部分については，パターン照合によって必要な情報を抽出す

ることができます。たとえば，一部改正法律では， 100の一部を次のように改正するj

という表現が使おれますから，改正対象となる法律がどの法律かを機械で読みとること

が可能になります。さらに，一部改正法律中で，どのような改正が行われるかを記述す

る文言は，限られた語蒙と文法が使われていますから，改正のためのデータの編集方法

を機械で解析可能になっています。

少々，小さいですが，紙の資料を映して説明します。改正法律の表現の規則性に関して

ですが，法令の文言の改正の部分もまた一定の語棄と文法にしたがっています。「第O条

第O項中 IAJを IBJに改めるJ1第条中 IXJの下に IYJを加えるjといった具合

です(図 4)。われわれが読むと IJ内の表現が多様であるため，文法の規則の見通しが悪

くなり，特に， 1 J内が長くなると，何を言っているのか分かりにくくなってしまうので

すが，人間の読みやすさのために臨機応変に表現を変えるようなことがありません。そ

のため，かえって機械による処理が可能になります。何をどう削って，どう置き換えれ

ばよいのかということを抽出して処理することが可能になるのです。

一部改正法律も，一般の法律と同様に，テキストデータから条・項の構造にしたがっ

てマーク付けされていますが，そこから一つ一つ改正指示文を取り出し，一旦，より機

械可読性の高い中間的な表現に置き換えています。これが，その一例です(図 5)。

この表現について細かい説明は割愛させていただきますが，こうした表現は，ある種，

エディタの編集スクリプトのようなものであるわけです。これを改正処理のプログラム

にかけてやって，もともとの法律を編集し，改正情報を反映させてやるわけです。

これがその元々の法律の例です(図 2)。

それでは，一部改正法律から得られた編集スクリプトでどのようにデータが変更され

るかをみてみましょう(図 6)。改正を受けた法律の内部では，改正対象となった部分が多

重化されます。例えば，第一条が改正された場合，第一条が複数できることになります。

データを生でみると同じ条が複数ある場合でも，それぞれが有効期間に関する情報をも

っていて，ある時点が指定されたときには，そのいずれか適切なものが選択されて出力

されるようにします。

ここで，改正にともなう条文の有効期間についてみておこうと思います。多くの法令
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では，附則に施行期日や適用期日が記載されています。今のシステムでは，このあたり

の記載をみて，手作業で法令の構成要素に日付属性を加えてゆきます。附則中のこうし

た期日に関する記述にはバリエーションが多いので，まだ，自動的に有効期日を拾い出

すまでにはなっておりません。現在われわれのデータベースで、扱っている「国会議員の

歳費・旅費および手当に関する法律」に即してみてみると，実は，ご覧のように「この

法律は国会法施行の日からこれを施行する」というようになっていて，この法律自身に

は施行期日とかそういった情報がありません。結局，他の法令の情報を調べなければ分

からないことになります。こうした場合，現状では手作業で，日付情報をセットしてせ

ざるを得ないのですが，この例のように単純なものであれば， r国会法Jのデータを探し

だし，そこから施行期日を得ることは十分可能でしょう。こうした期日に関する処理に

ついては，可能なものから徐々に自動化できる範囲を広げてゆこうとしています。

日付関係で残る問題としては，遡って適用されるといった場合ですが，こうした場合

にどのような形で利用者にどの条文を選択し提示するかといったことについては，検討

中の段階です。

利用者からみたイメージとしては，このデータベースはウェブサーバー上で動くよう

になっております。利用者が指定した時点と，データ中のそれぞれの要素の有効期間と

を比べて，適切なものが出力されます。このとき，もとのデータは Dι で記述される

といっても，そのままユーザーの手元に届けられるわけではありません。サーバーは，

XMLデータを HTMにHTMLの形式でユーザーのもとに出力されるようになります。

したがって，通常のブラウザ、を使って閲覧可能です。今後 XMLが一般的になるにした

がって，ブラウザ、がどのように変化してゆくかわかりませんが，データベース中に蓄え

られる XML形式のデータをそのまま生かして提供できるようになるかもしれません。

2.法令DTDの設計について

XMLを使って情報を記述する利点のーっとして，データの妥当性を検証可能という

点が挙げられます。これによって，Xl¥柾dデータを扱うシステムは入力ミスに関するプロ

グラム作成上の負担が減ります。特に，私たちのシステムでは，条文の有効性について

日付の情報が必要で、あるわけですが，これが欠けているなどのデータの不備を検出でき

る点で役に立ちます。

妥当性の検証のためには，文書の構造定義というのを行い，データ中の項目の出現位

置や出現可能な値などを，定義しておきます。

文書定義については，官報掲載の形式を基本として，おおよそ，このような構成で考

えていこうと思っています。

まず， r官報jなどで掲載される全体の内容を大きく 2つに分けて，公布に関わる部分

と，法令が記載されている部分とになります。公布部分は rooの法律を公布するjと

いう文言から始まり，御名御璽の部分があって，大臣等の署名が続くことになります。

法令が記載されている部分は，法律番号，タイトル等から始まります。さらに，法令部

分は法令の本則，附則，それぞれの章・節構造，条・項・号といった構造が階層構造を

なしているとみることができます。戦後の法律では，さらに法令内容の末尾に大臣等の

署名が付されています。以上のような点をふまえて作成したのが次の DTDです(図:

DTD)。
この DTDは実験用の仮仕様になっていまして，章節構造など，当面の実験対象では使

われない構造を省くなど簡略化したものを使っています。みなさんが見ると，要素名な

どで不適切なものがあるかもしれません。今後，ご意見をうかがって， DTDについても

整備してゆくつもりです。
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現在の DTDの作成上の方針としては，まず，基本構成要素として一応「条」のレベル

を想定しました。項を基本単位と考えるべきだとの意見もありますが，多くの法令の場

合「第O条」というかたちで参照することが多いので，基本要素として「条」を選択し

ています。条・項のいずれを基本に据えた方が処理しやすいかということに関しでも，

今後，システムの実験を進めてゆくなかで検討してゆくつもりです。

この他，法令中の何を要素として取り扱い，何を要素に付随する属性と取り扱うかに

ついて考えなければなりません。テキストの自動マークアップの時点では，配字などの

体裁情報を手がかりとしたのですが，その結果得たデータからは体裁に関する情報は極

力排除する方針としています。古い条文では「条」という字が旧字体 (r保J)が使われ

ていること，列挙項目の記号一「あいう」あるいは「いろは」ーに，何が使われている

かということについては，データとして記述しておくようにしておくつもりです。

また，要素と属性の切り分けに関しては，まず，改正を受ける要素は，多重化の必要

性からみて要素とすることにしています。この観点からすると， r条Jr項Jの見出しは

ときおり改正されるので 属性ではなく要素としておくとか，改正規定にといて「後段

中Jr但し書き中」などの表現がでてきますから，これらの参照指定に対応するように

「文」を要素としておくというように考えてゆきます。このように，改正規定や他の法

令や判決文などから参照される構文的な要素を検討しながら最終的な文書定義に整理し

てゆこうと思っています。

当初，この文書定義の構成は，様々な国にも通じる一般的なものにしようと考えてい

たのですが，ここでデータ中に加えた公布部分ーすなわち，法律自身の効力の妥当性を

宣言する部分ーについては，国の事情により異なるだろうと考えられます。したがって，

私たちが整理している文書構造の定義も，カバーする範囲を日本国内の法律と考えてい

ます。当面，国際的な汎用性は気にかけずに進めてゆこうと思っています。

3.主なXML標準との関わり

このデータベースに登載するデータはxl¥ιに基づいていますが，データの記述以外

でも考慮しておかなければならないxl¥ι関連の標準があります。とくに特定の条文へ

のリンクに関するものです。 W3Cでは 現在の HTMLのリンクの機能を実現するため

のXLinkや，Xl¥ι文書・データ内の特定の情報の所在を指定するための XPathの策定

が進められています。 XPathでは，要素につけられた IDや文書中のー，親子関係など

によって文書中の要素を特定するようになっています。

われわれが用意するデータベースは 内部で閉じたリンクや参照関係を実現すればよ

いのではなく，判例や論文などから適切な条文にリンクが張れるようにしておきたいわ

けですから，その記述方法は標準的なものに準拠したいわけです。

ここで問題となるのは，まず， XPathで考えられている要素指定は，文書が固定化し

頻繁に改訂されるようなものの記述には適用が難しいという点です。私たちの法令デー

タは， r 5番目の「条j要素jといっても，改正処理に伴う要素の多重化が行われるせい

で，このような位置指定では，文書作成時にリンクした先と，閲覧時にリンクする先が

ズレてしまう可能性があります。要素に固有の IDを割り振ってズレを防ぐということも

考えられますが，そうなると，今度は，改正を受けても常に最新の内容にリンクさせた

いといったことができなくなります。これらの情報をどう組み合わせたら，リンクしや

すいものになるのかが検討課題となってきます。

また， XPathの記述は， roo法第O条」といった法律かが通常使う指定方法と異なる

ため，法律家にとっては面倒なものかもしれません。法律家があまり違和感をもたない

記述方式から標準のリンク表現へ変換する仕組みが必要となってくるのかもしれません。
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4. XMLとデータベース・コンテンツの保護

最後に，データベース・コンテンツの保護について述べさせていただきます。レジ、ユ

メ

には「網羅的なデータ取得の回避」と書いておきました。これは何のことかといいます

と，従来ウエブ土で提供されてきた法令情報は，右側のスクリーンの方にも出ています

けれども， r何々に関する法律Jということと， rいつの法律によって改正された状態J
という改正時点を選択するようになっています。 書籍の改版と同じようなやり方です。

この場合の問題点は，法律の改正が，書籍が改版とは異なり，法律のテキストがある時

期に一斉に書き換えられるわけではないということです。効力の発生時期が条文ごと異

なる場合があります。先ほどデモ会場で見せていただいたのですが， CDROMなどによ

る商用データベースの場合には，現行法を中心として，未施行のものについて特別に注

記をつけて区別する一例えば，第一条を改正する法律が出たけれども，まだ施行されて

いないという場合には，改正前後の条文を併記したうえで，改正後の条文が未施行であ

ることを示すようにするーなどと工夫なさっているようです。こうした書籍の改版に似

たやり方ですと，改正にあわせてデータをダウンロードすることで，利用者に網羅的に

データをコピーされてしまうことになります。これはデータベースで利益をあげようと

すると問題になってくることかもしれません。

ところが，今回のデータベースで，時間を指定することによってリンク先がある程度

一意に決まるようしておきますと，時間の指定は，いろいろな指定が可能で、，どういう

情報が返ってくるかは，日付の指定の仕方によって変わってくる可能性があります。全

ての法律の状態を時系列的に引き出そうとすることは，無駄でもあるし，困難になりま

す。

もう一つ，こうしたXMLによってデータベースを作っていくことの利点について述

べておきます。今回は，構文的な要素でタグ付けをして，それ以上の深い意味や解釈に

基づいてタグ付けするのは控えようと思っています。というのは，改正法律によるメン

テナンス処理の上で，意味の情報までは，改正情報から得られませんので，意味や解釈

に基づくタグ付けを改正処理後も維持することが難しくなるという問題があります。改

正前の法令データにせっかくタグ付けしておいても，そのタグ付けした部分が改正され

てしまうと，タグ付けが失われてしまう可能性があるということです。一部改正法律に

おいて，どの部分の字句の修正するかの指示は，修正個所を他と混同がないように特定

できるように字句が選ぴとられます。これが構文的な区切りに整合的に選ばれる保証は

ありません。構文的区切りを横断する場合があります。その結果，タグ付けされた要素

を分断したり，開始タグ・要素タグの一方を消してしまったりすることがありえます。

また，このほか，へたに基本的な情報として与えるものが色付けをすると，他の研究者

などが，二次的に意味付け，タグ付けを行おうと思ったときに，かえって邪魔になるだ

ろうということが挙げられます。むしろ構文的な要素に限ってやっていったほうが，あ

とでいろんな二次利用が可能になるだろうと思います。

このデータベースですが，そうですね，今年9月を目処に SHIPのサーバーにおいて，

デモというか，プロトタイプ走らせて，皆さんにご覧いただけるようにしたいと思いま

す。実際の様子はそのときに見ていただくことにして，私の報告はこれで終わりにさせ

ていただきたいと思います。

〈司会〉ありがとうございました。和田倍先生でございました。
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自動マークアップ
ツール

改正処理
文法解析

法律データベース
(改正法律を含む法律XMLデータ)

図 1 システムの概要とデータの流れ
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朕は，帝図議会の協賛を経た国会議員の歳費，旅費及ぴ手当等に関する法律を裁可し，ここにこれ

を公布せしめる。

御名御 璽

昭和二十二年四月二十八日

内閣総理大臣兼

外務大臣 台田茂
(以下署名略)

法律第八十号

第一係 各議院の議長は歳費として月額七千円，副議長は五千円，議員は三千五百円を受ける。

第二係 議長及び副議長は，その選挙された当月分から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された

議員は，その選挙された前月分までの歳費を受ける。

(中略)

第十三傑 この法律に定めるものを除く外，歳費，旅費及び手当等の支給に関する規程は，両議院の
議長が協議してこれを定める。

附則

この法律は，図会法施行の日から，これを施行する。
昭和二十一年法律第二十号は，これを廃止する。

図 2入力用テキストの例(抜粋)

<?xml version='・1.0"encoding="EUC'JP"?> 
<!DOCTYPE statute 8Y8TEM ソstatute'jp.dtd'>
く?xml'stylesheethref="..Jstatute'html.xsl" type="textlxsl"ワ〉
<?cocoon'process type="xslt門〉

<!"marked up with 'MakeUppApp'・・〉

<statute idnumher="1947'822/0080・'>
くpromulgation_info>
<promuJgation_sentence>朕は，帝図議会の協賛を経た図会議員の歳費，旅費及び手当等に関す

る法律を裁可し，ここにこれを公布せしめる。 </promulgation_sentence>
<gyomeI...g)'句i/>
<promulgation_date date="1947/04/28">昭和二十二年四月二十八日</promulgation_date>
<sign_list> 

く/sign_list>
</promulgation_info> 

(中略)

<idnumber type="statute" no=勺080'吋去律第八十号</idnumber>
<body id="statute.1947・822.0080.0000">
<articJe id="statute.1947・822.0080.0001"name="第~{~1I no=" 1 "> 
<paragraph id="statute.1947・822.0080.0002"no=""> 

<sentence id="sta:tute.1947 '822.0080. 0003">各議院の議長は歳費として月額七千円，副
議長は五千円，議員は三千五百円を受ける。く/sentence>

</paragraph> 
</articJe> 

(中略)
〈 ぽticJeid='・statute.1947'822.0080.0040"name="第十三係"即日13">
<paragraph id="statute.1947・822.0080.0041"no=""> 

<senten田 id="statute.1947'S22.0080.0042うこの法律に定めるものを除く外，歳費，旅
費及び手当等の支給に関する規程は，両議院の議長が協議してこれを定める。 </sentence>

</paragraph> 
</articJe> 

く/body>
<supplement id=、tatute.1947'S22.0080.0043"> 
</supplement> 

</statute> 

(中略)

図3 マーク付けされたデータの例(抜粋)
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昭和二十二年法律第八十号(国会議員の歳費，旅費及び手当等に関する
法律)の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣片山哲

法律第百六十一号
昭和二十二年法律第八十号の一部を次のように改正する。
この法律に左の題名を附する。

国会議員の歳費，旅費及び手当等に関する法律
第十傑中「千百五十円」を「二千三百円」に改める。
附則

この法律は，昭和二十二年九月一日から，これを適用する。
大 蔵 大 臣 栗 栖 越 夫

内閣総理大臣片山哲

図4 一部改正法律の例

<?xml version="1.0" encoding="EUC.JP"?> 
<!..made withAmendmentProcessor 1.0..> 
<amendment.procedure effective仕'Om="N/A"applied一企om="">
<select_t及rgettargeCid=" 1947・822/0080"/> 
<1..この法律に左の題名を附する。一〉
<ediCinstruction id="statute.1947 .822.0161.0004"> 
<inserCobject type="title"> 
<quote> 

<title id="statuω1947.822.0161.0005">図会議員の歳費，旅
費及び手当等に関する法律イ'title>

く/quote>
</inserCobject> 

</edit instruction> 
くれ・第十傑中「千百五十円」を「二千三百円Jに改める。・・〉
<edit_instruction id="statute.1947・822.0161.0006">

くpath_list>
く:path>a凶icle[@no='lO'l<lpath>

</path_list> 
くreplace_str>
<arg> 

くobject>千百五十円</object>
<with>二千三百円</with>

</arg> 
</replace_str> 

</edit instruction> 
<supplement id="statute.1947 .822.0161.0007"> 

〈訂ticleid="statute.1947・822.0161.0008">
くparagraphid="statute.1947 .822.0 161.0009"> 

くsenten田 id="statute.1947・822.0161.0010"
type="enforcement">この法律は，昭和二十二年九月一日から，これを適
用する。 </sentence>

く/paragraph>
</article> 

</supplement> 

1 図5 一部改正法律の例
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(前略)
〈釘ticle id="statute.1947・822.0080.0031" na皿e="第 十 係 no="10" modified_by 

“statute.1947・822.0161.0006"applied一企omゴ'1947/09/01">
<paragraph id="sta仇lte.1947-822.0080.0032"no='川〉

<sentence id="statute.1947-822.0080.0033">各議院の議長，副議長及び議員の事務補助
員は.給料として月額二千三百円を受ける。 </senten回〉

</paragraph> 
</article> 
<article id="statute.1947'822.0080.0031" name="第十{IAi"no=" 10"> 

くparagraphid="st忍tute.1947・822.0080.0032"no=川〉

<sentence id="statute.1947-822.0080.0033">各議院の議長，副議長及び議員の事務補助
員は，給料として月額千百五十円を受ける。 </sentence>

</paragraph> 
</a此icle>

(後略)

図6 改正処理後のデータの様子(一部)
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SHIPプロジェクト DBプロトタイプ(2)

「個人情報保護と XSLTJ 

弁 護士小松 弘

ご紹介にあずかりました弁護士の小松でございます。

お手元のレジメに即して若干ご説明申し上げたあとで，システムのデモをお目にかける

ことができると思います。和田先生のシステムと違って大変単純なシステムです。

まず，刑事判決の地裁レベルの判決を素材にいたしまして，これにXMLのマークア

ップをします。 XMLの特徴として，文書の論理的な構造，いわゆる文書構造とスタイ

ル情報というものを分離することができるので，原本に近いデータを持っておいて，ア

クセスレベルによって異なる出力を出していくということが可能になるわけです。

「裁判書」については，例えば刑事判決ですと，刑事訴訟法の第335条で裁判書に

は何を書かなければいけないということが規定されておりまして，それに基づいて慣倒

的に判決書の書式というのが決まっています。

このシステムは，サーバーの側で判決書に含まれる個人情報を表示したりしなかった

りという制御をすることによってプライバシーを保護しようというものです。

先ほど，個人情報保護というのがひとつのネックになって文書公聞が進まないという

お話もありましたが，これは確かに自治体レベルなどでも，公開したいのだけど，個人

情報があるのでなかなか公開できないというようなものが多々あるわけです。こうした

ネックを技術的に回避するための手段として， XMLあるいはXSLといったものを使

っていこうということです。

大きな画面に出ないかもしれないので，興味のある方にはお昼休みにノートパソコン

の端末でお見せできると思います。そこいらへんで，あとで公開させていただきたいと

思います。

まず， XMLでやった場合にHTMLとかPDFでやった場合とどこが違うかといい

ますと， HTMLでは記述力が弱いということがありまして 1つの原本に対して異な

るアピアランスを持つHTMLをつくるというのは，大変手聞がかかります。 1つの原

本に対して，例えば研究目的の完全な原本，それから一般の商業誌に公開されるような

個人情報を仮名に伏せたもの，さらに刑事判決で公然張襲とか，そっちの関係になりま

すと， 1 8歳未満の方にはお見せできないような部分というのを伏せ字にする。そうい

ったアクセスレベルによって異なるアピアランスを出していくということをやろうとす

ると，データのメンテも大変です。 HTMLだけではちょっと力不足になります。

他方， PDFというのは，大変きれいな出力が出るのですが，これは情報の加工性と

いう点では，むしろ加工を妨げるほうの機能，つまり，コピーを禁止したり，印刷を禁

止したり，加工を禁止したりという，著作権保護の機能が大変優れているのですが，そ

の分加工性は劣るということになります。加工性という点にXMLの有利性があると思

います。

刑事判決については，法学部の方はご存じだと思いますが，当事者の名前，それから

場合によっては罪となるべき事実の中に，被害者の名前というのが当然出てくるわけで

す。その他の参考人とか共犯者の名前も出てきますし，全然関係のない第三者の方が，

たまたま事件の場所のそばにいたとか，目撃証言とか，そういった形で非常に機微な個

人情報が含まれてまいります。こうしたものについて，予めXMLの段階で，どの程度

のレベルの情報であるというタグ付けをしておくことによって，あとはサーバーサイド

で自動的にユーザーの認証に応じた出力をしていくことができるようになります。
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現在のところ，こうしたものをサーバーサイドで行う場合，日本語の処理というのが

大変ネックになっています。これはコンビュータの登場とともにず、っと問題になってき

ていながら，未だに全面的に解決していないという大問題で，例えばユニコードを使え

ば全部解決するかというと，やはりユニコードでもページ分けの問題があります。日本

のユニコードでは，円マークで金額を表示するということを行いますけれども，これが

韓国語のページになると，ウォンマークに化けてしまうというようなことがあります。

それから，サーバーサイドの処理速度の問題があります。あとでノートパソコン上で

お目にかけることができると思いますが，かなり速いんですけれども，ものによっては

だいぶ待たされる。インターネットですと 10秒以上は利用者が待ってくれないという

問題があるため，システム的に解決しなければなりません。

そのほか， XMLの場合，細かいタグ付けをしていって，そのタグの構造をコンピュ

ータで処理可能な形に直します。これに非常に大きなCPUパワーがとられます。予め

パースをした状態でデータベースに格納するための技術というのが，現在商用システム

で幾つかあるのですが，まだそれほど一般的ではありません。今後もう少し開発してい

かなければいけなくなるだろうと思います。作業的には，テキストにタグを付けるとい

うのがいちばん厄介なんですけれども， r判決書jの場合は書式がきれいに確立していま

すので，テキストファイルがあれば非常に高い確率で自動的なタグ付けができるように

なります。

これからお見せするシステムは，サーバーのほうでは大変簡単な JAVAのサーブレ

ツトを使っておりまして，試験的にインターネット上で，ごく限られた方々に公開した

ことがあります。こちらは単純なシステムなので，近い将来 SHIPのサーバーでご自由

にお使いいただけるようになると思います。

今日は WindowsNTが立ち上がっているのですが，立ち上がると同時にサーブレット

が起動します。そのサーブレットに対して，ローカlレのループパックモードでインター

ネット・エクスプローラーからアクセスするという仕掛けになっています。

こちらの図は，サーバーの簡単な仕組みです。データベースにテキストデータ，ある

いはXMLでタグ付けしたものが入る予定です。今1つしか入っていませんけれど 1
つしか入らないわけではないのです。ユーザーのアクセスレベルに応じたスタイルシー

トという書式設定のプログラムのようなものも入っています。ワープロのマクロや通常

のプログラムに比べると，大変簡単で、，これとこれをこういうふうに表示しろみたいな，

簡単な指示で書くことができます。

DTDというのがありますが これはタグの付け方に関する取り決めです。 DTDの

中に，どういうタグを，どういう構造で使いなさい，ということを決めておいて，これ

を参照しながら作っていきます。出来上がったものが，ちゃんと規約に則したものかど

うかというのは，コンビュータで自動的に判別することができます。

1つの判決の原本的なデータに対して， XS LTというんですが，これをかけて文書

のアピアランスを変換してやる。これはかなりドラスティックな変換ができます。

まず，判決書のXMLがどうなっているかというのをお見せします。これは有名なF
Lマスク事件というわいせつ物公然陳列事件の正犯の方の地裁判決です。裁判書につい

て，まず頭のほうに， HTMLでいえばヘッダーの部分のメタ情報で、すね，書誌的な情

報を入れていく。それから，本体がいわゆる判決文になります。この判決文については，

刑事訴訟法第335条と規則の第 56条などに書かなければいけないことというのが挙

げられておりますので，記載要件とほぼ 1対 1に対応したタグ付けをします。例えば，

判決書ですと，まず事件番号が来まして，それから表題で，これが判決ですということ

で「判決」と書いてあるわけですね。それから被告人を表示しないと話にならないとい

うことで，被告人はどうやって特定するかというと，本籍，住所，職業，氏名，年齢，
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これは刑事訴訟法規則では「年齢」となっているのですが，実際の判決書では， r何年何

月何日生」という表示になっています。

こうした判決書の書き方については，今のところは司法研修所というのがまだあるの

で，そちらに行くと，手引きというのがあって，何か月かこれぽっかりやらされて書式

を頭にたたき込むということになるのですが， XMLを使えば，エディターにマクロで

も仕込んでおけば，司法研修所もいらなくなっちゃうみたいな面が，ちょっと極端なお

話ですけど，なくはないわけです。

さて，判決書原本をデータベースに置いておくと，どういうまずいことがあるかとい

うと，まず，被告人を特定するに足る情報が入っていますから，この方の個人情報がイ

ンターネットでばら蒔かれる。特にこういう恥ずかしい犯罪ですと，ご親戚の方にも迷

惑がかかったりとか，プライパシーとか，基本的人権の問題とか，多々出るわけです。

ただ，研究者レベルでは，ほかに出さないというような，あるいはモラルというのが高

い方であれば，問題ないということで，こういうものをご提供申し上げるべき必要があ

るということがあります。

これに対して， XS LTというのはかなり技術的なものなので，ちょっとだけお見せ

することにしますが，ワープロの書式設定とプログラムの間の子みたいなものです。こ

れ自体も XMLの一種であるということで，こういうカギ、括弧で、囲ったややこしい書式

になるわけです。

XMLでマークアップした判決を見てみましょう。事件番号，表題，被告人，それか

ら前文が来て，判決ですから，当然主文が来ます。被告人は懲役何年に処すというよう

ないちばん大事なところが主文です。主文を言い忘れた，なんでいう例がときどき新聞

に出たりして笑い話になるのですが，主文があって，あと理由がなくてはいけない。罪

刑法定主義ですから，法律に基づいた判決でなければいけないということです。理由の

中には，罪となるべき事実というのがあって，それから証拠の標目というのがありまし

て，さらに適用された法律というのがある。法律に書いてない罪刑が適用されることは

ない，ということを保証するために，こうしたものが作られています。

それでは，研究者レベルで，先ほどのXMLに含まれていた文字情報全部を原本に近

い形で， しかも通常の判決の体裁で出すということをやってみます。これは予め作って

おいたわけではなくて，先ほどのXMLに，このXSLTというプログラムを噛ませて，

今処理しています。どのぐらいのスピードでできるかというと，普通のHTMLをサー

バーから呼び出すのとほぼ同じ，リアルタイムに近い形で処理ができています。色を付

けたところは個人情報であるから取り扱いに注意してくださいという意味で色を付けて

あります。

さらに事件が事件だけに， 1 8歳未満の方にはなかなかお見せできないような部分と

いうのがあるので，今日ここにおられるとまずいのですが，赤で、囲つであります。こう

いったものは予めリストを作っておいて 自動的にマークアップしていくということが

できます。

特に個人情報が集中する部分というのは，被告人の特定と関係当事者で、すね。共犯者

の名前とか，ここではすでに仮名になっていますから，特に問題ないのですけれども，

実際に検察庁などから原本を取り寄せて打ち込んだ場合には，こういったところに本当

の名前が入っちゃうということになります。

本当の名前を入れておきつつ，一般のユーザーにはどういうふうにお見せするかとい

うと，次です。これは同じXMLの文書データに対して， XS LTという先ほどの書式

設定のプログラムをちょっと変えるだけで，アピアランスの違うものをお見せできます。

例えば，本籍，住所は省略。これは通常の判例集に載っているような書式で伏せ字を使

っています。ただ，罪となるべき事実のところは， 1 8歳未満の方に本来お見せできな
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い部分もそのまま入っています。あるいは証拠で、すね。供述調書をとられた方について

はイニシャルにするというような形に変換できます。

1 8歳未満の人がこういうものを見るというのは，あまりないとは思うのですが，一

応こういうこともできるということで，デモですからお見せします。先ほどの“男女の

何とか及び何とか場面"みたいなところは，ちゃんとこうやって教育上よろしくない部

分に墨を塗ることができます。

さらに，この程度でしたら丹念に入手をかけていけばできるのですけれども，もっと

ドラスティックなことはできないかということで，この判決文テキスト，かなり量カ宝あ

りますけど，この中に登場する人間とその役割，仮名にした場合のイニシャルなどのリ

ストを作ってみます。このへんになるとプログラムを書くのは大変ですし，ワープロの

マクロでやろうなどということを考えると，とんでもないことになるのですが， XML 
を使うと非常に簡単なプログラムでできてしまいます。そのかわり，ちょっと処理に時

聞がかかります。 10秒ぐらい待っていただく必要があると思います。

出ましたね。先ほどの判決書のテキストデータにマークアップしたものをサーバーサ

イドでオン・ザ・フライで処理してやれば，こうしたリストが簡単にできます。

これ以外のリストも多々できます。たとえば，有価証券報告書という企業の証券取引

法に基づく企業データというのが，今現在，大蔵省で電子化を進めておられるようです

が，その場合，特定の業種の企業について特定の関係データを横断的に抽出するなどと

いうことも， XMLを使うと非常に簡単にできるわけです。加工性が格段に良くなった

ということを，ご覧いただけたと思います。

時間も過ぎておりますので，きょうはこれで終わらせていただきたいと思います。(拍

手)
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法情報DBの実演と説明 1

「法情報データベース~開発の考え方と今後の課題-J

第一法規出版株式会社

第一法規出版の石丸でございます。私どもの商品についてご紹介させていただくよう

な場をいただきまして，ありがとうございます。

画面には「法情報データベース~開発の考え方と今後の課題~J と題しておりますが，
時間も限られておりますので，私どものデータベース商品の基本的なものをご紹介させ

ていただき，特色といいますか，開発にあたってどういうところに配意をしたかという

ところを簡単にご説明して，そのうえでいちばんご覧になっていただきたいところを具

体的にご紹介させていただきます。そして最後に，今後どのように進めていきたいか考

えているところを簡単にお話させていただきたいと思います。

1.第一法規の法情報関係DB商品

まず，私どもの法情報関係データベース商品ですが， CD-ROMが中心です。まず，

法律関係のデータベースとして「電子版現行法規J，これは法律の総合的なデータベース

です。次に判例関係のデータベースとして「判例体系CD-ROMJ，それから文献その

ものではないのですが，文献の書誌情報，所在情報を整理いたしました「法律文献判例

情報CD-ROMJがございます。この 3つが総合的な，法律・判例・文献をトータル

に捉えて整理したデータベース商品です。

そのほかに，それらを基にしながら各分野ごとにデータベース商品を開発していって

いるところですが， I工業所有権法CD-ROMJがございます。あと以下の分野につき

ましては開発中というところです。

そのほかにインターネットを通じまして，法情報をご提供しております。まず，私ど

もの会社のホームページで，現行の法律に限りまして，条文まで見られるような状況を

つくっております。残念ながらご利用いただける方を，私どもの商品をご利用いただい

ている方に限っております。

そのほかに周辺の情報として，国会にどのような法案が提案されるのか，されている

のか，そしてどのように審議されているのかなどについて整理した「法案審議状況」と

いうものを提供しております。

ただ，これの足らざるところは，午前中，指宿先生等にもご指摘いただいているとこ

ろでありますが，緒についたところということでご理解いただければと思います。

これも午前中にご紹介いただいたところですが， gooの上で「ピジネス六法」と称し

まして，ビジネス関係の約 400件の法律ですが，その条文が簡単に検索ができるよう

になっております。

これが私どもの基本的なデータベース商品ですが，その他に，地方公共団体，県や市

町村の条例や規則等を，各市町村ごとにデータベース化した，例規データベースという

ものがございますが，カタログでのご紹介だけにさせていただきます。

それでは個別のものについて簡単にご説明させていただきたいと思います。

2.法律DBI現行法規総覧」

まず，法律関係のデータベースです。先ほど「電子版現行法規」と申しましたが，私
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どもには，現在，法として効力のある法令(現行法)を網羅して収録した出版物がござ

います。その「現行法規総覧jをCD-ROM化したものです。

私どもは法律出版社でございまして，法令集や判例集を発行しておりますが，これら

は，言うなれば紙のデータベースだと考えております。それらを基にデータの磁気化を

進め，社内データベースを構築し， CD-ROMを制作してきております。

簡単にどのようなものが収録されているのかと申し上げますと"法律扱い"と書いて

ありますが， ["太政官布告j等，法律として扱われているものを含めますと，法律が 1，900

件余。政令，省令等一一残念ながら告示は除いておりますけれどもーーを合わせ，約 8，000

件の法令を収録しております。

午前中のお話にもありましたが，法令集の編纂は，わが国では民間に委ねられており

まして，この「現行法規総覧」は日本の法典であると自負しているところであり，法令

として効力を有するものはすべて収録しております。

特色を挙げますと，書籍の分類をもとにしていろいろな検索ができるようにしており

ます。基本的には，法分野，行政の部門別の分類にしておりますが，それを本の目次と

同じような感覚で検索できるようにしております。当然ながらキーワードで検索できま

すが，ただ今の時点では，検索エンジンの機能に頼ったフリーワード検索です。

また，特色というよりも当然の工夫というべきだと思いますが，法令聞のリンクある

いは参照条文や改正の注記等が見られます。

特に申し上げたいのは，判例との相互リンクです。先ほど，当社は法令，判例，文献

等，総合的に法情報を保有しておることを申しましたが，有機的に結びつけて利用して

いただ、く機能の lつです。後ほど具体的にご覧いただきたいと思います。

3.判例DB["判例体系」

続きまして「判例体系CD-ROMJo["判例体系」は，日本の判例を総合的に編集し

た，わが国の唯一最大の判例集と思っておりますが，これをCD-ROM化したもので

す。明治以来の公刊された判例を網羅しており， 1 2万件が収録されております。そし

て，判決理由の中にいろいろな法律判断が出てまいりますが，これらを法学者，裁判官

の方々に独自に執筆，整理をしていただいております。いわゆる判例要旨ですが，これ

が27万件あります。

これらの情報が， ["体系検索J["キーワード検索」と書誌事項によって検索できます。

「判例体系」では，その名前のとおり，法条別の体系を設け，法律から判例が引けるよ

うに整理しておりますが，その体系をもとにした，本の目次と同じような検索が「体系

検索」です。

続いてキーワード検索。これは先ほど法律のほうでフリーワードによる検索と申しま

したが，これを私どもは，はっきり意識して分けております。今の検索エンジンは，検

索者が自由に語を指定すると，データの中に指定した語があるものをヲ|いてくる。それ

がフリーワード検索です。このフリーワード検索には，それゆえの長所と短所がありま

すが，それを人間の判断で補うものしてキーワードというものを考えております。

これらの検索方法と，先ほど法律のほうで申しましたが，法律とのリンク，そして網

羅し，独自に整理，収録した判例と判例要旨が， ["判例体系」の特色と言えると思います。

4.文献DBr法律判例文献情報」

続きまして「法律判例文献情報」です。これも研究者の先生方にはよくお使いいただ

いているのではないかと思います。法律関係の論文について，単行本，紀要，雑誌等を

122 



網羅して，その書誌情報，所在情報を整理しているものです。

スタートが 1981年で，それを遡ることが残念ながらまだ余力がなくてできておりませ

んが，それ以降の法律文献28万件を収録しております。年に l万 3，000件ずつぐらい

追加して蓄積していっております。

これらについて，法分野別の分類を基にした検索と，国立国会図書館や法学者の方々

にご協力いただいて付けているキーワードによる検索ができるようにいたしております。

5. DB商品開発のポイント

私どもの商品開発を考えていくうえでは， r法律Jr判例Jr文献J，これで法情報全般

が一応カバーできると思っておりますけれども，これをトータルに捉えた商品化という

ことを，第 Iに考えております。国会，行政庁，裁判所でも法情報のデータベース化等

が始まっておりますし，その提供もなされておりますが， トータルかつ横断的な法情報

の整理，提供を行うことが，これらとの違いを出せるところだとと思っています。

次に，小さな技術的なところはともかくとしまして，やはり「検索語」というものを

意識しております。先ほどフリーワードゆえの問題と申しました。例えば，フリーワー

ドによる法律データベースを「平和主義jと検索してみますと，憲法の前文も 9条もヒ

ットせず，検索結果Oとなってしまいます。

また一方で，検索語が存しさえすればヲ|いてきます。有意であろうとなかろうと引い

てきます。漏れはないけれども，不要な情報が多く存する可能性があります。

知識，経験に照らしてご利用される方が使いこなせば使いこなせるものだと思います

が，このような問題点に着目して，人間の判断を織り込んだキーワードを整備していき

たいと考えております。

判例のほうでは，ある部分実現できてはいるのですが，さらにそれをもっと高めて本

当の意味でのシソーラス 概念(語)聞の上位・下位の関係，類義・同義語の関係等

を整理したキーワードーーの整備を考えてながら，これからの開発に取り組んで、おりま

す。

〔実演〕

前置きが長くなりましたが，具体的な，基本的な検索の流れをご紹介させていただき

ます。まず「判例」のほうから。判例につきましては，画面にございますが， rキーワー

ド検索」と「体系検索」です。キーワードには要旨を中心にして整理したキーワードと，

本文のほうを中心にしたキーワー下がございますが，ここでは，要旨キーワード検索を

中心にしたキーワード検索をご紹介したいと思います。

書誌情報については，普通に考えられるものは付けておりまして，それらを組み合わ

せて検索することができます。まずキーワードとして，あまりここでは関係ないかもし

れませんが，株主総会も近いので，こういう語を選んでみました。「決議取消」。そして

単に「決議取消」だけですと，自治体の議会の問題とかが出てまいりますので，これに

さらに「株主Jを足してみます。

上のほうに30 1件と出てきています。これでもまだ内容を調べていくのには件数が

多すぎると思いますので， r最高裁jと，こうしますと，そのキーワードが付され，かっ

最高裁の判例が出てまいります。ここに出てまいりますのが「検索結果一覧」ですが，

判例ごとに法的な論点・争点を整理した要旨の一部が出てまいります。幾つかの中で，

例えば，一一これは打合せしたとおりなんですが，一一4番目を選びますと，要旨情報

詳細が出てまいります。これで，要旨を中心にしました判例の書誌情報が出てまいりま

す。最後のほうなんですが「判例評釈」。これ以外の論文もあるのですが，まだ整理が十
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分ではありませんので，判例評釈だけを文献の情報として付けております。

この中には，各要旨ごとに同ーの論点の要旨はどういうものがあるのかという関連要

旨，あるいはその判決の一審，二審，上下審関係，あるいは参照法令など，いろいろな

関連情報を整理して付けてあります。

時間の関係でこのあと本文のほうに飛んでみます。判決書の内容が見られるようにな

っています。

これが基本の流れで，細かいところにつきましては，お手元のパンフレットをご覧い

ただければと思います。また個別の商品につきましては，外のほうでご紹介しておりま

すので，ご確認いただければと思います。

次に「法律」のほう， r電子版現行法規Jをご覧いただきたいと思います。検索は「用

語検索Jr題名検索Jr目次検索」と大きく 3つに分けていますけれども，基本的には「用

語検索」と「目次検索」がよく使われると思います。

まず「用語検索」。用語検索につきましては，先ほどと同じで「決議」と「取消」を入

れて，具体的に検索する前に，その下の「法令区分jというところをご覧いただきます。

この法令区分により，法律の種類を限定して検索することができます。

次に「法令構造」。内容がわかりにくいかもしれませんが，法令の構成です。題名に始

まりまして，本則，附則，別表等，法令の構成要素に分けて検索することもできます。

あと「分野」です。憲法，国会に始まりまして，これは「現行法規総覧」の分野です。

また，その下の「公布年月日」により，法令の公布の時期を限定して検索することもで

きます。これらは当然に組み合わせは可能です。

では， r決議」と「取消」で検索をします。下のほうに「検索結果Jが出てまいりまし

て，この件数が満足のいくものであれば，それでよし。ダメであれば条件をさらに追加

する。あるいは，その結果同士を組み合わせて絞り込んでいくことができます。まずこ

れで見ますと，参議院規則に始まりまして 200数件出てきております。先ほどと同じ

ように商法を選んでみます。

ここで「検索結果」の件数に関してなんですが，話が前後して申し訳ありませんが，

私どもでは，法律のデータベースでは，データを 1法令の中の l文，内部では「段落」

と称しておりますが，段落ごとに管理しております。ですから，検索も段落ごとにでき

るのですが，この商品の上では項単位または法令単位で検索ができるようにしておりま

す。これは項単位の検索結果であります。

商法の 247条1項。こうしますと左側に法律の目次が，右側にそれに該当する条文

が出てまいります。 247条 1項という形で，こういうふうになります。ちなみに，法

律と判例のリンクと申しましたが，特に有用なのは，法律を検索しながら判例を見られ

ることではないか。例えば，ここで商法247条のところで，これを参照条文とする判

例がありますと，右上のほうのアイコンが光る。これをクリックいたしますと，商法2
4 7条で検索をした検索結果の一覧が出てまいります。これによりまして 247条の判

例はどういうものがあったのか。先ほどの作為的に選んだ判例などを含んだものが出て

まいります。

これで先ほどの判例の流れと同じように，判決の要旨を見，本文を見たあと，また法

律のほうに戻ることになりますが，法律の条文と判例の両方を対比しながら見ることは，

もちろんできます。

続いて「目次検索」を簡単にご紹介します。

目次を聞きますと，左側に大きな印刷が出てまいります。憲法，国会から，外事，

条約という「現行法規総覧」の目次をもったきたものですが，特にキーワードで調べな

くても，法律の分類が分かつておれば，すぐこれで見ることができます。

先ほどの商法ですと「民事法編jを聞きますと，民事法の中の構成がツリー状に見ら
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れるようになっています。 2章の「商法」を見ますと，商法以下それに登載されている

法令が出てまいります。後の流れは，先ほどと同じです。商法の目次が左で，右側に題

名以下，沿革，目次，本則等が出てきます。

もう一つ，同じ「目次検索Jですが，前後して申し訳ないのですが， 1判例」のほうも

ぜひご覧いただきたいので…。「判例体系」の書籍をご利用いただいている方はご存じか

と思いますが， 3 6の法編に分かれております。商法の判例をお探しになりたい場合は

「商法」を選んでいただきます。そういたしますと，法条をもとにした分類体系が出て

まいります。そして，その左のほうを見ていきますと…，例えば247条を見ますと，

247条の株主総会の決議取消に関する具体的な分類項目が出てまいります。そして，

分類項目を参考にしながら必要な判例をご覧いただくというような形です。

以上であります。お話が前後したりいたしましたけれども，基本的には， 1法律J1判
例J，まだ「文献」については十分ではないのですが，この3つを，総合というのでしょ

うか，統合というのでしょうか，一元的に検索ができる商品の開発を目指したいと思っ

ておりますK。そして，その鍵は，キーワードの総合的な整備，シソーラス化であると

考えております。

あとのパネルデイスカッションの話につながるかもしれませんけど，お手元に配った

ものに書いておりますので，ちょっとお話をさせていただきます。現在，インターネッ

トを通じて固から法情報が提供されてきておりますけれども，旧来，紙が中心だったと

きの法情報の提供の仕組みの中で実現してきたことをそのまま実現しようとしているの

が現状ではないかと思います。提供の仕組みが変わってきているわけですから，提供内

容・方式を変える，そういうところに踏み込んで考えるべきではないかと，そんなふう

に思っています。

一例を挙げますと，いま法律の改正は「一部改正方式」であり，改正文が「官報」で

公布されるだけであります。ですから，元の法令が分かつてなければ，一部改正法を見

ても，改正内容や改正後の条文が分かるということは，ほとんどないと思います。一部

改正方式というのは， ドイツ，フランスですか，そちらの制度を取り込んで、きて現在に

至っているもので，内閣法制局の方々にお伺いしても，それを前提にいろいろなことの

お考えでありますし，地方自治体の方々も同様であります。実際の法令の改正作業を伺

いますと，改正前の条文と改正後の条文を作ったあとで，一部改正の改正文を作るとい

うようなお話であります。これを変えるなど考えたこともないとのお話です。

一部改正方式の利点はあるとは思うのですが，改正方式を変え，改正後文を公布する

というようなことも考えていってもいいのではないか。そうなりますと，私どもの法令

集の編集のあり様に影響してまいりますが，そういうようなことを考えております。そ

ういうことを含めまして，こういう法情報の提供の多くの部分が民間に委ねられている

のが現状でありますが，改めて官・民，そして学の先生方が一体となって検討にとりく

んでもいいのではないのではないでしょうか。

これは当たってないかもしれませんが，官の聞は縦割りで，なかなか共同しでできな

い。学の中も，そうなんではないかというような気もいたします。午前中のお話をお伺

いしておりましでも，それぞれご研究をしておられますけど，共同してできれば，より

よい法情報の提供が実現できるのではないで、しょうか。

官・学と申しましたが，それより難しいのは，営利を中心に考えておる民，我々出版

社ではないかと思っております。ですから，民同士の共同。単に競争ではなくて，共同

する部分と競争する部分，そんなことを考えなければいけないのではないか。そんなふ

うに思っております。

以上で報告を終わらせていただきます。(拍手)
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法情報DBの実演と説明2

「判例masterJ

新日本法規株式会社

始めさせていただきます。本日は，弊社をお招きいただきまして誠にありがとうござ

います。ご紹介いただきました「判例MASTERJのご説明をいたします。

まず，判例JMASTERの特徴についてご説明いたします。収録内容では， 3 0種類

以上に及ぶ国内の主要な法律雑誌に掲載されております判例をデータベース化しており

ます。全分野，全審級の 10万件以上の判例の要約と詳細な書誌情報を 1枚のCD-R

OMに収めております。最高裁判例を中心に重要判例につきましては，主文と理由全文

の収録をしております。今後，さらに充実を図ってまいります。

対応機種といたしましては，判例検索システムとしては初めて Windows版と

Macintosh版両用のハイブリット版を採用しております。 CD-ROMの中に両方のソ

フトが入っておりますので，事務所に Windows，ご自宅に Macintosh等がある場合，

一枚の「判例JMASTERJのCD-ROMをセットするだけで，両方ご利用いただけ

るということになっております。

検索機能といたしましては，検索された判例の審級関係や，関係判例，引用判例など，

幅広く判例を追跡できる機能を装備いたしました。上告審や下級審の判例等の参照が可

能になります。これにより類鉱判例を調べるため，今までいろいろな法律雑誌を当たっ

ていただ、いております作業が半減いたします。

最後に，ユーザーの利便性を最優先に考え，判例要旨，書誌情報，全文等のダウンロ

ードが無制限にできるようになっております。準備書文や論文などにそのままご利用い

ただくことができます。また，和数字に変換して保存できますので，ワープロソフト等

で縦書きで見栄えよく印刷させることもできます。

次に，キーワードの構造について説明いたします。

検索キーワードとしては，法律用語から一般用語まで約8万語をご用意しております。

キーワードは「抽出キーワード」と「仮想キーワード」を用意しております。判例要旨，

事件名，参照条文，出典，評釈，評釈者などの用語を，抽出キーワードとして採用して

おります。また，仮想キーワードにつきましては，抽出キーワードにない用語を，その

各々の判例に付加させております。参照キーワード，分類キーワード，同意語処理，シ

ソーラス機能が挙げられます。

それでは，その中でシソーラス機能についてご説明いたします。シソーラス機能とは，

同意語，類義語，関連語から，用語の上位関係，下位関係を関連づけたものです。上位

概念の「疾病」という言葉を入力すれば，下位概念の心身障害，言語障害や，その下位

概念であります身体障害，失語症等のキーワードが全て自動的に検索の対象となります。

下位概念のキーワードを追加して検索結果を広げて検索していただくという必要はござ

いません。

〔実演〕

それでは，具体的に「判例MASTERJのデモンストレーションをさせていただき

ます。

実際に今ご覧いただいておりますのは「複合検索画面jと呼ばれるものになっており

ます。判決年月日，法令名，キーワードから検索できます。入力欄が縦と横に並んでお

ります。縦にキーワード，あるいは法令名を入れていただきますと，自動的に IAND
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条件jが設定されます。横に並べますと，OR条件」が設定されます。また，キーワー

ド欄と法令名の左横にありますチェックボックスをクリックいたしますと，そのキーワ

ード，法令名を外すという，NOT条件」の設定ができます。

例えば，こちらで医療過誤の判例で，看護婦が注射をした際の事例といったものでご

説明をいたします。「医療過誤Jと入力いたしまして Enterを押すことによりまして，

漢字に変換いたします。判例MASTERは，独自の漢字辞書を持っております。ここ

で漢字に変換されなければ，その用語はキーワードとして登録されていないということ

になります。つまり，この時点で，そのキーワードの判例があるかどうかが分かる仕組

みになっております。「医療過誤」の下に「看護婦J，あるいはその下の「注射」と入れ

てみます。「チュウシャJの場合は，同音異義語がこのように出てまいりまして，上の注

射器の「注射」を選択していただくということになります。これで「医療過誤J，看護婦」

「注射」という条件が設定されます。ここで検索アイコンをクリックいたしますと，検

索結果が18件と出てまいります。この時点で「一覧」というアイコンをクリックいた

しますと，判決年月日，裁判所名，判示事項といったものが一覧でご覧いただけます。

この時点で「要旨」へというアイコンがございますので，これをクリックいたしますと，

今一覧でご覧いただいた内容を具体的に一件ずつ見ていただくということになります。

内容といたしましては，裁判所名，判決日付，事件番号，事件名，参照条文，出典，評

釈情報等が出てまいります。

判例JMAS TE Rは，基本的に判例の要約情報を収録しておりますが，最高裁判例及

び重要判例につきましては，全文を登載しております。上のほうに「全文」というアイ

コンがございまして，ここをクリックいたしますと， ，主文J，理由」というものがご覧

いただけます。

次に， ，全文jの横に「キーノート」というアイコンがございます。ここをクリックい

たしますと，裁判結果ですとか，関連判例，裁判官名が参照できます。こちらにありま

す裁判官名もキーワードになっておりますので，裁判官名で検索をしていただくことが

できるようになっております。

次に，類似判例というのが出てまいりますが，これを見てみたいという場合， I全文」
の横に「関連」というアイコンがございます。ここをクリックいたしますと，一覧形式

で関連判例がご覧いただけます。同じように「要旨」というアイコンをクリックいたし

ますと，その関連判例jの具体的な内容がご覧いただけるということになります。

次に，検索をしていただきまして，その内容をフロッビーディスク，ハードディスク

等に保存していただく，あるいはプリントアウトをしていただくということができます。

こちらのフロッピーディスクのアイコンをクリックいたしますと， ドライブとかファイ

ル名を指定いただきまして，このように保存していだくことができます。最初に述べま

したように，保存形式というのが右の中程にございますが，漢数字の変換をすると，こ

こをチェックをかけますと，数字を漢数字に変換して保存させることができます。縦書

きで見栄えよく印刷していただけるということになります。

次に，判例JMASTERの機能で，キーワード‘の参照機能についてご説明いたします。

ストレス障害でありますPTSDについての判例を調べたいという場合です。ご覧いた

だいて分かりますように， ，p Jと入れていただきまして，下のほうに「参照8番」とご

ざいますが， ，参照」を押していただきますと，頭に IPJの付くキーワードの一覧がこ

のように出てまいります。こちらのほうから IPT S DJという用語を拾いまして検索

をいたしましたすと，このように 2件出てくるという形になります。

次に，先ほど述べましたシソーラス機能について実際に見ていただこうと思います。

例えば， Iスポーッ」と「死亡」という用語を入れます。これで検索をいたしますと 14 

9件出てまいりますが，実際見ていただきますと，こちらの判例は，スキーヤーがスキ
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一場合で転倒した際に死亡してしまった事例。こちらの文中には「スポーツjという言

葉は使われておりませんが，私どものシソーラス機能を使いまして，このような形で検

索をしてくるという形になります。

最後に，判例JMASTE Rは，判例要旨を中心にしたデータベース・ソフトですが，

判例の全文が収録されていない場合，全文をファックス及び郵送でお送りするコピーサ

ーピスもしております。また，判例JMASTERは，年2回更新版が発行されます。次

の更新版までのタイムラグを埋めるために， NIFTY -Serve上で毎週 l回，最新の判例の

速報情報を流しております。併せてご覧いただくということもできるようになっており

ます。

短いですが，これで終了させていただきます。本日は，どうもご清聴ありがとうござ

いました。(拍手)
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法情報DBの実演と説明3

「判例タイムズDVD-電子復刻版j

株式会社判例タイムズ社(株式会社EOC)

EOCの菅原と申します。よろしくお願いいたします。

セッテイングのほうにもう少し時聞がかかりそうですので，お待ちいただければと思い

ます。

その前に，このあとお手元のレジメに沿ってまずご案内させていただきたいと思ってお

ります。「判例タイムズDVDJというクリーム色の封筒です。こちらに入っているレジ

メでご説明させていただきたいと思いますので，もしお手元にない方いらっしゃいまし

たら，いま当社スタップのほう回っておりますので，ぜひお受け取りいただければと思

います。

お待たせいたしました。改めまして， EOCの菅原と申します。本日は， I判例タイム

ズDVDー電子復刻版」の説明の場を設けていただきまして，ありがとうございます。

当社， EOCという会社ですけれども，このタイムズの電子復刻版に関しましてはソ

フトウエアの開発及び販売のほうをやらせていただいておりますので，本日は，当社の

ほうからご説明のほうをさせていただきます。

ご説明のほうは，お手元にご、ざいます「判例タイムズDVDJの資料に中の白いレジ

メに沿いましてさせていただきたいと思いますので，恐れ入りますがお手元のほうにご

用意いただければと思います。

「判例タイムズDVDー電子復刻版Jということで，こちらのソフトウエアは創刊号

から 1，000号までの全頁，約 25万頁，広告を除く全頁になりますけども，こちらのほ

うをDVD-ROMのほうへ全て収録させていただきました。データのほうは， DVD 
-ROMで6枚組という形になっております。

次の頁 1頁目をめくっていただけばと思います。判例タイムズのほうは，もちろん

判例だけ登載しておるわけではございませんので，判例，解説，論文，記事，これ約 1

O万件を DVDのほうに収録させていただいております。もちろん必要な情報を簡単に

素早く検索していただけるようにさせていただいているだけではございませんで，書籍

で、は不可能だった複数号にまたがる関連情報へのアクセスといったものも実現可能な形

にさせていただきましたO

2頁目です。本製品の「特徴」ということで，先ほどもお話ましたように創刊号から

1，000号まで，こちらの全頁をDVDのほうに収録させていただいております。

画面のほうは， PDFファイルを採用させていただいておりますので，書面のとおり，

本のとおり 100%ご覧いただける形になっております。 PDFファイルですので，印

刷していただいたものは，もちろん本のまま，本のコピーがそのまま出てくる感覚とい

う形でご利用いただけます。単に 1，000号までの頁を収録したということではございま

せんで，独自の高速全文検索を実現しております。画像データのほかに，裏側にはテキ

ストデータベース全部動いておりますので，判例の本文及び最初の囲み，解説の部分で

すね，こちらのほうを全文検索して漏れのない検索を実現しております。検索のほうも，

検索用のCD-ROMというのをご用意させていただいておりますので， 1，000冊まとめ

て串刺し検索していただける。それから，情報追跡機能といたしまして，審級関係，論

文ですとか引用判例，こういったものも簡単にボタン lつでご覧いただけるようになっ

ております。
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3頁目ですけれども， iこんな方におすすめします」と書いてございますけれども，も

ちろん 2番目にありますような省スペースということはございますけれども，今までの

判例のデータベース等ですと，どうしてもテキストベースのデータベース，しかも判例

が収録されているということで，たとえ判例タイムズの登載判例が全件入っていたとし

ましでも，タイムズのほうはもちろん記事，論文入っておりますし，解説もございます。

それから交通事故ですとか登録商標の問題などでしたら図表関係が入っております。そ

ういったものが今までのものですと，ご覧いただけなかった。そうしますと，本を捨て

るとか，どこかにやるということも難しかったわけですけれども，今度の「電子復刻版J
のほうに関しましては，全頁収録させていただいておりますので，もう本がいらないと

いう牙芸でご利用いただけるようになっております。

次に4頁目です。「フリーキーワードによる漏れのない検索を実現」ということで，判

例の本文，それから解説の部分，こちらのほうは固定キーワードの方式ではございませ

ん。全文フルテキストから自動的に検索するという形をとらせていただいております。

次に 5頁目ですけれども，検索結果の一覧表示の画面で，判例の概要をご覧いただけ

ますように， i判示事項」が簡単にご覧いただける形になりました。そのことによって，

まだまだ確かに法情報をコンビュータで探すということは便利だけれども，実際に中身

を見る場合にはディスプレー上ではなくて，紙ベースでご覧になりたいという方もいら

っしゃいますけれども，判示事項がご覧いただけることによって，この一覧の画面から

直接本文の印刷といった機能も付けさせていただいておりますので，短時間で本文を入

手して中身をご覧いただくということもできるようになっております。

6頁目です。 PDFファイルの採用によりまして，紙面と全く同様の詳細画面を実現

しています。もちろん判例タイムズの判例のほうの最初の囲みの部分，こちらもご覧い

ただけますし，本文のほうに傍線がふられていることもございます。それから，先ほど

もちょっとお話ました図表関係ですね。登録商標の問題などでしたら，図表がないと中

身が何だか分からないということがございますけれども，こちらのほうも全部そのまま

ご覧いただけるという形になります。

7頁目ですが，こちらのほうが最大の今回の「復刻版」の特徴になります。複数号に

またがった関連情報を瞬時に表示できるということで，判例のほうを検索していただい

て，判例の本文もちろんご覧いただけます。そこから審級関係，上告審，下級審の判例

をボ、タン一つで中身をご覧いただけます。それに関する論文，もちろんこれはタイムズ

の復刻版ですから，タイムズの中でその判例に関係する論文があれば，その論文に簡単

に飛べるようになっております。さらに，その文論の中で引用されている判例に関しで

も全部紐付けをさせていただきましたので，論文から引用の判例のほうにもご覧いただ

けるという形になっております。

8頁目のほうは， i便利な機能満載」ということで，デジタル情報に全部してしまいま

すと，検索できて便利な部分もございますけれども，本の感覚ですね，アナログの感覚

でご覧いただいたほうが便利なことも多いということで，アナログ感覚も付けさせてい

ただきました。 1つは，何号の本が見たいということであれば，その号の表紙が出てま

いります。そして l頁ずっぺらぺらめくってご覧いただくこともできますし，本を普通

ご覧いただく場合は，おそらく目次をご覧いただいて，その目次の中で，この判例を見

てみようとか，この論文を見てみようということになると思いますけれども，その目次

も収録させていただいております。目次からご覧になりたい判例，論文に即飛びますの

で，それをご覧いただいて，それの関係判例ですとか，引用判例のほうにまた飛んでい

ただくという形でご利用いただけるようになっております。

特徴といたしましては，そういったところになりますので，あとは実物のほうでご覧

いただければと思います。
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〔実演〕

画面のほうは，判例タイムズの電子復刻版の「検索条件」入力画面というのが出てお

りますけれども，この画面が「判例」を探していただくときの画面になります。もちろ

ん，タイムズのほうは，判例の収録だけではございませんので， I記事JI論文」を探し

たいという場合には，記事，論文の検索画面をご用意させていただいております。記事

に関しては，タイトルから探すか，号，頁とか，著者の方のお名前・肩書，それから何

年ぐらいの論文が見たいといったような角度から探していただけます。

では，サンプルとしてワンパターンを試させていただければと思います。例えば，交

通事故関係の判例で，自動車保険に関係するような判例はないだろうかと入れていただ

いて，検索とやっていただければ，これで該当の判例のタイトルの一覧がご覧いただけ

ます。マウスのカーソルを「判例」のタイトルに合わせていただきますと，画面のいち

ばん下をご注目いただければと思います。その判例の「判示事項」がご覧いただけるよ

うになっております。これで，どの判例を見たいかというのを選んでいただけばけっこ

うです。

例えば，このへんの判例を見てみようということであれば，選択してほ斡田jとやっ

ていただきますと，これで本のまま該当の頁全体がまず表示されるようになっておりま

す。もちろんこれでは中身を読んで、いただくわけにいかないものですから，こちらに「読

む」というボタンがございますので，これを押していただきますと，画面が拡大されま

す。これで判例の中身のほうをそのままご覧いただけるようになっております。ご覧い

ただいているように，紙面がそのまま表示されておりますので，いま出ている解説の部

分ですとか，傍線等もそのままご覧いただけるようになっております。

あとは，この判例をご覧いただいて，この情報追跡をしよう。例えばこれに審級がな

いだろうか，関係の論文はないだろうかということになりますけれども，その場合は，

右上の「目次」というボタンを押していただければけっこうです。現在表示している号

の目次が出てまいります。いま表示しているのは，いちばん下の判例になりまして，そ

の左側へ「審級」と「論文」というボタンが表示されております。ボタンがあれば，該

当のデータがあるということで，例えば「審級」のほうですと，この判例。いまご覧い

ただいているのは最高裁の判例でしたけれども，神戸地裁から大阪高裁，それで、最高裁

へ行ったと。じゃ，この判例の中身を実際見てみよう。これで一審ですかね，神戸地裁

の判例の該当の頁へ飛んで、まいります。先ほどのが最高裁の判例が890何号ぐらいだ

ったと思いますけれども，いまご覧いただいているのが768号に登載されている判例

ということで，号をまたがって中身をご覧いただけます。

この判例に関して関係の論文はないだろうかということになりますと， I目次」という

ボタンから，今度は「論文」というほうを選んでいただきますと，論文が2件あるよと。

その論文の中身を出してくれというと，今度は 919号に登載されております論文の中

身がご覧いただけるようになっております。

さらにまた「目次」とやっていただきますと，いまこの論文が出ているよと。その論

文の左に「判例Jというボタンが今度ございますので， I判例jというのを押していただ、

くと，今度は，その論文の中に引用されている判例の一覧が出てまいります。その判例

の中身を出せというと，また中身が出てくる。ちょうどたまたまこれはぐるっと一周し

ていちばん最初の最高裁の判例へ戻ってきておりますけれども，こういった形で，一つ

の判例から論文や審級をたどって，法情報のサーフィンをやっていだけるという形にな

っております。

「判例タイムズ」の電子復刻販のソフトの機能として主だ、ったところは，いまご案内

させていただいた形です。確かに創刊号から 1，000号まで全部登載させていただきまし

たけれども，単に登載した，本を集めたというのとは違いまして，万が一本を 1，000千
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冊集めてもできないこと。こういった情報のリンクということは，本ではできない部分

になりますので，そのへん便利にご利用いただけるようにさせていただきました。

今回の一つのテーマにもなってます，私どものように商業ベースのデータベースがこ

れからどういう方向へ行かなければいけないかというものの一つの方向として，こうい

った判例そのものの提供ではなくて，それに論文等の付加情報，付加価値を付けて提供

していきたいというふうには考えております。「判例タイムズ」の電子復刻版を核にさら

に付加価値，付加情報を追加していって，皆様に便利にご利用いただけるシステムにし

ていきたいと考えております。

それの一つの現れとしまして，今回こちらの「補足版」のDVDというものを新しく

リリースさせていただきます。こちらのほうは 私ども EOCという会社のほうで作ら

せていただいているソフトでございまして，主要法律雑誌の判例時報さんですとか，商

事ホームズさん，商事ホーム時報さん，金融商事さん，そういったところに登載されて，

なおかつ判例タイムズのほうに登載されなかった判例，そちらのほうを「補足版ーDV

DJ ということで別のDVD-ROMでご提供のほうさせていただきます。そうなりま

すと，それと判例タイムズの電子復刻版と両方使っていただければ，主要法律雑誌に載

っている判例は全てケアできるという形になります。

実際はどういう形になっているかと申しますと，判例タイムの電子復刻版と一体とな

ってご利用いただくようになっております。これは先ほどの検索結果の一覧でございま

すけれども，この上のところに「補足版」というボタンがございます。その右隣に 36 
件と件数が出ておりますけれども，これは補足版のDVD-ROMのほうにも同時に検

索をしておりまして，そちらのほうには該当の判例が36件あるよという形になります。

ですから判例タイムズのほうではなくて， 1補足版」の情報を見たいという場合には，こ

のまま「補足版」というボ、タンを押していただきますと，今度は補足版の検索結果の一

覧に切り替わります。見たいものを選んでいただいて「詳細Jとやっていただきますと，

こちらも PDFファイルを使った4段組の表示になるようになっております。

ただ，この「補足版」のほうの 4段組に関しましては，当社のほうで独自に段組みを

したものでず。あくまでも主要法律雑誌に掲載された判例，そちらのほうを収録させて

いただいたという形になります。

この判例にはなくて残念なんですけれども，左上の「図表」というボタンがグレーに

なってます。分かりにくく申し訳ございません。各判例の，先ほどもお話ている交通事

故とか，登録商標，知的財産権の問題ですね，ああいう判例に関しては必ず図がないと

本文だけでは理解できないということで，補足版に関しましでも図表に関しては登載さ

せていただいておりますので，はこのボタンを押していただくとそちらのほうもご覧い

ただけるようになっております。

こういった形で『判例タイムズ』の電子復刻版。ちょっと判例のデータベースとはイ

メージが違いますけれども，これを核にいろいろ付加価値を付けていきたいと考えてお

ります。

ご説明のほうは以上で終わらせていただきます。(拍手)

〈司会〉どうもありがとうございました。

質問を 1件よろしいでしょうか。冊子版の『判例タイムズ』は，今後電子媒体とどう

いうふうにリンクしていくのでしょうか。本体のほうですね。本のほうです。

〈菅原〉あくまでも判例のデータベースという感覚よりは，復刻版の感覚ですので，今

回のもので 1，000号まで、入っています。そのあとのリリースに関しては，今のところ 3

年後に「追録版jを予定してまして，それまでは基本的には本を買ってくださいという

話です。

〈司会〉ありがとうございました。

132 



法情報DBの実演と説明4

fLEX/DBJ 

株式会社TKC

TKCの大友でございます。本日は，レジュメと資料を用意しております。最初に，

パワーポイントで説明させていただき，その後で， TKC法律情報データベース rLE 
X/DBインターネット」のご紹介をさせていただきますので，よろしくお願い致しま

す。

まず初めに， rLEX/DBインターネット」を説明する前に， TKCはどのような業

務分野の仕事をしているか，若干ご紹介申し上げたいと思います。

私どもは，会計事務所と地方公共団体の二つの分野に専門特化した情報サービスを行

っております。会計事務所の分野では会員制のサーピスを行っており，現在の会員数は，

全国で 8，000事務所がございまして，会員事務所を経由して関与先企業約 55万社

の財務計算，税務申告，給料計算等のASP業務を行っております。

もう一つの分野であります，地方公共団体事業分野では，全国約40 0団体から，情

報処理と情報提供サーピス，そして，クライアントサーバシステムを提供させていただ

いております。現在全国で約3000の地方公共団体がございますから，その数からし

ますと，約 l割強の団体のサービスをさせていただ、いていることになります。

このように， TKCは二つの分野に専門特化しているわけですが，このこの分野とも

法律に深く関わっているサーピスです。会計事務所については，法人税，消費税といっ

た税法，地方公共団体は，法律に基づく行政事務ですので，このパックボーンとして，

法律的な面をしっかり押さえるため，また，実務家が的確な業務を行うことができるよ

うにするためのデータベースを開発しようということで，昭和 60年4月に， TKC法

律情報データベース rLEX/DBJが誕生したわけです。

私どものTKCの特徴的なマーケテイングは，ユーザと当社が一体となって，システ

ムやサーピスを開発し，推進すると言う点でございます。ここが，非常に特徴的な点で

ございます。会計事務所分野につきましては， TKC全国会というユーザ、会を組織して

おりまして，全国 20ブロックに分けた地域会で構成されています。この会員の組織で

専門委員会を設け，システム開発や研修，業務開発，普及促進等の活動しております。

法律情報データベースを担当する私くしどもの部門は，まだこのような会員組織はござ

いませんが，将来そういう方向を実現したいと願っているところでございます。

ここで，このTKC全国会の最近の活動について，若干ご紹介申し上げたいことがあ

ります。それは， rTKCふるさと求人情報」でございます。今，大学生4年生の皆さ

んは就職活動が大変でありまして，現時点では，大手企業の採用活動が，だ、いたい終っ

たように思います。これからは，中堅企業に向けた活動や，故郷に戻り就職したいとい

う学生も出てくるかと思いますが，この就職活動をTKC全国会が支援しようとするも

のす。特に中小企業にとりましては，いま優秀な人材をとるチャンスですので，学生と

中小企業の仲立ちをするWebサイトを立ち上げたものです。これは無料でございます。

掲載も利用も仲介も一切無料で提供するということで，来月から正式にスタートします。

今月は，テストを開始しておりまして，現在3千企業ほと守が載っております。来月まで，

10，000企業を目標に掲載するよう， TKC全国会の会員会計事務所が，ボランテ

イアで推進しております。先生方が大学に戻りまして，学生さんから相談がありました

ら，是非ともこのサイトを見るようにアドバイスしてくださいますよう，よろしくお願

い致します。
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さて，前置きが長くなりましたが， iLEX/DBインターネットjにつきまして，ご

説明させていただきたいと思います。はじめに， TKC法律情報データベース iLEX
/DBJ誕生の経緯をご紹介いたします。 iLEX/DBJの開発は，さきほど少し説

明させていただきましたように， TKC全国会活動の中で，昭和49年頃に，税務会計

業務のパックボーンとしで|青報を蓄積したデータパンクを作りたい，とう声が高まりま

した。当時は，データパンクという呼び方で，非常に期待を込めた呼び方をしていたも

ので，そのサーピスの実現のため，様々な調査を行っていました。昭和 50年後半頃に，

やっとコンピュータも日本語処理が開発され，漢字での出力が可能になってきました。

そのときから，まずデータベースの検索システムを開発するとともに，昭和 59年7月

に，第一法規さんと提携させていただきまして，判例情報，書誌情報などの基礎情報を

提供いただくということになり，税務判決データの制作を開始しました。そして，昭和

60年の 4月より，まず税務に関するデータベースからサーピスを開始ししました。その

後，第一法規さんとは，今日までお付き合いが続いております。

そして昭和 60年4月，ちょうど第二種電気通信事業の自由化がありまして， VAN 
サーピス「付加価値通信網サーピスJが可能になりました。私どもでは，独自のTKC
-VIPネットというネットワークを立ち上げて，オンラインサービスを開始ししたも

のです。 サーピスの開始時は，税法だけでしたが，会計事務所の業務は多岐にわたり

ますので，全てはカバーしきれません。当然，会社法とか民法であるとかが関連します

ので，民事・行政事件判例のすべてを収録する方針で，データの収録範囲を広げたわけ

です。現在では，全法律分野の収録を行っています。その後，平成2年10月に，日経

テレコンにゲートウェイをし，平成 3年7月にCD-ROMパッケージサービスを開始

しました。それから，平成 3年 10月に，今日発表あるかと思いますけれど， G-Search 

さんにもゲートウェイさせていただきました。平成5年には，税務判決と国税不服審判

所の裁決事例を収録したCD-ROM版のサービスを開始ししました。それから，今年

サービスを中止し撤退の方向でありますけれども，平成6年に PC-VANに接続を開始し，

そして，昨年の 10月に iLEX/DBインターネット」サーピスを開始したというこ

とであります。

それでは iLEX/DBJの開発ポリシーをご紹介いたします。 5点ございます。ま

ず最初は，フルテキスト型のデータベースということであります。データベースの開発

を検討した当時，各国のデータベース事情を調査しました。ドイツにDATEV(ダー

テフ)という世界最大の情報センターがあるのですが， TKCはここと業務提携をして

いまして，データベースシステムとサービスの状況を調査しました。この結果，欧米で

のデータベースはフルテキスト型が主流でしたので，開発コストは掛かりますが，将来

を見据えて，フルテキストでデータを収録する方針としました。書誌情報としては，審

級関係，判旨事項，上訴等。判例全文では図表も含めた情報を，完全なフルテキストで

データベースにしたと言うことです。

2番目は，情報の網羅性についてです。明治8年から直近月まで 120年間に公開さ

れた判例と関連情報を収録しようということです。まだ 100パーセントではありませ

んが，ほほ当初の計画は収録しています。さらに，現在も努力しているところです。

そして， 3番目は速報性の確保ということです。判例は毎日出ているわけでして，毎

週データを追加登録しております。現在では公表されてから 1ヶ月で収録しているの

が現状です。また，新聞報道された判例につきましては，事件の当事者に直接当たりま

して入手しています。最近は当事者も協力的です。こうして入手した判例データは話題

性がありますので，特急で処理していまして，入手してから 1週間ぐらいでデータアッ

プしております。

4番目は，プライパシーの保護に関してでございます。これは，昨日からのシンポジ
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ウムのテーマに出ていましたが. rLEX/DBJでは，当事者の名前は入っています

が，当事者名での検索はできないようにしています。最初からこの方針で、行っておりま

す。ただし，知的財産権判例につきましては，プライパシー問題は少ないと判断し，今

年の 7月中旬頃をめどに，会社名と商品名について，検索が可能にするよう現在準備し

ているところです。また，特に，刑事判例，税務関係の刑事判例につきましては，当事

者名の匿名化が完了しております。この辺のプライパシーへの配慮をしていきませんと，

さきほどの午前中の講演にありましたけれども，自分の身内が当事者となっていた場合

など，知られたくない情報が，他人に知れてしまうことになったら，問題が生じるわけ

です。また，データベース業者自身が損害賠償の対象になりかねないという危倶があり

ますので，これを匿名化しております。この匿名化の作業は，大変なコストがかかるの

ですが，行っております。

5番目は，学術研究，社会的資産的な判例も収録する方針ということです。旧憲法下

の大審院判例についても収録しています。これにつきましては，私どもの企業だけでは，

なかなか難しい点がございます。この辺につきましでも，諸先生方のご協力をいただけ

れば，大変ありがたいと考えているところです。

次に，文献の収録についてです。現在 90種類の文献 2万2千冊の刊行された出版

物から収録しております。お手元の資料の一番目に，それぞれの判例集の出典を書いて

おります。これは，データベースを構築するのに大変お金のかかる作業です。今回のシ

ンポジウムの大きなテーマ，一次ソースの入手の問題でもあります。この収録について，

私どもは，早く判例を収録したいのですが，直接裁判所から原本を入手することはでき

ません。このため，公的判例集や，法律専門誌が発行した雑誌などから収録しなければ

ならないのですが，出版社の編集方針により，原文が一部省略されていることが多くご

ざいます。また，同じ判例でも出版社によってだいぶ編集が違いまして，一部欠けたり

しております。それから，出版社が解説や判例評釈などを付ける文献の場合，執筆者の

都合で，公開されるまで 1年から l年半かかるとがあります。したがって，遅く世に出

てきた判例を入力しなければならないという問題があります。

それから，出版物の誤植をそのまま受け入れなければならないことがあります。私ど

もは原点がわかりませんので，その辺の確認が陸路です。つい最近もあったのですが，

違法と適法の「違」と「適」が，どう見ても違うんですね。違法と適法では，判決がま

ったくひっくり返りますから。それを出版物に書いてある以上，そのまま載せなければ

ならず，印刷物の誤植を，そのままデータベースに載せなければならないという問題も

あります。

さていよいよ. rLEX/DBインターネット」の概要に移りたいと思います。まず，

一番目は，収録内容についてでございます。お手元の資料の二番目 2頁をご覧いただき

たいと思いますが，私どもの，情報の内容をコピーで紹介させて頂いております。左側

には書誌情報，右に全文，そして，図表と，これは，ざっと見ていただければお分かり

いただけますが，判決については書誌情報，上訴等，審級関係，そして判例評釈の所在

情報，参照法令等を情報として収録しています。

それから，二番目に，キーワード数は現在 200万語になっております。このサービ

スは，インターネットですので検索エンジンを使っております。なぜ200万語のキー

ワードを用いているのかと，奇異に思われるかもしれません。今まで，検索エンジンが

出る前までは，私ども独自に開発した検索システムでサービスをしておりました。 rL

EX/DBインターネット」は，昨年の 6月にサービスを開始しましたが，完成したの

はその 1年前でした。いろいろとテストしてみましたら，検索エンジンではどうもうま

くいきません。と申しますのは，日本語の中でも，特に判決文は難解な文章です。否定

の否定の否定，二重否定など特殊な表現があります。また，長い文章で，全部 r.Jが
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続いていて，最後に roJが 1個という文書があります。検索エンジンが非常に悩んで，

適切な判決をヒットしてくれません。これは， 4， 5ヶ月間テストをしてわかったこと

です。このため，テキストデータを直接検索エンジンを使って検索させるのはやめるこ

とにしました。従来のサーピスの rLEX/DBJでは，文中の名調をすべて，キーワ

ードとして検索することができるように，キーワードの辞書ファイルを持っています。

そこで，この辞書ファイルに対して検索エンジンをかけるよう，設計を変更しました。

これをもとに，パイロットユーザにテストをお願いし 1年後にリリースしたという経

緯がございます。そういう意味では，検索エンジンについては，今でも各メーカさんの

協力を得て実データに基づいて，シミュレーションをしておりますが，なかなか思った

通りにはならないというのが現状です。このため， TKCでは補助的なシステムを開発

し，利用しやすい検索を実現でしています。

次にデータベースサーピスの種類と収録件数についてでございます。後でもご覧いた

だきますが，収録文献数は 5月18日現在247，000件収録しております。この

うち判例は， 156，673件。この中に，戦前の大審院判例は 21， 5 9 4件収録し

ております。データベースサービス種類は，総合データベース，個別データベース，要

旨データベース， Q&Aデータベースと大きく 4つ分野に分かれています。個別データ

ベースは，総合データベースの判例から分野別に編集しており， r税務判決(裁決)J 
「知的財産権判例Jr交通事故判例Jr医療判例jとなっており，知的財産権の判決を

調べたいといった時には，ここから入ると，もれなく検索が可能です。現在は 10， 7 
1 8件の判例が収録されています。

検索の方法については 7つの検索方式を用意しております。これは， CD-ROM 

の検索と同じですが，今後は利用者の要望を入れまして，ユーザフレンドリーなインタ

ーフェイスにしていきたいと思います。

次は， rLEX/DBインターネット」の特徴の一つをご紹介させていただきます。

SDrサービスである，新着判例自動配信サービス rLEXニュース・レター」という

名前の，クリッピング・サービスを開始しております。これは，必要なキーワード等の

配信条件を事前に予約し，新着判例が収録される都度，自動的に eメールとホームペー

ジにて，新着案内するサービスです。例えば，著作権というキーワードを事前登録しま

す。毎週，判例が50から 100件判例が登録されますので，その中に，著作権の判例

がありましたら eメールでそのリストをお送りします。そうしますと，先生方が研究

されているテーマについて，もれなく判例が確認できることになります。このサービス

は，無料で提供させていただいており，大変好評を得ております。

次に，サービス形態ですが，お手元のパンフレットにございますが，当社のWebサ

イトからご利用いただく方法。 2番目に インターネット・プロパイダでの利用です。

G-Searchさんでご利用いただけますoNi氏y，Biglob， Peop¥eについては，すべて G-Search

さん帝壬由でご利用いただけるようになっております。

続きまして，サービスの提供方法ですが，時間制をとっています。これも，ちょっと

奇異に思われるかもしれません。有料の他のインターネットサービスでは，だいたいが

件数課金というのがほとんどだと思います。これをあえて時間課金にしております。こ

れは，後のパネルデイスカッションで，紹介できればいいのですが。私どもは，検索さ

れた件数のお金を気にして，検索のブレーキとならないようにしようと考え，時間制を

とっています。この時間内であれば，どのデータベースを使ってもいいという形にして

います。利用契約は，従量契約と固定契約があります。従量契約は基本料金と従量料金

で構成されています。固定契約は，予算上利用可能な金額が決められている場合のため

に，この契約を用意しています。

それから，企業や弁護士事務所等の一般サーピスにつきましては，従量契約と固定契
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約とも 4コースを設けていまして，アカデミック・サーピスにつきましては，この 2つ

のサービスを提供しております。研究室向けサービスは，月 1万円で月間 20時間まで

利用できます。従量契約，固定契約，年一括契約の3とおりのサービスを用意させてい

ただいております。

私どもが今後力を入れたいサーピスは， 1 P接続サービスです。現在各大学のほとん

どネットワーク化されていると思いますが，当社のLEX/DBサーバーと大学とがI
P接続をしまして，研究者や学生さんが自分の 1D，パスワードで利用できるようにし

たい。この場合は無制限に利用できる環境にしたいと思っています。それと，法情報学

の演習等にご利用いただけるよう，同時に， 1 Dを1001 D程度提供し，授業の中で

使用できる環境を整えています。

次に，サーピス時間と問い合わせ窓口についてですが，インターネットですので 2
4時間利用できます。ただ，毎月第2日曜日だけ保守日とさせていただきます。インタ

ーネットの良さは， 2 4時間，自宅でも出張先でも自由に利用できることです。また，

ILEX/DBインターネット」では，問い合わせも，フリーダイヤルでホットライン

を設けています。

次に，法情報学に対する当社の姿勢について，次の 4点について考えております。

まず第 1点としては，先ほど，私どもの企業ポリシーを説明させていただきましたが，

研究者，または専門家と一体になったサービスを指向したいと考えています。インター

ネットの世界は双方向ですので，今までとは違うサービスとの認識を持っていますから，

ユーザと一体となったサービスを指向していきたいと考えます。

特にここに書いてある 4つについては，私どもが最も期待したいことです。まず，

判例の収録です。眠っている判例がたくさんあるかと思いますので，もしありましたら，

是非ご紹介いただきたいと思います。次にユーザーインターフェイスの設計，機能の改

善です。これにつきましでも，私どもが考えているだけでなく，先生方，それから利用

される皆様方，ユーザの方の声を聞いたサービスをしていきたいと思います。実は，イ

ンターネットサービスを開始してから，ユーザを訪問してご意見を聞いております。 w
e bサーピスで，ユーザを訪問することは，あまり聞いたことがないと思いますが。こ

の結果，多くの参考となる声を聞くことができました。我々と違う発想があり，今後の

サーピスに生かしていきたいと思います。

それから，解説などの付加情報を，先生方や専門家の協力を仰ぎ，サービスしていき

たいと考えます。さらに，最新テクノロジーも研究したいと考えます。

3番目に，学術論文等の発表の場も提供できるようなことができないかと考えています。

4番目には，会員間相互のコミュニケーションのための，掲示板を開設できたらと思っ

ております。実は，今回，ここでお話をさせていただくにために，メーリングリストで

主催者の先生と会話をさせていただきました。大変私も勉強になりましたので，そうい

う仕掛けを，実務家，研究者間で相互交流できる場ができればいいなと思っています。

ちょっと時聞がなくなってしまいましたが，これから実際に， ILEX/DBインタ

ーネット」をご覧いただきたいと思います。

これが，ホームページのトップページです。左の所に，入り口のボタンがあります。

ここで，最初にご覧いただきたいのは，今インターネットを利用しようとしたときに，

この，ポップアップが出てきます。ちょっと暗いので見えないかもしれませんが。指定

されたキーワードに該当する情報が登録されました。ご注文の文献一覧を表示しますか。

と表示されています。

これは先ほど説明した SDrサービスである ILE Xニュースレターjのことです。

今週は 115件の情報が新たに収録したということで，その検索一覧が表示されます。

これと同じものが eメールでもご利用の方に届いています。ここから，判例全文を見
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にいくこともできます。これが今注目のサービスでございます。

では 1件表示しましょう。これは，平成 12年3月9日の判例ですが，今5月です

から 2ヶ月以上経っています。これが，すぐに収録できればいいのですが。

次に，検索メニューですが，左側に総合データベース，そして，個別データベースが

並んでいます。そこで，今回，知的財産権のシンポジウムですので，知的財産権の個別

データベースに入っていきたいと思います。検索の方法が，法条，フリーキーワード，

判決年月日，裁判所名，事件番号というような，いろいろな検索式がありますが，今回

は，フリーキーワード検索で検索してみます。例としまして， rインターネット」と「ホ

ームページ」をOR条件で， r商標」を AND条件で入力します

今，この知的財産権判例には， 10，713件の判例が収録されています。検索実行

をしますと，それぞれのキーワードごとの件数が出ました。インターネットについては

1 3件，ホームページについては 16件の判決があります。商標につきましては 2，

281件ですので，これをAND条件で掛け合わせたのが下に 12件と出ております。

次に，検索結果一覧にいきます。

検索結果一覧には， 1 2件，このように一覧で表示されております。では，下から二

番目にある判例を表示してみましょう。順に事件番号，判決年月日，商標，差止事件と

出ています。下段には，判例全文中のキーワードが出現頻度の高い順に並んでいます。

商標，登録，表記，登録商標，カタカナ，コカ，カタカナ表記，缶，図柄ということが

出ていますので，自分が今知りたい判例かどうか，これでだいたい当たりがつくように

なっています。全文表示ボタンをクリックすると，全文が表示されます。設定したキー

ワードについては，赤で表示されています。ここで，全文が非常に長いため，理由ボタ

ンをクリックするとジャンプして見ることができる機能がございます。これで，理由に

飛びました。また，図表があれば，上の右のところに図表のボタンが表示されますので，

そこをクリックすると図表がでます。この判例は図表がありません。こういう方法で検

索をします。

書誌情報では，審級関係をクリックすると，控訴審のデータに飛べるようになっており

ます。逆に控訴審のデータから戻ることもできます。このように判例を検索することが

できます。

最後にトップページに戻りますが，ここで，私どもと利用者とのコミュニケーシヨン

の場としたいなと考えています。話題判例であるとか，新聞で報道された判例が収録さ

れると，ここから見ていただきます。新たに収録された判例は，一か月間くらい判決の

概要もつけ載せています。毎週， 5 0から 100件ほど掲載されます。それから，これ

はコラムです。今後は，このコラムも増やしたいと考えています。

以上，私どものサーピスを紹介させていただきましたが，今後とも先生方のご協力を

得ながら， rLEX/DBインターネット」を拡充させていきたいと考えております。

ありがとうございました。
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法情報DBの実演と説明 5

「インターネット時代の情報サービス」

Le:xis-Ne:xis-Japan 

レクシスーネクシス杜のコンサルタント マイケル・ハデルソンと申します。

弊社は，もとは 1970年代初期にある弁護士団体が始めた情報サービスに端を発していま

す。この弁護士団体の本部は米国オハイオ州のデイトンにあり，コンピュータに関する

知識も備えていました。当初は， UBIXという独自のコンピュータシステムによってオ

ハイオ州判例情報を提供しており，アクセスできる端末も限られていました。その後サ

ーピス形態は大きく変貌し， DOSをベースにしたソフトウェアを利用するようになり，

データベースの種類も増大しました。現在ではオンラインで提供するドキュメントは 10
億を超え，ウェブに比較しでざっと 5倍程のデータを保有しております。 1990年代初期

には Windowsベースのインターフェースを採用し，数年前からはインターネット上でウ

ェブ・システムを提供しております。

こちらが当社がオンラインで提供している情報の一例です。政府系(ガパメント)情報

は政府筋から入手している情報で，非政府系(ノン・ガパメント)情報は民間筋からの

情報です。政府系情報には，例えば知的所有権などあらゆる法律分野における，判例，

制定法，諸規則などが含まれます。知的所有権の分野では，日・米・欧の特許情報，お

よび米国登録商標，米国登録著作権などの情報をオンラインで提供して:います。非政府

系情報としては，新聞，雑誌，各種ジャーナルなと号数千に及ぶニュース情報， Dun & 

Bradstreetなど各種の企業情報，また知的所有権に関する Chisumon Patentsに代表さ

れるような分析・解説などをオンラインで検索することができます。

サーチエンジンは大変パワフルであり， 2種類の検索メソッドを提供しています。一つ

はブーリアン検索と呼ばれる方法で，複数の検索語をコネクターと呼ばれる結合子で論

理的に組み合わせる検索方法です。各種のコネクターがありますので，複数の単語やフ

レーズを用いて AND演算， OR演算，近接演算などを実行できます。またオンライン上

のドキュメントはセグメントと呼ばれる項目に分割されており，各項目に検索を限定し

て行うことができます。例えば，特許公報のドキュメントでは，発明者，クレーム，要

約などのセグメントを指定した検索が可能です。全文検索ではドキュメント全体を検索

対象にします。また全文とセグメントを組み合わせた検索も可能です。もう一つは自然

語検索で，我々のシステムではフリースタイル検索と呼んでいます。質問文などあらゆ

る形式の検索要求が可能で，サーチエンジンの側で検索要求を解釈し，関連度の高いも

のから検索結果をリストアップします。

次に，無料情報サーピスとの競合について述べたいと思います。今日ではインターネッ

ト技術の発展によって市場参入が容易になり，競争が非常に激しくなっております。米

国では，例えばThomas， Lois， USPTO (米国特許商標庁)など公的機関によるウェブ

サイトがありまして，大変洗練された検索機能を有しています。しかし，一般的には我々

のサーチエンジンはこれらに比べより強力なものです。ここで私が申し上げたいのは，

レクシス m ネクシスを利用すれば大量の検索を短時間で実行できるということです。無

料の検索サイトでも，もちろん検索をすることはできますが，様々な情報を入手するに

は護つものサイトを訪れてそれぞれ検索をしなければならず，大変時聞がかかります。

よく，無料の情報サービスとどのように競争していくのかと問われますが，一つの答え

としてレクシスーネクシスのサービスでは時間効率が高いという点が挙げられます。

次にレクシスーネクシスの戦略について述べたいと思います。今後無料の情報サービス
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が増える中で，どのように顧客を維持していくかという点につきまして，付加価値を高

める，コンテンツの獲得と管理，適切な保護を求めるという三つが主要ポイントとして

挙げられます。付加価値を高めるために，我々はハイパーテキストによるリンク，強力

なサーチエンジン，個々の顧客のニーズに合わせたソースセレクションや検索フォーム

のカスタマイズ， 24時間のカスタマーサービスなどを提供しております。適切な保護と

は法律及ぴ司法の分野を通した保護という意味ですが，当社が著作権を保有する情報を

不当に利用している者に対して差止め請求などを行っていきます。例えば，当社の

CD-ROMの内容をウェブサイトで提供している Jurislineという会社に対して現在訴訟

を起こしております。また，ほかの情報提供業者とともにデータベース・プロテクショ

ン・アクトなどを通じた保護を求めておりまして，我々が著作権を有するデータを不当

にコピーし，無償で利用している者に対する適切な措置を求めております。

競争が激しくなるほどユーザーに対するサーピスの質は向上します。無料のウェブサイ

トが増加しておりますので，我々は継続的にビジネスの革新に努めなければなりません。

政府や学術団体による無料サイトはコスト的な優位性を持っており，ともすればこのよ

うな革新を妨げかねません。我々が創業した時代にすでに無料サイトが存在していたな

らば我々の方向性は異なっていたかもしれません。しかし現実に我々は政府や学術団体

の無料サイトと競合していかなければなりません。私は，政府と商用サービスとの協力

によって，長期的にはユーザーにとって最良のモデルが形成できると信じております。

例えば，投資や知的所有権を法的に保護していくということ。データベース・プロテク

ション・アクトは，データベースの著作権保護に関する初めての法律ですが，この法律

のもとで公平な競争が保たれます。私は，将来的にはベーシックな検索は政府や学術団

体による無料のデータベースで行われることが主流になると考えております。これらは

情報をウェブ上で公開し，ベーシックなサーチエンジンを提供します。一方，レクシス

ネクシスなどの商用情報サービス業者は， e-m幻1配信や検索システムのカスタマイズ

など，検索機能をより拡充する方向に進んでいくでしょう。検索の自動更新・配信を行

うカスタマイズ・デリパリー機能など，今後も当社の技術を駆使したサービスを充実し

ていきます。以上のように，ベーシックな調査は無料のデータベース，ハイレベルで洗

練された調査は商用データベースでという住み分けが進んで、いくと思います。

時間がありますので，商用データベースの現状についてお話たいと思います。米国では

商用データベースが発展しておりまして，レクシスーネクシスの親会社であるリード・エ

ルゼピアとトムソンの 2大グループを中心に競争が激しくなっています。先ほど述べた

コンテンツの獲得と管理に関連しますが，コンテンツプロパイダーの買収なども積極的

に行われております。特定のコンテンツの提供業者を買収すれば，そのコンテンツを求

めるユーザーを獲得することができます。また，我々はユーザーから料金をいただいて

おりますので，それに見合う内容のサーピスを提供しなければなりません。カスタマイ

ズ・サービスの充実，検索ツールの向上，よりハイレベルなテクノロジーなどを我々商

用業者は求めていくでしょう。無料のデータベースと比較して我々が提供するサーピス

の違いを，テクノロジー，ノウハウ，データマイニングなど様々な観点で示せなければ，

競争に打ち勝つことはできません。商用サービスは今後競争力を高めるためにも，この

ような付加価値の拡充を求めていくと考えております。

ありカfとうございました。
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法情報DBの実演と説明 6

海外知的所有権データベースのご紹介

株式会社 ジー・サーチ

株式会社ジー・サーチが提供する「海外知的所有権データベースjについて皆様にご

紹介したいと思います。

まず，私ども株式会社ジー・サーチの自己紹介をいたします。株式会社ジー・サーチ

は，富士通グループのインターネットビジネス・カンパニーとしてコンテンツ事業とサ

ポートサービス事業を中心に展開しております。サポートサーピス事業のほうは，国内

最大級のインターネット・プロパイダーである@niftyのユーザーサポート業務を中心に

行っております。それに対しまして，コンテンツ事業のほうといたしましては，従来の

ジー・サーチとして国内の主要の約 150のデータベースを提供しているほかに，本年

2月から海外最大級のオンライン・データベース検索システムである Dialogのサービ

スを開始いたしまして Dialog社が持つ数百に及ぶ豊富な海外のデータベース・コン

テンツも併せて提供を始めました。

* Dialog (ダイアログ)とは

ここで Dialogについてご紹介したいと思います。 Dialogとは， 1972年という，

今から約 30年ほど前からサーピスが始まったオンライン情報検索システムのことであ

りまして，アメリカのカリフォルニア州にデータセンターがあります。そして，世界じ

ゅうの幅広くかっ多種類の情報源を収録しております。例えば，学術論文，業界誌，特

許，商標，新聞，化学物質の詳細データ，人口統計，企業情報など，非常に広範囲のデ

ータベースを有しております。

また Dialogの大きな特徴といたしましては，柔軟性に富んだ検索機能が挙げられ

ます。Dialogに登載されている全てのデータベースを同じ操作性で検索ができ，一度

に最大60ものデータベースを一括して検索することができます。

このように Dialogは世界でも最大規模の商用オンラインデータベースシステムと

して世界各国でご利用されております。

* Dialogの代表的な特許データベース

Dialogの代表的な特許データベースについて簡単にご紹介したいと思います。現在

Dialogは17種類もの特許データベースを提供しておりまして，その中でも中心的な存

在がこちら DerwentWorld Patents Index (D W T 1 )と呼ばれているデータベースで

すが，こちらは技術内容のみならず対応特許の調査ができるという最もポピュラーな特

許のデータベースです。

それに対しまして，ファミリー調査の対象国を広げたい場合，インパドク(INPA 
DOC)というデータベースがあります。こちらのデータベースは， DWT 1のデータ

ベースよりも収量国が20数か国多いので，ファミリー調査の対象国を広げるときに，

こちらのほうがご利用いただけます。

また，法的状況の確認をしたいときは，こちらの INPADOCというデータベース

や， Claims Current Patents Legal Status <CLAIMS/C.P.L.8.lというアメリカの特許
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の法的状況を収録したデータベースや， European Patents Fulltext ( EP 

PAT.FULLTEXT)というヨーロッパ特許の法的状況を収録したデータベースがあります。

また，詳細な抄録以上の情報がほしいときには，このようなデータベースがありまし

て，こちら CLAIMSfU.S.PAT.は，アメリカ特許の抄録，フロントページ， もしくは全

クレームの情報を収録しております。その下にありますU.S.PAT.FULLT官XTは，アメ

リカ特許の明細書の全文を収録したデータベースになります。EPPAT.F唱ULLTEXTは，

文字どおりヨーロッパ特許の全文を収録しているデータベースになります。最後の PCT

PAT.FULLTEXTは， PCT公開特許の全文を収録したデータベースになります。

また，専門分野ですね，特定の技術分野の特許について調査したいとき，これらのデ

ータベースがご利用いただきます。まず， CASEARCHというデータベースは科学関連

特許， CLAIMS!UNITERMもアメリカの科学関連特許の調査にご利用いただきます。

また， IMSWORLD PAT.INτ官RNATIONALは医薬関係の特許を収録しております。ま

た， APIPATというデータベースは石油化学の特許を中心に収録したデータベースにな

ります。

*海外特許の重要性

海外特許の重要性については，ここで改めてご説明するまでもないと思いますが，一

応触れさせていただきますと，日本の特許のみならず海外の特許まで調査の対象を広げ

ますと，分野における世界的な最新の技術情報を得ることができます。そして，その技

術情報を自らの研究開発に生かすことができます。

具体的にはどのような研究開発が行われ，どのような特許出願がされているかが，世

界的なレベルで把握できますので，重複した研究開発，重複した特許出願を回避でき，

無駄な投資を防ぐことができます。

また，異議申し立てや無効審判などの特許係争資料の調査の場合も，より多くの資料

から調査を行ったほうが，有効な資料が発見できる確立は高くなるといえます。

* Derwent WorldPatents Index 

それでは Dialogの個々の特許データベースについて簡単にご紹介したいと思いま

す。

まず，こちらの DerwentWorld Patents lndexというデータベースですが，こちらは

イギリスにあるダーウエント社という会社がデータベースを作成しております。こちら

のデータベースは，世界の 40の国およびヨーロッパ特許庁や PCTなどの特許発行機

関の特許情報を収録して，ある 1つの発明について，どの国で権利を主張したかを 1

つのレコードの中で見ることができます。つまり， 1つのレコードには，同じ出願人で，

同じ発明者で，同じ発明内容の特許情報がまとめられていますので，特許のファミリー

調査ができる対応特許のデータベースと呼ばれております。

また，各レコードには，クレームを加味した詳細な抄録やタイトルが付与されて，ま

た図面の情報なども付与されておりますので，技術内容調査にも非常に有効なデータベ

ースです。

* Derwent World Patents Indexサンプルコード

こちらが， Derwent World Patents lndexのサンプルレコードです。こちらレコード

の冒頭部分なんですが，太字になっているところが発明の名称です。そして，特許出願
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に発明者などの情報と続きまして，こちらの四角で固まれている部分がパテントファミ

リーを示す部分です。この特許の例を見ますと，アメリカ，ヨーロッパ，シンガポール，

日本，台湾，韓国で，それぞれ特許が公開もしくは登録になっていることが，一目で分

かることができます。

また，このように Abstractという抄録や，図面の情報を出力できますので，技術内

容の詳細を調べることができます。

*INPADOC 

こちらのインパドク(INPADOC)というデータベースですが，ヨーロッパの特

許庁が作成しているデータベースです。 INPADOCは現在68か国の国および、特許

発行機関の発行する 1968年以降の特許情報を収録している対応特許のデータベースで

す。

また，こちらは 26の国および特許発行機関におきましては，法的状況も収録されて

おりますので，そちらのほうでも調査していただけます。こちらは，先ほどご紹介しま

した DerwentWorld Patents Indexよりもカバーしている国が多いので，対応特許の調

査には欠かせないデータベースの 1つになっております。

*INPADOCサンプルレコード

こちらは INPADOCのサンプルレコードになるのですカえこのように INPAD
OCが各国のカントリーファミリーごとにデータが収録されております。こちらの例で

は，日本，マレーシア，ポーランド，アメリカということです。

これが法的情報を示すサンプルレコードになります。こちらの例ですと，ヨーロツパ

特許の法的状況を示すレコードになるのですが，上から順番に優先権のデータとか，ヨ

ーロツノf特許の出願データとか，公開情報や審査請求などの情報といったものが，こち

ら法的状況のほうには詳細に収録されております。

*データベース紹介-1

次に，データベースについて紹介いたしますと，こちらは特許の明細書の全文を収録

しているデータベースになります。

まず最初にありますU.S.PatentsFulltextは，文字通りアメリカ特許の全文を収録して

いるデータベースになります。こちらのデータベースなんですが，アメリカの特許とい

うのは，毎週火曜日に発行されているのですが，こちらのU.S.PatentsFulltextのデー

タベースは，特許発行日の即日にデータが更新されておりますので，最新の特許調査に

非常に有効なデータベースです。

次にあります EuropeanPatents Fulltextですが，こちらは欧州特許の全文を収録し

ているデータベースになります。法的情報も収録されております。

3番目にありますW1 P 0/ P C T Patents Fulltextは， PCT公開特許の全文を収

録しているデータベースです。全文データベースなので，明細書中の単語をキーワード

にして検索もできますし，オンラインで明細書全文を出力させることが可能になります。

*データベース紹介-2

そのほかにある Dialogの主な特許データベースといたしましては，このようなデー
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タベースがあります。まず， CLAIMSfU.S.Patentsというデータベースですが，こちら

は 1950年以降というかなり古くからの米国特許を収録しているデータベースになりま

す。各特許について，抄録や全クレームと全フロントページの情報を収録しているデー

タベースになります。

次にあります DerwentPatents Citation Indexというデータベースですが，これは

審査官が引用した特許および文献などの特許の引用資料に関する情報を収録しているデ

ータベースです。こちらは特許の引用資料を調査することで技術開発の流れを知ること

ができますO

最後にあります LitAlertというデータベースですが，こちらは米国特許商標庁に報告

された特許および商標訴訟に関する情報を提訴段階で収集できるデータベースになって

います。

以上のように Dialogには，ここでご紹介してないデータベースを含め現在 17種類

もの豊富な特許データベースをご提供しております。

* Dialogへのアクセス方法

続きまして Dialogへのアクセス方法について簡単にご説明いたします。

Dialogには専用回線を使う方法がありまして，こちらは回位。.JETと呼ばれている

ものです。それに対しましてこちらは，専用回線のほかにインターネット経由で接続す

ることもできます。こちらは赤字で示しであるのが情報検索者，いわゆるサーチャ一向

けの検索システムで，現在Dialogというシステムと DialogClassicもしくはDialog

ウェブという検索システムを提供しております。また，青字で示しであるのが情報検索

を専門としない一般のエンドユーザーを対象とした検索システムになります。こちら

Dialog Selectといわれるシステムと， Dialog Intranet Toolkitというシステムがありま

す。 DialogIntranet Toolkitというのは，組織内のマネジメントの一環として Dialogの

データベースを利用するシステムのことになります。こちら DialogSelectと Dialog

Intranet Toolkitにつきましては，後ほどオンラインデモンストレーションを皆さんにお

見せしたいと思います。

*その他

その他，弊社の提供している知的所有権サービスについて簡単にご紹介したいと思い

ます。

Source Oneサービスという Dialogを通じてオンラインで世界各国の特許明細書を

取り寄せすることができるサービスになります。また，米国の特許包袋，ファイルラッ

パーといわれるのですが，そのコピーサービスもやっております。

そのほか園内主要の約 150のデータベースを提供する G.Searchデータベースサー

ピスでは，先ほどTKCさんがご紹介いたしましたTKC法律情報総合データベースや，

国内の知的所有権に基づく判例情報を収録したインテレクトや国内特許および実用新案

公報の検索サービスである ATMSなどのサービスを提供しております。

*オンラインデモ

それでは，実際に Dialogのオンラインデモンストレーションを皆さまにご紹介した

いと思います。

まず， Dialog Selectという初心者の方でも簡単に利用できるデータベースについて，
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皆さんにデモンストレーションをお見せしたいと思います。

いま準備しておりますので，もう少々お待ちいただきたいと思います。

ちょっと画面がおかしい部分がありますが，これが DialogSelectのオープニングの

画面になります。画面の左側のほうに大きく分野分けにされたカテゴリーのメニューが

あります。今回の例では，知的所有権に関する情報ということで， Dialog 1 Pですね，

Intellectual Propertyということで，そちらのほうを選択いたしますと，それがまた細

分化されまして，左のほうにメニューが出まして， patentsもしくは trademarkとか，

copyrightsとかありまして，本日は IpatentsJということで， I特許」を選ぴたいと思

います。特許を選びますと， All-Countries ， Europe， U_S_というふうに，それぞれ国

の範囲を選ぶことができます。本日は IAll-CountriesJ を選ぴたいと思います。

All-Countriesの中もそれぞれ細分化，カテゴリ一分けされておりますので，

All-patentsということで，本日はこちらの例でやりたいと思います。

最終的にこのような検索メニューが現れます。こちらにボックスがありますので，そ

ちらに検索したいキーワードを入れて検索することになります。その上にソースという

ことで，検索に使うデータベースも自分で個々に選ぶこともできますし，オールという

ことで全部のデータベースを一括して指定することもできます。それでは，メイン・サ

ブジ、エクトのところに特定のキーワードですね。本日は，パーソナルエリア・ネットワ

ークということで検索してみたいと思います。言葉を入れてサーチボタンを押すと検索

が実行されます。ここで初めて IDとパスワードの入力をこの時点で求められますので，

ここで 1Dとパスワードを入力いたします。 IDとパスワードを入力いたしますと，そ

の検索した結果のタイトルの一覧が表示されます。

こちらの DialogSelectという商品は，入会金なしで年会費も無料ということで，出

力料金のみの課金体系になっております。検索が終了しますと，このようにタイトルの

一覧が表示されます。タイトルをクリックするか，もしくは左端にチェックボックスが

ありますので，そのように指定して，自分の出力したいレコードを選ぶことができます。

それでは何か l件そのタイトルをクリックしてレコードを出力したいと思います。

このように初めてレコードの内容を出力した時点で料金が発生いたします。こちらは

アメリカ特許ということで，全文ですので非常にたくさんの情報がダウンロードされて

しまいます。このように DialogSelectでは，いわゆる検索コマンドというものを用い

ないで検索を簡単にすることができます。

それでは DialogIntranet Toolkitというものも簡単にご紹介したいと思います。

このようにユーザーが自分の任意に検索の画面をつくることができます。例えば，日常

業務で電気通信技術関係の開発をしているという場合ですと，このような検索ホームを

カスタマイズすることができます。また，検索ホームの下に「解説」とい今ことで，そ

れぞれ資料もこのように任意で付けることができます。また，検索のヒントというもの

もカスタマイズして作ることができますので，組織のナレッジマネジメントのツールと

して，こちらご利用いただける検索システムになっております。

こちらのほうでは実際にキーワードを入れて検索をしてみたいと思います。このよう

に検索も入れて検索をすれば Dialog杜のホスト・コンピュータのほうで検索がされ

て，その結果が返ってくるというふうなことになります。この時点で IDとパスワード

の入力が求められますので， 1 Dとパスワードを入力すれば，その結果の一覧が表示さ

れることになります。いま検索中なんですが，もうちょっとしたら結果のタイトルの一

覧が表示されるかと思います。

ちょっと出ないですねえ。もうちょっとお待ちいただきたいと思います。

このようにタイトル一覧が表示されて，タイトルをクリックするか，チェックボ、ツク

スをチェックしてやれば，レコードを表示させることができます。
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今まで，特許に関するデータベースを中心にご紹介したわけですが Dialogでは，

商標に関するデータベースも豊富にご、ざいまして，現在 17の国につきまして，商標の

データベースを検索することができます。

以上で，本日の発表を終わるのですが，本日ご紹介した内容につきまして，ご質問や

ご不明な点がございましたら，お気軽にお問い合わせください

本日は，どうもありがとうございました。(拍手)
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第2部パネルデイスカッション

〈司会:藤田康幸(弁護士))これから第2部の「パネルデイスカッション」に移りたいと

思います。

最初に簡単にご紹介をお願いして，あわせて現状の法情報データベースについて最大の

問題点あるいは改善すべき点はどういう点にあると考えておられるか，ということについ

てコメントをいただければと思っております。そのあと中心的には，法令データベースの

現状と問題点，それから判例データベースの現状と問題点についてご議論いただいて，最

後に，法情報一般といいますか，データベースの展望について議論できればいいかなとい

うふうに思っております。そういう形で進めていきたいと思いますので，よろしくお願い

したいと思います。

私のほうから最初に簡単にご紹介しますが，弁護士の藤田です。午前中に指宿先生から

もご紹介いただきましたけれども，わりと長く日本弁護士連合会のコンピュータ研究委員

会の委員をしておりまして，外国の法律関係のインフォメーション・テクノロジーの調査

に行ったりとか，データベース業者の方々との様々な共同作業や研究なども行なって参り

ました。

本日は，パネリストの方が多く，しかも非常に多彩な顔ぶれなものですから，ものすご

く難しいパネルデイスカッションになるのではないかなと思っているのですけれども，皆

さんのご協力をいただいて，何とか中身のある議論ができればと思っております。よろし

くお願いします。

〈指宿〉午前中の話に加えまして，問題提起をしたいと思うのですが，全文のデータが出

てくる時代になれば，商用のデータベースはどのようにそれに関与するのか。すでに

Lexis-NexisのHudelsonさんから，基本的なサーピスと，付加価値の付いたサーピスの棲

み分けができるのではないかという展望が示されましたので，そういう形をもう少し具体

的に日本ではどのような展望をもたれているのかというのを伺って，それを受けて SHIP
プロジェクトをはじめとする研究において，どのような形でのデータの提供があり得るの

かという議i論をしたいと思っております。

〈岡本〉岡本です。私も午前中に話をさせていただいたので，とりたてて付け加えること

はないのですが，基本的には，公開されていく法情報データベースを，一般の市民がどう

したらより効果的に活用できるかということについて考えていきたいと d思っています。

〈小松〉弁護士の小松で、す。午前中は， SHIPプロジェクトのエンジニアとして発表させて

いただいたのですが，パネルにおいては，一応弁護士でございまして，法律事務所という

のは，基本的に法律情報あるいは法律データというものを消費して付加価値を付けたサー

ビスを皆さんに提供するという位置づけになると思いますので，主としてそういう観点か

ら考えさせていただきたいと思います。

〈第一法規〉第一法規出版の石丸です。現在の課題と申しますか，考えておりますことは，

先ほどもお話いたしましたけれども，もともと私どもが取り組んできた法情報の提供は，

国がやるべき，あるいは外国によれば国がやっているようなことを，国に代わってやって

きているということがあります。現在，国も法情報の提供に積極的に取り組み始めました。

国がやろうとしていることとの差別化をどうするのか。そう考えたとき，法令，判例，文

献等総合的な法情報を持っておりますので，それを統合した商品を考える，それを課題と

して考えております。

〈新日本法規〉新日本法規出版の中村と申します。私の簡単なプロフイールですけれども，

先ほど紹介させていただきました「判例masterJという CD-ROMが発売された

直後から約5年間， CD-ROMの制作の担当で，データベースを管理する作業と，ソフ
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トウェアを管理する作業等に係わっていました。その後，これは皆さんにまだ外向けに公

開しているものはないのですけれども，社内の書籍を作るために必要な判例・法令の情報

をデ}タベース化して管理していく仕事をしておりまして，その延長線上で，本日こちら

のほうにお招きいただいています。

法情報についての目下の関心事は，やはり急速なインターネットの普及で無料のサーピ

スがたくさん出てきていることです。特にこれまで法令情報で生業を立てておりました会

社は，これからどうなっていくのかなというところと，国及び学術的な機関，それから民

間の会社それぞれで， XML等で法の構造等化に関する研究が今行われていているという

ところです。民聞がやっていれば，もちろん競争という面では非常にいいのですけれども，

このままそれぞれが全く方向性のないまま，各社の方針だ、けでやっていっていいのかなと

いうところが，考えさせられるところです。よろしくお願いいたします。

(EOC> EOCの菅原と申します。今回は，私どものほうで開発させていただいた『判

例タイムズ』の電子復刻版のご説明ということでやらせていただきました。現状，法情報

と法体系というか，考えている部分ということになりますと，今までの問題点としては，

商用のデータベースをつくる上では，データの入力ということを各社がしなければいけな

い。それにコストがどうしても非常にかかってしまう。それを私ども，商用ということに

なりますので，商品の価格のほうに反映してしまうという部分は，どうしてもございまし

た。今後，官公庁とか最高裁判所も含め，無償で一次情報を提供していただけると。それ

が商用の我々にも利用ができるという形になってくれば，判例の一次情報に関してのコス

トというものは，もうユーザーの方々には負担していただかなくて，それに付加価値を付

けていく。

私どもの会社としては，一つの考え方として，判例なら判例だけの情報，オリジナJレで

あっても，全て事足りるかというと，なかなかそういうわけにいかない。やはり各方面の

著名な方の論文とか記事なども一緒に見て， トータル的な判断をしていくというのが，実

務の方ですとか，大学の研究の方ですとか，お勉強される方にとっても，プラスになる。

ただ，記事・論文等を収録するという部分には，一つには著作権の問題と，あとは原稿料

とかお金のほうの部分にもかかわってきてしまうということで，そのへんうまく付加価値

が付けていけるようになればとは考えております。よろしくお願いします。

(TKC>TKCの大友でございます。今，国民の権利意識の高まりということがよく言

われておりまして，実際に訴訟も多くなってきています。今後，今まで以上にインターネ

ットが普及してきますと，法律に関するデータベースのニーズが高まってくると思います

し，分かりやすい，国民が理解できるデータベースが望まれてくるのではないかと思いま

す。私ども法律情報のデータベース業者としても，そういうニーズに対応しなければなら

ないと考えます。

また，今まで法律情報データベースは，データベース業者が，検索エンジンやインター

フェイスを研究開発するとともに，判例データを作成しデータベースを作ってきたわけで

すが，先ほどお話させてもらいましたが，我々業者サイドで考えたサーピスだけで果して

いいのかと考えているところです。これからは，利用者である研究者や実務家が要望する

機能をどれだけデータベースに反映させられるかが，重要ではないかと考えます。このた

めには，プロデユーサー，ディストリビューターも含め，関係する業者がユーザーと協力

して役立つデータベースサービスをつくっていく姿勢が必要と考えます。

さらに，私どもデータベース業者は，単なるデータベースサーピスを提供するだけでは

なく，法律に関する関連サービス，例えば弁護士事務所であれば事務所経営にプラスとな

るサーピス，大学研究者に対しては研究の支援となるシステムやサーピスを提供するなど，

提案していかなければならないのではと考えております。

<Lexis-Nexis > Lexis.NexisのMichaelJ. Hudelsonです。 Lexis.Nexisは25年前から
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電子的に情報を提供してまいりました。その間，データベースに関しては，様々に発展し

てまいりまして，特に近年，無料のサイトが多々進出してきて競争もかなり激化するよう

になってきました。これから数年間を考えた場合，既存のデータベース会社は淘汰されい

くだろうと考えられますが，依然として競争は残るであろうと思われます。生き残る為に

データベース企業は投資をしていくでしょうし，その場合には特化したサーピス，例えば

どのような付加価値を付けていくかというところでアピールしていかなければ生き残って

いけないのではないかと思います。

〈ジー・サーチ〉ジー・サーチの業務内容としましては，先ほど説明をしましたように，

大きくは，日本語のデータベースと Dialogという世界各国の英語の情報を提供してい

る。この 2つが大きな柱になるわけですけれども，この 2月に，ジー・サーチと Dialogの

販売が一緒になって，日本最大のコンテンツを提供する会社になったわけですけれども，

約 1，000近くの日本語・英語のコンテンツを提供する会社が出来上がったのですけれども，

コンテンツが揃って，これからどうやってお客さんのほうに適切な情報を流していくのか。

そのへんのところを日本語と英語と組み合わせた，縦文字も横文字も，統一のインターベ

ースの中で検索できるようなことができないだろうかとか，今考えているところです。

それとベンダーとして，今回のテーマの一つになるかと思いますけれども，商用データ

ベースとインターネット上の無料の情報，これが今後どのような形で共存共栄していくの

か。そのへんのところが興味深いところかなと思っております。

また，法情報にかかわらず，大学でどれだけの多くの学生さんがこれからオンライン・

データベースにかかわっていけるのか。特に横文字を検索して，それで一定の判断ができ

るような経験を，ぜひ大学自体に経験を積んで、いけるようなことを，私どものほうで，こ

れから料金面でもお手伝いできないか。それから検索のインターベースでもお手伝いでき

ないか。そんなことを考えております。

〈司会〉どうもありがとうございました。それでは，まずは法令データベースの問題とい

うことで， r法令データベースの現状あるいは問題点と課題」というようなテーマでご議論

いただければと思うのです。

まず最初に問題になるのは，第一次情報の入手の問題かなと思うのです。以前に比べる

と，政府関係から無料で提供されやすくはなっているとは思うのですが，まだいろいろ不

便な点が現在たくさんあるのではないかなという気もします。そのあたりの法令データベ

ースを販売されている第一法規の石丸さんあたりは，いかがお考えでしょうか。

〈第一法規〉ちょっと長くなるかもしれませんが，一次情報そのものにも問題があると思

います。法令の公布は，官報によっている。ところが，官報によっている根拠となる規定

はありません。戦前は，公式令という勅令によっていましたが，新憲法が公布，施行され

て，それとともに効力を失いました。その後，公布について争われた裁判の中で，特に変

える意味がなけば今までの方式でいいのだということで，特に根拠法規もないまま官報で

法令の公布がされている。これが現状であります。

また，法令は，一部改正法がほとんどですが，この一部改正法がそのまま官報で公布さ

れます。ところが，一般国民から見ますと，一部改正法では，現在の法令の内容がどうな

っているか分からない。これが実状です。法令の公布の仕方が一次情報のあり様を象徴し

ていると思います。国民の立場から改めて考え直してみるべきではないでしょうか。

法的な問題点はあるかとは思うのですが，一部改正方式を変えるとか，そういうところ

にまで踏み込んで，法情報に国民が馴染みゃすいような状況をつくること。それがイコー

ル入手のし易さとか，そういうことにもかかわってくると思います。

先ほど申し上げたことの繰り返しですけれども 改正前の条文と改正後の条文を基にし

て，改正文が作られる。これが，一部改正法として官報に載ります。これらは，すべて磁

気化データとして保有されているわけですから，大きな負荷が生じるわけではありません。
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そう単純なことではないとは思いますが，法改正の方式を変える，そうすると公布の方式

も変わる。そして，結果として得やすいコストで国民が入手できる。そんなふうに思って

います。

〈司会〉一部改正方式をやめさせることができるかどうか。あるいはやめさせる必要性が

あるとしたら，我々国民は何をどうすれば，そういう条件がつくれていくのかとか，その

へんについて，指宿先生や小松先生，ご意見いただけますか。

〈指宿〉一部改正方式を必ずしもやめないと国民に法令データが提供できないということ

ではないというふうに思います。いま触れられたように，改正後条文の完全版がデジタル

であるのであれば，そちらを提供してもらうようにすればいいと思います。現に，総務庁

が持っている現行法令データベースが，持っているというか製作しているのは，改正後の

条文の形でストックされているわけですから，これが有料で民間プロパイダーを通じて提

供しているわけですので，これを無料化すれば済むのではないかなと思います。

〈小松〉私も，一部改正方式自体を否定する必要はないのではないかと思うのです。技術

的にどこをどう変えたかという情報は，それでそれなりに必要になるわけですから，でき

上がりのものを官庁側あるいは国会で提供するかどうかという問題であろうと思います。

現に，最近の日経新聞などにも報道されたのですが，そういった改正後の法律情報とか，

どこを変えればどこが変わるかと。法律あっちこっち関連性が強いものですから，ーか所

変えると技術的に方々の法律を変えなければいけないというようなことがあるのですが，

それに使えるデータベースというのが，これは民聞に開放されてない部分が非常に多い。

国会議員ですら使えない。行政庁が独占しているという，こちらの状況のほうが，むしろ

深刻なのではないかと思います。

〈司会)EOCの菅原さんは，法令データベースの販売もやっておられると思うのですが，

総務庁のルートから入手されてデータベースを作っておられるのでしょうか。ちょっとそ

のへんご説明いただけますか。

(EOC)データーベースの法令化のほうは，総務庁のほうから，憲法，法律，政令，勅

令までですか，そのへんまでは有償になりますけれどもテープでいただいて入れておりま

す。それから規則，省令等細かいところは転入力で入力して入れているという状態です。

そういった意味では，入力の方法としては， CD-ROMをリリースする時点での法律を

そのまま載せているという形になります。

〈司会〉更新の際はどうされるのですか。法令の改変があった場合，まるごと総取り替え

なんですか。それとも官報その他を参考にしながら変更部分を変更していくのかどうか。

(EOC)細かいところは，アップデートに関しては，うちの会社でやっている作業では

ないものですから，明確なところは分からないです。総務庁からいただいているデータの

総取り替えをしていると思います。

〈司会〉有償ということですけれども，その料金についてご意見ありますか。

(EOC)料金のほうは，金額のほうはちょっと私も存じあげないので分からないです。

申し訳ございません。

〈司会〉新日本法規の中村さんは，そのへんご存じですか。総務庁の情報に関して。

〈新日本法規〉総務庁の情報が提供されていることはもちろん知っておりますけれども，

当社は今のところは社内で，第一法規さんやぎょうせいさんのような総合的な法規は持っ

てませんが，分野別にたくさんの法令を持ってますので，独自にデータベースを構築して

います。先ほどの総務庁さんのデータは年2回発行されると思うのですけれども，私ども

は逐次改正を加えて 1~2 週間で本に利用できる状態にまでしております。

〈司会〉それは官報をもとに訂正しているのですか。

〈新日本法規〉私どもは，官報を基にしてすべての改正作業を行っています。

〈司会〉法令情報の第一情報の入手の方法に関して，ご意見のある方いらっしゃいますか。
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それでは，法令データベースのユーザー側として，使い勝手あるいは付加価値としてど

のようなものを期待するかというあたりについて，ご意見をいただければと思うのですけ

れども。ユーザー側として，小松先生，現在の法令データベースについて注文したいこと

と言いますか，付加価値としてもっとこういう点を付けたほうがいいのではないかとか，

要望というか，そういうことがありましたらよろしくお願いします。

〈小松〉ユーザーの立場からは，常にいろいろ文句が出るのだろうと思います。いわゆる

各社さん各様のものをお作りになっていて，かっこれは著作権の問題もあるのですが，論

文とか判例評釈のレベルになると，紙ベースのものに頼らざるを得ないということがあり

まして，実際に我々実務では，複数の会社のデータベースを取っ替えヲ|っ替え検索して，

それで書誌情報を頼りに芋づる式に最後は結局，図書館でコピーするとか，紙ベースのと

ころまでたどり着かざるを得ないということで，このへんが例えば，電車ですと地下鉄に

乗っているといつの聞にかJRの常磐線になっちゃうとか，そういうことがあるわけです

から，ネットワーク上でつないでいただいて，ワンストップショッピングみたいなことを

実現していただけると，たいへん嬉しいなと思います。

〈司会〉例えば，収録の範囲ですけれども，法令ということで，政令，省令までは当然と

して，通達類とか，告示類とかは，必ずしも十分でない面もあろうかなという気もするの

ですけれども，そのへんは指宿先生，いかかがでしょうか。

〈指宿〉法情報の範囲の問題，どこまでを一次情報とすべきかというところから，まず議

論があると思うのです。「法令」といった場合，先ほども告示までカバーしたいけれどもで

きてないというお話があったと思うのですが，これは国がどこまで国民に周知するかとい

う基本的な姿勢を，今のところ持っていないというのが，いちばん大きいのではないかと

思うのです。省庁内の内部文書なのか，それが国民に対してどういう影響を持つものかと

いう判断によって，その範囲がおそらく決定するのだろうと思います。最も重要なのは，

例えばアメリカで何であれだけネットに， ウェブに法情報が流れてくるかというと， 1996 
年に「電子情報自由法」というのができて，法律でキャピネットの中にあるもので市民の

生活に関係する情報は，キャピネットと同じものをオープンにしなければいけない。たま

たまインターネットの時代だったから，それはインターネットになっている。そういう状

況があるわけです。ところが，日本では，そもそも政府や公的機関にそれを義務づけるも

のはない。現在，規制緩和のムードの中で，そういう情報を表に出すべきだという政策的

な観点からそれが論じられているわけですけれども，いったんそういう熱が冷めてしまう

と，それは通りすぎてしまうと思うのです。

ですので，法情報公開指針のようなもので，どこのレベルまで公開すべきだという「べ

き論」をもって，その中ですべてをインターネットにしなくてもいいのかもしれないです

けれども，ネットではどこまでやるかというふうに。あるいは，あとは個別請求でやった

ほうがコスト的に安いというのであれば，個別請求でリクエストを受けてやらすとかいう

ふうな対応はできるのではないかと思います。

〈司会〉いまアメリカの話が出たのですけれども， LexisのHudelsonさんに伺いたいので

すけれども，アメリカでは，今のところ法令中心ですけれども，法令，その他，各ナト|のル

ール類ですけど，電子的に入手することに全く苦労されてませんか。

< Lexis-Nexis)いまお話がありましたように，アメリカにはさまざまな公的なサイトがあ

りまして，そこにいろいろ載っておりますので，そういう意味では，制定法や判決など入

手するのは問題ないと思います。

〈司会〉ユーザー側からということで，岡本さん，きょう法令データベース，あれをご覧

になって，市民として感じた感想とか，こういう点はどうだとか，こういうほうがいいん

じゃないかとか，そういうご感想がありましたら，よろしくお願いいたします。

〈岡本〉個人的な感想なのですが，やはり非常に使いづらさそうだというのが，僕はいろ
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いろ拝見しての率直な感想です。簡単に言うと，フィールドが多くて，何をどこに入れた

らいいのか，これはとても分からないというのが，感じられたのですが，実際使ってみな

いと，シソーラスとかさまざまな工夫がどういうふうに生きているのか分からないので，

あれこれは言えないのですが，本日拝見したものですと，例えば，インターネット上の検

索エンジンなどの検索スタイルに慣れている一般のユーザーにとって，非常に使いづらさ

をおぼえるのではないかなという印象を持ちました。

〈司会〉どうしたらいいのでしょうか。

〈第一法規〉利用者の方々にご意見を伺いながら改良していきたいと思っておりますので，

よろしくお願いいたします。ただ，あまり一般的なお話を申し上げても意味がないかもし

れませんが，いわゆる「法情報」は，先ほどからもご意見出ていると思うのですが，現在

においては，法律の専門家の方々のために作らざるざるをえない。これは商用であるかぎ

りはしょうがないと思うのですが，一一これから先もこれでいいとか，そういうつもりは

ありませんが一一そういう考え方でスタートしました。ことに法律の専門家の中でも特に

高度な方々を念頭に置いて，あれこれ工夫をしたのですが，結果として重たくなっている，

そして一般の方々には，馴染みにくい部分が出てきたのかということは考えています。

〈司会〉法令データベースの場合，判例情報とのリンクというのは後の問題として，例え

ば普通の「六法全書jだと，参照条文とかが後ろに書いてあったりするわけですよね。き

ょうデモンストレーションされた法令データベースの場合は，改正の注記ですか，という

ような項目はあったかと思うのですけれども，普通の「六法全書Jのような注釈みたいな

ものはないですよね。それはどういう考え方でそうされているのでしょうか。

〈第一法規〉注釈のような付加情報につきましては，比較的軽度の作業で付けられるもの

に法律的な判断や解釈をしながら付けられるものとあります。段階的に整備していくこ

としておりまして，現在は，法令の委任関係を中心とした参照情報の段階です。今後，さ

らに実務家や法学者の方々にお願いしてデータを整備して，順次追加していくことにいた

しております。

〈司会〉あと，例えばきょう午前中，岡本さんからご指摘ありましたけれども，法律の条

文には難解な用語がたくさんあったりするわけですけれども，そういうのも法律用語辞書

といいますか，辞典みたいなものを付けるとか，そういう要望があったわけですけれども，

そういう点についてはいかがでしょうか。きょうは，法令データベースをデモンストレー

ションされたのが第一法規さんだけだから，第一法規さんへの質問になっちゃいますけれ

ども。

〈第一法規〉直接応えることにはならないかもしれませんが，私どもはキーワードでカバ

ーをしようとしております。実際，実務上，講学上では法律とは別の用語で使うとか，ま

た一般社会の中では特に法律的な表現をしないとか，いろいろな場面があると思います。

そのような語をキーワードとして整理して付けていく O そのような作業に取りかかってお

ります。そういう形で法律の表現が難解で、あるとか，必ずしも一般とは同じような表現を

してない，分かりにくい表現になっているということに対応していこうと思っております

が，これは我々整理する側の問題ではなくて，むしろ立法の側で考えていくべき問題では

ないかと思いますけれども。

〈司会〉まだまだいろいろな論点があり得ると思いますけれども，そろそろ判例データベ

ースのほうの問題に即して議論するようにしたいと思いますが，よろしいでしょうか。

それでは，判例データベースについても，やはり最初に問題になるのは，一次情報の入

手をどうやって迅速かつスムーズに行うかという問題が大きく立ちはだ、かっていると思う

のです。いろいろ苦労されているといっお話も TKCの大友さんからありましたけれども，

先ほど拝見すると，情報提供「第一法規jと書かれているのもありましたが，いろんなル

ートで判例情報を入手されているということでしょうか。実際のところをもう少しおっし
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やっていただけますか。

(TKC>判例情報の入手はもっとも苦労しているところです。第一法規さんにご協力い

ただいておりまして，大変感謝しているところでございます。判例の入手はTKC独自で

可能ですが，書誌情報，判示事項につきましては，専門家に書いていただかなければなり

ません。第一法規さんは多くの執筆陣と過去の判例情報の蓄積がございますので，そうい

う面で協力いただいているということでございます。

今回の，一次情報の入手というテーマでございますけれども，最高裁の判例公開は，私

どもは非常に期待しているところです。先ほども話をさせてもらいましたけど，判例の収

集とデータ入力は力仕事で，大変お金がかかります。判例の収集は，約90種ほどの法律

関係の専門雑誌を常に目を通し収集します。注目される判例は，判開集や専門雑誌にも掲

載されます。このため，一回収録した判例をもう一回入力するという無駄なことはできま

せんので，新しい判例だということを，まず、チェックいたします。そしてデータの入力，

校正作業を行います。その後，フリーキーワード検索のためのキーワード辞書を作成する

ため，判例全文データ中からキーワードを抽出します。そしてはじめてサーバに登録され

ます。いちばん金がかかっているのは こういうところです。いま OCRが進歩しており，

安くデータが作成できるのではないか，とお考えの方も多いと思いますが， OCRでは，

まだ精度がで、ません。キーツーエントリーとベリファイで入方す予と，精度が99.97%くら

いですが， OCRにしましたら， 80%から良くて 99.5%ぐらい，という状況だと思います。

私どもは，それではデータベースの商品になり得ないと思ってまして， 99.998 %くらいの

精度を持ちたい。そのために入力したデータを専属の校正業者に校正してもらいます。こ

の結果，データベースはどうしても高くなるということで，ご理解いただきたいという思

いがあります。それが一次情報として，裁判所から公表されることになれば本当に歓迎で

す。

ただ，これはTKCにとっては裏腹でございまして，一次情報が無料で入手できること

は，私どもの入力コストが下がります。と同時に，判例全文のデータベースを売り物にイ

ンターネットでサーピスしているのは私どもだけですので，サービスの価値が薄くなって

しまいます。競合の方には良い状況といえますけど。そういう裏腹の面もあるのですけれ

ども，それはそれで、今後，サービス内容で競争をしながら切薩琢磨してアメリカみたいに

データベース産業が，今後広がるようにすべきだと思います。

ただ，ここで一次情報の公開の中でちょっと懸念している面もございます。というのは，

一次情報のデータが果してデータベースサーピスに耐えうるデータなのかということを，

私どもは注目しております。最高裁判例のホームページの中で「知的財産権判決速報」が

公開されておりますけど，いまは本文のテキストデータだけです。テキストデータの中で

も文字化けしているというケースもあります。それから図面はありません。図面のない知

的財産権判例は，内容的に充分ではないだろうという面があります。

もう一つは，知的財産権判例については，商標名，会社名は表示して問題はないと思い

ますが，刑事事件はもちろんのこと，民事事件でもストレートに当事者名が出ると問題が

生じないかということです。たぶん最高裁でも検討されていると思いますが，匿名化をし

なければならないということになりますと，非常に高いコストがかかります。匿名化対象

の基準にもよりますが，例えば原告が 10人いて，被告が20人いたなどの場合は，判例

を読んでいて途中で訳がわからなくなり，文脈から登場人物をイメージすることは難しく

なります。原告甲 1と甲 7が被告乙 16と言うことになっちゃいますね。匿名化する方も

読む方も大変ということになります。判例の事件名は個人名で覚えているという専門家が

多いということで，そのへんの利便性が，どういうことになりますか。

それからもう一点ですが，果して判決の全部が公開されるのかな，ということです。私

どもでの収録は裁判所から出されている公的判例集，法律専門雑誌，それから直接入手の
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方法で，年間約 3500件ぐらいですけど，今後全部の判決が公開されると，毎年約 45万件

になります。これを匿名化するのも大変ですが，出てきたものを，業者がそれをどういう

ふうにセレクションするのか。これはちょっと大変だろうなと思っています。

従いまして，判例の公開について，大変期待しているのですが，反面，データベースサ

ービスとしてすぐ使えるか，我々が非常に苦労しているだけに，期待と不安，そして関心

があるというところで、す。

〈司会〉新日本法規の中村さんはいかがでしょうか。一次情報の入手という面ですけど。

〈新日本法規>TKCさんとほぼ同じ意見です。判例を入手するというと，判例雑誌等を

出版している会社以外では入手は容易ではありませんから，これがすべて生の形で出てき

たら，今度はそれを各社がそれぞれのやり方で付加価値を付けて提供して，お客様はその

中で使いやすいものを選択してご利用いただくという形で競争していくというのがいいの

ではないかと思います。

〈司会〉第一法規の石丸さんは，判例情報の入手は苦労されてないのですか。

〈第一法規〉そのことについて，実状は後でお話たいと思いますが，まず一番は，インタ

ーネット等で今は入手されるようになりましたけど，先ほどの知的財産権関係の倒でいい

ますと，知的財産権関係判例集の印刷物は廃刊になると聞いております。そうしたとき，

インターネットに載っている情報が本当に正確なのか，そういう点がどのように保証され

るのかということが気になっています。法令についても同様です。行政情報システム研究

所から総務庁の法令データが提供されていますが，これは遡って校正はされてない。です

から，誤字誤植があるようです。本当に信頼できると言えるのか，それを保証してくれる

のか。そういう手当てや保証をやっていただければ，我々の入手コストが下がりますから，

あとは競争の問題です。付加価値を付ける競争をすればいしミ。そんなふうに考えておりま

す。

判例情報の入手の件ですが，直接裁判所から判決文を，東京関係ではいただいておりま

すが，そのほかは必要に応じてその都度裁判所に伺ってお願いをする，あるいは，他の出

版物をもとにして情報を入手しているのが現状です。ただ，裁判所によって対応に違いが

あります。ですから，全部出していただければ有り難いと思います。あとは各社が利用者

のために整理をすればいいと思います。

〈司会〉小松先生，いままでのお話で，全部出してほしいという発言と，でも全部出され

たらちょっと大変だというふうな意見も一部ありましたが，そのへんについていかがでし

ょうか。

〈小松〉基本的に，先ほど指宿先生がご指摘されたような，アメリカでは情報公開法があ

って，全部出さなければいかんという法律があるわけですね。日本も情報公開，法律もあ

りますし，徐々にですが公開の方向に向かつておりますので，本来，法治主義の根幹とい

うのは法律を誰もが知り得る状態にあるということが前提としてあるわけですから，それ

は弊害は弊害として個人情報の保護とか，それは当然考えなくてはいけませんけど，公開

すること自体あるべき姿ではないかと思ってます。

〈司会〉指宿先生，判例にしても，法律にしても，原本の信頼性といいますか，の問題も

含めてコメントいただけませんか。

〈指宿〉原本の信頼性は後回しにして，先に全判例公開の問題ですけれども，先ほど私の

プレゼンテーションの中で，最高裁は全部公刊されているので比較にならないと申し上げ

ました。アメリカで今議論になっているのは，中間上訴裁判所の判例の提供の仕方なんで

す。それでも先ほどの数字で 20数%に達していますから 4分の 1ぐらいなんですが，ア

メリカに 12の中間上訴裁判所があって，それぞれ公式判例を公刊するか否かを判定する

委員会があります。それがどうして始まったかというと， 1970年代までは全部の判決文を

公刊する，公開するということになっていたのですが，破綻してしまったんで、す。訴訟の
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数が増えすぎて，それに対応できないということで。そこで，全判例公聞から選択的公刊

というふうにポリシーが変わったわけです。そのポリシーを変えたときに，どういう判決

文を公刊する，公開しなければならないかという基準を各サーキットコートずつに定めて

いったわけです。例えば「少数意見が付いている判決文については必ず公開することjと

いうふうなポリシーが出てくる。

そういうポリシーが出てきたのですが，これはちょっと触れておきたいのですが，ポリ

シーがあっても落ちてくるものがどうしでもあるわけです。多数意見で，あまり裁判所が

重要じゃないと思ったものは落ちるわけです。シカゴ大学のロースクールの教授で合衆国

連邦第 7上訴裁判所の判事であるリチヤード・ポズナーという人がいるのですが，彼の本

である RichardA. Posner， THE FEDERAL COURTS: CHALLENGE AND REFORM (Harvard 

U.P. 1999)においては，このように書いてあるのです。「政府機関，保険会社，大きな立法

に関与している法律事務所は，未公刊判例を組織的にチェックしている。そして，彼らに

メリットのある判例の公刊を要請する」。この手続が定められたときに，自分が当事者であ

ったりした人は，判決が公刊されなかった場合には不服申立を裁判所にすることができる

わけです。これを利用して，政府機関や保険会社は自分たちの訴訟に有利になった判決を

集中的に公刊するような一種のロビングを裁判所に対しでかけてきました。この結果，つ

まり判例が公刊されるのが非常に操作されているということが明らかになってきたのです。

これに対して， Lexis社とかWest.Lawといった大きなデータベース会社は公式の判例集に

登載されないものもどんどんデジタルなデータベースに載せていくようになりました。で，

非常に重宝されるようになったわけです。ですから，公式な判例集で公刊されているもの

と商用との落差がそこで生まれてきたわけです。

私が先ほどの話で「正当性」というふうに申し上げましたけれども，アメリカは 27%

ぐらい公刊されているところですら，判決の公刊あるいは公開について，正当性の疑問が

出されているわけです。私は，一つだけ最高裁の少数意見が付いたのを例に挙げたわけで

す。情報というのは，何を出すか，出さないかによって，ある種のメッセージがそこに生

まれる。政治的なメッセージが，あるいは経済的なメリットを誰にもたらすかというメッ

セージを持っているということに注意しなければならないと思います。

そういう意味では，全てを公開し，それを誰がどういった形で伝えるかというのは，マ

ーケットあるいはそのベンダーさんの知恵とか，技術とか，考え方に基づいて自由に競争

でやればいいのではないか。私は，それが最も安全な情報社会ではないのかなというふう

に思ってます。

〈司会〉その点，せっかくですからレクシスの Hudelsonさんに伺っておきたいと思います

けども，サーキットコートの判例の公開率が95年で約 27%だ、ったというご指摘とか，

あるいは公刊されなかった判例について一種のロビングによって判例データベースに収録

されることになって，正当性といいますか，判例データベースの構築の仕方に一定のバイ

ヤスがかかつてないかどうかというそのへん，ちょっと難しい問題ですけれども，ご意見

を伺えたらと思います。

< Lexis. Nexis)確かに先生方のおっしゃるような問題がございます。ここ最近アメリカで

も訴訟の数が増えすぎておりまして，全ての収録ができないという事情があります。しか

し Lexis.Nexisのデータベースのほうには，そういったケースでも掲載がされておりま

して Lexis.Nexisのケースのうち 25%は公刊されていないものであると認識していま

す。こういったものが確かに一般の個人に利用ができないということは問題があり，バラ

ンスを欠いているかと認識しております。但し，場合によったら，個人が弁護士事務所な

どに相談に行きまして，そこから Lexis.Nexisのほうに問い合わせて，そういった経路で

入手をするということもあります。但し，裁判が増えすぎたために入手が難しいという問

題は問題であると考えております。
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最後におっしゃった点がどれだけ認識できたのか分からなかったのですけれども，裁判

所によって公刊していないケースの入手方法についてもかかわってきます。公刊してなく

ても，それをサポートするためにこういうものがあるから使ってもいいという裁判所と，

そうでない裁判所があるということをおっしゃっていたのでしょうか。そのあたりをちょ

っと。

〈指宿〉最後の問題は，サイテーションルール，アッピールコーツの問題だと思うのです

が，それのことを言っているのはないですか。

< Lexis. Nexis >いまの発言についてご説明します。先ほどの裁判所によって開示のルール

が違うということを，まず統一する必要があるかと思います。何を公刊して，何を公刊し

ないかというルールを統一することがまず重要であろうと考えています。アメリカにはご

存じのように 11の連邦中間上訴裁判所がございまして，そういったところを統ーしてい

くということが重要であろうと思います。なお最近，アメリカの連邦最高裁判所自身のウ

エブサイトでも判決について全て載せています。そういった形でこれから入手していくこ

とが望まれるだろうと考えています。

〈指宿〉正当性の問題でもう一つ，彼が僕に質問したところで非常に重要な部分があるの

です。というのは，各サーキットコートのルールの中に，公刊されてない判例を法廷で引

用してはいけないというノーサイテーションルールというのがあります。これは非常に問

題があると，今アメリカで大きな議論になっている O というのは，公刊されなかった判例

にある当事者が自分に有利な判断が含まれているというのを発見したにもかかわらず，法

廷ではそれが使えないということが出てきているからです。結局，裁判所は，判決したこ

とではなくて，判例集を公刊したことによって，多数説あるいはある特定の法に対する考

え方を社会に対してコントロールすることができるということなんですね。ポズナーはこ

ういうふうに言ってます。「多数説ではない判例の公刊を招くことも可能だし，先例の引用

にバイヤスをもたらしかねない」というふうに言ってます。私が午前中紹介した最高裁の

少数意見は，いかなる商用判例集，判タにも判時にも登載されていないのです。にもかか

わらず，固有名調を出して申し訳ないのですが，そのあとおとり捜査に関する高等裁判所

の判例が出たときの判決文の冒頭にあるコメントがありますよね，コメントの中に「平成

8年に最高裁は少数意見付きのこれこれこういう判決をしている。判例集には未登載」と

いうふうに書いてあるわけです。これは非常に転倒した状況が日本でも生まれていると思

うのです。おとり捜査で少数意見を足掛かりに争おうと思う当事者が，その判決文を公的

には発見できないですね。そういう状況が日本でも生まれているということを指摘してお

きます。

〈司会〉あと，原本の信頼性の問題がありますけれども，そのへん小松先生ご意見ありま

せんか。法令にしても，判例にしても，原本の確認方法をどうやって確保するのかという

のですけど，難しい問題かもしれまんが。

〈小松〉法令のほうは大変難しいですね。最近の法律になりますと，法案の段階で官庁が

PDFファイルを作ってウェブで公開するという場合が多くなっておりますので，比較的

チェックは容易だろうと思いますが，結局，官報の改正法を積み上げていくしか検証方法

がないのですが，それが間違っている例というのが実際ある。判例ですと，判決原本を入

手すれば，それでオーソリティの問題は解決するかのごときですが， 81宜Pプロジェクトで

入力を進めております大昔の判決書などは，紙の上に墨で書いてあるわけですね。毛筆で

書いてあって，我々が読んでも全く判読できない。オーソリティ以前に文字の解読という

問題も実は判例としてはある。という程度でご勘弁いただきたいと思います。

〈司会〉判決については，例えば，その判決に更正決定などがあったりしますけれども，

判例データベースを作っておられる会社の方は，収集した判決について，更正決定などが

出てないことなどは確認されたりはしているのでしょうかね。そのへんいかがですか。第
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一法規の石丸さん。

〈第一法規〉更正決定の問題は別にじまして，それなりに読み込んで判例集に登載します

けど，明らかにおかしいなという場合があります。そういうときどうするのかということ

を申し上げてお答えにしたいのですが，その他の幾つかの判例集に登載されますから，そ

れを確認して登載します。判断に迷う場合は，注記を付して登載します。

〈司会)TKCの大友さん，独自に収集された判例について，疑問を感じたら裁判所に問

い合わせたりしますか。

<TKC)今まではしていません。というのは，判例の掲載誌の所在を明記していますの

で，公表された出典をもとに忠実にデータを作成しているというスタンスです。多少逃げ

ているかもしれません。どう見ても間違いと思われるものがありますが，判例は多いです

ので，今のところしょうがないと判断してます。ただし，税務判決に関しては，私どもの

専門分野ですので， TKC税務研究所という機関を持ってまして，専門家が目を通し，要

旨の作成段階で全部チェックしています。それから，法改正の整合性についても全部チェ

ックしています。

〈司会〉独自ルートでも，当事者等にアプローチしたり収集されてるわけですね。

<TKC)どちらかというと勝った当事者にアプローチするのですが，いずれ原文は出て

きますので，先にいただけないかと。地方公共団体では，負けても親切に出してくれると

ころが多くなりました。

〈司会〉それでは，判例情報について十分裁判所から提供が得られたとして，付加価値を

どう付けるべきか，付けてほしいか，という点についてご意見いかがでしょうか。今の状

況だと，判例評釈が表示されていたり，参照条文が表示されていたり，審級関係が簡単に

検索できたりというのが，今のところの付加価値，付加情報の主なものでしょうかね。小

松先生，実務からの要望みたいなものはありますか。

〈小松〉先ほど申し上げたように，判例評釈とかそういったアカデミックペーパーもワン

クリックで取れるようにしていただきたいということは切に願っておりますが，これ実現

するとすると，例えば音楽の場合，ネット配信という問題が入ってくることによって著作

権の枠組み自体が大きく変わろうとしている。そういった動きの中で，アカデミックペー

パーの著作権の考え方というのも当然影響を受けてこざるを得ないのではないかと思うの

ですが，そこから先は私，アカデミックペーパーの側の供給者ではないので，ちょっとコ

メントいたしかねます。

〈司会〉判例評釈がクリックするだけで，あまり高いと困りますけれども， 100円か 200円

ぐらいで供給されると，そんないいことはないという感じがしますけど，例えば今回， r判
例タイムズ』をDVD化されたわけですけれども，各論文の執筆者には， DVD化に伴っ

て何らかの費用の支払いというのはあったんで、すかね。なかったんでしょうか。

<EO C)判例タイムズDVDの復刻版の論文等に関しての著作権料といいますか，原稿

料といいますか，そのへんの話ということですけれども，そのへんのことは重要に私ども

も考えております。一つは，今回のDVD化というのは，非常に新しい電子出版という形

になりましたので，現状は，今後同じような電子出版の形というのがどんどん増えていく

だろうというところで，出版業界さんとしても，方向性を今決めていただいている。例え

ば，各社の編集長会議等で議論のほうをしていただいているというのが正直なところです。

判例タイムズとして現状どうしているかというところにおいては，先ほどご覧いただい

たように， PDFファイルを使いまして，紙面をそのまま，何の改ざんもなくやらせてい

ただいておるというところで，増刷扱いになるだろう。今のところ現状，きょうの段階で

何かの対価を過去の方にお支払いしているということはございません。ただ，絶対払わな

いということではもちろんございませんで，出版業界のほうの指針が決まればすぐお支払

いできるように，そのへんの資金のプール的なことはやらせていただいております。
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一つの話として，判例タイムズ社のほうには，過去いろいろご百命文を書いていただ、いた

大学の先生や弁護士の先生方から，非常にいいものを作ってもらったと。どうしても本に

単に書いただけでは，自分の論文もそのまま埋もれてしまう。たとえ 1，000冊本を揃えて

もらったりしても，要は利用していただけない。それが今回こういった電子化をして，単

に電子化をしただけではなくて 判例からいろいろ飛べて利用してもらえる。広く見てい

ただけるというのは非常に嬉しい，というお話はたくさんいただいております。

〈司会)Hudelsonさんに伺いたいのですけれども Lexis-Nexisの場合，いろんな法律関

係の論文などは，論文ごとにチャージして申し込めるというか，受け取れるような形にな

っているのですか。

< Lexis-Ne氾s)課金の方法ですが，時間制，定金額制，検索ベースによるもの等さまざま

な契約形態で利用していただいています。いまの問題点にからむコピーライトの件につき

ますと，特に最近問題になってきましたのは，マシューベンダーという有名な出版社を傘

下におさめましたので，そこが有していますボリューム数の多い本などですね。特定な分

野とおっしつやてましたけれども，おそらく特許や著作権など書かれた本はかなり大きな

ものがあるかと思います。そういったものが既存の出版業の間ではセット数なのでロイヤ

リティを計算しているわけですけれども，そういったことがオンラインですとできなくな

ります。ですから，どれぐらいの割合でオンラインで使われているかを推測しなければな

らなくなるわけですけれども，それについては非常に難しい問題だと思います。

〈司会〉ジー・サーチのDialogはいろんなデータベースの中で，公的文書というか，のぞ

いて学問的な論文の電子的な販売みたいな形というのはあるのでしょうか。つまり，その

論文をいまダウンロードしたら幾ら払うとかいうような形式で，論文が実質上販売される

ような形式はあるのでしょうか。

〈ジー・サーチ〉一般的には電子ジャーナルと言われているものに類するかなと思います

けれども，一般的にされているのは，雑誌を予約しているユーザーが見る場合には，予約

者がその一論文が見ることができるという契約形態になっていて，購読者以外の人が，一

論文ずつ対価を払って購入できるというのは非常に稀なケースじゃないかなというふうに

思います。

〈指宿〉アメリカには，カールというノンプロフィットのドキュメントデリパリーの機関

があって，そこにアンカバーという論文速報サービスがありますが，そこは 1オーダーご

とにだいたい 10ドルぐらいかな，徴収して，著作権の費用については向こうが処理して

くれるというふうになっています。

〈ジー・サーチ〉アメリカなどの場合は もともとの印刷された雑誌からコピーをしてF

AXで提供するとか，郵送で送るとかいうふうなドキュメントデリバリーの形態になって

います。その場合には，アメリカのほとんどがコピーライトクリアランスセンターに著作

権料を支払うような，そういった業者がまとめてコピーライト科を払うというふうな形式

になっております。先ほど私が申しましたのは，そうではなくて，電子媒体で流通してい

るー論文の記述がどうなっているかというようなことでお話をさせていただきました。

〈司会〉いまのお話は，出版社と利用者との関係のお話だと思うのですが，著作権者との

関係のお話というのは，どんなふうになっているのか。著作権者はどなたであって，著作

権者と例えば出版社との関係はどういう関係なのでしょうか。

〈ジー・サーチ〉私のほうで答えたほうがよろしいのでしょうか。私もよく分かりません。

分からないところがあるのですけれども，米国のコピーライトクレアランスセンターとい

うところが各出版社と契約しておりまして 1ログ当たり幾らとコピーライト費を決めて

いるんです。ですから，出版社が著作権者のほうにどれだけのコピーライト料を支払って

いるかというのは，出版社ごとによって異なってくると思います。ですから，コピーライ

トの徴収自体は，コピーライト・クリアランスセンターのほうで出版社との間で決められ
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ている率の中で収められている。それが出版社と著作権者の間でどういうふうに決められ

ているかということになるのではないかというふうに思います。

〈司会〉時間も来てますので，法令あるいは判例にとどまらない，より広く「法情報」の

データベースのあり方についての期待とか，学術系のサイトその他，商用データベース会

社のそれぞれの機能みたいなことについて，お話をいただけたらなというふうに思います。

岡本さん，主にきょうは無償のサイトその他，ご紹介いただいて，そのあと午後に有償の

データベースをご覧いただいたことになると思うのですけれども，無償のデータベースと

有償のデータベースのそれぞれの役割あるいは機能といいますか，について一般ユーザー

としての立場からご意見ありますか。

〈岡本〉これは指宿先生が研究されているテーマだと思うのですが，一番必要性を感じる

のは，無償のいろいろなオンラインで，日本だけでも公開されているデータベースの質の

問題をもっと問われたほうがいいのかなということは思います。数多くの非常に優れたお

仕事だとは思うのですが，一般の市民がそれを本当にどこまで信じて利用できるのか。だ

いたい個人がやっているものが多いですから，些細な基本的な校正の誤りなどもあります

し，それが非常に大きな誤解を招くのではないかということも十分考えられると思います。

ですから，現在ウェブ上で公開されている特に個人主体で作られている法令のデータベー

スが，専門家，弁護士や法学の研究者もしくは商用のオンラインデータベース作成業者か

ら見て，どの程度評価できるのかということは，もっと公開されていっていい情報ではな

いかなと思います。有償のオンラインデータベースがもっと今後一般の市民に活用される

ようになるためにも，べつに私はその意義は全く否定しないのですが，今一般市民が無償

でイ吏っているものは，費用対効果という点から見て，有償のデータベースと比べてどうな

のか。そういう点が無償のものと有償のものと並べて比較されて利用者の前に突き出され

てもいいのじゃないかなと思います。

〈司会〉先ほどのプレゼンテーションの中で，第一法規の石丸さんが，今後の課題の中で，

官民学の共同というようなことをおっしゃったわけですけれども，学の側からはユーザー

としての要望というのはあり得るのでしょうけども，そうではないデータベース構築に向

けての共同という面でしょうが，そういう官民学の共同ということの可能性について，指

宿先生いかがでしょうか。

〈指宿〉せっかく商用の方が多いので，フリーな話は午前中に十分致しましたので， もう

少し，じやどういう商品が，一次資料が無料化した場合に載っていくかということで，や

はり海外の商用データベースをもっと研究してもらいたいと思うのです。一次情報が無料

になったときに，それをどういうコンテンツと組み合わせていくかというのが，これから

の課題だと思うのです。レクシスの方がいて申し訳ないのだけど，例えば，ウエスト杜の

データベースもありますけど，ウエストが2年前から始めたサーピスとして，各ロースク

ールの先生が自分の教科書をウエスト杜のインターネット上のサイトに送ると，その先生

がピックアップした法令とか判例をダイレクトにそのテキストから結びつけていくような，

そういうのがあるんです。それを講読するのは，その先生のクラス。これは非常にいい。

というのは，出版会社の人がいるので申し訳ないのですが，今ご存じのように出版コスト

は非常に高いんですね。教科書を毎年作っていたら，それを生徒がコストを払わなければ

いけない。教科書代というのはものすごくかかる。それをもうインターネットをプラット

ホームにして，教室あるいは教室外でもいいんですが，テキストを読み，判例や法令にも

ネットでアクセスする。これは社会的にインフラがあるからといってしまえばそれまでな

んですけれども，先ほど論文とかもアクセスできるようにしたほうがいいと小松先生おっ

しゃいましたけど，まず基本的には日本の教育現場では教科書ですから，そういうものと

組み合わせていく商品ができるのじゃないか。いまロースクルーが盛んな議論になってい

ますから，そういうテキストと結び付けていくのはできるのではないか。
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こういう試みというのは，世界じゅうの法学教育機関でやっているんですよね。 6月だ

ったらアメリカでキャリーという法学教育と法情報産業を結び付けるような，そういうコ

ンソーシアムがあって，シカゴで毎年そういうのを開催しています。でも，日本の企業の

方はそこで見かけたことは一度もありません。そういうところにぜひ来られて，世界じゅ

うの法情報産業がどういう商品を開発しているかというのを見てほしいと，僕は強く希望

します。そうすれば，一次情報が出てきたときに，どういう付加価値を付けていけるかと

いうのがまた発見できるのではないかなというふうに思います。

〈司会〉ぜひ各企業の方々へ世界に向けて頑張ってほしいと思います。

せっかく石丸さんがお見えになっているのですけれども， I民の聞での共同と競争」とい

うふうにお書きになっているのですが，競争はよく分かるのですけど，民の間での共同っ

て可能で、すか。

〈第一法規〉全く個人的な考えを書いたのですが。各社それぞれ特色を持っておりますし，

各社でしか持っていない情報があるわけですが，それをどう組み合わせるか，提供する側

ではなく，法情報を利用する側に立って考えることだと患います。単独で提供するより組

み合わせた方が利用者に評価されるものを考える。それが，結果として共同する各社にも

利するというように考えるということだと思います。そうすると，後は共同する条件を考

えればいいということになります。これが難しいのかもしれませんが，私は楽観的です。

今まで存しないのは，そのような発想が一般的でなかっただけかもしれません。

例えば，法律学辞典に法律・判例を付けるとか，教科書に法律・判例を付けてみるとか，

そんなところから始めていけばどうでしょうか。社会のいろいろな事象の背後には法があ

るわけですから，出版社同士でなくても，法情報同士でなくても，組み合わせることがで

きるのではないでしょうか。具体的な企画を思いついているわけではありませんけれども，

そういう方向でいろいろなことを考えたいと，個人的にはそう思っています。

〈司会〉新日本法規の中村さん，民の聞の協力について，どういうふうにお考えですか。

〈新日本法規〉大学関係の方いろいろ日本全国メーリングリストを使って運用されている。

民聞はどうかというと，なかなか今までは，こういうようなシンポジウムというよりも，

いろんなショー，展示会でお会いしてお顔を拝見しておりますが，踏み込んだ話などはし

たことはたぶんないと思うのです。少ないとは思うのですけれども，お互いに公開できる

ところは公開して勉強していったらいいなと思います。

それから，先生方のことですが，きょう午前中も発表にありましたXMLについて，イ

ンターネットはここ数年で，おそらくデジタル放送とかわってくるのじゃないかなと思う

のですけど，そのときに使われる技術がXMLというふうに決まってますので，そちらに

法律情報の構造化の重きを置いて，あとは各社が自分のところでコンテンツをどう組み合

わせていくのかということを，それぞれ考えていくのじゃないかなと思います。

〈司会〉時間を大幅に超過しているのですが，夏井先生に，最後のご挨拶の段階で高評を

いただけるのだろうと思いますので，最後に，今後の展望といいますか，夢というか，あ

るいは方向性というか，法情報データベースがどんどん進んで、いけばどうなりそうかとか

いうことも含めてお話いただいて，本日のパネルデイスカッションを終わらせていただき

たいと思います。(拍手)

〈夏井〉どうも熱心なご討議ありがとうございました。「ありがとうございました」で挨拶

を終わろうと思ったのですけれども，何かしゃぺらなければいけないような雰囲気になり

ましたので，ちょっとだけ感想めいたことを述べさせていただきます。

その前に，私のほうの準備不足で，もう少したくさん来ていただければよかったのです

けども，ご覧のとおり，同じ建物の中でもたくさん学会をやっています。また，関西のほ

うでもたくさん，きのう，きょうと学会をやっておりまして，指宿先生には非常に大きな

学会のほうの合聞をぬってこちらのほうへわざわざ出掛けていただきました。ほかにもそ
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ういう方がたくさんおられます。そういう状況の中で，どうにかこうにか開催できたこと

については感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。

今回の総括みたいな感じになりますが，昨日も「グローパル化」というのはどういうこ

とかというふうな話がありました。賛成意見，反対意見あろうかと思いますけれども，や

はり日本全体の中でマキシマムにしようとしても，たかがl億人の世界です。法情報を必

要としているのは，日本の中の 1億人だけではありません。それはどの国でもお互い同じ

ことで，情報は欲しいわけです。

志のサイトには，日々数千件のアクセスがあります。 4月から数えてだいたい 30万件

近いアクセスがありますけれども，私のサイトにあるものは，日本語がほとんどすべてで

す。いろいろロゴを見てみますと，海外からアクセスされているのがかなりあります。お

そらく日本語を必死になって読んでおられるのだろうと思います。また，企業などで翻訳

して送り込んでいるということもあるかもしれません。私自身も， トーマスまどを使って

アメリカの情報を手に入れるわけですけとれも全部英語です。それを私は，英語はほとん

ど使えないのですけれども，必死になって辞書を見ながら読みます。翻訳というのは，一

種の改定作業でもあるから，その時点で閲覧ロスができてしまいますね。やはりリソース

が大事だ、と思います。それぞれの国でお互い言葉が違っておりますので，リソースの違っ

ている人がたくさんいると思うし，それは学者だけではなくて，ビジネスの世界ではもっ

とそうだろうと思います。そういうものがもっと融合しやすくするためにはどうやるかと

いうことを考えるのが，法情報学の目的でありますし，またそういう学聞が発達すること

によって，ピジネス全体がダメになってしまっては意味がないので，どうにかそれがビジ

ネスにもつながって，みんなカ宝ハッピーになれるような，そういうことになればいいと思

うのです。

先ほど指宿先生が，日本の法情報は，もっとアメリカに行って見てきたらいいんじゃな

いかとか，そういうご発言がありました。私も同感です。アメリカだけではなくて，オー

ストラリアでも，ヨーロッパでも，いろいろなところではたくさん行われておりますし，

それは単に学術的に面白いからというのではなくて，まさにニーズがあるからだというふ

うに，私は思います。

今後，この SHIPプロジェクトでさらに研究してまいりますけれども，目指している方

向というのは，法情報に対するアクセスということがどういう意味があるかということを

広く理解してもらう。単に国民の基本的人権で、ある参政権とか，知る権利の確保のために

必要で、あるというだけではなくて，ビジネスの面でも，自分が取引をしたい国の法律はど

うなっているかという正確な情報がなければ 正しい戦略を作ることはできません。です

から，わが国あるいは他の国の正しいビジネスのあり方のためにも，法情報へきちんとア

クセスできる。アクセスした法情報が信頼性の高いものであり，鑑定して提供されるもの

であり，そして一定の何か認証が与えられるものである。そういうふうな状況まで、持って

いかなければならないと思っております。

但し，そういう法情報へのアクセスをするためには，一定の技術とか，一定の知識とか，

トレーニングも必要だと思います。そういうものを身につけさせるのも，大学の一つの役

割であろうと思いますし，そのための基本的な技法を考えことも必要だと思います。その

場合に，単なるピジネス上に置かれたようなフィーではダメで，もっと安いものでなけれ

ばいけないだろうと思います。その場合の知的財産権も含めた棲み分けというものをきち

んとやっていかなければいけない。

それやこれやいろいろ考えて， SHIPプロジェクトでは，データベースとは全然関係ない

ような知的財産権の話も研究したり，パテントの話なども特に研究しているわけですけれ

ども，それは早い話が，特にネット上の中では，いろんな形に見えるけれども，結局は 1

つしかないわけで，非常に単調な世界ですから，それをどう捉えるかという問題に帰着し
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てくるだろうと思います。昨日の話の中でも，コートという話が出てまいりましたけれど

も，たぶん詰まるところそういう話なんだろうと，私は思っております。

こういう我々の基本的人権の根幹に係わる，何が法であるか，知る権利というものをき

ちんと突き詰めて考えることによって，ネットが普及した世界で，我々はいったい我々が

残るためのルールをどのように構築し，どのように運営し，何か悪いところがあったらど

のように変えていくのか。そういう基本的な方法をさらに見出していくことができるので

はないか。そういうふうなことを考えながらやっていかなければ， 2 1世紀の人類が非常

に辛い世界で生きていかなければならないというふうな感じを持っております。

あと 4年もあるという言い方もあるし，たった4年しかないという言い方もできると思

います。今回参加していただいた研究者の方あるいは事業者の方々から，さらに協力を得

て，またシンポジウムを予定しておりますので，できれば今回参加していただいた

Lexis-Nexisだけではなくて，ウエスト杜，その他，あるいはオーストラリアのオーストリ

ーとか，その他いろいろな研究者に集まっていただいて，大事な問題について議論し，そ

れで私たち自身の刺激にもしていけたら非常にいいことではないか。また，そういうふう

なものをウェブでも討論し，考えていげる場を公開して，広くそういう問題を認識してい

ってもらう。それをピジネスのサイドではさらに利用して新しいピジネスはどうあるべき

かということを，経営を考えていくうえでも使っていただくというふうな形にしていただ

いたらいいのではないかと思います。

今後ともひとつよろしくご支援ご協力をお願いいたします。長時間に渡りありがとうご

ざいました。(拍手)
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<資料>

法情報データベース・法情報検索パテントマップ

Compiled by:弁護士小松弘

Rev.0.1 Last modified: Monday， Januarγ10， 2000 13: 10:25 

くhttp://homepage1.nifty.com/e-law/xml/ pmapO.html> 

[XML & SGML】

001. [特開平 11-353312]文書管理方法及び装置ならびに記録媒体

002. [特開平 11-338861]構造化文書処理方法

003. [特開平 11-316764]構造化文書の検索方法および装置および構造化文書検索フ。ログラ

ムを記録したコンヒ。ュータ読み取り可能な記録媒体

004. [特開平11-306205]文書ファイノレ検索装置及び、プログラムを記録した機械読み取り可能な

記録媒体(引用者注:XMLに明示的に言及している)

005. [特開平 11-306168]構造化文書作成方法及び構造化文書作成装置並びに構造化文書

作成プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体

006. [特開平 11-296525]データベースの作成方法とデータベース作成装置及びそのデータベ

ースを利用した情報検索方法と情報検索装置

007. [特開平 11-288412J文書作成方法及びシステム及び文書作成プログラムを記録したコン

ピュータ読み取り可能な記録媒体

008. [特開平 11-282835J構造化文書のレイアウト表示システム

009. [特開平 11-272694]文書型検索装置

010. [特開平 11-272667J構造化文書作成方法，構造化文書作成装置及び構造化文書作成用

プログラムを格納した記憶媒体

011. [特開平 11-259460]文書処理装置

012. [特開平 11-259299]構造化文書作成支援方法，構造化文書作成支援システム，フ。ログラ

ムを格納する記憶媒体，記憶装置及びオブPジェクト指向構造化文書作成支援システム

013. [特開平 11-250055]構造化文書編集方法及び構造化文書編集装置並びに構造化文書

編集プログラムを記録した記録媒体

014. [特開平 11-242676J構造化文書登録方法，検索方法，およびそれに用いられる可搬型媒

体

015. [特開平 11-203283]構造化文書処理装置及び構造化文書処理フ。ログラムを記録したコン

ピュータ読み取り可能な記録媒体

016. [特開平 11-154149]構造化文書の表示方法

017. [特開平 11-143906]個人用情報管理方法及び装置及び個人肝情報管理プログラムを格

納した記憶媒体

018. [特開平 11-143874]構造化文書の体裁定義支援装置

019. [特開平 11-120175J構造化文書表示システム及びコンヒ。ュータを構造化文書表示、ンステ

ムとして機能させるためのプログラムを記録した記録媒体

020. [特開平 11-120068J構造化情報ファイル検査装置およびコンピュータ読み取り可能な記

録媒体

021. [特開平 11-110391]文書管理方法

022. [特開平 11-110384J構造化文書検索表示方法及び装置

023. [特開平 11-096161]文書変換装置
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024. [特開平11-085750]構造化文書処理方法および装置および構造化文書処理プログラムを

記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

025. [特開平 11-053400]構造化文書検索装置及びプログラムを記録した機械読み取り可能な

記録媒体

026. [特開平 11"-025076]文書管理装置および文書管理プログラム記憶媒体

027. [特開平 10-326230]分散ネットワークコンピューティングシステム，同システムに用いられる

情報交換装置，情報交換方法，及び記憶媒体

028. [特開平 10-320412]文書作成装置

029. [特開平10-307816]構造化文書処理装置，構造化文書処理方法およびその方法をコンビ

ュータに実行させるプログpラムを記録したコンヒ。ュータ読み取り可能な記録媒体

030. [特開平 10-293764]構造化文書データベース検索方法，構造化文書データベース検索

システム及び記録媒体

031. [特開平 10-269160]データ配信表示装置

032. [特開平 10-240752]構造化文書の登録方法，検索方法，およびそれに用いられる可搬型

媒体

033. [特開平 10-240731]文字認識を利用した構造化文書作成装置

034. [特開平 10-214265]構造化文書処理装置

035. [特開平 10-207895]ネットワーク情報受信端末装置

036. [特開平 10-198697]構造化文書検索装置

037. [特開平 10-187726]構造化文書編集システム

038. [特開平 10-187725]文書編集方式

039. [特開平 10-187720]文書要約合成装置

040. [特開平 10-187680]単語，文，部分の粒度で管理するドキュメントリポジトリ装置

041. [特開平 10-171809]文書処理方法および装置

042. [特開平 10-171794]動的部品化機能付き構造化文書データベースシステム

043. [特開平 10-143510]文書処理装置及びその方法

044. [特開平 10-134037]文書編集装置及び方法

045. [特開平 10-116284]文書処理装置

046. [特開平 10-116281]文書処理方法及びその装置

047. [特開平 10-116279]文書処理装置

048. [特開平 10-116276J文書処理方法および装置

049. [特開平 10-116275]文書スタイル編集装置

050. [特開平 10-116270]文書処理方法及びその装置

051. [特開平 10-116269]スタイルデータの構造変換方法および装置

052. [特開平 10-116221] WWW上の構造化文書

053. [特開平 10-111866]ハイパーテキスト作成装置及び方法並ひ、にハイパーテキスト作成プロ

グ‘ラムを記録したコンヒ。ュータで、読み取り可能な記録媒体

054. [特開平 10-100484]コンピュータベースの文書処理方法

055. [特開平 10-097608]イメージ情報の構造化文書作成装置

056. [特開平 10-049530Jデータ処理方法

057. [特開平 10-021249Jキーワード、抽出ルール生成方法

058. [特開平 09-330315J構造化文書の処理装置

059. [特開平 09-319632J構造化文書の版管理方法および装置

060. [特開平 09-305603J構造化文書処理装置，構造化文書処理方法，データベースシステム

061. [特開平 09-297768J文書データベース管理装置及び文書データベース検索方法

062. [特開平 09-251457]文書変換装置
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063. [特開平 09-245057J構造化文書処理方法及び装置

064. [特開平 09-245052J構造化文書処理装置

065. [特開平 09-223127J文書処理方法及びその装置

066. [特開平 09-218874J文書処理装置

067. [特開平 09-212508J文書処理装置

068. [特開平 09-185625J構造化文書編集システム

069. [特開平 09-179863J構造化文書処理装置及びその処理方法

070. [特開平 09-17151OJ構造化データ処理装置

071. [特開平 09-167160J情報処理装置および方法，情報記憶媒体

072. [特開平 09-128400J構造化文書生成装置

073. [特開平 09-101959J構造化文書生成装置

074. [特開平 09-083715Jファクシミリ通信サーバとのインタフェース装置

075. [特開平 09-069101]構造化文書生成方法および装置

076. [特開平 09-044493J文書処理装置及びその方法

077. [特開平 09-006803J文書データベース管理装置

078. [特開平 09-006794Jデータ検索指示装置

079. [特開平 08-339369J文書表示装置および文書表示方法

080. [特開平 08-329116J構造化文書検索方法

081. [特開平 08-329079J構造化文書差分抽出方法および装置

082. [特開平 08-314933J構造化文書の処理装置

083. [特開平 08-292945J構造化文書編集方式

084. [特開平 08-235184J文書編集装置

085. [特開平 08-221417J構造化文書の新旧対照編集装置

086. [特開平 08-221399J構造化文書作成方法および装置

087. [特開平 08-202688J共同文書作成装置

088. [特開平 08-194706J構造化文章作成装置

089. [特開平 08-194705J文書処理装置およびその構造化文書編集方法

090. [特開平 08-190560J構造テスト装置

091. [特開平 08-185403J構造化文書のレイアウト・表示方法および文書処理システム

092. [特開平 08-171565J文書構造変換装置

093. [特開平 08-147311J構造化文書検索方法及び装置

094. [特開平 08-129543J文書処理装置および文書処理装置の文書処理方法

095. [特開平 08-095975J論理構造化文書の生成方法

096. [特開平 08-036579J構造化文書処理装置

097. [特開平 08-030619J構造化文書編集装置

098. [特開平 08-016600J構造化文書検索方法

099. [特開平 08-016590J構造化文書作成装置

100. [特開平 08-016589J構造化文書処理装置

101. [特開平 08-016583J文書処理装置

102. [特開平 08-016576J構造化文書編集装置

103. [特開平 08-016567J文書型定義作成支援装置 j 

104. [特開平 07-334525J版管理を伴う構造化文書処理装置

105. [特開平 07-319918J文書検索対象指示装置

106. [特開平 07-319874J文書処理装置

107. [特開平 07-319857J構造化文書処理装置

108. [特開平 07-282041J文書変換装置
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109. [特開平 07-262192]構造化文書検査装置

110. [特開平 07-262179]構造化文書作成におけるテキストエデ、イタのマクロ自動選択装置

111. [特開平 07-239850]構造化文書作成支援システム

112. [特開平 07-225771]検索式作成支援システム

113. [特開平 07-219945]文書処理装置

114. [特開平 07-200370]文書処理装置及び方法

115. [特開平 07-191989]文書処理方法及び装置

116. [特開平 07-182340]構造化文書の最適レイアウト構造決定方法及び最適レイアウトツリー

の決定方法

117. [特開平 07-175811J電子文書管理装置

118. [特開平 07-168721]辞書操作装置及び辞書サーチ順操作装置

119. [特開平 07-121534]構造化文書論理構造設計支援装置

120. [特開平 07-121533J文書型作成装置

121. [特開平 07-098707J文書処理装置

122. [特開平 07-065035J構造化文書検索装置

123. [特開平 07-056920J構造化文書処理装置

124. [特開平 07-056786]構造化文書処理装置

125. [特開平 07-044563]多重文書処理システム及び方法

126. [特開平 07-036895J構造化文書処理装置

127. [特開平 07-036894]文書処理分析支援装置

128. [特開平 07-036893J文書編集装置

129. [特開平 07-028928J物理ファイルおよび当該物理ファイルを処理する画像処理装置

130. [特開平 07-021160J表内データ抽出装置

131. [特開平 07-013966J文書の編集方法

132. [特開平 06-348756J索引作成装置及び索引利用装置

133. [特開平 06-325087J構造化文書のブラウズ装置

134. [特開平 06-314281J文書編集装置

135. [特開平 06-259421J文書処理装置

136. [特開平 06-223072Jファイノレ変換装置

137. [特開平 06-214983J文書画像の論理構造化文書への変換方法および装置

138. [特開平 06-208557J構造化文書処理装置

139. [特開平 06-203013J構造化文書に複数の変更可能な読み文字列および漢字文字列を記

憶する方法および、システム

140. [特開平 06-168267J構造化文書作成方法及び構造化文書作成支援装置

141. [特開平 06-131343J多重文書処理システム

142. [特開平 06-131340]構造化文書の文書部品管理装置

143. [特開平 06-131339]文書処理装置

144. [特開平 06-119335]構造化文書処理装置

145. [特開平 06-119332]構造化文書の文書部品管理装置

146. [特開平 06-119331]構造化文書の文書部品管理装置

147. [特開平 06-110886J論理構造を有する文書のコピーペースト処理装置

148. [特開平 06-110883]文書処理装置

149. [特開平 06-110882]文書編集装置および方法

150. [特開平06一103286]構造化文書複製管理方法，構造化文書複製管理装置及び構造化文

書複製管理プログラム

151. [特開平 06-060067J文書処理装置
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152. [特開平 06-052163J構造化文書処理装置

153. [特開平 06-044237J文書整形装置

154. [特開平 06-035914J文書作成システム

155. [特開平 06-035907J構造化文書編集装置

156. [特開平 06-028351]文書処理装置

157. [特開平 06-028350J文書編集装置

158. [特開平 06-019908J文書処理システム

159. [特開平 06-019893J文書処理装置

160. [特開平 05-334291]文書処理装置

161. [特開平 05-225240J文書データベース装置

162. [特開平 05-210667J構造化文書のレイアウト方法

163. [特開平田-189430J索引語管理装置

164. [特開平 05-128107J構造化文書編集装置

165. [特開平 05-108631]文書処理装置

166. [特開平 05-101053J構造化文書編集方法

167. [特開平 05-089173J構造化文書分類装置

168. [特開平 05-046608J文書処理装置

167 



このシンポジウムの開催費用，この講演要旨集その他の関連資料等の印

刷・出版費用は，明治大学学術フロンテイア推進事業「社会・人間・情報プ

ラットフォーム・プロジェクトjにおける研究の一部として，文部省及び学

校法人明治大学から支援を受けています。

この講演要旨集に収録されている講演要旨及び資料等の著作物の著作権

は，各著作物において著作者として表示されている者に帰属し，日本国及び

関連各国の著作権法によって保護されています。

名 称:SHIPプロジ、エクト・サイバ一法研究会・法情報学研究会第3回共
同シンポジウム講演要旨集

発行 :2001年 3月20日

編集:夏井高人，新保史生

執筆:福島力洋，上野達弘，i度遺修，苗村憲司，竹山宏明，夏井高人

岡本真，指宿信，和田悟，小松弘，平野普，藤田康幸

協 力:Lexis-Nexis Japan，第一法規出版株式会社，新日本法規出版株式
会社，株式会社ジーサーチ，株式会社TKC，株式会社判例タイムズ

杜(株式会社EOC)，久野敦司

発行者:明治大学学術フロンティア推進事業「社会・人間・情報プラットフ

オーム・プロジェクト (SHIPプロジェクト)J，サイバ一法研究会，

法情報学研究会

168 


